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＜概 要＞ 

1．において，設計基準対処設備の設置許可基準規則，技術基準規則の追加

要求事項を明確化するとともに，それら要求に対する東海第二発電所における

適合性を示す。 

2．において，設計基準対処設備について，追加要求事項に適合するために

必要となる機能を達成するための設備又は運用等について説明する。 
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1. 基本方針

1.1 要求事項の整理 

外部からの衝撃による損傷の防止について，設置許可基準規則第 6 条及

び技術基準規則第 7 条において，追加要求事項を明確化する。（表 1） 
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1.2 追加要求事項に対する適合性 

(1) 位置，構造及び設備 

(3) その他の主要な構造 

 本発電用原子炉施設は，(1)耐震構造，(2)耐津波構造に加え，以下の

基本的方針のもとに安全設計を行う。 

ａ．設計基準対象施設 

(a) 外部からの衝撃による損傷の防止 

安全施設は，発電所敷地で想定される洪水，風（台風），竜巻，

凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災

及び高潮の自然現象（地震及び津波を除く。）又はその組合せに

遭遇した場合において，自然現象そのものがもたらす環境条件及

びその結果として施設で生じ得る環境条件においても安全機能を

損なわない設計とする。 

なお，発電所敷地で想定される自然現象のうち，洪水について

は，立地的要因により設計上考慮する必要はない。 

上記に加え，重要安全施設は，科学的技術的知見を踏まえ，当

該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される

自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事

故時に生じる応力について，それぞれの因果関係及び時間的変化

を考慮して適切に組み合わせる。 

また，安全施設は，発電所敷地又はその周辺において想定され

る飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，

有毒ガス，船舶の衝突又は電磁的障害の発電用原子炉施設の安全

性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為による

もの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわない
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設計とする。 

なお，発電所敷地又はその周辺において想定される人為事象の

うち，飛来物（航空機落下）については，確率的要因により設計

上考慮する必要はない。また，ダムの崩壊については，立地的要

因により考慮する必要はない。 

自然現象及び発電所敷地又はその周辺において想定される発電

用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

であって人為によるもの（故意によるものを除く。）の組合せに

ついては，地震，津波，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災等を考慮する。事象

が単独で発生した場合の影響と比較して，複数の事象が重畳する

ことで影響が増長される組合せを特定し，その組合せの影響に対

しても安全機能を損なわない設計とする。 

ここで，想定される自然現象及び発電所敷地又はその周辺にお

いて想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを

除く。）に対して，安全施設が安全機能を損なわないために必要

な安全施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設備を含

む。）への措置を含める。 

【別添資料1（3.2:21 32）（4.1:33 38）】 

(a-1) 風（台風） 

安全施設は，設計基準風速による風荷重に対し，安全施設

及び安全施設を内包する建屋の構造健全性の確保若しくは風

（台風）による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能

を確保すること，安全上支障のない期間で修復等の対応を行

6条外部事象－8
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うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，その安全機

能を損なわない設計とする。 

(a-2) 竜巻 

安全施設は，想定される竜巻が発生した場合においても，

作用する設計荷重に対して，その安全機能を損なわない設計

とする。また，安全施設は，過去の竜巻被害状況及び発電所

のプラント配置から想定される竜巻に随伴する事象に対して，

安全機能を損なわない設計とする。 

竜巻に対する防護設計を行うための設計竜巻の最大風速は，

100m／s とし，設計荷重は，設計竜巻による風圧力による荷

重，気圧差による荷重及び飛来物が安全施設に衝突する際の

衝撃荷重を組み合わせた設計竜巻荷重並びに安全施設に常時

作用する荷重，運転時荷重及びその他竜巻以外の自然現象に

よる荷重等を適切に組み合わせたものとして設定する。 

安全施設の安全機能を損なわないようにするため，安全施

設に影響を及ぼす飛来物の発生防止対策を実施するとともに，

作用する設計荷重に対する安全施設及び安全施設を内包する

区画の構造健全性の確保若しくは飛来物による損傷を考慮し

て，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間で修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組

み合わせることで，その安全機能を損なわない設計とする。 

飛来物の発生防止対策として，飛来物となる可能性のある

もののうち，東海発電所を含む当社敷地内の資機材，車両等

については，飛来した場合の運動エネルギ又は貫通力が設定

する設計飛来物（鋼製材（長さ 4.2m×幅 0.3m×高さ 0.2m，

6条外部事象－9
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質量 135kg，飛来時の水平速度 51m／s，飛来時の鉛直速度

34m／s））より大きなものに対し，固縛，固定又は防護すべ

き施設からの離隔を実施する。 

なお，当社敷地近傍の隣接事業所から，上述の設計飛来物

（鋼製材）の運動エネルギ又は貫通力を上回る飛来物が想定

される場合は，隣接事業所との合意文書に基づき，飛来物と

なるものを配置できない設計とすること若しくは当該飛来物

の衝撃荷重を考慮した設計荷重に対し，当該飛来物が衝突し

得る安全施設及び安全施設を内包する区画の構造健全性を確

保する設計とすること若しくは当該飛来物による安全施設の

損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること

若しくは安全上支障のない期間で修復等の対応を行うこと又

はそれらを適切に組み合わせることで，その安全機能を損な

わない設計とする。 

(a-3) 凍結 

安全施設は，凍結に対し，安全施設及び安全施設を内包す

る建屋の構造健全性の確保若しくは低温による凍結を考慮し

て，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間で修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組

み合わせることで，その安全機能を損なわない設計とする。 

(a-4) 降水 

安全施設は，設計基準降水量による浸水及び荷重に対し，

安全施設及び安全施設を内包する建屋の構造健全性の確保若

しくは降水による損傷を考慮して，代替設備により必要な機

能を確保すること，安全上支障のない期間で修復等の対応を
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行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，その安全

機能を損なわない設計とする。 

(a-5) 積雪 

安全施設は，設計基準積雪深による荷重及び閉塞に対し，

安全施設及び安全施設を内包する建屋の構造健全性の確保若

しくは積雪による損傷を考慮して，代替設備により必要な機

能を確保すること，安全上支障のない期間で修復等の対応を

行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，その安全

機能を損なわない設計とする。 

(a-6) 落雷 

安全施設は，設計基準電流値による雷サージに対し，安全

機能を損なわない設計とすること若しくは雷サージによる損

傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障のない期間で修復等の対応を行うこと又はそれら

を適切に組み合わせることで，その安全機能を損なわない設

計とする。 

(a-7) 火山 

安全施設は，発電所の運用期間中において発電所の安全機

能に影響を及ぼし得る火山事象として設定した層厚 50cm，粒

径 8.0mm 以下，密度 0.3g／cm３（乾燥状態） 1.5g／cm３（湿

潤状態）の降下火砕物に対し，以下のような設計とすること

により降下火砕物による直接的影響に対して機能維持するこ

と若しくは降下火砕物による損傷を考慮して，代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修

復等の対応又はそれらを適切に組み合わせることで，その安

6条外部事象－11
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全機能を損なわない設計とする。 

・構造物への静的負荷に対して安全裕度を有する設計とする

こと 

・水循環系の閉塞に対して狭隘部等が閉塞しない設計とする

こと 

・換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響（閉

塞）に対して降下火砕物が侵入しにくい設計とすること 

・水循環系の内部における摩耗並びに換気系，電気系及び計

測制御系に対する機械的影響（摩耗）に対して摩耗しにく

い設計とすること 

・構造物の化学的影響（腐食），水循環系の化学的影響（腐

食）並びに換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的

影響（腐食）に対して短期での腐食が発生しない設計とす

ること 

・発電所周辺の大気汚染に対して中央制御室換気系は降下火

砕物が侵入しにくく，さらに外気を遮断できる設計とする

こと 

・電気系及び計装制御系の盤の絶縁低下に対して空気を取り

込む機構を有する計装制御設備（安全保護系）の設置場所

の換気空調設備は降下火砕物が侵入しにくい設計とするこ

と 

・降下火砕物による静的負荷や腐食等の影響に対して降下火

砕物の除去や換気空調設備外気取入口のバグフィルタの取

替え若しくは清掃又は換気空調設備の停止若しくは閉回路

循環運転の実施により安全機能を損なわない設計とする。 

6条外部事象－12
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さらに，降下火砕物による間接的影響である 7 日間の外部

電源喪失及び発電所外での交通の途絶によるアクセス制限事

象に対し，発電所の安全性を維持するために必要となる電源

の供給が継続できることにより安全機能を損なわない設計と

する。 

(a-8) 生物学的事象 

安全施設は，生物学的事象として海生生物であるクラゲ等

の発生及び小動物の侵入に対し，その安全機能を損なわない

設計とする。 

海生生物であるクラゲ等の発生に対しては，クラゲ等を含

む塵芥による残留熱除去系海水系等への影響を防止するため，

除塵装置及び海水ストレーナを設置し，必要に応じて塵芥を

除去すること，小動物の侵入に対しては，屋内設備は建屋止

水処置により，屋外設備は端子箱貫通部の閉止処置を行うこ

とにより，安全施設の生物学的事象に対する健全性の確保若

しくは生物学的事象による損傷を考慮して，代替設備により

必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修復等

の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，

その安全機能を損なわない設計とする。 

(a-9) 外部火災（森林火災，爆発及び近隣工場等の火災） 

安全施設は，想定される外部火災において，最も厳しい火

災が発生した場合においても安全機能を損なわない設計とす

る。 

想定される森林火災の延焼防止を目的として，発電所周辺

の植生を確認し，作成した植生データ等を基に求めた最大火
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線強度（6,278kW／m）から算出される防火帯（約 23m）を敷

地内に設ける。 

防火帯は延焼防止効果を損なわない設計とし，防火帯に可

燃物を含む機器等を設置する場合は必要最小限とする。 

また，森林火災による熱影響については，最大火炎輻射強

度の影響を考慮した場合においても，離隔距離の確保等によ

り安全施設の安全機能を損なわない設計とする。 

発電所敷地又はその周辺で想定される発電用原子炉施設の

安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人

為によるもの（故意によるものを除く。）として，想定され

る近隣の産業施設の火災・爆発については，離隔距離の確保

等により安全施設の安全機能を損なわない設計とする。 

また，想定される発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設

等の火災及び航空機墜落による火災については，離隔距離の

確保若しくは航空機が墜落し，その火災による損傷を考慮し

て，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間での修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に

組み合わせることで，その安全施設の安全機能を損なわない

設計とする。 

外部火災による屋外施設への影響については，屋外施設の

温度を許容温度以下とすることで安全施設の安全機能を損な

わない設計とする。 

また，外部火災の二次的影響であるばい煙及び有毒ガスに

よる影響については，換気空調設備等に適切な防護対策を講

じることで安全施設の安全機能を損なわない設計とする。 
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森林火災による津波防護施設への熱影響については，最大

火炎輻射強度の影響を考慮した場合において，離隔距離の確

保等により津波防護機能を損なわない設計とする。なお，津

波防護施設と植生の間の離隔距離を確保するために管理が必

要となる隣接事業所敷地については，隣接事業所との合意文

書に基づき，必要とする植生管理を当社が実施する。 

(a-10)高潮 

安全施設は，高潮の影響を受けない敷地高さ（T.P.＋

3.3m）以上に設置することで，その安全機能を損なわない設

計とする。 

(a-11)有毒ガス 

安全施設は，想定される有毒ガスの発生に対し，中央制御

室換気系等により，中央制御室の居住性を損なわない設計と

する。 

(a-12)船舶の衝突 

安全施設は，航路を通行する船舶の衝突に対し，航路から

の離隔距離を確保することにより，安全施設の船舶の衝突に

対する健全性の確保若しくは船舶の衝突による損傷を考慮し

て，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間で修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組

み合わせることで，その安全機能を損なわない設計とする。 

(a-13)電磁的障害 

安全施設は，電磁的障害による擾乱に対し，制御盤へ入線

する電源受電部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，外部

からの信号入出力部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，
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鋼製筐体や金属シールド付ケーブルの適用等により，安全施

設の電磁的障害に対する健全性の確保若しくは電磁的障害に

よる損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保する

こと，安全上支障のない期間で修復等の対応を行うこと又は

それらを適切に組み合わせることで，その安全機能を損なわ

ない設計とする。 

(2) 安全設計方針

1.1.1 安全設計の基本方針 

1.1.1.4 外部からの衝撃による損傷の防止 

(3) その他の主要な構造

発電所敷地で想定される自然現象（地震及び津波を除く。）については，

網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関

わらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集し，洪水，風（台風），

竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林

火災等を考慮する。また，これらの自然現象について関連して発生する自然

現象も含める。これらの事象について，海外の評価基準を考慮の上，発電所

及びその周辺での発生の可能性，安全施設への影響度，発電所敷地及びその

周辺に到達するまでの時間余裕及び影響の包絡性の観点から，発電用原子炉

施設に影響を与えるおそれがある事象として，洪水，風（台風），竜巻，凍

結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮を選

定する。 

安全施設は，これらの自然現象（地震及び津波を除く。）又はその組合せ

に遭遇した場合において，自然現象そのものがもたらす環境条件及びその結

果として施設で生じ得る環境条件においても，安全機能を損なわない設計と
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する。 

なお，発電所敷地で想定される自然現象のうち，洪水については，立地的

要因により設計上考慮する必要はない。 

上記に加え，重要安全施設は，科学的技術的知見を踏まえ，当該重要安全

施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当該重

要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生じる応力について，それ

ぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して適切に組み合わせる。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を

損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によ

るものを除く。）は，網羅的に抽出するために，発電所敷地又はその周辺で

の発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集し，

飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，

船舶の衝突，電磁的障害等の事象を考慮する。これらの事象について，海外

の評価基準を考慮の上，発電所又はその周辺での発生可能性，安全施設への

影響度，発電所敷地及びその周辺に到達するまでの時間余裕及び影響の包絡

性の観点から，発電用原子炉施設に影響を与えるおそれがある事象として，

飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，

船舶の衝突及び電磁的障害を選定する。 

安全施設は，これらの発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となる

おそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）に対

して安全機能を損なわない設計とする。 

なお，発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安

全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故

意によるものを除く。）のうち，飛来物（航空機落下）については，確率的

要因により設計上考慮する必要はない。また，ダムの崩壊については，立地
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的要因により考慮する必要はない。 

自然現象，発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがあ

る事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）の組合せについ

ては，地震，津波，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影

響，生物学的事象及び森林火災を考慮する。事象が単独で発生した場合の影

響と比較して，複数の事象が重畳することで影響が増長される組合せを特定

し，その組合せの影響に対しても安全機能を損なわない設計とする。 

ここで，想定される自然現象及び発電用原子炉施設の安全性を損なわせる

原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除

く。）に対して，安全施設が安全機能を損なわないために必要な安全施設以

外の施設又は設備等（重大事故等対処設備を含む。）への措置を含める。 

【別添資料 1（3.2:21 32）（4.1:33 38）】 
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1.7 外部からの衝撃による損傷の防止に関する基本方針 

安全施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）及び想定され

る発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

って人為によるもの（故意によるものを除く。）に対して，安全機能を損な

わない設計とする。安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設

を，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」

で規定されている重要度分類（以下 1.7 では「安全重要度分類」という。）

のクラス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系統及び機器とする。 

その上で，上記構造物，系統及び機器の中から，発電用原子炉施設を停止

するため，また，停止状態にある場合は引き続きその状態を維持するために

必要な異常の発生防止の機能又は異常の影響緩和の機能を有する構築物，系

統及び機器として安全重要度分類のクラス１，クラス２及び安全評価上その

機能に期待するクラス３に属する構築物，系統及び機器（以下「外部事象防

護対象施設」という。）とし，機械的強度を有すること等により安全機能を

損なわない設計とする。 

また，外部事象防護対象施設を内包する建屋（外部事象防護対象施設とな

る建屋を除く。）は，機械的強度を有すること等により，内包する外部事象

防護対象施設の安全機能を損なわない設計及び外部事象防護対象施設へ波及

的影響を及ぼさない設計とする。ここで，外部事象防護対象施設及び外部事

象防護対象施設を内包する建屋を併せて，外部事象防護対象施設等という。 

上記に含まれない構築物，系統及び機器は，機能を維持すること若しくは

損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のな

い期間での修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることに

より，その安全機能を損なわない設計とする。 
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1.7.1 風（台風）防護に関する基本方針 

建築基準法及び同施行令第87条第2項及び第4項に基づく建設省告示第1454

号より設定した設計基準風速（30m／s，地上高10m，10分間平均）の風（台

風）によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を，

安全重要度分類のクラス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系統及

び機器とする。 

その上で，外部事象防護対象施設は設計基準風速（30m／s，地上高10m，

10分間平均）の風荷重に対し機械的強度を有することにより安全機能を損な

わない設計とする。 

また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，風（台風）により損傷

した場合であっても，代替手段があること等により安全機能は損なわれない。 

タンクについては，消防法（危険物の規制に関する技術上の基準の細目を

定める告示第4条の19）において，日本最大級の台風の最大瞬間風速（63m／

s，地上高15m）に基づく風荷重に対する設計が現在でも要求されている。 

なお，風（台風）に伴う飛来物による影響は，竜巻影響評価にて想定する

設計飛来物の影響に包絡される。 

ここで，風（台風）に関連して発生する可能性がある自然現象としては，

落雷及び高潮が考えられる。落雷については，同時に発生するとしても，

個々の事象として考えられる影響と変わらない。高潮については，安全施設

は高潮の影響を受けない敷地高さに設置する。 

1.7.2 竜巻防護に関する基本方針 

1.7.2.1 設計方針【「６条（竜巻）」参照】 

1.7.3 凍結防護に関する基本方針 
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凍結によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設

を，安全重要度分類のクラス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系

統及び機器とする。 

その上で，外部事象防護対象施設は，換気空調設備により環境温度を維持

する他凍結のおそれがあるものに保温等の凍結防止対策を行うことにより，

安全機能を損なわない設計とする。 

また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，凍結した場合であって

も，代替手段があること等により安全機能は損なわれない。 

 

1.7.4 降水防護に関する基本方針 

森林法に基づく林地開発許可に関する審査基準等を示した「森林法に基づ

く林地開発許可申請の手びき」等に基づき設計基準降水量（127.5mm／h）を

上回る降水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある

施設を，安全重要度分類のクラス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，

系統及び機器とする。 

その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準降水量（127.5mm／h）を上

回る降水による浸水に対し，構内排水路による海域への排水及び浸水防止の

ための建屋止水処置により，安全機能を損なわない設計とするとともに，外

部事象防護対象施設及び機能を喪失することで上位クラスの安全機能に影響

を及ぼす可能性のある屋外設備は，設計基準降水量（127.5mm／h）を上回る

降水による荷重に対し，排水口及び構内排水路による海域への排水により，

安全機能を損なわない設計とする。 

また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，降水により損傷した場

合であっても，代替手段があること等により安全機能は損なわれない。 
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1.7.5 積雪防護に関する基本方針 

建築基準法及び同施行令第86条第3項に基づく茨城県建築基準法等施行細

則より設定した設計基準積雪量（30cm）の積雪によってその安全機能が損な

われないことを確認する必要がある施設を，安全重要度分類のクラス１，ク

ラス２及びクラス３に属する構築物，系統及び機器とする。

その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準積雪量（30cm）の積雪荷重

に対し機械的強度を有することにより安全機能を損なわない設計とする。ま

た．設計基準積雪量（30cm）に対し給排気口を閉塞させないことにより安全

機能を損なわない設計とする。 

また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，積雪により損傷した場

合であっても，代替手段があること等により安全機能は損なわれない。 

1.7.6 落雷防護に関する基本方針 

電気技術指針ＪＥＡＧ4608「原子力発電所の耐雷指針」を参照し設定した

設計基準電流値（400kA）の落雷によってその安全機能が損なわれないこと

を確認する必要がある施設を，安全重要度分類のクラス１，クラス２及びク

ラス３に属する構築物，系統及び機器とする。

その上で，外部事象防護対象施設は，雷害防止対策として，原子炉建屋等

への避雷針の設置，接地網の敷設による接地抵抗の低減等を行うとともに，

安全保護系への雷サージ侵入の抑制を図る回路設計を行うことにより，安全

機能を損なわない設計とする。 

また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，落雷により損傷した場

合であっても，代替手段があること等により安全機能は損なわれない。 

1.7.7 火山防護に関する基本方針 
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1.7.7.1 設計方針【「６条（火山）」参照】 

1.7.8 生物学的事象防護に関する基本方針 

生物学的事象として海生生物であるクラゲ等の発生，小動物の侵入によっ

てその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を，安全重要

度分類のクラス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系統及び機器と

する。 

その上で，外部事象防護対象施設及び機能を喪失することで上位クラスの

安全機能に影響を及ぼす可能性のある屋外設備は，海生生物であるクラゲ等

の発生に対して，塵芥による残留熱除去系海水系等への影響を防止するため，

除塵装置及び海水ストレーナを設置し，必要に応じて塵芥を除去することに

より，安全機能を損なわない設計とする。 

小動物の侵入に対しては，屋内設備は建屋止水処置により，屋外設備は端

子箱貫通部の閉止処置を行うことにより，安全機能を損なわない設計とする。 

また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，生物学的事象により損

傷した場合であっても，代替手段があること等により安全機能は損なわれな

い。 

1.7.9 外部火災防護に関する基本方針 

1.7.9.1 設計方針【「６条（外部火災）」参照】 

1.7.10 高潮防護に関する基本方針 

高潮によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設

を，安全重要度分類のクラス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系

統及び機器とする。 
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その上で，外部事象防護対象施設及び機能を喪失することで上位クラスの

安全機能に影響を及ぼす可能性のある屋外設備は，高潮の影響を受けない敷

地高さ（T.P.＋3.3m）以上に設置することで，安全機能を損なわない設計と

する。

1.7.11 有毒ガス防護に関する基本方針 

有毒ガスの漏えいについては固定施設（石油コンビナート施設等）と可動

施設（陸上輸送，海上輸送）からの流出が考えられる。発電所周辺には，以

下の交通運輸状況及び産業施設がある。 

発電所敷地境界付近には国道２４５号線があり，発電所に近い鉄道路線に

は東日本旅客鉄道株式会社常磐線がある。 

発電所沖合の航路は，中央制御室からの離隔距離が確保されている。 

発電所周辺の石油コンビナート施設については，発電所敷地外10km以内の

範囲において，石油コンビナート施設は存在しない。なお，発電所に最も近

い石油コンビナート地区は南方約50kmの鹿島臨海地区である。 

また，発電所敷地外10km以内の範囲において，石油コンビナート施設以外

の主要な産業施設がある。 

これらの主要道路，鉄道路線，航路及び石油コンビナート施設は，発電所

から離隔距離が確保されており，危険物を積載した車両及び船舶を含む事故

等による発電所への有毒ガスの影響を考慮する必要はない。 

発電所敷地内に貯蔵している化学物質については，貯蔵設備からの漏えい

を想定した場合でも，中央制御室の居住性を損なうことはない。 

また，中央制御室の換気空調設備については，外気取入ダンパを閉止し，

閉回路循環運転を行うことにより中央制御室の居住性を損なうことはない。
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1.7.12 船舶の衝突防護に関する基本方針 

航路を通行する船舶の衝突に対し，航路からの離隔距離を確保することに

より，安全施設が安全機能を損なわない設計とする。 

小型船舶が発電所近傍で漂流した場合でも，敷地前面の防波堤等に衝突し

て止まることから取水性を損なうことはない。また，万が一防波堤を通過し，

カーテンウォール前面に小型船舶が到達した場合であっても， み口が広い

ため，取水性を損なうことはない。 

船舶の座礁により重油流出事故が発生した場合は，オイルフェンスを設置

する措置を講じる。 

したがって，船舶の衝突によって取水路が閉塞することはなく，安全施設

の安全機能を損なうことはない。

1.7.13 電磁的障害防護に関する基本方針 

安全保護系は，電磁的障害による擾乱に対して，制御盤へ入線する電源受

電部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，外部からの信号入出力部へのラ

インフィルタや絶縁回路の設置，鋼製筐体や金属シールド付ケーブルの適用

等により，影響を受けない設計としている。 

したがって，電磁的障害により安全施設の安全機能を損なうことはない。
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(3) 適合性の説明

第六条 外部からの衝撃による損傷の防止 

１ 安全施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。次項におい

て同じ。）が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなけ

ればならない。 

２ 重要安全施設は，当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあ

ると想定される自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設

計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮したものでなければならない。 

３ 安全施設は，工場等内又はその周辺において想定される発電用原子炉

施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為に

よるもの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわないも

のでなければならない。 

適合のための設計方針 

第１項について 

発電所敷地で想定される自然現象（地震及び津波を除く。）については，

敷地及び敷地周辺の自然環境を基に洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，

積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮を選定し，設計

基準を設定するに当たっては，発電所の立地地域である東海村に対する規

格・基準類による設定値及び東海村で観測された過去の記録等をもとに設定

する。なお，東海村の最寄りの気象官署である水戸地方気象台で観測された

過去の記録について設計への影響を確認する。また，これらの自然現象毎に

関連して発生する可能性がある自然現象も含める。 

安全施設は，発電所敷地で想定される自然現象が発生した場合においても

安全機能を損なわない設計とする。ここで，発電所敷地で想定される自然現
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象に対して，安全施設が安全機能を損なわないために必要な安全施設以外の

施設又は設備等（重大事故等対処設備を含む。）への措置を含める。また，

発電所敷地で想定される自然現象又はその組合せに遭遇した場合において，

自然現象そのものがもたらす環境条件及びその結果として安全施設で生じ得

る環境条件を考慮する。 

発電用原子炉施設のうち安全施設は，以下のとおり条件を設定し，自然現

象によって発電用原子炉施設の安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料 1（1.:1 17）（2.:18 19）（3.1:20）】 

 

(1) 洪水 

発電所敷地の北側には久慈川が，南側には丘陵地を挟んだ反対側に新川

が位置している。発電所敷地の西側は北から南にかけて EL.3m～EL.21m の

平野となっている。久慈川水系が氾濫した場合，最大で約 EL. 7m に達す

るが，発電所敷地内に浸入するルートとして考えられる国道２４５号線か

ら発電所構内進入道路への入口は EL. 15m に位置しており，発電所に影響

が及ばないこと，及び新川の浸水は丘陵地を遡上しないことから，敷地の

地形及び表流水の状況から判断して，敷地が洪水による被害を受けること

はない。 

【別添資料1（3.2:21）】 

 

(2) 風（台風） 

建築基準法及び同施行令第 87 条第 2 項及び第 4 項に基づく建設省告示

第 1454 号によると，東海村において建築物を設計する際に要求される基

準風速は 30m／s（地上高 10m，10 分間平均）である。 

安全施設は，建築基準法及び同施行令第 87 条第 2 項及び第 4 項に基づ
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く建設省告示第 1454 号を参照し，設計基準風速（30m／s，地上高 10m，

10 分間平均）の風（台風）が発生した場合においても，安全機能を損な

わない設計とする。 

その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準風速（30m／s，地上高

10m，10 分間平均）の風荷重に対し機械的強度を有することにより安全機

能を損なわない設計とする。 

また，上記以外の安全施設については，風（台風）に対して機能を維持

すること若しくは風（台風）による損傷を考慮して代替設備により必要な

機能を確保すること，安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと

又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない

設計とする。 

なお，水戸地方気象台での観測記録（1897 年 2012 年）によれば最大

風速は 28.3m／s（1961 年 10 月 10 日）であり，設計基準風速に包絡され

る。 

ここで，風（台風）に関連して発生する可能性がある自然現象としては，

落雷及び高潮が考えられる。落雷については，同時に発生するとしても，

「(7) 落雷」に述べる個々の事象として考えられる影響と変わらない。

高潮については，「(11) 高潮」に述べるとおり，安全施設は影響を受け

ることのない敷地高さに設置し，安全機能を損なわない設計とする。 

なお，風（台風）に伴い発生する可能性のある飛来物による影響につい

ては，竜巻影響評価において想定している設計飛来物の影響に包絡される。 

【別添資料1（3.2:21 23）】 

(3) 竜巻

安全施設は，設計竜巻の最大風速 100m／s による風圧力による荷重，気
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圧差による荷重及び設計飛来物等の衝撃荷重を組み合わせた荷重等に対し

て安全機能を損なわないために，飛来物の発生防止対策及び竜巻防護対策

を行う。 

ａ．飛来物の発生防止対策 

竜巻により東海発電所を含む当社敷地内の資機材等が飛来物となり，

外部事象防護対象施設が安全機能を損なわないために，以下の対策を行

う。 

・外部事象防護対象施設等へ影響を及ぼす資機材及び車両については，

固縛，固定，外部事象防護対象施設等及び竜巻飛来物防護対策設備

からの離隔，頑健な建屋内収納又は撤去する。 

ｂ．竜巻防護対策 

固縛等による飛来物の発生防止対策ができないものが飛来し，安全施

設が安全機能を損なわないように，以下の対策を行う。 

・外部事象防護対象施設を内包する区画及び竜巻飛来物防護対策設備

により，外部事象防護対象施設を防護し，構造健全性を維持し安全

機能を損なわない設計とする。 

・外部事象防護対象施設の構造健全性が維持できない場合には，代替

設備の確保，損傷した場合の取替え又は補修が可能な設計とするこ

とにより安全機能を損なわない設計とする。 

ここで，竜巻は積乱雲や積雲に伴って発生する現象であり，積乱雲の発

達時に竜巻と同時発生する可能性のある自然現象は，雷，雪，ひょう及び

降水である。これらの自然現象の組合せにより発生する荷重は，設計竜巻

荷重に包含される。 

【別添資料1（3.2:23 24）】 
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(4) 凍結

低温に対する法令及び規格・基準の要求はない。

安全施設は，換気空調設備により環境温度を維持する他，凍結のおそれ

のあるものに保温等の凍結防止対策を行うことにより，安全機能を損なわ

ない設計とする。 

また，上記以外の安全施設については，低温による凍結に対して機能を

維持すること若しくは低温による凍結を考慮して代替設備により必要な機

能を確保すること，安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと又

はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない設

計とする。 

なお，水戸地方気象台での観測記録（1897 年～2012 年）によれば，最

低気温は－12.7℃（1952 年 2 月 5 日）であり，上記の凍結防止対策を実

施することにより凍結のおそれはない。 

【別添資料 1（3.2:24 25）】 

(5) 降水

森林法に基づく林地開発許可に関する審査基準等を示した「森林法に基

づく林地開発許可申請の手びき」（平成 28 年 4 月茨城県）等に基づき算

出した，10 年確率で想定される東海村に対する雨量強度は 127.5mm／h で

ある。 

安全施設は，「森林法に基づく林地開発許可申請の手びき」を参照し，

設計基準降水量（127.5mm／h）を上回る降水が発生した場合においても，

安全機能を損なわない設計とする。 

その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準降水量（127.5mm／h）を

上回る降水に対し，排水口及び構内排水路による海域への排水，浸水防止

6条外部事象－30

30



 

27 

のための建屋止水処置等により，安全機能を損なわない設計とする。 

また，上記以外の安全施設については，降水に対して機能を維持するこ

と若しくは降水による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと又はそれらを

適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわない設計とする。 

なお，水戸地方気象台での観測記録（1906 年 2012 年）によれば，日

最大 1 時間降水量は 81.7mm（1947 年 9 月 15 日）であり，設計基準降水量

に包絡される。 

ここで，降水に関連して発生する可能性がある自然現象としては，土石

流，土砂崩れ及び地滑りが考えられるが，敷地には，土石流，土砂崩れ及

び地滑りの素因となるような地形の存在は認められないことから，安全施

設の安全機能を損なうような土石流，土砂崩れ及び地滑りが生じることは

ない。 

【別添資料1（3.2:25 26）】 

 

(6) 積雪 

建築基準法及び同施行令第 86 条第 3 項に基づく茨城県建築基準法等施

行細則によると，建築物を設計する際に要求される基準積雪量は，東海村

においては 30cm である。 

安全施設は，建築基準法及び同施行令第 86 条第 3 項に基づく茨城県建

築基準法等施行細則を参照し，設計基準積雪量（30cm）の積雪が発生した

場合においても，安全機能を損なわない設計とする。 

その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準積雪量（30cm）の積雪荷

重に対し機械的強度を有することにより安全機能を損なわない設計とする。

また，設計基準積雪量（30cm）に対し給排気口を閉塞させないことにより
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安全機能を損なわない設計とする。 

また，上記以外の安全施設については，積雪に対して機能を維持するこ

と若しくは積雪による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと又はそれらを

適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわない設計とする。 

なお，水戸地方気象台での観測記録（1897 年 2012 年）によれば，月

最深積雪は 32cm（1945 年 2 月 26 日）である。設計基準を上回るような積

雪事象は，気象予報により事前に予測が可能であり，進展も緩やかである

ため，建屋屋上等の除雪を行うことで積雪荷重の低減及び給排気口の閉塞

防止，構内道路の除雪を行うことでプラント運営に支障をきたさない措置

が可能である。 

【別添資料1（3.2:26 27）】 

(7) 落雷

電気技術指針ＪＥＡＧ4608「原子力発電所の耐雷指針」を参照し設定し

た最大雷撃電流値は，400kA である。 

東海第二発電所を中心とした標的面積 4km２の範囲で観測された雷撃電

流の最大値は 131kA である。 

安全施設は，電気技術指針ＪＥＡＧ4608「原子力発電所の耐雷指針」を

参照し，設計基準電流値（400kA）の落雷が発生した場合においても，安

全機能を損なわない設計とする。 

その上で，外部事象防護対象施設の雷害防止対策として，原子炉建屋等

への避雷針の設置，接地網の敷設による接地抵抗の低減等を行うとともに，

安全保護系への雷サージ侵入の抑制を図る回路設計を行うことにより，安

全機能を損なわない設計とする。 
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また，上記以外の安全施設については，落雷に対して機能を維持するこ

と若しくは落雷による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと又はそれらを

適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料1（3.2:27 28）】 

 

(8) 火山の影響 

外部事象防護対象施設は，降下火砕物による直接的影響及び間接的影響

が発生した場合においても，安全機能を損なわないよう以下の設計とする。 

ａ．直接的影響に対する設計 

外部事象防護対象施設は，直接的影響に対して，以下により安全機能

を損なわない設計とする。 

・構造物への静的負荷に対して安全裕度を有する設計とすること 

・水循環系の閉塞に対して狭隘部等が閉塞しない設計とすること 

・換気系，電気系及び計装制御系の機械的影響（閉塞）に対して降下

火砕物が侵入しにくい設計とすること 

・水循環系の内部における摩耗及び換気系，電気系及び計装制御系の

機械的影響（摩耗）に対して摩耗しにくい設計とすること 

・構造物の化学的影響（腐食），水循環系の化学的影響（腐食）及び

換気系，電気系及び計装制御系の化学的影響（腐食）に対して短期

での腐食が発生しない設計とすること 

・発電所周辺の大気汚染に対して中央制御室換気系は降下火砕物が侵

入しにくく，さらに外気を遮断できる設計とすること 

・電気系及び計装制御系の盤の絶縁低下に対して空気を取り込む機構

を有する計装制御設備（安全保護系）の設置場所の換気空調設備は
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降下火砕物が侵入しにくい設計とすること 

・降下火砕物による静的負荷や腐食等の影響に対して降下火砕物の除

去や換気空調設備外気取入口のバグフィルタの取替え若しくは清掃

又は換気空調設備の停止若しくは閉回路循環運転の実施により安全

機能を損なわない設計とすること

また，上記以外の安全施設については，降下火砕物に対して機能を維

持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修復等の対応を行

うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわ

ない設計とする。 

ｂ．間接的影響に対する設計 

降下火砕物による間接的影響として考慮する，広範囲にわたる送電網

の損傷による 7 日間の外部電源喪失及び発電所外での交通の途絶による

アクセス制限事象が生じた場合については，降下火砕物に対して非常用

ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の

安全機能を維持することで，発電用原子炉施設の停止及び停止後の発電

用原子炉施設の冷却並びに使用済燃料プールの冷却に係る機能を担うた

めに必要となる電源の供給が非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）により継続できる設計とすることによ

り，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料1（3.2:28～30）】 

(9) 生物学的事象

外部事象防護対象施設は，生物学的事象として海生生物であるクラゲ等

の発生及び小動物の侵入が発生した場合においても，安全機能を損なわな
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い設計とする。 

その上で，外部事象防護対象施設は，海生生物であるクラゲ等の発生に

対しては，海生生物を含む塵芥による残留熱除去系海水系等への影響を防

止するため，除塵装置及び海水ストレーナを設置し，必要に応じて塵芥を

除去することにより，安全機能を損なわない設計とする。 

小動物の侵入に対しては，屋内設備は建屋止水処置により，屋外設備は

端子箱貫通部の閉止処置を行うことにより，安全機能を損なわない設計と

する。 

また，上記以外の安全施設については，生物学的事象に対して機能を維

持すること若しくは生物学的事象による損傷を考慮して代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修復等の対応を行う

こと又はそれらを適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわない

設計とする。 

【別添資料1（3.2:30～31）】 

 

(10) 森林火災 

敷地外の森林から出火し，敷地内の植生へ延焼するおそれがある場合は，

自衛消防隊が出動し，予防散水等の延焼防止措置を行う。また，敷地内の

植生へ延焼した場合であっても，森林火災シミュレーション（ＦＡＲＳＩ

ＴＥ）による影響評価に基づいた防火帯幅を確保すること等により，安全

機能が損なわれることはない。 

また，上記以外の安全施設については，建屋による防護，消火活動，代

替設備により必要な機能を確保，安全上支障のない期間での修復等の対応

又はそれらを適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわない設計

とする。 
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森林火災に伴うばい煙等発生時の二次的影響に対して，外気を直接設備

内に取り込む機器，外気を取り込む空調系統，屋外設置機器に分類し，影

響評価を行い，必要な場合は対策を実施することにより，安全機能を損な

わない設計とする。 

【別添資料1（3.2:31～32）】 

(11) 高潮

安全施設は，高潮の影響を受けない敷地高さ（T.P.（東京湾中等潮位）

＋3.3m）以上に設置することで，安全機能を損なわない設計とする。 

なお，発電所周辺海域の潮位については，発電所から北方約 3kｍ地点

に位置する茨城港日立港区で観測された潮位を設計潮位とする。本地点の

最高潮位は T.P.＋1.46m（1958 年 9 月 27 日），朔望平均満潮位が T.P.＋

0.61m である。 

【別添資料 1（3.2:32）】 

自然現象の組合せについては，発電所敷地で想定される自然現象（地震及

び津波を除く。）として抽出された 11 事象をもとに，被害が考えられない

洪水及び津波に包含される高潮を除いた 9 事象に地震及び津波を加えた 11

事象を，網羅的に検討する。 

・組み合わせた場合も影響が増長しない（影響が小さくなるものを含む）

・同時に発生する可能性が極めて低い

・増長する影響について，個々の事象の検討で包絡されている又は個々の

事象の設計余裕に包絡されている

・上記以外で影響が増長する

以上の観点より，事象が単独で発生した場合の影響と比較して，複数の事
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象が重畳することで影響が増長される組合せを特定し，その中から荷重の大

きさ等の観点で代表性のある，地震，津波，火山の影響，風（台風）及び積

雪の組合せの影響に対し，安全施設は安全機能を損なわない設計とする。組

み合わせる事象の規模については，設計基準規模事象同士の組合せを想定す

る。 

ただし，「第四条 地震による損傷の防止」及び「第五条 津波による損

傷の防止」において考慮する事項は，各々の条項で考慮し，地震又は津波と

組み合わせる自然現象による荷重としては，風（台風）又は積雪とする。組

合せに当たっては，地震又は津波の荷重の大きさ，最大荷重の継続時間，発

生頻度の関係を踏まえた荷重とし，施設の構造等を考慮する。 

【別添資料 1（6.:50 76）】 

第２項について 

重要安全施設は，当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると

想定される自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事

故時に生じる応力を，それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して，適切

に組み合わせて設計する。なお，過去の記録，現地調査の結果等を参考にし

て，必要のある場合には，異種の自然現象を重畳させるものとする。 

重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象は，

第１項において選定した自然現象に含まれる。また，重要安全施設を含む安

全施設は，第１項において選定した自然現象又はその組合せにより，安全機

能を損なわない設計としている。安全機能が損なわなければ設計基準事故に

至らないため，重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定され

る自然現象又はその組合せと設計基準事故に因果関係はない。したがって，

因果関係の観点からは，重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると
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想定される自然現象により重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時

に生じる応力を組み合わせる必要はなく，重要安全施設は，個々の事象に対

して，安全機能を損なわない設計とする。 

また，重要安全施設は，設計基準事故の影響が及ぶ期間に発生すると考え

られる自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時

に生じる応力を適切に考慮する設計とする。 

【別添資料 1（添-16.:1 2）】 

第３項について 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を

損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によ

るものを除く。）は，発電所及びその周辺での発生の可能性，安全施設への

影響度，発電所敷地及びその周辺に到達するまでの時間余裕及び影響の包絡

性の観点から，発電用原子炉施設に影響を与えるおそれがある事象として，

飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，

船舶の衝突及び電磁的障害を選定する。 

安全施設は，発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施

設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるも

の（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわない設計とする。

ここで，発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安

全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故

意によるものを除く。）に対して，安全施設が安全機能を損なわないために

必要な安全施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設備を含む。）への

措置を含める。 

【別添資料 1（1.:1 17）（2.:18 19）】 
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(1) 飛来物（航空機落下）

発電用原子炉施設への航空機の落下確率は，「実用発電用原子炉施設へ

の航空機落下確率の評価基準について」（平成14･7･29 原院第4号（平成

14年7月30日 原子力安全・保安院制定））等に基づき評価した結果，約

8.5×10－８回／炉･年であり，防護設計の要否を判断する基準である10－７

回／炉･年を超えないため，飛来物（航空機落下）による防護について設

計上考慮する必要はない。 

使用済燃料乾式貯蔵建屋は，発電用原子炉施設と安全機能が独立してい

ること，かつ設置場所は発電用原子炉施設と離隔されていることから，個

別に航空機落下確率を評価した結果，約6.1×10－８回／炉･年であり，防

護設計の要否を判断する基準である10－７回／炉･年を超えないため，飛来

物（航空機落下）による防護について設計上考慮する必要はない。 

【別添資料1（4.1:33）】 

(2) ダムの崩壊

発電所敷地の北側に久慈川が位置しており，その支川である山田川の上

流約 30km にダムが存在する。 

久慈川は敷地の北方を太平洋に向かい東進していること，発電所敷地の

西側は北から南にかけては EL.3m～EL.21m の上り勾配となっていることか

ら，発電所敷地がダムの崩壊により影響を受けることはなく，ダムの崩壊

を考慮する必要はない。 

【別添資料1（4.1:33 34）】 

(3) 爆発
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発電所敷地外 10km 以内の範囲において，爆発により安全施設に影響を

及ぼすような石油コンビナート施設はないため，爆発による安全施設への

影響については考慮する必要はない。 

また，発電所敷地外 10km 以内の危険物貯蔵施設又は発電所敷地周辺道

路の燃料輸送車両から爆発が発生する場合を想定しても，離隔距離の確保

により，安全機能を損なわない設計とする。航行中の船舶が漂流し爆発が

発生する場合を想定しても，離隔距離の確保等により，安全機能を損なわ

ない設計とする。 

また，上記以外の安全施設については，離隔距離の確保，代替設備によ

る必要な機能の確保，安全上支障のない期間での修復等の対応又はそれら

を適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料1（4.1:34～35）】 

(4) 近隣工場等の火災

ａ．石油コンビナート施設等の火災 

発電所敷地外 10km 以内の範囲において，火災により評価対象施設に

影響を及ぼすような石油コンビナート施設はないため，火災による安全

施設への影響については考慮する必要はない。 

発電所敷地外 10km 以内の範囲において，石油コンビナート施設以外

の危険物貯蔵施設又は発電所敷地周辺道路の燃料輸送車両から火災が発

生する場合を想定しても，離隔距離の確保等により，安全機能を損なわ

ない設計とする。航行中の船舶が漂流し火災が発生する場合を想定して

も，離隔距離の確保等により，安全機能を損なわない設計とする。 

ｂ．発電所敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災 

発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災発生時の輻射熱によ
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る評価対象施設の建屋（垂直外壁面及び天井スラブから選定した，火災

の輻射に対して最も厳しい箇所）の表面温度等を許容温度以下とするこ

とにより，安全機能を損なわない設計とする。 

ｃ．航空機墜落による火災 

原子炉建屋周辺に航空機が墜落し，燃料火災が発生した場合，直ちに

公設消防へ通報するとともに，自衛消防隊が出動し，速やかに初期消火

活動を行う。 

航空機が外部事象防護対象施設である原子炉建屋等の周辺で落下確率

が 10－７回／炉・年以上になる地点へ墜落することを想定しても，火災

の影響により安全機能を損なわない設計とする。 

また，上記以外の安全施設については，建屋による防護，消火活動，

代替設備による必要な機能の確保，安全上支障のない期間での修復等の

対応又はそれらを適切に組み合わせることにより,安全機能を損なわな

い設計とする。 

ｄ．二次的影響（ばい煙等） 

石油コンビナート施設の火災，発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施

設等の火災及び航空機墜落による火災に伴うばい煙等発生時の二次的影

響に対して，外気を直接設備内に取り込む機器，外気を取り込む空調系

統及び屋外設置機器に分類し，影響評価を行い，必要な場合は対策を実

施することにより，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料1（4.1:35 36）】 

(5) 有毒ガス

有毒ガスの漏えいについては固定施設（石油コンビナート施設等）と可

動施設（陸上輸送，海上輸送）からの流出が考えられる。発電所周辺には
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周辺監視区域が設定されているため，発電用原子炉施設と近隣の施設や周

辺道路との間には離隔距離が確保されていることから，有毒ガスの漏えい

を想定した場合でも，中央制御室の居住性を損なうことはない。また，敷

地港湾の前面の海域を移動中の可動施設から有毒ガスの漏えいを想定した

場合も同様に，離隔距離が確保されていることから，中央制御室の居住性

を損なうことはない。 

発電所敷地内に貯蔵している化学物質については，貯蔵施設からの漏え

いを想定した場合でも，中央制御室の居住性を損なうことはない。 

また，中央制御室換気系については，外気取入ダンパを閉止し，閉回路

循環運転を行うことにより中央制御室の居住性を損なうことはない。 

【別添資料1（4.1:36 37）】 

(6) 船舶の衝突

航路を通行する船舶の衝突に対し，航路からの離隔距離を確保すること

により，安全施設が安全機能を損なわない設計とする。 

小型船舶が発電所近傍で漂流した場合でも，防波堤等に衝突して止まる

ことから取水性を損なうことはない。また，万が一防波堤を通過し，カー

テンウォール前面に小型船舶が到達した場合であっても， み口が広いた

め，取水性を損なうことはない。 

船舶の座礁により，重油流出事故が発生した場合は，オイルフェンスを

設置する措置を講じる。 

したがって，船舶の衝突によって取水路が閉塞することはなく，安全施

設が安全機能を損なうことはない。 

【別添資料1（4.1:37～38）】 
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(7) 電磁的障害

安全保護系は，電磁的障害による擾乱に対して，計装盤へ入線する電源

受電部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，外部からの信号入出力部へ

のラインフィルタや絶縁回路の設置，鋼製筐体や金属シールド付ケーブル

の適用等により，影響を受けない設計としている。 

したがって，電磁的障害により安全施設が安全機能を損なうことはない。 

【別添資料1（4.1:38）】 

6条外部事象－43

43



40 

2. 水 理 

2.1 海  象 

2.1.1 潮  位 

発電所周辺の潮位については，隣接する茨城港日立港区において観測され

ている潮位を用いる。 

既往最高潮位（昭和 33 年 9 月 27 日）  H.P. ＋2.35m 

塑望平均満潮位  H.P. ＋1.50m 

平均潮位 H.P. ＋0.91m 

塑望平均干潮位  H.P. ＋0.08m 

既往最低潮位（平成 2 年 12 月 2 日，平成 3 年 12 月 22 日） 

H.P. －0.31m 

H.P.±0.00m は茨城港日立港区の工事用基準面で東京湾中等潮位下 0.89m

である。 
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4. 社会環境 

4.1 産業活動 

発電所の近くには，爆発，火災及び有毒ガスにより発電用原子炉施設

の安全性を損なうような石油コンビナート等の施設はない。したがって，

産業活動に伴う爆発，火災及び有毒ガスによって，安全施設の安全機能

が損なわれるおそれはない。 

 

4.2 交通運輸 

発電所に近い鉄道路線としては，東日本旅客鉄道株式会社常磐線があ

る。 

主要な道路としては，常磐自動車道，国道２４５号，国道６号及び国

道２９３号がある。 

海上交通としては，発電所の北方約 3km に茨城港日立港区，南方約

6km に茨城港常陸那珂港区，南方約 18km に茨城港大洗港区があり，日立

－釧路間，常陸那珂－苫小牧間，常陸那珂－北九州間，大洗－苫小牧間

等の定期航路がある。 

航空関係としては，発電所の南南西方向約 36km に茨城空港がある。

発電所上空には広域航法経路及び直行経路があるが，訓練空域は設定さ

れていない。なお，航空機は原子力関係施設上空の飛行を規制されてい

る。 

発電所周辺の鉄道，主要道路，港湾及び航空路を第 4.2-1 図及び第

4.2-2 図に示す。 
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第 4.2-1 図 東海第二発電所周辺の幹線道路，鉄道路線及び航路図 

第 4.2-2 図 航空路等図 
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5. 気  象 

5.2 最寄りの気象官署の資料による一般気象 

5.2.3 最寄りの気象官署における一般気象（5.2.4に係るものを除く。）(2)(3) 

（1）一般気象 

水戸地方気象台，銚子地方気象台及び小名浜測候所における一般気象に

関する統計を第5.2－2表～第5.2－4表に示す。 

年平均気温，最高気温，最低気温，降水量，風速とも水戸地方気象台と

小名浜測候所ではほぼ同様な値を示しているが,銚子地方気象台では冬期

の最低気温がわずかに高くなっている。 

（2）極  値 

第5.2－2表～第5.2－4表に示した，最寄りの気象官署の気候表によると，

この地域は必ずしも厳しい気象条件が現われる所ではなく，温和な気候を

示している。 

これらの気象官署における観測開始から1980年までの極値を第5.2－5表

～第5.2－31表に示す｡これによれば各官署とも同程度の極値を示している。 

水戸地方気象台の観測記録によれば，日最高気温36.6℃（1967年8月11

日），日最低気温－12.7℃（1952年2月5日），日最大降水量276.6mm

（1938年6月29日），最大積雪の深さ32cm（1945年2月26日），最大瞬間風

速44.2m／s（1939年8月5日）である。 

銚子地方気象台は,日最高気温35.3℃(1962年8月4日),日最低気温－

6.2℃（1970年1月17日），日最大降水量311.4mm（1947年8月28日）,最大

積雪の深さ17cm（1936年3月2日），最大瞬間風速49.Om／s（1971年9月8

日）である。 

また，小名浜測候所は，日最高気温35.4℃(1947年8月11日),日最低気温

－10.7℃（1952年2月5日），日最大降水量227.2mm（1966年6月28日）,最
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大積雪の深さ28cm（1945年2月26日），最大瞬間風速37.2m／s（1979年10

月19日）である。 

5.2.5 その他の資料による一般気象 

5.2.5.1 竜  巻 

気象庁「竜巻等の突風データベース」（1961～2012年）によれば，「竜

巻」及び「竜巻又はダウンバースト」の被害状況から推定した竜巻の規模

は，茨城県において，最大でF3である。 

5.2.5.2 森林火災 

森林火災検討に関係する発電所の最寄りの気象観測所（水戸地方気象

台）の気象データ（最高気温，最大風速，最大風速記録時の風向，最小湿

度）（2007年～2016年）及び発電所の位置する茨城県の「消防防災年報」

（茨城県2006年～2015年）について，第5.2－53表に示す。また，森林火

災発生件数の多い12月～5月における最寄りの気象観測所（水戸地方気象

台）及び発電所の気象データ（卓越風向）について，第5.2－54表に示す。 
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第5.2－53表 気象データ（気温，風速及び湿度）及び森林火災件数 

観測所 水戸地方気象台 気象観測データ注１） 
茨城県内の月別 

森林火災件数注２）
月 

最高気温

（℃） 

最大風速 

（m／s） 

最大風速記録時の風向 最低湿度

（％） 第 1 位 第 2 位 

1 16.9 17.5 北東 北東 17 79 

2 24.3 17.5 北北東 北東 13 86 

3 25.9 14.3 北東 北北東，南西 11 131 

4 29.3 15.1 北北東 北東 13 126 

5 30.8 13.5 北東 北北東 13 54 

6 33.5 14.2 北北東 北北東 21 10 

7 36.4 11.8 北北東 北北東 35 13 

8 37.0 12.9 北東 北北東 35 24 

9 36.1 13.9 北北東 南南西 29 23 

10 31.4 17.4 北北東 北北東 22 11 

11 24.5 11.8 北北東 北北東 18 4 

12 23.8 10.6 北東 西 17 33 

注１）水戸地方気象台 観測記録（2007 年～2016 年）より 

注２）「消防防災年報」（茨城県 2006 年～2015 年）より 
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第 5.2－54 表 気象データ（卓越風向） 

風  向 

最多風向（時間単位）の出現拝趨割合（％）注） 

水戸地方気象台 

気象観測データ 

発電所 

気象観測データ 

北 15 3 

北北西 17 3 

北西 5 9 

西北西 2 23 

西 3 7 

西南西 3 2 

南西 4 1 

南南西 6 3 

南 3 4 

南南東 1 5 

南東 3 4 

東南東 4 3 

東 9 3 

東北東 9 6 

北東 7 14 

北北東 7 9 

注）観測記録（2007 年～2016 年）より 
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9. 生  物 

9.1 海生生物 

発電所の前面海域において，クラゲの発生がみられることはあるが，

昭和 53 年 11 月の発電所の営業運転開始以降，大量のクラゲの襲来によ

り安全施設の安全機能が損なわれた記録はない。 

9.2 植  生 

発電所の周辺にはアカマツ，クロマツ等の植生が認められているが，

昭和 53 年 11 月の営業運転開始以降，発電所周辺の森林火災が原因で安

全施設の安全機能が損なわれた記録はない。 
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添付１ 

東海第二発電所 

外部事象の考慮について 

添付資料 
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7. 落雷影響評価について

(1) 基本方針

予想される最も苛酷と考えられる条件を設計基準として設定の上，安全

施設のうち外部事象防護対象施設は，落雷による雷撃電流に対して維持さ

れ，安全機能を損なわない設計とする。 

(2) 基準雷撃電流値の設定

基準雷撃電流値の設定は，以下の(2－1)を参照するとともに，参考とし

て (2－2)を評価・確認のうえ設定する。 

(2－1) 規格・基準類 

原子力発電所における耐雷設計の規格・基準には電気技術指針ＪＥＡ

Ｇ4608（2007）「原子力発電所の耐雷指針」（１）があり，以下のように

規定している。 

(a) 電力設備の避雷設備の設計について，電力中央研究所報告 T40

（1996）｢発変電所および地中送電線の耐雷設計ガイド｣（２）を参照し

ている。同ガイドでは，275kV 発変電所における送電線並びに電力設

備に対し，100kA を想定雷撃電流として推奨している。 

(b) 建築物等の避雷設備に関して，日本工業規格ＪＩＳ A 4201

（2003）「建築物等の雷保護」や日本工業規格ＪＩＳ A 4201

（1992）「建築物等の避雷設備（避雷針）」を参照している。ＪＩＳ 

A 4201（2003）では，保護レベル（Ⅰ～Ⅳ）に応じて雷保護システム

を規定している。ＪＥＡＧ4608（2007）では原子力発電所の危険物施

設に対する保護レベルをＩＥＣ／ＴＳ61662（1995）「Assessment of 
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the risk of damage due to lightning」（３）に基づく選定手法によ

り保護レベルⅣと評価している。一方，消防庁通知（４）に基づき，原

子力発電所の危険物施設では保護レベルⅡを採用すると規定してい

る。日本工業規格ＪＩＳ Z 9290-4（2009）「建築物内の電気及び電

子システム」（５）においては，最大雷撃電流値が建築物の保護レベル

（Ⅰ～Ⅳ）に応じて定められているが，保護レベルⅡの場合の最大雷

撃電流値は，150kA と規定されている。 

 また，ＪＥＡＧ4608（2007）において参照しているＩＥＣ／ＴＳ

61662（1995）「Assessment of the risk of damage due to 

lightning」においては，確率によりリスク評価を行っていることを

踏まえ，東海第二発電所では，年超過頻度が 10-４／年値となる雷撃

電流値を観測値から算出した。雷撃電流の観測記録として，発生した

雷放電の発生時刻・位置を標定し，雷撃電流の大きさを推定できる株

式会社フランクリンジャパンの運用する全国雷観測ネットワーク（Ｊ

ＬＤＮ※１）により観測された落雷データを用いた。別紙 1 より，雷

撃頻度解析として，東海第二発電所周辺を中心とした評価地域 900km

２において 1998 年 8 月 21 日から 2017 年 11 月 30 日にかけて実施さ

れた観測記録により求めた発電所を中心とした標的面積 4km２の範囲

の雷撃密度は 4.09 回／年・km２である。また，観測記録により求め

た雷撃電流値に対する累積頻度を使用し算出した結果，発電所におい

て落雷の可能性が最も高い排気筒に対する年超過頻度が 10-４／年値

となる雷撃電流値は 400kA となる。 

※1：ＪＬＤＮ（Japan Lightning Detection Network）…落雷時に放出

される電磁波を全国に設置された落雷位置標的システムを用いて

落雷位置や雷撃電流の大きさを観測するネットワーク。全米雷観
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測ネットワーク（ＮＬＤＮ：National Lightning Detection 

Network）と同様のシステム及びネットワーク方式を採用してい

る。 

(2－2) 観測記録による極値 

雷撃電流の観測記録は全国観測ネットワーク（ＪＬＤＮ）により観測

された落雷データを用いた。東海第二発電所構内敷地面積を包絡する標

的面積 4km２の範囲において 1998 年 8 月 21 日から 2017 年 11 月 30 日

（約 19 年間）で観測された，最大雷撃電流値は 131kA である。 

上記(2－1)～(2－2)を踏まえると，発電所に対して想定される雷撃電流

が最も大きくなるのは(2－1)の規格・基準類を参照し算出する年超過頻度

10－４／年値である雷撃電流値 400kA であることから，基準雷撃電流値と

しては，400kA とする。 

(3) 評価対象施設等の健全性評価

評価対象施設等が，設計基準の雷撃電流値（排気筒への 400kA の雷撃電

流）によって安全機能を損なうことがない設計であることの評価・確認を

実施した。 

 (3－1) 建屋 

原子炉建屋などの建築基準法に定められる高さ 20m を超える建築物等

には避雷設備を設けている。また，避雷設備の接地極を構内接地網と連

接し接地抵抗を下げる等の対策を実施しており，影響を受けにくい設計

としている。 
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 (3－2) 原子炉建屋等に内包される設備 

直撃雷に対しては，(3－1)で記載した雷害対策によって防護される。

雷サージに対しては，建屋に内包される電気・計装設備が，大地電位上

昇により接地系間に生じる電位差や，雷電流の拡散による誘導電流によ

り計装・制御ケーブル等に生じる雷サージ電圧によって，機器が絶縁破

壊に至る可能性が有るが，プラントトリップ機能等を有する安全保護回

路については，雷サージ電圧の侵入を抑制するために，ラインフィルタ

及び絶縁回路の設置，鋼製筺体や金属シールド付信号ケーブルを採用し

ていることから影響を受けにくい設計としている。 

また，重要安全施設は，ＪＥＣ210（1981）「低圧制御回路絶縁試験

法・試験電圧標準」（６）に基づいた耐力を有している。発電所で実施し

た雷インパルス試験の結果を参考に，設計基準電流 400kA が落雷の可能

性が高い排気筒に流れた場合の雷サージ電圧を評価した結果，重要安全

施設の機能が損なわれないことを確認した。（別紙 2） 

 

 (3－3) 屋外設備 

排気筒については接地を構内接地網に接続し，接地抵抗を低減してお

り，影響を受けにくい設計としている。また，残留熱除去系海水系ポン

プ，非常用ディーゼル発電機用海水系ポンプ及び高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機用海水系ポンプについては，別途竜巻対策により設置す

る防護ネット等によって遮蔽され，防護ネット等が接地網へと接続され

ているため，落雷に対して十分保護が出来ているといえる。 
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Ｓ Z 9290-4，雷保護第 4 部，日本工業規格

（６） 電気学会（1981）：低圧制御回路絶縁試験法・試験電圧標準，

ＪＥＣ210，電気規格調査会標準規格
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別紙 1 

発電所排気筒への年超過確率による雷撃電流評価 

 

1. 発電所構内への年超過確率による雷撃電流計算 

ＪＥＡＧ4608（2007）「原子力発電所の耐雷指針」(1)に基づくＩＥＣ／Ｔ

Ｓ61662（1995）「Assessment of the risk of damage due to lightning」

(2)の計算手法により排気筒への想定落雷数を算出し，発電所構内への年超過

確率による雷撃電流計算を実施した。 

 

2. 計算手法 

第 7－1－1 図に示す東海第二発電所を中心とした評価地域 900km２の範囲

で観測された落雷観測データ（1998 年 8 月 21 日から 2017 年 11 月 30 日の

期間）を基に発電所の範囲における雷撃数からＩＥＣ／ＴＳ61662（1995）

による排気筒への想定落雷数 Nd 回／年を算出後，排気筒への年超過頻度

10-４／年値となる雷撃電流値を算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7－1－1 図 評価地域及び標的面積  

評価地域 
東海第二発電所の範囲 

30km 

30km 
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3. 雷撃対象と想定落雷数

(1) 雷撃対象

等価受雷面積※１が最大となり，安全上重要な設備を内包する建屋（原

子炉建屋など）の等価受雷面積を包絡する排気筒を代表建物として想定

し，雷撃頻度を評価する。第 7－1－2 図参照。 

※1：等価受雷面積…落雷の収集面積。構造物の高さを 3 倍とした水平

離隔距離の領域を等価な受雷面積としている。第 7－1－3 図参

照。 

評価対象：排気筒 

第 7－1－2 図 東海第二発電所における等価受雷面積 
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第 7－1－3 図 構造物の等価受雷面積 

（ＪＥＡＧ4608(2007)「原子力発電所の耐雷指針」） 
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(2) 想定落雷数

東海第二発電所構内を包絡した標的面積 4km２への 1998 年 8 月 21 日か

ら 2017 年 11 月 30 日の期間における雷撃数は，発電所落雷観測記録に基

づけば，314 件である。第 7－1－4 図に構内雷撃観測の年別結果を示す。 

第 7－1－4 図 構内雷撃観測の年別結果（1998 年 8 月から 2017 年 11 月） 

東海第二発電所構内の観測記録を基に落雷密度 Ng 回／km２・年を算出

する。ＩＥＣ62858（2015）「Lightning density based on lightning 

location systems（LLS）-General principles」(３)においては，落雷密

度 Ng と雷撃密度 Nsg の関係については，下式とされている。 N  = 2N 
Nsg：単位時間及び単位面積当たりの対地雷撃数 

Ng ：単位時間及び単位面積当たりの対地落雷数。落雷は通常，複数の

雷撃からなり，これらの一連の現象をまとめて落雷として取り扱

われている。 

したがって，落雷密度 Ng は， 
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Nsg = 314 回4km 119.2 年
= 4.09（回／年・km ）

N = N2 = 4.092 = 2.05（ 回／年・km ）
となる。 

上記により算出した東海第二発電所構内の観測記録による落雷密度の妥

当性を確認するため，①年間雷雨日数分布図※２及び②標的面積 30km 四方

での観測記録から算出した落雷密度との比較を行った。 

① 年間雷雨日数分布図

従来より電力設備の耐雷設計において標準的に用いられている第 7

－1－5 図に示す昭和 29 年度から昭和 38 年度の 10 年間の雷雨日数統

計結果である年間雷雨日数分布図※より落雷密度を算出し，観測時期

の違いにより落雷密度が有意に変わらないことを確認する。 

年間雷雨日数分布図と落雷密度 Ng の関係については，下式とされ

ている。したがって，年間雷雨日数分布図から算出される落雷密度

は， 

Ng＝0.1×IKL＝0.1×19＝1.9 回／年・km2 

となり，東海第二発電所構内の観測記録を基に算出した落雷密度と

ほぼ同じ値となる。 

② 標的面積 30km 四方での観測記録

年間雷雨日数分布図と同等の標的面積となる東海第二発電所を中心

とした 30km 四方における 1998 年 1998 年 8 月 21 日から 2017 年 11 月

30 日の期間における観測記録から落雷密度を算出し，標的面積の違い

により落雷密度が有意に変わらないことを確認する。 

Nsg = 49155 回900km 119.2 年
= 2.84（回／年・km ）
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N = N2 = 2.842 = 1.42 （回／年・km ）
となり，東海第二発電所構内の観測記録を基に算出した落雷密度と

ほぼ同じ値となる。 

したがって，①年間雷雨日数分布図及び②標的面積 30km 四方での観測

記録から算出する落雷密度については同等であり，雷活動に対し有意な経

年変化はなく，東海第二発電所構内での観測記録を耐雷設計として適用す

ることは妥当である。 

以上から，雷活動に対し有意な経年変化や標的面積による違いはないこ

とを確認した。年超過頻度 10-４／年値の設定にあっては，雷撃密度から

落雷密度の換算において，想定雷撃数は多いほど安全側評価となることか

ら，1/2 とはせずに保守性を確保する。 

Ng = 314 回4km 119.2 年
= 4.09（回／年・km ）

※2：IKL マップ（Isokeraunic Level Map）。気象庁と電力中央研究所

と共同して観測結果をもとに作成されたもの。従来より耐雷設計

では雷撃密度 Ng は当該年間雷雨日数分布図を用いられてきた。 
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第 7－1－5 図 年間雷雨日数分布図 

（昭和 29 年度から昭和 38 年度の 10 年度平均） 

 

排気筒の等価受雷面積 Aekm２を算出する。 

   排気筒：28m（L）×28m（W）×140m（H） Ae = L  W + 6H  (L + W) + 9π  H = 28  28 + 6  140  (28 + 28) + 9  π  140  = 610000(m ) = 0.61（km ） 

   となる。 

構造物の設置された環境条件により定まる環境係数 Ce は，第 7－1－1

表より 1.0 とする。 

環境条件 Ce の値 

同じ様な高さ，又は塔や森林の様に高い建設群や樹木のある広い

範囲に位置する建物 
0.2 

小さな建物群に囲まれた建物 0.5 

建物の高さの 3 倍の範囲に建物がない独立した建物 1.0 

丘の上や塚の上に位置する建物 2.0 

第 7－1－1 表 環境係数 Ce 

（ＪＥＡＧ4608(2007)「原子力発電所の耐雷指針」） 

東海第二発電所周辺は 19 
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以上より，想定落雷数 Nd 回／年を算出する。 Nd = Ng  Ae  Ce = 4.09  0.61  1.0 = 2.5（回／年）

上記より，排気筒への年間雷撃数は 2.5 回／年と算出される。 

以上を考慮すると，再現期間を y として排気筒への雷撃数 Nt は以下のよ

うになる。 Nt = Nd  y
これらの雷撃について，発生する電流最大値を雷撃電流分布での確率 

P＝1／(Nt)の点で評価する。雷撃電流分布に関しては，株式会社フランク

リンジャパンの運用する全国雷観測ネットワーク（ＪＬＤＮ）により観測

された落雷データに基づき評価する（第 7－1－6 図）。なお，再現期間は

10４年とする。 Nt = 2.5  10 = 25000 回

確率 Po＝1／(25000)に対する電流値は 400kA となる。 

第 7－1－6 図 全国雷観測ネットワーク（JLDN）観測の電流分布 

なお，相対的に雷撃数の多い至近 5 年間（2013 年 1 月から 2017 年 11

月）の観測記録を用いた場合においても，雷撃密度を落雷密度に換算する際

に 1/2 とする本来の手法で年超過頻度 10-４／年値を算出した結果，340kA と

約 0.004%（Po） 

400kA 
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評価され，400kA を下回る。 

 

4. まとめ 

排気筒に対する，10-４／年値の頻度となる想定最大雷撃電流を保守的に算

出した結果は，400kA となった。 

 

5. 参考文献 

（１） 日本電気協会（2007）：原子力発電所の耐雷指針，電気技術指針，

ＪＥＡＧ4608 

（２） International Electrotechnical Commission（1995）：

Assessment of the risk of damage due to lightning，ＩＥＣ／

ＴＳ61662 

（３） International Electrotechnical Commission（2015）： 

    Lightning density based on lightning location systems（LLS）

-General principles，ＩＥＣ62858 
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別紙 2 

建屋内重要設備の雷リスク評価 

1. 評価概要

設備の落雷に対する耐力の定量的な評価方法については，既往の文献等や

最新の知見を踏まえ，可能な限り現実的かつ網羅的な評価を実施する。 

2. 雷サージ評価対象設備

排気筒へ落雷し，大地に安全に雷電流が逃された場合でも，大地電位上昇

により接地系間に生じる電位差や，雷電流の拡散による誘導電流により，計

装・制御ケーブル等に生じる雷サージ電圧※１によって，機器が絶縁破壊に

至る可能性が有る。 

※1：ＪＥＡＧ4608（2007）において，原子力発電所の構内接地系に雷サ

ージ（電流）が流入すると，屋外に布設された計測制御ケーブルに

雷サージに起因する雷サージ電圧が発生するが，その発生機構につ

いては大別して次の 3 つが考えられるとされている。 

ⅰ）雷サージが構内接地系に流入すると流入点付近の接地電位が上昇

し，構内接地系の電位分布が動揺する。このため，ケーブルの一端

の電位が接地電位の動揺に応じて変動し他端にこれが進行する。 

ⅱ）雷サージが埋設接地線に流れると，埋設接地線とケーブルとの間

の相互サージインピーダンスと自己インピーダンスにより決定され

る誘導電圧が発生し伝播する。 

ⅲ）大地面とケーブルとの静電結合により大地面電位変動がケーブル

の両端へ伝播される。 

そこで，重要安全施設に発生する雷サージ電圧により，重要安全施設が損

傷するリスクを評価する。 
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なお，重要安全施設以外の安全施設については，クラス間で分離がなされ

ており，落雷による損傷があったとしても重要安全施設に波及することは無

く，重要安全施設の機能は維持されることから本評価対象から除外した。 

3. 建屋内重要設備の雷リスク評価

3.1 評価方針 

3.1.1 想定する落雷 

想定する落雷は，設計基準として設定した，排気筒への 400kA の雷撃電流

とする。 

3.1.2 評価方法 

落雷時に重要安全施設に加わる雷サージ電圧を推定する際に，過去に東海

第二発電所において実施した雷インパルス試験の結果（１）を使用する。 

雷インパルス試験では，雷電流波形を模擬した電流（250A）を排気筒に雷

インパルス発生装置（以下 IG）を用いて印加し，計装制御回路の過電圧の

測定を行った。第 7－2－1 図に構内配置，IG 設置位置のイメージ及び，試

験に用いた雷インパルスの発生回路図を示す。 

第 7－2－1 表に雷インパルス試験及び，400kA 落雷時の換算値を示す。雷

サージ電圧の換算値は雷インパルス試験の結果を保守的に比例関係※２にあ

るとして外挿し算出した。実際には雷撃電流値が大きくなるほど，土中放電

効果（雷サージ電圧が低下する）の影響が大きくなるため，これは保守的な

評価となる。この結果と，機器の雷サージ耐電圧値を比較し落雷による影響

がないことを確認する。 

※2：ケーブルの雷サージ電圧は，布設される近傍接地系に流入した雷サ

ージ進行波による電磁界，電位動揺により発生し伝搬する。この電磁
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界，電位動揺を支配するものは，接地系へ流入する雷サージの時間的

変化（di/dt）であり，雷サージ波形の波頭峻度がその最も大きな要

因となる。波頭峻度は，波高値によって決まり，波高値が高いほど高

くなる。したがって，ケーブルの雷サージ電圧は，雷撃電流波頭峻度

を支配している波高値に概略比例して大きくなるものと考えられる。 

また，落雷による施設への影響として，雷サージ以外にもノイズの影響

が考えられるが，ノイズにより設備自体が損傷することは無く，重要安全

施設の機能は維持されることから本評価対象から除外した。 

第 7－2－1 図 雷インパルス試験 
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第 7－2－1 表 雷インパルス測定試験結果 

測定点 
ケーブ

ル種類

誘導電圧測定値（V） 400kA 換算値（V） 

発点側 着点側 発点側 着点側 

非常用ディー

ゼル発電機 2D

制御盤 

電源 0.5 - 

800 

(＝0.5V×

400kA/250A) 

- 

上記以外重要安全施設への誘導サージの発生は認められなかった。(3)(4) 

3.1.3 雷サージ耐電圧値 

(1) 電源回路・制御回路

ＪＥＣ210（1981）「低圧制御回路絶縁試験法・試験電圧標準」（２）に

おいて重要安全施設に要求される電源回路・制御回路の雷インパルス試験

電圧の 4,000V を用いる。 

(2) 計装回路

個別機器に対して耐電圧値を明確に定めた基準は無いが，型式試験等に

より確認された値の下限値 500V を用いる。 

3.2 評価結果 

3.2.1 影響評価 

(1) 電源回路・制御回路

400kA 落雷時サージ電圧として，第 7－2－1 表の最大値である 800V を

用いる，3.1.3 より電源回路・制御回路の耐電圧は 4,000V であるため，

重要安全施設の機能が損なわれることはない。 

(2) 計装回路

誘導サージの発生が認められなかった。そのため，400kA 落雷時を考慮
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しても重要安全施設の機能が損なわれることはない。 

第 7－2－2 表 評価結果 

評価対象設備 
雷サージ 

電圧（V） 

雷サージ 

耐電圧（V） 
評価 

電源回

路・制御

回路 

原子炉建

屋内 
800 4,000 影響なし 

計装回路 
原子炉建

屋内 

－ 

（測定され

ず） 

500 影響なし 

3.3 まとめ 

以上の結果から，設計基準雷撃電流値 400kA の落雷に対して，発電所にお

ける重要安全施設の機能が損なわれないことを確認した。 

4. 参考文献

（１） 電力中央研究所（1985）：東海第二発電所接地特性サージ試験結

果，電力中央研究所報告，昭和 60 年 4 月

（２） 電気学会（1981）：低圧制御回路絶縁試験法・試験電圧標準，ＪＥ

Ｃ210，電気規格調査会標準規格

（３） 日本原子力発電株式会社（1984）：東海第二発電所落雷事故につい

て，昭和 59 年 5 月

（４） 電気事業連合会東海第二発電所落雷事故検討会（1984）：東海第二

発電所 落雷事故検討報告書，昭和 59 年 5 月

6条外部事象－72

72



6 条(外事)-添付-7-20 

別紙 3 

六ヶ所再処理施設における落雷事象について 

 

1. はじめに 

日本原燃株式会社六ヶ所再処理施設において，平成 27 年 8 月に発生した

落雷に起因すると考えられる設備故障に関連し，発電所における耐雷設計に

ついて述べる。 

なお，事象の内容については「再処理施設 分離建屋における安全上重要

な機器の故障について」（平成 27 年 12 月 7 日，日本原燃株式会社）によ

る。 

 

2. 事象 

  六ヶ所再処理施設において，「高レベル廃液供給槽セル漏えい液受皿の漏

えい液受皿液位計」（安全上重要な機器）のＢ系の異常を示す警報の発報及

びＡ系の指示値が表示されない等の事象が発生した。調査の結果，安全上重

要な機器について 17 機器の故障が見られた。これらの機器の故障は，要因

分析の結果，落雷によるものである可能性が高いとしている。 

 

3. 再処理施設における推定原因及び対策 

  本事象の推定原因としては，主排気筒への落雷による雷撃電流が，構内接

地網に伝搬する過程で，信号ケーブルに電圧を誘起し，この誘導電圧により

計器を損傷させた。また，地表面近くにトレンチ等の構造物が埋設されてい

る再処理施設特有の構造が影響したと推定している。 

  対策として，建屋間を跨るケーブルへの雷サージによる影響を防止するこ

とを目的に保安器を設置している。 
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6 条(外事)-添付-7-21 

4. 発電所における耐雷設計 

  安全保護回路のケーブルは，建屋内に集約されており，六ヶ所再処理のよ

うに，広範な範囲に点在した建屋間を屋外トレンチ内ケーブルで結ぶ構造で

はないこと，電気的に同じ接地網に接続していることから，安全保護回路が

損傷することはない。 
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６条(外事)-添付-15-1 

15. 比較的短期での気象変動に対する考慮について

(1) 気象変動に対する考慮

設計基準設定の際には，①規格・基準類からの要求，②観測記録より，地

域性を考慮した値としているが，これらは過去の経験データに基づいた設定

と言える。 

基本的にプラント寿命は，大規模な気候変動の周期よりも短いと考えられ

るが，各自然現象について将来的な気候変動により厳しい傾向となることは

否定できない。そのため，過去の経験データを用いて，将来的なハザードを

予測するということについては十分な吟味が必要であり，特にプラント寿命

の間に変化が予想される事象については，最新のデータ・知見をもって気候

変動の影響に注視し，必要に応じて設計基準の見直し等の配慮を行う必要が

ある。 

一般的に，将来的な気候変動として現時点でも予想されるものとしては地

球温暖化が挙げられ，地球温暖化が進行した際には，気温上昇や台風の強度

が強まる傾向が考えられる。一方で，東海第二発電所周辺の地域特性が反映

された気候変動を把握する観点から，最寄りの気象官署である水戸地方気象

台（水戸市）の過去数十年の観測記録を確認（第 15-1 図参照）し，以下のと

おり考察した。 

・降水量は，増加傾向が見受けられるものの，設計基準としての降水量と

比較して余裕のあるものである。

・積雪深は，有意な増加傾向は見受けられない。

・風速は，最大風速では，有意な増加（又は台風の強度が強まる。）傾向は

見受けられない。

最大瞬間風速では，増加傾向が見受けられるものの，設計竜巻の最大風
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６条(外事)-添付-15-2 

速 100m／s を想定しており，観測記録はこれに十分包絡される。 

・気温は，最低気温では，上昇傾向が見受けられるものの，設計基準に対

して緩やかになる方向である。

最高気温では，若干の上昇傾向が見受けられるものの，設備の機能に悪

影響を与えるようなレベルの気温上昇ではなく，安全施設への影響はな

いと判断した。

これらのことから，過去数十年の東海第二発電所周辺の気候変動の記録か

らは，降水量，最大瞬間風速及び最高気温・最低気温は増加・上昇の傾向が

確認されたものの，安全施設への影響はないことを確認している。 

ただし，気候変動を完全に予測することは難しいため，今後も最新のデー

タ・知見をもって気候変動の影響に注視し，必要に応じて設計基準の見直し

等を実施していくものとする。 
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６条(外事)-添付-15-3 

第 15-1 図 気候トレンド（水戸地方気象台観測記録） 
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第 6 条 外部からの衝撃による損傷の防止 

（竜巻） 

＜目 次＞ 

1． 基本方針

1.1 要求事項の整理 

1.2 追加要求事項に対する適合性 

(1) 位置，構造及び設備

(2) 安全設計方針

(3) 適合性説明

1.3 気象等 

2． 外部からの衝撃による損傷の防止 

別添資料 1 竜巻影響評価について 

別添資料 2 竜巻影響評価におけるフジタモデルの適用について 

別添資料 3 運用，手順説明資料 
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2 

＜概 要＞ 

1．において，設計基準事故対処設備の設置許可基準規則，技術基準規則の

追加要求事項を明確化するとともに，それら要求に対する発電所における適合

性を示す。 

 

2．において，設計基準事故対処設備について，追加要求事項に適合するた

めに必要となる機能を達成するための設備又は運用等について説明する。 

6条（竜巻）－2
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1. 基本方針

1.1 要求事項の整理 

外部からの衝撃による損傷の防止について，設置許可基準規則第 6 条及

び技術基準規則第 7 条において，追加要求事項を明確化する。（表 1）

6条（竜巻）－3
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1.2 追加要求事項に対する適合性 

(1) 位置，構造及び設備 

 

 ロ 発電用原子炉施設の一般構造 

(3) その他の主要な構造 

(ⅰ) 本発電用原子炉施設は，(1)耐震構造，(2)耐津波構造に加え，以下

の基本的方針のもとに安全設計を行う。 

ａ．設計基準対象施設 

(a) 外部からの衝撃による損傷の防止 

安全施設は，発電所敷地で想定される洪水，風（台風），竜巻，

凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災

及び高潮の自然現象（地震及び津波を除く。）又はその組合せに

遭遇した場合において，自然現象そのものがもたらす環境条件及

びその結果として施設で生じ得る環境条件においても安全機能を

損なわない設計とする。 

なお，発電所敷地で想定される自然現象のうち，洪水について

は，立地的要因により設計上考慮する必要はない。 

上記に加え，重要安全施設は，科学的技術的知見を踏まえ，当

該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される

自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事

故時に生じる応力について，それぞれの因果関係及び時間的変化

を考慮して適切に組み合わせる。 

また，安全施設は，発電所敷地又はその周辺において想定され

る飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，

有毒ガス，船舶の衝突又は電磁的障害の発電用原子炉施設の安全

6条（竜巻）－5
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性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為による

もの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわない

設計とする。 

なお，発電所敷地又はその周辺において想定される人為事象の

うち，飛来物（航空機落下）については，確率的要因により設計

上考慮する必要はない。また，ダムの崩壊については，立地的要

因により考慮する必要はない。 

自然現象及び発電所敷地又はその周辺において想定される発電

用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

であって人為によるものの組合せについては，地震，津波，風

（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学

的事象，森林火災等を考慮する。事象が単独で発生した場合の影

響と比較して，複数の事象が重畳することで影響が増長される組

合せを特定し，その組合せの影響に対しても安全機能を損なわな

い設計とする。 

ここで，想定される自然現象及び発電所敷地又はその周辺にお

いて想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを

除く。）に対して，安全施設が安全機能を損なわないために必要

な安全施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設備を含む。）

への措置を含める。 

 

(a-2) 竜巻  

安全施設は，想定される竜巻が発生した場合においても，

作用する設計荷重に対して，その安全機能を損なわない設計

6条（竜巻）－6
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とする。また，安全施設は，過去の竜巻被害状況及び発電所

のプラント配置から想定される竜巻に随伴する事象に対して，

安全機能を損なわない設計とする。 

竜巻に対する防護設計を行うための設計竜巻の最大風速は，

100m／s とし，設計荷重は，設計竜巻による風圧力による荷

重，気圧差による荷重及び飛来物が安全施設に衝突する際の

衝撃荷重を組み合わせた設計竜巻荷重並びに安全施設に常時

作用する荷重，運転時荷重及びその他竜巻以外の自然現象に

よる荷重等を適切に組み合わせたものとして設定する。 

安全施設の安全機能を損なわないようにするため，安全施

設に影響を及ぼす飛来物の発生防止対策を実施するとともに，

作用する設計荷重に対する安全施設及び安全施設を内包する

区画の構造健全性の確保若しくは飛来物による損傷を考慮し

て，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間で修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組

み合わせることで，その安全機能を損なわない設計とする。 

飛来物の発生防止対策として，飛来物となる可能性のある

もののうち，東海発電所を含む当社敷地内の資機材，車両等

については，飛来した場合の運動エネルギ又は貫通力が設定

する設計飛来物（鋼製材（長さ 4.2m×幅 0.3m×高さ 0.2m，質

量135kg，飛来時の水平速度51m／s，飛来時の鉛直速度34m／

s））より大きなものに対し，固縛，固定又は防護すべき施設

からの離隔を実施する。 

なお，当社敷地近傍の隣接事業所から，上述の設計飛来物

（鋼製材）の運動エネルギ又は貫通力を上回る飛来物が想定

6条（竜巻）－7
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される場合は，隣接事業所との合意文書に基づき，飛来物と

なるものを配置できない設計とすること若しくは当該飛来物

の衝撃荷重を考慮した設計荷重に対し，当該飛来物が衝突し

得る安全施設及び安全施設を内包する区画の構造健全性を確

保する設計とすること若しくは当該飛来物による安全施設の

損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること

若しくは安全上支障のない期間で修復等の対応を行うこと又

はそれらを適切に組み合わせることで，その安全機能を損な

わない設計とする。 

【別添資料１（3.：1-47～75）】 

(2) 安全設計方針

1.7 外部からの衝撃による損傷の防止に関する基本方針 

安全施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）及び想定され

る発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

って人為によるもの（故意によるものを除く。）に対して，安全機能を損な

わない設計とする。安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設

を，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」

で規定されている重要度分類（以下 1.7 では「安全重要度分類」という。）

のクラス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系統及び機器とする。 

その上で，上記構造物，系統及び機器の中から，発電用原子炉施設を停止

するため，また，停止状態にある場合は引き続きその状態を維持するために

必要な異常の発生防止の機能又は異常の影響緩和の機能を有する構築物，系

統及び機器として安全重要度分類のクラス１，クラス２及び安全評価上その
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機能に期待するクラス３に属する構築物，系統及び機器（以下「外部事象防

護対象施設」という。）とし，機械的強度を有すること等により，安全機能

を損なわない設計とする。 

また，外部事象防護対象施設を内包する建屋（外部事象防護対象施設とな

る建屋を除く。）は，機械的強度を有すること等により，内包する外部事象

防護対象施設の安全機能を損なわない設計及び外部事象防護対象施設へ波及

的影響を及ぼさない設計とする。ここで，外部事象防護対象施設及び外部事

象防護対象施設を内包する建屋を併せて，外部事象防護対象施設等という。 

上記に含まれない構築物，系統及び機器は，機能を維持すること若しくは

損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のな

い期間での修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることに

より，その安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（1.2.1：1-2）】 

1.7.2 竜巻防護に関する基本方針 

1.7.2.1 設計方針 

(1) 竜巻に対する設計の基本方針

安全施設が竜巻に対して，発電用原子炉施設の安全性を確保するために

必要な安全機能を損なわないよう，基準竜巻，設計竜巻及び設計荷重を適

切に設定し，以下の事項に対して，対策を行い，建屋による防護，構造健

全性の維持，代替設備の確保等によって，安全機能を損なわない設計とす

る。 

また，安全施設は，設計荷重による波及的影響によって，安全機能を損

なわない設計とする。 

ａ．飛来物の衝突による施設の貫通及び裏面剥離 
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ｂ．設計竜巻による風圧力による荷重，気圧差による荷重及び設計飛来物

等による衝撃荷重を組み合わせた設計竜巻荷重並びにその他の組合せ荷

重（常時作用している荷重，運転時荷重，竜巻以外の自然現象による荷

重及び設計基準事故時荷重）を適切に組み合わせた設計荷重 

ｃ．竜巻による気圧の低下 

ｄ．外気と繋がっている箇所への風の流入 

設計竜巻によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要が

ある施設を，安全重要度分類のクラス１，クラス２及びクラス３に属す

る構築物，系統及び機器とする。 

設計竜巻によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要が

ある施設のうち，外部事象防護対象施設は，設計荷重に対し機械的強度

を有すること等により，安全機能を損なわない設計とする。 

竜巻影響評価の対象施設としては，「1.7.2.1(3) 外部事象防護対象

施設等のうち評価対象施設」及び「1.7.2.1(4) 外部事象防護対象施設

等に波及的影響を及ぼし得る施設」に示す施設を，竜巻影響評価の対象

施設とする。 

なお，「基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド」の重要度分

類における耐震Ｓクラスの設計を要求される設備（系統，機器）及び建

屋，構築物のうち，竜巻の影響を受ける可能性がある施設を抽出した結

果，追加で「1.7.2.1(3) 外部事象防護対象施設等のうち評価対象施設」

に反映する施設はない。 

竜巻に対する防護設計を行う，外部事象防護対象施設等のうち評価対

象施設及び外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設を

「評価対象施設等」という。 

外部事象防護対象施設の安全機能を損なわないようにするため，外部
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事象防護対象施設等に影響を及ぼす飛来物の発生防止対策を実施すると

ともに，作用する設計荷重に対する外部事象防護対象施設の構造健全性

の維持，外部事象防護対象施設を内包する区画の構造健全性の確保若し

くは飛来物による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間での修復等の対応又はそれらを適切に組

み合わせた設計とする。 

屋外に設置する外部事象防護対象施設の構造健全性の維持又は外部事

象防護対象施設を内包する区画の構造健全性の確保において，それらを

防護するために設置する竜巻飛来物防護対策設備は，防護ネット，防護

鋼板等から構成し，飛来物から外部事象防護対象施設を防護できる設計

とする。 

【別添資料１（1.：1-1～13）】 

(2) 設計竜巻の設定 

「添付書類六 8. 竜巻」において設定した基準竜巻の最大風速は 92m

／s とする。 

設計竜巻の設定に際して，発電所は敷地が平坦であるため，地形効果に

よる風の増幅を考慮する必要はないことを確認したが，将来的な気候変動

に伴う不確実性を踏まえ，基準竜巻の最大風速を安全側に切り上げて，設

計竜巻の最大風速は 100m／s とする。 

 【別添資料１（2.：1-14～46）】 

(3)  外部事象防護対象施設等のうち評価対象施設 

外部事象防護対象施設は，設計荷重に対し機械的強度を有すること等

により安全機能を損なわない設計とする。 

外部事象防護対象施設は，外殻となる施設（建屋，構築物）（以下「外

殻となる施設」という。）に内包され，外気と繋がっておらず設計竜巻荷
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重の影響から防護される施設（以下「外殻となる施設に内包され防護され

る施設（外気と繋がっている施設を除く。）」という。），設計竜巻荷重

の影響を受ける屋外施設（以下「屋外施設」という。），外殻となる施設

に内包されるため，設計竜巻の風圧力による荷重及び設計飛来物等による

衝撃荷重の影響から防護されるが，外気と繋がっており設計竜巻の気圧差

による荷重の影響を受ける施設（以下「屋内の施設で外気と繋がっている

施設」という。）及び外殻となる施設に内包されるが設計竜巻荷重の影響

から防護が期待できない施設（以下「外殻となる施設による防護機能が期

待できない施設」という。）に分類し，このうち，外殻となる施設に内包

され防護される施設（外気と繋がっている施設を除く。）は内包する建屋

により防護する設計とすることから，評価対象施設は，屋外施設，屋内の

施設で外気と繋がっている施設及び外殻となる施設による防護機能が期待

できない施設とし，以下のように抽出する。 

なお，外殻となる施設による防護機能が期待できない施設については，

「1.7.2.1(3)a. 屋外施設」のうち外部事象防護対象施設を内包する区画

の構造健全性維持可否の観点並びに設計飛来物の衝突等による開口部の開

放及び開口部建具の貫通の観点から抽出する。 

また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，竜巻及びその随伴事

象により損傷した場合であっても，代替手段があること等により安全機能

は損なわれない。 

ａ．屋外施設（外部事象防護対象施設を内包する区画を含む。） 

(a) 非常用ディーゼル発電機吸気フィルタ及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機吸気フィルタ（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気フィルタ」という。） 

(b) 非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン及び高圧炉心スプレ

6条（竜巻）－12

89



13 

イ系ディーゼル発電機室ルーフベントファン（以下「非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフ

ベントファン」という。） 

(c) 中央制御室換気系冷凍機（配管，弁含む。）

(d) 残留熱除去系海水系ポンプ（配管，弁含む。）

(e) 非常用ディーゼル発電機海水用ポンプ（配管，弁含む。）及び高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ（配管，弁含む。）

（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）用海水ポンプ（配管，弁含む。）」という。） 

(f) 残留熱除去系海水系ストレーナ

(g) 非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機用海水ストレーナ（以下「非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ」

という。） 

(h) 非常用ガス処理系排気配管

(i) 排気筒

(j) 排気筒モニタ

(k) 原子炉建屋

＜以下，外部事象防護対象施設を内包する区画＞ 

外部事象防護対象施設を内包する区画を，以下のとおり抽出する。 

(l) タービン建屋（気体廃棄物処理系隔離弁等を内包）

(m) 使用済燃料乾式貯蔵建屋（使用済燃料乾式貯蔵容器を内包）

(n) 軽油貯蔵タンクタンク室（軽油貯蔵タンクを内包）

ｂ．屋内の施設で外気と繋がっている施設 

(a) 中央制御室換気系隔離弁，ファン（ダクト含む。），非常用ディー
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ゼル発電機室換気系ダクト及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

室換気系ダクト（以下「非常用換気空調設備」という。） 

(b) 原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト（原子炉建屋原子炉棟貫通部）

ｃ．外殻となる施設による防護機能が期待できない施設 

(a) 中央制御室換気系ファン（空気調和器含む。）及び中央制御室換気

系フィルタユニット（以下「原子炉建屋付属棟 4 階非常用換気空調設

備」という。） 

(b) 非常用電源盤（電気室）

(c) 使用済燃料プール及び燃料プール冷却浄化系真空破壊弁（以下「原

子炉建屋原子炉棟 6 階設置設備」という。） 

(d) 燃料交換機及び原子炉建屋天井クレーン

(e) 使用済燃料乾式貯蔵容器

(f) 使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン

【別添資料１（1.2.2 (1)：1-3～7）】 

(4) 外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設

外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設としては，当該

施設の破損等により外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼして安全

機能を喪失させる可能性がある施設又はその施設の特定の区画とする。 

外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設としては，外部

事象防護対象施設等を除く構築物，系統及び機器の中から，外部事象防護

対象施設等に機械的影響を及ぼし得る施設及び外部事象防護対象施設に機

能的影響を及ぼし得る施設を以下のとおり抽出する。 

ａ．外部事象防護対象施設等に機械的影響を及ぼし得る施設 

外部事象防護対象施設等に機械的影響を及ぼし得る施設としては，施

設の高さと外部事象防護対象施設等との距離を考慮して，倒壊により外
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部事象防護対象施設等を損傷させる可能性がある施設を，外部事象防護

対象施設等に機械的影響を及ぼし得る施設として抽出する。 

(a) サービス建屋

(b) 海水ポンプエリア防護壁

(c) 鋼製防護壁

ｂ．外部事象防護対象施設に機能的影響を及ぼし得る施設 

外部事象防護対象施設に機能的影響を及ぼし得る施設としては，屋外

にある外部事象防護対象施設の付属設備で，風圧力及び設計飛来物の衝

突等による損傷により外部事象防護対象施設の安全機能を損なわせる可

能性がある施設を，外部事象防護対象施設に機能的影響を及ぼし得る施

設として抽出する。 

(a) 非常用ディーゼル発電機排気消音器及び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機排気消音器（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音器」という。） 

(b) 非常用ディーゼル発電機排気配管，非常用ディーゼル発電機燃料デ

イタンクベント管，非常用ディーゼル発電機機関ベント管及び非常用

ディーゼル発電機潤滑油サンプタンクベント管並びに高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機排気配管，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機燃料デイタンクベント管，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機機

関ベント管及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機潤滑油サンプタ

ンクベント管（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）付属排気配管及びベント配管」という。） 

(c) 残留熱除去系海水系配管（放出側）

(d) 非常用ディーゼル発電機用海水配管（放出側）及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機用海水配管（放出側）（以下「非常用ディーゼ
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ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水配

管（放出側）」という。） 

【別添資料１（1.2.2 (2)：1-8～11）】 

(5) 設計飛来物の設定

敷地全体を俯瞰した現地調査及び検討を行い，発電所構内の資機材，車

両等の設置状況を踏まえ，評価対象施設等に衝突する可能性のある飛来物

を抽出する。 

飛来物に係わる現地調査結果及び「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド

（平成 25 年 6 月 19 日原規技発 13061911 号 原子力規制委員会決定）」

に示されている設計飛来物の設定例を参照し設定する。 

設計飛来物は，浮き上がりの有無，運動エネルギ及び貫通力を踏まえ，

鋼製材（長さ 4.2m×幅 0.3m×高さ 0.2m，質量 135kg，飛来時の水平速度

51m／s，飛来時の鉛直速度 34m／s）を設定する。 

また，竜巻飛来物防護対策設備の防護ネットを通過し得る可能性があり，

鋼製材にて包含できないことから，砂利も設計飛来物とする。 

第 1.7.2－1 表に発電所における設計飛来物を示す。 

飛来物の発生防止対策については，現地調査により抽出した飛来物や東

海発電所を含む当社敷地内に持ち込まれる資機材，車両等の寸法，質量及

び形状から飛来の有無を判断し，運動エネルギ及び貫通力を考慮して，衝

突時に建屋等又は竜巻飛来物防護対策設備に与えるエネルギ又は貫通力が

設計飛来物のうち鋼製材によるものより大きく，外部事象防護対象施設を

防護できない可能性があるものは固縛，固定又は評価対象施設等からの離

隔を実施し，確実に飛来物とならない運用とする。 

なお，当社敷地近傍の隣接事業所から，上述の設計飛来物（鋼製材）の
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運動エネルギ又は貫通力を上回る飛来物が想定される場合は，飛来物とな

るものを配置できない設計とすること若しくは当該飛来物の衝撃荷重を考

慮した設計荷重に対し，当該飛来物が衝突し得る外部事象防護対象施設等

の構造健全性を確保する設計とすること若しくは当該飛来物による外部事

象防護対象施設の損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保する

こと若しくは安全上支障のない期間で修復等の対応を行うこと又はそれら

を適切に組み合わせることで，外部事象防護対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。 

【別添資料１（3.3.1 (3)：1-49～60）】 

(6) 荷重の組合せと許容限界

竜巻に対する防護設計を行うため，評価対象施設等に作用する設計竜巻

荷重の算出，設計竜巻荷重の組合せの設定，設計竜巻荷重と組み合わせる

荷重の設定及び許容限界について以下に示す。 

ａ．評価対象施設等に作用する設計竜巻荷重 

設計竜巻により評価対象施設等に作用する荷重として「風圧力による

荷重（ＷＷ）」，「気圧差による荷重（ＷＰ）」及び「設計飛来物等に

よる衝撃荷重（ＷＭ）」を以下に示すとおり算出する。 

(a) 風圧力による荷重（ＷＷ）

設計竜巻の最大風速による荷重であり，「建築基準法施行令」（昭

和 25 年 11 月 16 日政令第 338 号），「日本建築学会 建築物荷重指

針・同解説」及び建設省告示 1454 号（平成 12 年 5 月 31 日）に準拠

して，次式のとおり算出する。 

ＷＷ＝ｑ・Ｇ・Ｃ・Ａ 

ここで， 

ＷＷ：風圧力による荷重 
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ｑ ：設計用速度圧 

Ｇ ：ガスト影響係数（＝1.0） 

Ｃ ：風力係数（施設の形状や風圧力が作用する部位（屋根，壁等） 

に応じて設定する。） 

Ａ ：施設の受圧面積 

ｑ＝（1/2）・ρ・ＶＤ
２ 

ここで， 

ρ ：空気密度 

ＶＤ：設計竜巻の最大風速 

ただし，竜巻による最大風速は，一般的には水平方向の風速として

算定されるが，鉛直方向の風圧力に対してぜい弱と考えられる評価対

象施設等が存在する場合には，鉛直方向の最大風速等に基づいて算出

した鉛直方向の風圧力についても考慮した設計とする。 

(b) 気圧差による荷重（ＷＰ） 

外気と隔離されている区画の境界部が気圧差による圧力影響を受け

る設備及び外部事象防護対象施設を内包する区画の外壁，屋根等にお

いては，設計竜巻による気圧低下によって生じる評価対象施設等の内

外の気圧差による圧力荷重が発生する。保守的に「閉じた施設」を想

定し次式のとおり算出する。 

ＷＰ＝ΔＰｍａｘ・Ａ 

ここで， 

ＷＰ  ：気圧差による荷重 

ΔＰｍaｘ：最大気圧低下量 

Ａ   ：施設の受圧面積 

(c) 設計飛来物等による衝撃荷重（ＷＭ） 
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飛来物の衝突方向及び衝突面積を考慮して設計飛来物等が評価対象

施設等に衝突した場合の影響が大きくなる向きで衝撃荷重を算出する。 

【別添資料１（3.3.1 ：1-48～60）】 

ｂ．設計竜巻荷重の組合せ 

評価対象施設等の設計に用いる設計竜巻荷重は，設計竜巻による風圧

力による荷重（ＷＷ），気圧差による荷重（ＷＰ）及び設計飛来物等に

よる衝撃荷重（ＷＭ）を組み合わせた複合荷重とし，複合荷重ＷＴ１及び 

ＷＴ２は米国原子力規制委員会の基準類を参考として，以下のとおり設

定する。 

ＷＴ１＝ＷＰ

ＷＴ２＝ＷＷ＋0.5・ＷＰ＋ＷＭ 

なお，評価対象施設等にはＷＴ１及びＷＴ２の両荷重をそれぞれ作用さ

せる。 

【別添資料１（3.3.1 ：1-60～61）】 

ｃ．設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定 

設計竜巻荷重と組み合わせる荷重は，以下のとおり設定する。 

(a) 評価対象施設等に常時作用する荷重，運転時荷重

評価対象施設等に作用する荷重として，自重等の常時作用する荷重，

内圧等の運転時荷重を適切に組み合わせる。 

(b) 竜巻以外の自然現象による荷重

竜巻は，積乱雲及び積雲に伴って発生する現象であり（１），積乱雲

の発達時に竜巻と同時発生する可能性がある自然現象は，雷，雪，ひ

ょう及び降水である。これらの自然現象の組合せにより発生する荷重

は，以下のとおり設計竜巻荷重に包絡される。 

ⅰ) 雷 
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竜巻と雷が同時に発生する場合においても，雷によるプラントへ

の影響は雷撃であるため，雷による荷重は発生しない。 

ⅱ) 雪 

冬期，竜巻が襲来する場合は竜巻通過前後に降雪を伴う可能性は

あるが，上昇流の竜巻本体周辺では，竜巻通過時に雪は降らない。

また，下降流の竜巻通過時は，竜巻通過前に積もった雪の大部分は

竜巻の風により吹き飛ばされ，雪による荷重は十分小さく設計竜巻

荷重に包絡される。 

ⅲ) ひょう 

ひょうは積乱雲から降る直径 5mm 以上の氷の粒（２）であり，仮に

直径 10cm 程度の大型のひょうを想定した場合でも，その重量は約

0.5kg である。竜巻とひょうが同時に発生する場合においても，直

径 10cm 程度のひょうの終端速度は 59m／s（３），運動エネルギは約

0.9kJ であり，設計飛来物の運動エネルギと比べ十分に小さく，ひ

ょうの衝突による荷重は設計竜巻荷重に包絡される。 

ⅳ) 降水 

竜巻と降水が同時に発生する場合においても，雨水により屋外施

設に荷重の影響を与えることはなく，また降雨による荷重は十分小

さいため，設計竜巻荷重に包絡される。 

(c) 設計基準事故時荷重

外部事象防護対象施設は，設計竜巻によって安全機能を損なわない

設計とするため，設計竜巻は原子炉冷却材喪失事故等の設計基準事故

の起因とはならないことから，設計竜巻と設計基準事故は独立事象と

なる。 

設計竜巻と設計基準事故が同時に発生する頻度は十分小さいことか
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ら，設計基準事故時荷重と設計竜巻との組合せは考慮しない。 

仮に，風速が低く発生頻度が高い竜巻と設計基準事故が同時に発生

する場合，評価対象施設等のうち設計基準事故時荷重が生じ，竜巻に

よる風荷重等の影響を受ける屋外設備としては残留熱除去系海水系ポ

ンプ等が考えられるが，設計基準事故時においても残留熱除去系海水

系ポンプ等の圧力及び温度は変わらないため，設計基準事故により考

慮すべき荷重はなく，竜巻と設計基準事故時荷重の組合せは考慮しな

い。 

【別添資料１（3.3.2 ：1-61～62）】 

ｄ．許容限界 

建屋及び構築物の設計において，設計飛来物等の衝突による貫通及び

裏面剥離発生の有無の評価については，貫通及び裏面剥離が発生しない

部材厚（貫通限界厚さ及び裏面剥離限界厚さ）と部材の最小厚さを比較

することにより行う。さらに，設計荷重により，発生する変形又は応力

が以下の法令，規格，基準，指針類等に準拠し算定した許容限界を下回

る設計とする。 

・建築基準法 

・日本工業規格 

・日本建築学会及び土木学会等の基準，指針類 

・原子力発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ4601-1987（日本電気協会） 

・原子力エネルギー協会（ＮＥＩ）の基準・指針類 

系統及び機器の設計において，設計飛来物の衝突による貫通の有無の

評価については，貫通が発生しない部材厚の貫通限界厚さと部材の最小

厚さを比較することにより行う。設計飛来物が貫通することを考慮する

場合には，設計荷重に対して防護対策を考慮した上で，系統及び機器に
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発生する応力が以下の規格，基準及び指針類に準拠し算定した許容応力

度等に基づく許容限界を下回る設計とする。 

・日本工業規格

・日本機械学会の基準，指針類

・原子力発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ4601-1987（日本電気協会）

【別添資料１（3.4.1 ：1-63） 

(7) 評価対象施設等の防護設計方針

評価対象施設等の設計荷重に対する防護設計方針を以下に示す。

【別添資料１（3.4.2 ：1-62～74）】 

ａ．屋外施設（外部事象防護対象施設を内包する区画を含む。） 

外部事象防護対象施設のうち屋外施設は，設計荷重に対して，安全機

能が維持される設計とし，必要に応じて防護ネット等の竜巻飛来物防護

対策設備又は運用による竜巻防護対策を講じる方針とする。 

(a) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）吸気フィルタ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）吸気フィルタは，設計飛来物が衝突により貫通することを考

慮しても，閉塞することがなく，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の吸気機能が維持される設計

とする。さらに，風圧力による荷重，気圧差による荷重及び非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸

気フィルタに常時作用する荷重に対して，構造健全性が維持され，安

全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-64）】 

(b) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を
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含む。）室ルーフベントファン 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）室ルーフベントファンは，設計飛来物の衝突により貫通する

ことを考慮し，防護ネットの設置等による竜巻防護対策を行うことに

より，設計飛来物の衝突を防止し，風圧力による荷重，気圧差による

荷重に対して，構造健全性が維持され，安全機能を損なわない設計と

する。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-64）】 

(c) 中央制御室換気系冷凍機（配管，弁含む。）

中央制御室換気系冷凍機（配管，弁含む。）は，設計飛来物の衝突

により貫通することを考慮して，防護ネットの設置等による竜巻防護

対策を行うことにより，設計飛来物の衝突を防止し，風圧力による荷

重，気圧差による荷重及び中央制御室換気系冷凍機（配管，弁含む。）

に常時作用する荷重に対して，構造健全性が維持され，安全機能を損

なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-65）】 

(d) 残留熱除去系海水ポンプ（配管，弁含む。）

残留熱除去系海水ポンプ（配管，弁含む。）は，設計飛来物の衝突

により貫通することを考慮し，防護ネットの設置等による竜巻防護対

策を行うことにより，設計飛来物の衝突を防止し，風圧力による荷重，

気圧差による荷重及び残留熱除去系海水ポンプ（配管，弁含む。）に

常時作用する荷重に対して，構造健全性が維持され，安全機能を損な

わない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-65）】 

(e) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を
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含む。）用海水ポンプ（配管，弁含む。） 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）用海水ポンプ（配管，弁含む。）は，設計飛来物の衝突によ

り貫通することを考慮し，防護ネットの設置等による竜巻防護対策を

行うことにより，設計飛来物の衝突を防止し，風圧力による荷重，気

圧差による荷重及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ（配管，弁含む。）に常時作

用する荷重に対して，構造健全性が維持され，安全機能を損なわない

設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-65）】 

(f) 残留熱除去系海水ストレーナ 

残留熱除去系海水ストレーナは，設計飛来物の衝突により貫通する

ことを考慮し，防護ネットの設置等による竜巻防護対策を行うことに

より，設計飛来物の衝突を防止し，風圧力による荷重，気圧差による

荷重及び残留熱除去系海水ストレーナに常時作用する荷重に対して，

構造健全性が維持され，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-65～66）】 

(g) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）用海水ストレーナ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）用海水ストレーナは，設計飛来物の衝突により貫通すること

を考慮し，防護ネットの設置等による竜巻防護対策を行うことにより，

設計飛来物の衝突を防止し，風圧力による荷重，気圧差による荷重及

び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）用海水ストレーナに常時作用する荷重に対して，構造健全性
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が維持され，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-66）】 

(h) 非常用ガス処理系排気配管

非常用ガス処理系排気配管は，設計飛来物が衝突により貫通するこ

とを考慮しても，閉塞することはなく，非常用ガス処理系排気配管の

排気機能が維持される設計とする。さらに，非常用ガス処理系排気配

管は開かれた構造物であり気圧差荷重も作用しないことから，風圧力

による荷重及び非常用ガス処理系排気配管に常時作用する荷重に対し

て，構造健全性が維持され，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-66）】 

(i) 排気筒

排気筒の筒身については，設計飛来物の衝突により貫通することを

考慮しても，閉塞することはなく，排気筒の排気機能が維持される設

計とする。さらに，排気筒は開かれた構造物であり気圧差荷重は作用

しないことから，風圧力による荷重及び排気筒に常時作用する荷重に

対して，構造健全性が維持され，安全機能を損なわない設計とする。 

また，排気筒の鉄塔については，設計飛来物の衝突により部材が損

傷した場合においても構造健全性が維持され，排気筒全体が倒壊しな

い設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-66～67）】 

(j) 排気筒モニタ

排気筒モニタは，放射性気体廃棄物処理施設の破損の検出手段とし

て期待しているが，外部事象を起因として放射性気体廃棄物処理施設

の破損が発生することはないため，安全上支障のない期間に補修等の

対応を行うことで，安全機能を損なわない設計とする。 
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【別添資料１（3.4.2 (1)：1-67）】 

(k) 原子炉建屋

原子炉建屋原子炉棟外壁（5 階及び 6 階部分）の原子炉建屋外側ブ

ローアウトパネルについては，設計竜巻による気圧低下により開放

し，原子炉建屋原子炉棟の放射性物質の閉じ込め機能を損なう可能性

があるが，設計竜巻と設計基準事故が同時に発生する頻度は十分小さ

いことから，安全上支障のない期間に補修が可能な設計とすること

で，安全機能を損なわない設計とする。 

また，原子炉建屋は外部事象防護対象施設を内包する建屋でもある

ため，風圧力による荷重，気圧差による荷重，設計飛来物の衝撃荷重

及び常時作用する荷重に対して，構造骨組の構造健全性が維持される

とともに，屋根，壁及び開口部（扉類）の破損により原子炉建屋内の

外部事象防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。また，設

計飛来物の衝突時においても，貫通及び裏面剥離の発生により，原子

炉建屋内の外部事象防護対象施設が安全機能を損なわない設計とす

る。 

なお，原子炉建屋外側ブローアウトパネルの気圧低下による開放の

可能性に対しては，原子炉建屋外側ブローアウトパネル開放により発

生する外壁開口部に，防護ネットの設置等の竜巻防護対策を行うこと

により，設計飛来物の侵入を防止する設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-67～68）】 

＜以下，外部事象防護対象施設を内包する区画＞ 

(l) タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋

タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋は，風圧力による荷重，
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気圧差による荷重，設計飛来物等の衝撃荷重及び常時作用する荷重に

対して，構造骨組の構造健全性が維持されるとともに，屋根，壁及び

開口部（扉類）の破損により当該建屋内の外部事象防護対象施設が安

全機能を損なわない設計とする。また，設計飛来物等の衝突時におい

ても，貫通及び裏面剥離の発生により，当該建屋内の外部事象防護対

象施設が安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-68）】 

(m) 軽油貯蔵タンクタンク室

軽油貯蔵タンクタンク室は，地下埋設されていることを考慮すると，

風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重は作用しないことか

ら，気圧差による荷重及び自重等の常時作用する荷重に対して，構造

健全性が維持され，軽油貯蔵タンクの安全機能を損なわない設計とす

る。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-68）】 

(n) 排気筒モニタ建屋

外部事象を起因として放射性気体廃棄物処理施設の破損が発生する

ことはないが，独立事象としての重畳の可能性を考慮し，安全上支障

のない期間に補修等の対応を行うことで，排気筒モニタの安全機能を

損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (1)：1-68）】 

ｂ．外部事象防護対象施設のうち，屋内の施設で外気と繋がっている施設 

外殻となる施設に内包され防護される外部事象防護対象施設のうち，

外気と繋がっている施設は，設計荷重に対して，安全機能が維持される

設計とし，必要に応じて竜巻飛来物防護対策設備等による竜巻防護対策

を講じる方針とする。 
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(a) 非常用換気空調設備 

非常用換気空調設備が，原子炉建屋に内包されていることを考慮する

と，風圧力による荷重は作用しない。さらに，建屋開口部や開口部建具

を設計飛来物が貫通し，非常用換気空調系隔離弁に衝突し安全機能を損

なうことを考慮して，防護ネットの設置や壁面の補強等の竜巻防護対策

を行うことにより，設計飛来物の衝突を防止し，気圧差による荷重及び

非常用換気空調設備に常時作用する荷重に対して，構造健全性が維持さ

れ，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (2)：1-68）】 

(b) 原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト（原子炉建屋原子炉棟貫通部） 

原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト（原子炉建屋原子炉棟貫通部）

は，設計飛来物の衝突により，建屋壁等に貫通が発生することを考慮

し，壁面等の補強による竜巻防竜巻防護対策を行うことにより，原子

炉建屋換気系隔離弁及びダクト（原子炉建屋原子炉棟貫通部）への設

計飛来物の衝突を防止し，気圧差による荷重及び非常用換気空調設備

に常時作用する荷重に対して，原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト

（原子炉建屋原子炉棟貫通部）の構造健全性が維持され，安全機能を

損なわない設計とする。 

ｃ．外殻となる施設による防護機能が期待できない施設 

外殻となる施設に内包される外部事象防護対象施設のうち，外殻とな

る施設が設計竜巻の影響により健全性が確保されず，貫通又は裏面剥離

が発生し安全機能を損なう可能性がある場合には，施設の補強，竜巻飛

来物防護対策設備又は運用による竜巻防護対策を実施することにより，

安全機能を損なわない設計とする。 

原子炉建屋付属棟については，設計飛来物の衝突により開口部建具等
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に貫通が発生することを考慮し，開口部建具等付近の外部事象防護対象

施設のうち，設計飛来物の衝突により影響を受ける可能性がある原子炉

建屋付属棟 4 階非常用換気空調設備及び非常用電源盤（電気室）が安全

機能を損なわない設計とする。 

原子炉建屋原子炉棟外壁の原子炉建屋外側ブローアウトパネルが設計

竜巻による気圧低下により開放されることを考慮し，原子炉建屋外側ブ

ローアウトパネル開放により発生する外壁開口部付近の外部事象防護対

象施設のうち，設計竜巻荷重の影響を受ける可能性がある原子炉建屋原

子炉棟 6 階設置設備，燃料交換機及び原子炉建屋天井クレーンが安全機

能を損なわない設計とする。 

使用済燃料乾式貯蔵建屋は，設計飛来物等の衝突に対し，建屋上部の

開口部建具等に貫通が発生することを考慮し，使用済燃料乾式貯蔵建屋

内部の外部事象防護対象施設で，設計飛来物等の衝突により影響を受け

る可能性がある使用済燃料乾式貯蔵容器及び使用済燃料乾式貯蔵建屋天

井クレーンが安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (3)：1-69～71）】 

(a) 原子炉建屋付属棟 4 階非常用換気空調設備

原子炉建屋付属棟 4 階非常用換気空調設備は，設計飛来物の衝突に

より，建屋壁面及び開口部建具に貫通が発生することを考慮し，壁面

の補強等の竜巻防護対策を行うことにより，原子炉建屋付属棟 4 階非

常用換気空調設備への設計飛来物の衝突を防止し，原子炉建屋付属棟

4 階非常用換気空調設備の構造健全性が維持され，安全機能を損なわ

ない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (3)：1-69）】 

(b) 非常用電源盤（電気室）
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非常用電源盤（電気室）は，設計飛来物の衝突により，原子炉建屋

付属棟１階電気室扉に貫通が発生することを考慮し，電気室扉の取替

等の竜巻防護対策を行うことにより，非常用電源盤（電気室）への設

計飛来物の衝突を防止し，非常用電源盤（電気室）の構造健全性が維

持され，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (3)：1-69）】 

(c) 原子炉建屋原子炉棟 6 階設置設備

原子炉建屋原子炉棟 6 階設置設備は，設計竜巻による気圧低下によ

り原子炉建屋外側ブローアウトパネルが開放されることを考慮し，防

護ネット等の設置による竜巻防護対策を行うことにより，当該設備へ

の設計飛来物の衝突を防止する。 

さらに，原子炉建屋原子炉棟 6 階設置設備は構造的に風圧力による

影響を受けないことから，当該設備の構造健全性が維持され，安全機

能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (3)：1-69）】 

(d) 燃料交換機及び原子炉建屋天井クレーン

燃料交換機及び原子炉建屋天井クレーンは，竜巻の襲来が予想され

る場合には，燃料取扱作業を中止し，使用済燃料プール及び燃料プー

ル冷却浄化系真空破壊弁に影響を及ぼさない待機位置への退避措置を

行う運用により，原子炉建屋外側ブローアウトパネルが開放状態にお

いても，当該設備の安全機能を損なわない設計とし，転落によって近

傍の外部事象防護対象施設へ波及的影響を及ぼさない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (3)：1-69～70）】 

(e) 使用済燃料乾式貯蔵容器

使用済燃料乾式貯蔵容器は，使用済燃料乾式貯蔵建屋に内包されて
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いることを考慮すると，風圧力による荷重及び気圧差荷重は作用しな

い。 

使用済燃料乾式貯蔵建屋上部の開口部に対し，設計飛来物等の衝突

により，貫通が発生することを考慮し，設計飛来物等の衝撃荷重及び

自重等の常時作用する荷重に対して使用済燃料乾式貯蔵容器の構造健

全性が維持され，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (3)：1-70）】 

(f) 使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン

使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーンは，使用済燃料乾式貯蔵建屋

に内包されていることを考慮すると，風圧力による荷重及び気圧差荷

重は作用しない。 

使用済燃料乾式貯蔵建屋上部の開口部に対し，設計飛来物等の衝突

により，貫通が発生することを考慮し，竜巻の襲来が予想される場合

には，燃料取扱作業を中止し，使用済燃料乾式貯蔵容器に影響を及ぼ

さない待機位置への退避措置を行う運用により，使用済燃料乾式貯蔵

建屋上部の開口部に貫通が発生した状態においても，使用済燃料乾式

貯蔵建屋天井クレーンの安全機能を損なわない設計とし，転落によっ

て近傍の外部事象防護対象施設へ波及的影響を及ぼさない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (3)：1-70～71）】 

ｄ．外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設 

外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設については，

設計荷重による影響を受ける場合においても外部事象防護対象施設等に

影響を及ぼさないよう，設備又は運用による竜巻防護対策を実施するこ

とにより，外部事象防護対象施設等の安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 ：1-71～74）】 
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(a) サービス建屋

サービス建屋は，風圧力による荷重，気圧差による荷重，設計飛来

物による衝撃荷重及び自重等の常時作用する荷重に対して，倒壊によ

り外部事象防護対象施設等へ波及的影響を及ぼさない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (4)：1-71）】 

(b) 海水ポンプエリア防護壁

海水ポンプエリア防護壁は，風圧力による荷重，気圧差による荷重，

設計飛来物による衝撃荷重及び自重等の常時作用する荷重に対して補

強等を行うことで，倒壊により外部事象防護対象施設等へ波及的影響

を及ぼさない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (4)：1-71）】 

(c) 鋼製防護壁

鋼製防護壁は，風圧力による荷重，気圧差による荷重，設計飛来物

による衝撃荷重及び自重等の常時作用する荷重に対して，倒壊により

外部事象防護対象施設等へ波及的影響を及ぼさない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (4)：1-71）】 

(d) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）排気消音器 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）排気消音器は，設計飛来物の衝突により貫通することを考慮

しても，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）排気消音器が閉塞することがなく，非常用ディーゼル

発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の排気機能

が維持される設計とする。さらに，非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音器が風圧力による

6条（竜巻）－32

109



33 

荷重，気圧差による荷重及び自重等の常時作用する荷重に対して，構

造健全性を維持し，安全機能を損なわない設計とし，外部事象防護対

象施設である非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）に機能的影響を及ぼさない設計とする。

【別添資料１（3.4.2 (4)：1-71～72）】 

(e) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）付属排気配管及びベント配管 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）付属排気配管及びベント配管は，設計飛来物の衝突により貫

通することを考慮しても，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）付属排気配管及びベント配管が閉塞

することがなく，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機を含む。）の排気機能等が維持される設計とする。さら

に，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）付属排気配管及びベント配管が風圧力による荷重，気圧差

による荷重及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）付属排気配管及びベント配管に常時作用する荷

重に対して，構造健全性を維持し，安全機能を損なわない設計とし，

外部事象防護対象施設である非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）に機能的影響を及ぼさない設計と

する。 

【別添資料１（3.4.2 (4)：1-72～73）】 

(f) 残留熱除去系海水配管（放出側）

残留熱除去系海水配管（放出側）は，設計飛来物の衝突により貫通

することを考慮しても，残留熱除去系海水配管（放出側）が閉塞する
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ことがなく，残留熱除去系海水ポンプの機能等が維持される設計とす

る。さらに，残留熱除去系海水配管（放出側）が風圧力による荷重，

気圧差による荷重及び残留熱除去系海水配管（放出側）に常時作用す

る荷重に対して，構造健全性を維持し，安全機能を損なわない設計と

し，外部事象防護対象施設である残留熱除去系海水ポンプに機能的影

響を及ぼさない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (4)：1-73）】 

(g) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）用海水配管（放出側） 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）用海水配管（放出側）は，設計飛来物の衝突により貫通する

ことを考慮しても，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）用海水配管（放出側）が閉塞することがな

く，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）用海水ポンプの機能等が維持される設計とする。さらに，

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用海水配管（放出側）が風圧力による荷重，気圧差による荷重

及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）用海水配管（放出側）に常時作用する荷重に対して，構造

健全性を維持し，安全機能を損なわない設計とし，外部事象防護対象

施設である非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）用海水ポンプに機能的影響を及ぼさない設計とする。 

【別添資料１（3.4.2 (4)：1-73～74）】 

以上の評価対象施設等の防護設計を考慮して，設計竜巻から防護する

評価対象施設及び竜巻防護対策等を第 1.7.2－2 表に，外部事象防護対
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象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設及び竜巻防護対策等を第 1.7.2

－3 表に，外部事象防護対象施設を内包する区画及び竜巻防護対策等を

第 1.7.2－4 表に示す。 

(8) 竜巻随伴事象に対する評価

竜巻随伴事象として，過去の竜巻被害事例及び発電所の施設の配置から

想定される事象とし，火災，溢水及び外部電源喪失を抽出し，事象が発生

する場合においても，外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計

とする。 

【別添資料１（3.5：1-74～76）】 

ａ．火災 

竜巻随伴事象として，竜巻による飛来物が建屋開口部付近の発火性又

は引火性物質を内包する機器に衝突する場合及び屋外の危険物貯蔵施設

等に飛来物が衝突する場合の火災が想定される。 

建屋内については，飛来物が侵入する場合でも，建屋開口部付近には，

原子炉施設の安全機能を損なわせる可能性がある発火性又は引火性物質

を内包する機器は配置されておらず，また，外部事象防護対象施設を設

置している区画の開口部には防護ネット設置等の飛来物防護対策を行う

ことを考慮すると飛来物が到達することはないことから，設計竜巻によ

り建屋内に火災が発生することはなく，建屋内の外部事象防護対象施設

の安全機能を損なわない。 

建屋外については，発電所敷地内の屋外にある危険物貯蔵施設等の火

災がある。火災源と外部事象防護対象施設の位置関係を踏まえて火災の

影響を評価した上で，外部事象防護対象施設が安全機能を損なわない設

計とすることを「1.7.9 外部火災防護に関する基本方針」に記載する。 

以上より，竜巻随伴事象としての火災に対して外部事象防護対象施設
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が安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.5 (1)：1-74～75）】 

ｂ．溢水 

竜巻随伴事象として，竜巻による飛来物が建屋開口部付近の溢水源に

衝突する場合及び屋外タンク等に飛来物が衝突する場合の溢水が想定さ

れる。 

外部事象防護対象施設を内包する建屋内については，飛来物が侵入す

る場合でも，建屋開口部付近に飛来物が衝突して外部事象防護対象施設

の安全機能を損なう可能性がある溢水源が配置されておらず，また，外

部事象防護対象施設を設置している建屋の開口部には，防護ネット設置

等の飛来物防護対策を行うことを考慮すると，飛来物が到達することは

ないことから，設計竜巻により建屋内に溢水が発生することはなく，建

屋内の外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない。 

建屋外については，設計竜巻による飛来物の衝突による屋外タンク等

の破損に伴う溢水を想定されるが，「1.6 溢水に関する基本方針」に

て，地震時の屋外タンク等の破損を想定し，地震起因の溢水が安全系機

器に影響を及ぼさない設計としており，竜巻随伴事象による屋外タンク

等が損傷して発生する溢水に対しては，上記に包絡されることから，外

部事象防護対象施設の安全機能を損なわない。 

以上より，竜巻随伴事象としての溢水に対して外部事象防護対象施設

が安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.5 (2)：1-75）】 

ｃ．外部電源喪失 

設計竜巻又は設計竜巻と同時に発生する雷又はダウンバースト等の影

響により外部電源喪失が発生する場合については，設計竜巻に対してデ
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ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の構

造健全性を維持することにより，外部電源喪失の影響がなく外部事象防

護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１（3.5 (3)：1-76）】 

1.7.2.2 手順等 

竜巻に対する防護については，竜巻に対する影響評価を行い，安全施設が

安全機能を損なわないよう手順等を定める。 

(1) 屋外の作業区画で飛散するおそれのある資機材，車両等については，

飛来時の運動エネルギ及び貫通力等を評価し，外部事象防護対象施設等

への影響の有無を確認する。外部事象防護対象施設等に影響を及ぼす資

機材，車両等については，固縛，固定，外部事象防護対象施設等から離

隔，頑健な建屋内に収納又は撤去する。これら飛来物発生防止対策につ

いて手順を定める。 

 また，当社敷地近傍の隣接事業所の敷地のうち，資機材，車両等を配置

できないようにすることが必要な箇所については，フェンス等の設置によ

る，当該箇所への資機材，車両等の配置を阻止する措置を，隣接事業所と

の合意文書に基づき当社にて実施する。 

(2) 竜巻の襲来が予想される場合及び竜巻襲来後において，外部事象防護

対象施設等を防護するための操作・確認，補修等が必要となる事項につ

いて手順を定める。 

1.7.2.3 参考文献 

(1) 雷雨とメソ気象 大野久雄，東京堂出版

(2) 気象庁ホームページ

(3) 一般気象学 小倉義光，東京大学出版会
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第 1.7.2－1 表 発電所における設計飛来物 

 

 

 

 

 

 

 

【別添資料１（3.3.1 (3)：1-59）】 

 

飛来物の種類 砂利 鋼製材 

サイズ（m） 
長さ×幅×高さ 

0.04×0.04×0.04 

長さ×幅×高さ 

4.2×0.3×0.2 

質量（㎏） 0.18 135 

最大水平速度 

（m／s） 
62 51 

最大鉛直速度 

（m／s） 
42 34 
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6 条(竜巻)-1-2 

1.2 評価の基本方針 

1.2.1 竜巻から防護する施設の抽出【添付資料 1】 

竜巻から防護する施設は，安全施設が竜巻の影響を受ける場合においても

原子炉施設の安全性を確保するために，「発電用軽水型原子炉施設の安全機

能の重要度分類に関する審査指針」で規定される重要度分類（以下「安全重

要度分類」という。）のクラス１，クラス２及びクラス３の設計を要求され

る構築物，系統及び機器とする。 

その上で，上記構造物，系統及び機器の中から，発電用原子炉を停止する

ため，また停止状態にある場合は引き続きその状態を維持するために必要な

異常の発生防止の機能又は異常の影響緩和の機能を有する構築物，系統及び

機器として安全重要度分類のクラス１，クラス２及び安全評価※上その機能

に期待するクラス３に属する構築物，系統及び機器（以下「外部事象防護対

象施設」という。）とし，機械的強度を有すること等により，安全機能を損な

わない設計とする。 

※：運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故解析 

また，外部事象防護対象施設を内包する建屋（外部事象防護対象施設とな

る建屋を除く。）は，機械的強度を有すること等により，内包する外部事象防

護対象施設の安全機能を損なわない設計及び外部事象防護対象施設へ波及的

影響を及ぼさない設計とする。ここで，外部事象防護対象施設及び外部事象

防護対象施設を内包する建屋を併せて，外部事象防護対象施設等という。 

上記に含まれない構築物，系統及び機器は，竜巻及びその随伴事象に対し

て機能を維持すること若しくは竜巻及びその随伴事象による損傷を考慮して

代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修復

等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全

機能を損なわない設計とする。 
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6 条(竜巻)-1-3 

1.2.2 竜巻影響評価の対象施設 

以下の(1)外部事象防護対象施設等のうち評価対象施設及び(2)外部事象防

護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設に示す施設を竜巻影響評価の対

象施設（以下「評価対象施設等」という。）とする。 

外部事象防護対象施設等の抽出フローを第 1.2.2－1 図に示す。 

なお，｢基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド｣の重要度分類にお

ける耐震Ｓクラスの設計を要求される施設についても，外部事象防護対象施

設等として抽出すべきものがないことを確認した。【添付資料 2】 

第1.2.2－1図 外部事象防護対象施設等の抽出フロー 

(1) 外部事象防護対象施設等のうち評価対象施設

外部事象防護対象施設等のうち評価対象施設として，屋外施設（外部事

象防護対象施設を内包する施設を含む），屋内の施設で外気と繋がってい

① 

クラス１，

クラス２に属する

構築物等

YES 

NO 

外部事象防護対象施設 

YES 

NO 

② 

安全評価※１上 

期待するクラス３に 

属する構築物等 

NO 
①及び②を

内包する建屋 

YES 

その他の施設※２ 

※１：運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故解析

※２：竜巻及びその随伴事象に対して機能維持すること，竜巻及びその

随伴事象による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確

保すること又は安全上支障のない期間に修復すること等の対応が

可能であることを確認する。 

・安全重要度分類のクラス１，クラス２

及びクラス３に属する構築物，系統及

び機器

・安全機能を有しない構築物，系統及び

機器

外部事象防護対象施設を内包する建屋 

（外部事象防護対象施設である建屋を除く） 

外部事象防護対象施設等 
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6 条(竜巻)-1-4 

る施設及び外殻となる施設（建屋，構築物）（以下「外殻となる施設」と

いう。）による防護機能が期待できない施設を抽出する。 

 なお，外殻となる施設による防護機能が期待できない施設については，

外部事象防護対象施設を内包する区画の構造健全性の確認結果を踏まえ抽

出する。防護機能を期待できることが確認できた区画に内包される外部事

象防護対象施設については，該当する外殻となる施設により防護されるこ

とから，個別評価は実施しない。 

第 1.2.2－2 図に，外部事象防護対象施設等のうち評価対象施設の抽出フ

ロー及び抽出された評価対象施設を示す。

また，第 1.2.2－2 図において抽出した評価対象施設のうち，屋外施設の

配置を第 1.2.2－3 図に示す。 

ａ．屋外施設（外部事象防護対象施設を内包する区画を含む） 

(a) 非常用ディーゼル発電機吸気フィルタ及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機吸気フィルタ（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気フィルタ」という。） 

(b) 非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機室ルーフベントファン（以下「非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）ルーフベ

ントファン」という。）

(c) 中央制御室換気系冷凍機（配管，弁含む。）

(d) 残留熱除去系海水系ポンプ（配管，弁含む。）

(e) 非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ（配管，弁含む。）及び高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ（配管，弁含む。）（以

下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）用海水ポンプ（配管，弁含む。）」という。） 
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6 条(竜巻)-1-5 

(f) 残留熱除去系海水系ストレーナ

(g) 非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機用海水ストレーナ（以下「非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ」

という。） 

(h) 非常用ガス処理系排気配管

(i) 排気筒

(j) 排気筒モニタ

＜以下，外部事象防護対象施設を内包する区画＞ 

(k) 原子炉建屋（原子炉圧力容器，原子炉再循環ポンプ等を内包）

(l) タービン建屋（気体廃棄物処理系隔離弁等を内包）

(m) 使用済燃料乾式貯蔵建屋（使用済燃料乾式貯蔵容器を内包）

(n) 軽油貯蔵タンクタンク室（軽油貯蔵タンクを内包）

(o) 排気筒モニタ建屋

ｂ．屋内の施設で外気と繋がっている施設 

(a) 中央制御室換気系隔離弁，ファン（ダクト含む。），非常用ディー

ゼル発電機室換気系ダクト，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室

換気系ダクト，（以下「非常用換気空調設備」という。） 

(b) 原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト(原子炉建屋原子炉棟貫通部)

ｃ．外殻となる施設による防護機能が期待できない施設 

(a) 中央制御室換気系ファン（空気調和器含む。）及び中央制御室換気

系フィルタユニット（以下「原子炉建屋付属棟 4 階非常用換気空調設

備」という。） 

(b) 非常用電源盤（電気室）

(c) 使用済燃料プール及び燃料プール冷却浄化系真空破壊弁（以下「原
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子炉建屋原子炉棟 6 階設置設備」という。） 

(d) 燃料交換機及び原子炉建屋天井クレーン

(e) 使用済燃料乾式貯蔵容器

(f) 使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン
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6 条(竜巻)-1-7 

 

第 1.2.2－2 図 外部事象防護対象施設等のうち評価対象施設の抽出フロー 

NO

外部事象防護対象施設等 

(a)中央制御室換気系隔離弁，

ファン，ダクト

(b)非常用ディーゼル発電機

室換気系ダクト

(c)高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機室換気系ダ

クト

(d)原子炉建屋換気系隔離弁，

ダクト（原子炉建屋原子炉

棟貫通部）

(a)中央制御室換気系ファン

（空気調和器含む。）

(b)中央制御室換気系フィルタ

ユニット

(c)非常用電源盤（電気室）

(d)使用済燃料プール

(e)燃料プール冷却浄化系

真空破壊弁

(f)燃料交換機

(g)原子炉建屋天井クレーン

(h)使用済燃料乾式貯蔵容器

(i)使用済燃料乾式貯蔵建屋

天井クレーン

＜評価対象外＞ 

・原子炉圧力容器

・原子炉再循環ポンプ

  他 

(a)非常用ディーゼル発電機

吸気フィルタ

(b)高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機吸気フィルタ

(c)非常用ディーゼル発電機室

ルーフベントファン

(d)高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機室ルーフベントファン

(e)中央制御室換気系冷凍機

（配管，弁含む。）

(f)残留熱除去系海水系ポンプ

（配管，弁含む。）

(g)残留熱除去系海水系ストレーナ

(h)非常用ディーゼル発電機用

海水ポンプ（配管，弁含む。）

(i)非常用ディーゼル発電機用

海水ストレーナ

(j)高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機用海水ポンプ

（配管，弁含む。）

(k)高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機用海水ストレーナ

(l)非常用ガス処理系排気配管

(m)排気筒

(n)排気筒モニタ

＜以下，外部事象防護対象施設を 

内包する区画＞ 

(o)原子炉建屋

(p)タービン建屋

(q)使用済燃料乾式貯蔵建屋

(r)軽油貯蔵タンクタンク室

(s)排気筒モニタ建屋

YES YES

NONO

屋外施設 

(外部事象防護対象施設

を内包する区画 

含む) 

外殻となる施設 

による防護機能が 

期待できない施設 

(※) 

屋内の施設で 

外気と繋がっている 

施設 

［評価対象施設］ 

※ 

外部事象防護対象施設を内包する区画の構造健全性を確認し， 

開口部，建具などの防護機能を期待できない区画に配置される 

外部事象防護対象施設を抽出 

YES
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6 条(竜巻)-1-9 

(2) 外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設【添付資料 3】

外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設は，その他の施

設（外部事象防護対象施設以外の施設）のうち，倒壊により外部事象防護

対象施設を機能喪失させる（機械的影響）可能性があるもの，及び屋外に

設置される外部事象防護対象施設の付属設備のうち，設計竜巻の風圧力，

気圧差及び設計飛来物等の衝突による損傷により外部事象防護対象施設を

機能喪失させる（機能的影響）可能性があるものとする。 

 第 1.2.2－4 図に，外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施

設の抽出フロー及び抽出された施設を示す。 

 また，第 1.2.2－4 図において抽出した外部事象防護対象施設等に波及的

影響を及ぼし得る施設の配置図を，第 1.2.2－5 図に示す。 

ａ．外部事象防護対象施設等に機械的影響を及ぼし得る施設 

(a) サービス建屋

(b) 海水ポンプエリア防護壁

(c) 鋼製防護壁

ｂ．外部事象防護対象施設に機能的影響を及ぼし得る施設 

(a) 非常用ディーゼル発電機排気消音器及び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機排気消音器（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音器」という。） 

(b) 非常用ディーゼル発電機排気配管，非常用ディーゼル発電機燃料デ

イタンクベント管，非常用ディーゼル発電機機関ベント管及び非常用

ディーゼル発電機潤滑油サンプタンクベント管並びに高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機排気配管，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機燃料デイタンクベント管，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機機

関ベント管及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機潤滑油サンプタ
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ンクベント管（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）付属排気配管及びベント配管」という。） 

(c) 残留熱除去系海水系配管（放出側）

(d) 非常用ディーゼル発電機用海水配管（放出側）及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機用海水配管（放出側）（以下「非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水配

管（放出側）」という。） 
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第 1.2.2－4 図 外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設 

の抽出フロー 

評価 

対象外

(a)サービス建屋

(b)海水ポンプエリア防護壁

(c)鋼製防護壁

(a)非常用ディーゼル発電機排気消音器

(b)高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

排気消音器

(c)非常用ディーゼル発電機排気配管

(d)非常用ディーゼル発電機燃料

デイタンクベント管

(e)非常用ディーゼル発電機機関ベント管

(f)非常用ディーゼル発電機潤滑油

サンプタンクベント管

(g)高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

排気配管

(h)高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

燃料デイタンクベント管

(i)高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

機関ベント管

(j)高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

潤滑油サンプタンクベント管

(k)残留熱除去系海水系配管（放出側）

(l)非常用ディーゼル発電機用海水配管（放出側）

(m)高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用

海水配管（放出側）

［外部事象防護対象 

施設等に波及的影響 

を及ぼし得る施設］ 

YESYES

NO NO

機械的影響 機能的影響

屋外に設置されている 

外部事象防護対象施設 

の付属設備か 

倒壊により 

外部事象防護対象施設等を機能喪失させる 

可能性があるか 

その他の施設 

（第 1.2.2－1 図） 
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1.2.3 評価の基本的な考え方 

1.2.3.1 評価方法 

 基準竜巻，設計竜巻及び設計荷重を適切に設定するとともに，評価対象施

設等を抽出し，考慮すべき設計荷重に対する評価対象施設等の構造健全性に

ついて評価を行い，必要に応じ対策を行うことで安全機能が維持されている

ことを確認する。 

竜巻影響評価の基本フローを第 1.2.3.1－1 図に示す。 

第 1.2.3.1－1 図 竜巻影響評価の基本フロー 

1.2.3.2 評価対象施設等に作用する荷重 

以下に示す設計荷重を適切に設定する。 

(1) 設計竜巻荷重

設計竜巻荷重を以下に示す。

OK

NG
安全機能維持 

外部事象防護対象施設等の抽出 

評価対象施設の抽出 

基準竜巻，設計竜巻の設定 

終了 

対策 

外部事象防護対象施設等に

波及的影響を及ぼし得る 

施設の抽出 

竜巻影響評価 

設計荷重の設定 

評価対象施設等の構造健全性の確認 

（安全機能の維持の確認） 

・設計荷重による構造健全性評価

・波及的影響による機能維持評価
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ａ．風圧力による荷重 

 設計竜巻の最大風速による風圧力による荷重 

ｂ．気圧差による荷重 

設計竜巻における気圧低下によって生じる評価対象施設等の内外の気

圧差による荷重 

ｃ．設計飛来物の衝撃荷重 

 設計竜巻によって評価対象施設等に衝突し得る飛来物（設計飛来物）

が評価対象施設等に衝突する際の衝撃荷重 

(2) 設計竜巻荷重と組み合わせる荷重

設計竜巻荷重と組み合わせる荷重を以下に示す。

ａ．評価対象施設等に常時作用する荷重，運転時荷重等 

ｂ．竜巻以外の自然現象による荷重，設計基準事故時荷重等 

 なお，上記(2)ｂ．の荷重については，竜巻以外の自然現象及び事故の

発生頻度等を参照して，上記(2)ａ．の荷重と組み合わせることの適切性

や設定する荷重の大きさ等を判断する。 

 具体的な荷重については，「3.3.2 設計竜巻荷重と組み合わせる荷重

の設定」に示す。 

1.2.3.3 施設の安全性の確認方針 

 設計竜巻荷重及びその他組合せ荷重（常時作用している荷重，竜巻以外の

自然現象による荷重，設計基準事故時荷重等）を適切に組み合わせた設計荷

重に対して，評価対象施設等，あるいはその特定の区画の構造健全性等の確

認を行い，必要に応じて対策を行うことで安全機能が維持されることを確認

する。 
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3. 竜巻影響評価

3.1 概要 

竜巻影響評価の概要は以下のとおりとする。 

(1) 設計荷重（設計竜巻荷重及びその他の組合せ荷重）の設定

(2) 発電所における設計飛来物の設定（調査含む）

(3) 飛来物発生防止対策

(4) 考慮すべき設計荷重に対する評価対象施設等の構造健全性等の評価を

行い，必要に応じ対策を行うことで安全機能が維持されることの確認

3.2 評価対象施設等 

「1.2.2 竜巻影響評価の対象施設」に示したとおりとする。 
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3.3 設計荷重の設定 

3.3.1 設計竜巻荷重の設定 

設計竜巻の最大風速ＶＤ等に基づき，「風圧力による荷重」，「気圧差に

よる荷重」及び「設計飛来物による衝撃荷重」を基に，以下のとおり設定す

る。 

(1) 風圧力による荷重の設定

設計竜巻の水平方向の最大風速ＶＤによって施設（屋根を含む）に作用

する風圧力による荷重（ＷＷ）は，「建築基準法施行令」，「日本建築学

会 建築物荷重指針・同解説」及び「建設省告示第 1454 号（平成 12 年 5

月 31 日）」に準拠し，下式により算定する。 

ＷＷ＝ｑ・Ｇ・Ｃ・Ａ 

ｑ：設計用速度圧（＝（1／2）・ρ･ＶＤ
２） 

ρ：空気密度 

Ｇ：ガスト影響係数（＝1.0） 

Ｃ：風力係数 

（施設の形状や風圧力が作用する部位（屋根，壁等）に応じて設定） 

Ａ：施設の受圧面積 

なお，鉛直方向の風圧力については以下のとおりとする。 

・建屋，構築物については，庇部や屋根スラブについては，鉛直方向の

風圧力の影響を受けると考えられる。庇については，評価対象施設等

には存在しないが，屋根スラブについては，鉛直方向の風圧力に対す

る健全性の評価を行う。

・設備については，鉛直方向の風圧力に対して特に脆弱と考えられる部

位は評価対象施設等の中に存在しないことから，鉛直方向の風圧力の

考慮は行わない。
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(2) 気圧差による荷重の設定

設計竜巻における気圧低下によって生じる評価対象施設等の内外の気圧

差による荷重（ＷＰ）は，最大気圧低下量（ΔＰｍａｘ）に基づき設定す

る。 

ａ．建屋，構築物 

建屋及び構築物については，気圧差による荷重が最も大きくなる「閉

じた施設」を想定し，内外気圧差による圧力荷重ＷＰを以下の式により

設定する。 

ＷＰ＝ΔＰｍａｘ・Ａ 

ΔＰｍａｘ：最大気圧低下量 

Ａ：施設の受圧面積 

外部事象防護対象施設を内包する建屋及び構築物について影響評価を

実施し，当該施設が損傷のおそれがある場合には，安全機能維持への影

響について確認する。 

ｂ．設備（系統，機器） 

設備（系統，機器）についても，上記と同様にＷＰを設定する。 

換気空調系のように外気と隔離されている区画の境界部等，気圧差に

よる圧力影響を受ける設備について，気圧差により作用する応力が許容

値以内であるか確認し，許容値を上回る場合には安全機能維持への影響

について確認する。 

(3) 設計飛来物等による衝撃荷重の設定

ａ．発電所における設計飛来物等の設定【添付資料 9】 

東海第二発電所の竜巻影響評価における設計飛来物等については，東

海第二発電所における飛来物源の現地調査結果と，「竜巻影響評価ガイ

ド」の解説表 4.1 に示されている設計飛来物の設定例を参照して設定す
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る。 

第 3.3.1－1 図に発電所における設計飛来物の設定フローを，第

3.3.1－1 表に発電所における設計飛来物を示す。 
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第 3.3.1－1 図 設計飛来物の設定フロー(1/2) 

 

頑健に 

固定されているか 

(ボルト等) 

飛
来
物
源
と
な
ら
な
い 

NO 

YES 

 

損傷するが 

飛散しない物品であるか 

(樹木，ﾌｪﾝｽ，ｼｬｯﾀｰ等) 

NO 

YES（別紙 1） 

該当物品： 

評価対象施設等から十分な

離隔距離がある物品 

該当物品：評価対象施設等と 

近接している物品 

【飛散評価の実施】 

飛散するか 

飛来物源 

現地調査と「竜巻影響評価ガイド」の飛来物設定例

を基に飛来物となる可能性があるものを抽出 

設
計
飛
来
物
と
し
て
設
定
し
な
い 

影響なし 

運動エネルギが 

設計飛来物候補①より 

大きいか 

貫通力が 

設計飛来物候補①より 

大きいか 

NO 

評価対象施設等 

まで到達するか 

YES 

NO 

飛来物発生防止対策 

（固縛等）が可能か 

YES 
NO 

該当物品： 

一般道の車両等

(2/2 へ)
Ｂ 

横滑りにより， 

評価対象施設等へ影響 

を及ぼし得るか 

YES 

NO 

YES 

Ａ 

発電所敷地内外の物品※１ 

YES（別紙 1） 

NO 

 

被害事例を参照すると， 

設計飛来物候補①に包絡される

と考えられるか 

(屋根，ガラス窓等) 

飛来物発生防止 

対策を施すか 

YES 

NO 

YES 

設計飛来物候補②に 

該当するものがあるか 
NO 

設計飛来物候補② 

設計飛来物候補①： 鋼製材  

 

・設備対策の規模と，固縛等の飛来物発生防止対

策を要する物品の物量とのバランスを踏まえ選

定。 

※１：発電所敷地内及び周辺の現地調査等を踏まえ抽出 

1NO1 

1NO1 

1YES1 

1YES1 

※２

 

飛散評価の各段階での 

判定(YES/NO)の色分類と 

参照先の飛散評価 No の 

色分類と整合している。 

 

自社で管理可能か 

YES 

NO 
注１ 

Ｃ 

※２：具体的な飛来物源は 

 「第 3.2.4－1 表」参照 
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第 3.3.1－1 図 設計飛来物の設定フロー(2/2) 

 

設計飛来物候補②の 

運動エネルギ，貫通力がともに 

設計飛来物候補①を 

上回るか

NO 

YES 

設計飛来物 

候補①「鋼製材」 

Ｃ 

発電所における 
設計飛来物 

 

設計飛来物 

候補② 

設計飛来物 

候補①及び② 

設計飛来物Ⅰに対する 

防護設備の立案 

YES 
設計飛来物Ⅰに 

対する防護設備で 

対処できるか 

(寸法等) 

NO 設
計
飛
来
物
と
し
て
設
定
し
な
い 

評価対象施設等 

に衝突した場合，施設の損傷の

おそれがあるか 

NO 

NO 

YES 

該当物品：防護設備の隙間よりも 

小さい断面を有する物品 

該当物品： 

防護設備を通過できない物品 

防護設備設計の見直し 

（設計条件の追加） 

YES 

設計飛来物Ⅱ：砂利 

・上記の防護設備を通過する可能

性のある物品のうち，評価対象

施設等に影響のないものの代表

物品として設定

飛来物発生防止対策 

（固縛等）をするか 

Ａ 

(1/2 より)

Ｂ 

 設計飛来物Ⅰ

注１：当該飛来物が衝突し得る安全施設及び安全施設を内包する

区画が，その機能を損なわないことを確認する。 
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第 3.3.1－1 表 発電所における設計飛来物 

飛来物の種類 砂利 鋼製材 

サイズ（m）
長さ×幅×高さ 

0.04×0.04×0.04 

長さ×幅×高さ 

4.2×0.3×0.2 

質量（㎏） 0.18 135 

(a) 評価に用いる設計竜巻の特性

設計竜巻の最大風速は 100m／s とする。（第 2.4.2－1 表）

(b) 設計飛来物等の設定

 ⅰ) 現地調査 

飛来物となり得る物品を確認するため，発電所の現地調査を実施し

た。調査範囲は，発電所の敷地のみならず，隣接する日本原子力研究

開発機構の敷地や，発電所敷地近傍の墓地，宅地等も含んだ，原子炉

建屋から半径 800m の範囲とした。後述の飛散評価の結果によれば，

確認された物品の飛散距離は 800m を十分に下回ることから，調査範

囲は十分と考えられる。 

 ⅱ) 設計飛来物となり得る飛来物源の抽出 

現地調査で確認された物品の最大飛散距離は最大でも 400m 程度と

評価されたことに加え，隣接事業所内での現場調査による物品は発電

所構内の物品に類似していた。したがって，発電所の設計飛来物の設

定に際しては，発電所敷地内で認められた物品に「竜巻影響評価ガイ

ド」の解説表 4.1 に例示された物品を加えたものを飛来物源として抽

出した。 

 ⅲ) 設計飛来物の設定 

上記の飛来物源から，第 3.3.1－1 図のフローに従い，「竜巻影響
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評価ガイド」に例示されている鋼製材を設計飛来物として設定した。 

さらに，鋼製材に対する飛来物防護対策として設置する防護ネット

を通過し得る設計飛来物として，砂利を設定した。砂利のサイズはネ

ットの網目のサイズを考慮して設定した。以降の設計飛来物とは，上

記の鋼製材及び砂利の 2 つを示す。 

(c) 設計飛来物以外の飛来物源に対する措置

 ⅰ)基本方針 

設計飛来物以外の飛来物源については，設計竜巻の最大風速 100 

m／s における衝突時の運動エネルギ又は貫通力の大きさを，設計飛

来物のうちこれらが最大となる鋼製材と比較し，鋼製材を上回る飛来

物源（コンテナ等）については，以下のとおり対応する。 

・東海発電所を含む当社敷地内のものは，飛来物発生防止対策（固

縛等）を施すか，評価対象施設等及び竜巻飛来物防護対策設備か

らの離隔及び頑健な建物内への移動等の運用により，設計飛来物

による影響を上回らないものとする。

・当社敷地近傍の隣接事業所等から到達し得るものは，飛来物が配

置できない設計とする，若しくは当該飛来物が衝突する可能性の

ある評価対象施設等について，飛来物の衝撃荷重を考慮した設計

荷重に対し構造健全性が維持されることを確認するか，安全上支

障のない期間での修復等の対応により，機能を損なわないように

する。

 ⅱ) 当社敷地近傍の隣接事業所等の飛来物源の影響について 

他者の所有物で，当社による固縛等の管理ができない可能性を有す

る飛来物源として，当社の敷地外にある，一般道を走行する車両及び

隣接事業所の物品が想定されるが，保守性を含めた解析によれば設計
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飛来物よりも影響の大きな飛来物源の飛散距離が最大でも 250m 程度

であることを考慮すると，敷地外からの飛来物が到達する可能性を現

実的に無視できないと考えられる施設は，第 3.3.1－2 図に示すとお

り，評価対象施設等である使用済燃料乾式貯蔵建屋及びタービン建

屋，並びに重大事故等対処設備の緊急時対策所※１，可搬型重大事故

等対処設備及び常設代替高圧電源装置が挙げられる。 

使用済燃料乾式貯蔵建屋については，第 3.3.1－2 図に示すとおり

敷地南方の隣接事業所からの飛来物が衝突する可能性がある。これに

ついては，風荷重及び設計飛来物等の衝撃荷重に対しても建屋が倒壊

せず内包される外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼさないこ

と，また，隣接事業所との合意文書に基づく，隣接事業所敷地の一部

における飛来物源配置を不可能とする措置も踏まえ，設計飛来物等が

衝突し得る建屋外壁の遮蔽能力の喪失を仮定した場合でも，遮蔽機能

に対する要求事項は満足できることを確認した。 

タービン建屋については，第 3.3.1－2 図に示すとおり，敷地北方

の隣接事業所から飛来物が到達する可能性がある。これについては，

風荷重及び設計飛来物等の衝撃荷重に対しても建屋が倒壊せず，建屋

の外壁の貫通も生じないため内包される外部事象防護対象施設に波及

的影響を及ぼさないことを確認した。よって，敷地北方の事業所内の

飛来物源に対する飛来物発生防止対策は不要とする。 

緊急時対策所建屋については，第 3.3.1－2 図に示すとおり，国道

245 号線及び国道と発電所西方の敷地との間にある隣接事業所から飛

来物が衝突する可能性がある。重大事故等対処施設としての緊急時対

策所建屋は，環境条件としては風荷重のみを考慮する方針となってい

るが，機能を喪失した場合の影響が大きな遮蔽能力について，念のた
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め飛来物衝突の影響を評価したところ，建屋の外壁については貫通も

裏面剥離も生じず，遮蔽能力は確保できることを確認した。 

また，可搬型重大事故等対処設備及び常設代替高圧電源装置に関し

ては，設計基準対象施設を含めて分散配置することにより飛来物に対

する残存性を確保する設計としており，敷地外からの飛来物に対して

も同様に残存性を期待できるものと判断している。（第 3.3.1－2 図

参照） 

※1：機能維持については第 43 条としての扱い。6 条（設計対象施設）として

はクラス 3 施設であり，損傷時は代替設備や復旧により機能を維持す

る。 

※2：種々の車両についての飛散解析結果(添付資料 9 別紙 9-4)より，国道

245 号線から飛来する車両の飛散距離は，保守性を見込んだ上で最大で

も約 190ｍと考えられる。 

以上より，隣接事業所等から想定される飛来物については，外部事

象防護対象施設等への影響は無いと判断した。 
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第 3.3.1－2 図 飛来物の到達を想定する隣接事業所等 

 ⅲ)東海発電所廃止措置に伴い生じ得る飛来物源への対応 

東海第二発電所に隣接する東海発電所においては廃止措置関連作業

が実施されている。施設の解体作業等に関連してどの様な飛来物源が

生じ得るかを現時点で正確に特定することは困難であるが，以下のと

おり東海第二発電所へ影響を及ぼすことはないと判断している。 

・飛来物源の現地調査においては，東海発電所の敷地も対象として

おり，資機材や設備の種類や形状に関しては，東海第二発電所の

資機材等との大きな違いは無いことを確認している。したがっ

て，作業用資機材や取り外しが完了した物品については，固縛，
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離隔，収納等，一般の飛来物源と同様の措置が可能である。 

・取外し前の施設の据付状況についても，東海第二発電所の施設の

状況と有意な差はないと考えられる。東海第二発電所の評価対象

施設等は風荷重に対し十分に余裕があることを参照すれば，これ

らの設備が竜巻により基礎等から引き剥がされ，飛来物化するこ

とは考え難い。

・廃止措置特有の状況として考えられるケースとしては，解体，撤

去の途中の状態が一定期間継続すると想定される場合（例：大規

模設備や建屋壁面の解体）であるが，このような場合に対して

も，作業の計画段階及び実施段階で，適宜風荷重に対し脆弱な形

状が生じていないかを確認し，想定される脱落片（飛来物）が設

計飛来物による影響を超えることが確認された場合でも，その様

な飛来物源が発生しないよう工法を工夫するなどによって対応す

ることで，東海第二発電所に影響を及ぼす可能性のある飛来物の

発生を防止できない状況は生じないと考えられる。なお，これら

の運用管理については，確実に実施するために手順として原子炉

施設保安規定に規定し，ＱＭＳ規程に基づき実施する。

ｂ．設計飛来物の速度の設定 

設計竜巻による設計飛来物の最大水平速度（ＭＶＨｍａｘ)及び最大鉛直

速度（ＭＶＶｍａｘ）は，衝撃荷重による影響を保守的に評価するため，

「竜巻影響評価ガイド」の解説表 4.1 に示されるものと同じ値とし，第 

3.3.1－2 表のとおりとする。 

ただし，「竜巻影響評価ガイド」に記載のない設計飛来物である砂利

の速度については，文献(１)(２)を参考にして，ランキン渦を仮定した風

速場の中での速度を算出した※。 
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※：設計飛来物であることに鑑み，配置高さによって飛散速度が変わらないラ

ンキン渦モデルで数値を算出した。

第 3.3.1－2 表 発電所における設計飛来物の速度 

飛来物の種類 砂利 鋼製材 

サイズ（m）
長さ×幅×高さ 

0.04×0.04×0.04 

長さ×幅×高さ 

4.2×0.3×0.2 

質量（㎏） 0.18 135 

最大水平速度 

（m／s） 
62 51 

最大鉛直速度 

（m／s） 
42 34 

ｃ．設計飛来物の衝撃荷重の設定 

設計竜巻の最大風速 100m／s による設計飛来物の衝撃荷重は，砂利と

比べ運動エネルギが大きくなる鋼製材の衝突方向及び衝突面積を考慮

し，鋼製材が評価対象施設等に衝突した場合の影響が大きくなる衝突方

向で算出する。 

鋼製材の最大速度は第 3.3.1－2 表のとおりであり，静的な構造評価

を実施する場合の衝撃荷重は，重量分布を均一な直方体として，Riera

の方法(３)を踏まえた下式にて算出した。 

ＷＷ＝ＦＭＡＸ＝ＭＶ２／ＬＭＩＮ

Ｍ ：飛来物の質量 

Ｖ ：飛来物の衝突速度 

ＬＭＩＮ：飛来物の衝突方向長さ 

この場合，衝撃荷重が最大となるのは第 3.3.1－3 図に示す向きの衝突

(荷重：1760kN)となるが，評価においては，対象部位の構造を考慮した上

で衝突姿勢を決定し，上記式の考え方に基づき，その都度衝撃荷重を算出
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する。 

なお，有限要素法による飛来物衝突評価を行う場合には，衝撃荷重は計

算の中で自動的に求められる。 

第 3.3.1－3 図 最大衝撃荷重となる鋼製材衝突方向（Riera の方法(３)） 

 

ｄ．設計竜巻荷重の組合せ 

評価対象施設等の評価に用いる設計竜巻荷重は，設計竜巻による風圧

力による荷重（ＷＷ），気圧差による荷重（ＷＰ）及び設計飛来物等に

よる衝撃荷重（ＷＭ）を組み合わせた複合荷重とし，以下の式による。 

ＷＴ１＝ＷＰ 

ＷＴ２＝ＷＷ＋0.5ＷＰ＋ＷＭ 

ＷＴ１，ＷＴ２：設計竜巻による複合荷重 

ＷＷ：設計竜巻の風圧力による荷重 

ＷＰ：設計竜巻の気圧差による荷重 

ＷＭ：設計飛来物等による衝撃荷重 

ここで，竜巻襲来時のある瞬間において，各荷重の作用方向は必ずし

も一様ではないが，ＷＴ２の算出においてはＷＷ，ＷＰ及びＷＭの作用方

 

鋼製材 

0.3
0.2

4.2 衝突方向
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向を揃えることとし，保守性を考慮する。また，評価対象施設等にはＷ

Ｔ１及びＷＴ２の両荷重をそれぞれ作用させる。 

3.3.2 設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定 

設計竜巻荷重と組み合わせる荷重は，以下のとおりとする。 

(1) 評価対象施設等に常時作用する荷重，運転時荷重等

評価対象施設等に常時作用する荷重（自重，死荷重及び活荷重）及び運

転時荷重を適切に組み合わせる。 

(2) 竜巻以外の自然現象による荷重

竜巻は積乱雲や積雲に伴って発生する現象であり(４)，積乱雲の発達時

に竜巻と同時発生する可能性がある自然現象は，雷，雪，ひょう及び降水

である。これらの自然現象の組合せにより発生する荷重は，以下のとおり

設計竜巻荷重に包絡される。 

なお，竜巻と同時に発生する自然現象については，今後も継続的に新た

な知見等の収集に取り組み，必要な事項については適切に反映を行う。 

ａ．雷 

竜巻と雷が同時に発生する場合においても，雷によるプラントへの影

響は雷撃であるため，雷による荷重は発生しない。 

ｂ．雪 

上昇流の竜巻本体周辺では，竜巻通過時に雪は降らない。また，下降

流の竜巻通過時は，竜巻通過前に積もった雪の大部分は竜巻の風により

吹き飛ばされ，雪による荷重は十分小さく設計竜巻荷重に包絡される。 

ｃ．ひょう 

ひょうは積乱雲から降る直径 5mm 以上の氷の粒(５)であり，仮に直径

10cm 程度の大型のひょうを想定した場合でも，その重量は約 0.5kg で
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ある。直径 10cm 程度のひょうの終端速度は 59m／s(６)，運動エネルギは

約 0.9kJ であり，設計飛来物の運動エネルギと比べ十分に小さく，ひょ

うの衝撃荷重は設計竜巻荷重に包絡される。【添付資料 10】 

ｄ．降水 

竜巻と降水が同時に発生する場合においても，雨水により屋外施設に

荷重の影響を与えることはなく，また降雨による荷重は十分小さいた

め，設計竜巻荷重に包絡される。 

(3) 設計基準事故時荷重 

設計竜巻は原子炉冷却材喪失事故等の設計基準事故の起因とはならない

ため，設計竜巻と設計基準事故は独立事象となる。 

設計竜巻と設計基準事故が同時に発生する頻度は十分小さいことから，

設計基準事故時荷重と設計竜巻との組合せは考慮しない。 

仮に，風速が低く発生頻度が高い竜巻と設計基準事故が同時に発生する

場合，評価対象施設等のうち設計基準事故時荷重が生じ，竜巻による風荷

重等の影響を受ける屋外設備としては残留熱除去系海水系ポンプ等が考え

られるが，設計基準事故時においても残留熱除去系海水系ポンプ等の圧力

及び温度は変わらないため，設計基準事故により考慮すべき荷重はなく，

竜巻と設計基準事故時荷重の組合せは考慮しない。 

 

3.4 評価対象施設等の設計方針 

外部事象防護対象施設のうち評価対象施設については，設計荷重に対して

その構造健全性を維持すること，又は取替，補修が可能なこと，設計上の要

求を維持することにより，安全機能を損なわない設計とする。また，外部事

象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設については，竜巻及びその

随伴事象に対して構造健全性を確保すること，設計上の要求を維持すること
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又は安全上支障のない期間での修復等の対応により，外部事象防護対象施設

の安全機能を損なうことのない設計とする。 

3.4.1 許容限界 

建屋及び構築物の設計において，設計飛来物等の衝突による貫通及び裏面

剥離発生の有無の評価については，貫通及び裏面剥離が発生しない部材厚

（貫通限界厚さ及び裏面剥離限界厚さ）と部材の最小厚さを比較することに

より行う。さらに，設計荷重により，発生する変形又は応力が以下の法令，

規格，基準，指針類等に準拠し算定した許容限界を下回る設計とする。 

・建築基準法

・日本工業規格

・日本建築学会及び土木学会等の基準・指針類

・原子力発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ4601-1987（日本電気協会）

・原子力エネルギー協会（ＮＥＩ）の基準・指針類

系統及び機器の設計において，設計飛来物の衝突による貫通の有無の評価

については，貫通が発生しない部材厚（貫通限界厚さ）と部材の最小厚さを

比較することにより行う。設計飛来物が貫通することを考慮する場合には，

設計荷重に対して防護対策を考慮した上で，系統及び機器に発生する応力が

以下の規格，基準及び指針類に準拠し算定した許容応力度等に基づく許容限

界を下回る設計とする。 

・日本工業規格

・日本機械学会の基準・指針類

・原子力発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ4601-1987（日本電気協会）
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3.4.2 設計方針 

(1)  屋外施設（外部事象防護対象施設を内包する区画を含む。） 

設計荷重に対して，安全機能が維持される設計とし，安全機能を損なう

可能性がある場合には施設の補強，防護ネット等の設置又は運用による竜

巻防護対策を実施することにより，安全機能を損なわない設計とする。 

なお，屋内に配置される施設のうち，外殻となる施設等の防護機能が期

待できる施設の内部に配置される施設は，その防護機能により設計荷重に

対して影響を受けない設計とする。 

ａ．非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）吸気フィルタ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）は，設計飛来物が衝突により貫通することを考慮しても，閉塞す

ることがなく，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）の吸気機能が維持される設計とする。さらに，風圧

力による荷重，気圧差による荷重及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気フィルタに常時作用する

荷重に対して，構造健全性が維持され，安全機能を損なわない設計とす

る。 

ｂ．非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）室ルーフベントファン 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）室ルーフベントファンは，設計飛来物の衝突により貫通すること

を考慮し，防護ネットの設置等による竜巻防護対策を行うことにより，

設計飛来物の衝突を防止し，風圧力による荷重及び気圧差による荷重に

対して，構造健全性が維持され，安全機能を損なわない設計とする。 
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ｃ．中央制御室換気系冷凍機（配管，弁含む。） 

中央制御室換気系冷凍機（配管，弁含む。）は，設計飛来物の衝突に

より貫通することを考慮して，防護ネットの設置等による竜巻防護対策

を行うことにより，設計飛来物の衝突を防止し，風圧力による荷重，気

圧差による荷重及び中央制御室換気系冷凍機（配管，弁含む。）に常時

作用する荷重に対して，構造健全性が維持され，安全機能を損なわない

設計とする。 

ｄ．残留熱除去系海水系ポンプ（配管，弁含む。） 

残留熱除去系海水系ポンプ（配管，弁含む。）は，設計飛来物の衝突

により貫通することを考慮し，防護ネットの設置等による竜巻防護対策

を行うことにより，設計飛来物の衝突を防止し，風圧力による荷重，気

圧差による荷重及び残留熱除去系海水系ポンプ（配管，弁含む。）に常

時作用する荷重に対して，構造健全性が維持され，安全機能を損なわな

い設計とする。 

ｅ．非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用海水ポンプ（配管，弁含む。） 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用海水ポンプ（配管，弁含む。）は，設計飛来物の衝突により貫

通することを考慮し，防護ネットの設置等による竜巻防護対策を行うこ

とにより，設計飛来物の衝突を防止し，風圧力による荷重，気圧差によ

る荷重及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）用海水ポンプ（配管，弁含む。）に常時作用する荷重に

対して，構造健全性が維持され，安全機能を損なわない設計とする。 

ｆ．残留熱除去系海水系ストレーナ 

残留熱除去系海水系ストレーナは，設計飛来物の衝突により貫通する
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ことを考慮し，防護ネットの設置等による竜巻防護対策を行うことによ

り，設計飛来物の衝突を防止し，風圧力による荷重，気圧差による荷重

及び残留熱除去系海水系ストレーナに常時作用する荷重に対して，構造

健全性が維持され，安全機能を損なわない設計とする。 

ｇ．非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用海水ストレーナ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用海水ストレーナは，設計飛来物の衝突により貫通することを考

慮し，防護ネットの設置等による竜巻防護対策を行うことにより，設計

飛来物の衝突を防止し，風圧力による荷重，気圧差による荷重及び非常

用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

用海水ストレーナに常時作用する荷重に対して，構造健全性が維持さ

れ，安全機能を損なわない設計とする。 

ｈ．非常用ガス処理系排気配管 

非常用ガス処理系排気配管は，設計飛来物が衝突により貫通すること

を考慮しても，閉塞することはなく，非常用ガス処理系排気配管の排気

機能が維持される設計とする。さらに，非常用ガス処理系排気配管は開

かれた構造物であり気圧差荷重も作用しないことから，風圧力による荷

重及び非常用ガス処理系排気配管に常時作用する荷重に対して，構造健

全性が維持され，安全機能を損なわない設計とする。 

ｉ．排気筒 

排気筒は，設計飛来物が衝突により貫通することを考慮しても，閉塞

することはなく，排気筒の排気機能が維持される設計とする。さらに，

排気筒は開かれた構造物であり気圧差荷重も作用しないことから，風圧

力による荷重及び排気筒に常時作用する荷重に対して，構造健全性が維
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持され，安全機能を損なわない設計とする。 

また，排気筒の支持機能に対しては，設計飛来物の衝突により部材が

損傷した場合においても構造健全性が維持され，安全機能を損なわない

設計とし，倒壊によって原子炉建屋及びタービン建屋へ波及的影響を及

ぼさない設計とする。 

ｊ．排気筒モニタ 

排気筒モニタは，放射性気体廃棄物処理施設の破損の検出手段として

期待しているが，外部事象を起因として放射性気体廃棄物処理施設の破

損が発生することはないため，安全上支障のない期間に補修等の対応を

行うことで，安全機能を損なわない設計とする。 

ｋ．原子炉建屋 

原子炉建屋原子炉棟外壁（5 階及び 6 階部分）のブローアウトパネ

ルについては，設計竜巻による気圧低下により開放し，原子炉建屋原

子炉棟の放射性物質の閉じ込め機能を損なう可能性があるが，設計竜

巻と設計基準事故が同時に発生する頻度は十分小さいことから，安全

上支障のない期間に補修が可能な設計とすることで，安全機能を損な

わない設計とする。 

また，原子炉建屋は外部事象防護対象施設を内包する建屋でもある

ため，風圧力による荷重，気圧差による荷重，設計飛来物の衝撃荷重

及び常時作用する荷重に対して，構造骨組の構造健全性が維持される

とともに，屋根，壁及び開口部（扉類）の破損により原子炉建屋内の

外部事象防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。また，設

計飛来物の衝突時においても，貫通及び裏面剥離の発生により，原子

炉建屋内の外部事象防護対象施設が安全機能を損なわない設計とす

る。 
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なお，ブローアウトパネルの気圧低下による開放の可能性に対して

は，ブローアウトパネル開放により発生する外壁開口部に，防護ネット

の設置等の竜巻防護対策を行うことにより，設計飛来物の侵入を防止す

る設計とする。 

＜以下，外部事象防護対象施設を内包する区画＞ 

l．タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋 

タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋は，風圧力による荷重，気

圧差による荷重，設計飛来物等の衝撃荷重及び常時作用する荷重に対し

て，構造骨組の構造健全性が維持されるとともに，屋根，壁及び開口部

（扉類）の破損により当該建屋内の外部事象防護対象施設が安全機能を

損なわない設計とする。また，設計飛来物等の衝突時においても，貫通

及び裏面剥離の発生により，当該建屋内の外部事象防護対象施設が安全

機能を損なわない設計とする。 

m．軽油貯蔵タンクタンク室 

軽油貯蔵タンクタンク室は地下埋設されていることを考慮すると，風

圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重は作用しないことから，

気圧差による荷重及び自重等の常時作用する荷重に対して，構造健全性

が維持され，軽油貯蔵タンクの安全機能を損なわない設計とする。 

n．排気筒モニタ建屋 

外部事象を起因として放射性気体廃棄物処理施設の破損が発生するこ

とはないが，独立事象としての重畳の可能性を考慮し，安全上支障のな

い期間に補修等の対応を行うことで，排気筒モニタの安全機能を損なわ

ない設計とする。 

(2) 屋内の施設で外気と繋がっている施設 

設計荷重に対して安全機能が維持される設計とし，安全機能を損なう可
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能性がある場合には施設の補強，防護ネットの設置等の竜巻防護対策を実

施することにより，安全機能を損なわない設計とする。 

ａ．非常用換気空調設備 

非常用換気空調設備が原子炉建屋に内包されていることを考慮する

と，風圧力による荷重は作用しない。さらに，建屋開口部や開口部建具

を設計飛来物が貫通し，非常用換気空調系隔離弁に衝突し安全機能を損

なうことを考慮して，防護ネットの設置や壁面の補強等の竜巻防護対策

を行うことにより，設計飛来物の衝突を防止し，気圧差による荷重及び

非常用換気空調設備に常時作用する荷重に対して，構造健全性が維持さ

れ，安全機能を損なわない設計とする。 

b. 原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト（原子炉建屋原子炉棟貫通部）

原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト（原子炉建屋原子炉棟貫通部）

は，設計飛来物の衝突により，建屋壁等に貫通が発生することを考慮

し，壁面等の補強による竜巻防竜巻防護対策を行うことにより，原子炉

建屋換気系隔離弁及びダクト（原子炉建屋原子炉棟貫通部）への設計飛

来物の衝突を防止し，気圧差による荷重及び非常用換気空調設備に常時

作用する荷重に対して，原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト（原子炉建

屋原子炉棟貫通部）の構造健全性が維持され，安全機能を損なわない設

計とする。 

(3) 外殻となる施設による防護機能が期待できない施設

設計荷重に対して，安全機能が維持される設計とし，安全機能を損なう

可能性がある場合には施設の補強等の竜巻防護対策を実施することによ

り，安全機能を損なわない設計とする。 

ａ．原子炉建屋付属棟 4 階非常用換気空調設備 

原子炉建屋付属棟 4 階非常用換気空調設備は，設計飛来物の衝突によ
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り，建屋壁面開口部建具に貫通が発生することを考慮し，壁面の補強等

の竜巻防護対策を行うことにより，非常用換気空調設備への設計飛来物

の衝突を防止し，非常用換気空調設備の構造健全性が維持され，安全機

能を損なわない設計とする。 

ｂ．非常用電源盤（電気室） 

非常用電源盤（電気室）は，設計飛来物の衝突により，原子炉建屋付

属棟 1 階電気室扉に貫通が発生することを考慮し，電気室扉の取替等の

竜巻防護対策を行うことにより，非常用電源盤（電気室）への設計飛来

物の衝突を防止し，非常用電源盤（電気室）の構造健全性が維持され，

安全機能を損なわない設計とする。 

ｃ．原子炉建屋原子炉棟 6 階設置設備 

原子炉建屋原子炉棟 6 階設置設備は，設計竜巻による気圧低下によ

り，ブローアウトパネルが開放されることを考慮し，防護ネットの設置

等による竜巻防護対策を行うことにより，当該設備への設計飛来物の衝

突を防止する。 

さらに，当該設備は構造的に風圧力による影響を受けないことから，

当該設備の構造健全性が維持され，安全機能を損なわない設計とする。 

ｄ．燃料交換機及び原子炉建屋天井クレーン 

 燃料交換機及び原子炉建屋天井クレーンは，竜巻の襲来が予想される

場合には，燃料取扱作業を中止し，使用済燃料プール及び燃料プール冷

却浄化系真空破壊弁に影響を及ぼさない待機位置への退避措置を行う運

用により，ブローアウトパネル開放状態においても，当該設備の安全機

能を損なわない設計とし，転落によって使用済燃料プール及び燃料プー

ル冷却浄化系真空破壊弁へ波及的影響を及ぼさない設計とする。 

ｅ．使用済燃料乾式貯蔵容器 
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使用済燃料乾式貯蔵容器は，使用済燃料乾式貯蔵建屋に内包されてい

ることを考慮すると，風圧力による荷重及び気圧差荷重は作用しない。 

使用済燃料乾式貯蔵建屋上部の開口部に対し，設計飛来物等の衝突に

より，貫通が発生することを考慮し，設計飛来物等の衝撃荷重及び自重

等の常時作用する荷重に対して使用済燃料乾式貯蔵容器の構造健全性が

維持され，安全機能を損なわない設計とする。 

ｆ．使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン 

使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーンは，使用済燃料乾式貯蔵建屋に

内包されていることを考慮すると，風圧力による荷重及び気圧差荷重は

作用しない。 

使用済燃料乾式貯蔵建屋上部の開口部に対し，設計飛来物の衝突によ

り，貫通が発生することを考慮し，竜巻の襲来が予想される場合には，

燃料取扱作業を中止し使用済燃料乾式貯蔵容器に影響を及ぼさない待機

位置への退避措置を行う運用により，使用済燃料乾式貯蔵建屋上部の開

口部に貫通が発生した状態においても，使用済燃料乾式貯蔵建屋天井ク

レーンの安全機能を損なわない設計とし，また，転落によって使用済燃

料乾式貯蔵容器へ波及的影響を及ぼさない設計とする。 

(4) 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設

設計荷重に対して，当該施設の構造健全性を確保すること，設計上の要

求を維持すること又は安全上支障のない期間での取替え，補修が可能なこ

とにより，外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

ａ．サービス建屋 

サービス建屋は，風圧力による荷重，気圧差による荷重，設計飛来物

による衝撃荷重及び自重等の常時作用する荷重に対して，倒壊により外

部事象防護対象施設等へ波及的影響を及ぼさない設計とする。 
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ｂ．海水ポンプエリア防護壁 

海水ポンプエリア防護壁は，風圧力による荷重，気圧差による荷重，

設計飛来物による衝撃荷重及び自重等の常時作用する荷重に対して，壁

面の補強等を行うことで，倒壊により外部事象防護対象施設等へ波及的

影響を及ぼさない設計とする。 

ｃ．鋼製防護壁 

鋼製防護壁は，風圧力による荷重，気圧差による荷重，設計飛来物に

よる衝撃荷重及び自重等の常時作用する荷重に対して，倒壊により，外

部事象防護対象施設等へ波及的影響を及ぼさない設計とする。 

ｄ．非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）排気消音器 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）排気消音器は，設計飛来物の衝突により貫通することを考慮して

も，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）排気消音器が閉塞することがなく，非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の機能が維持される

設計とする。さらに，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）排気消音器が風圧力による荷重，気圧差によ

る荷重及び自重等の常時作用する荷重に対して，構造健全性を維持し，

安全機能を損なわない設計とする。 

以上より，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）排気消音器が，外部事象防護対象施設である非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）に機

能的影響を及ぼさず，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）が安全機能を損なわない設計とする。 
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ｅ．非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）付属排気配管及びベント配管 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）付属排気配管及びベント配管は，設計飛来物の衝突により貫通す

ることを考慮しても，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）付属排気配管及びベント配管が閉塞すること

がなく，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機を含む。）の機能等が維持される設計とする。さらに，非常用ディー

ゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）付属排気

配管及びベント配管が風圧力による荷重，気圧差による荷重及び非常用

ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）付

属排気配管及びベント配管に常時作用する荷重に対して，構造健全性を

維持し，安全機能を損なわない設計とする。 

以上より，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）付属排気配管及びベント配管が，外部事象防護対象施

設である非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機を含む。）に機能的影響を及ぼさず，非常用ディーゼル発電機（高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）が安全機能を損なわない設

計とする。 

ｆ．残留熱除去系海水系配管（放出側） 

残留熱除去系海水系配管（放出側）は，設計飛来物の衝突により貫通

することを考慮しても，残留熱除去系海水系配管（放出側）が閉塞する

ことがなく，残留熱除去系海水系ポンプの機能等が維持される設計とす

る。さらに，残留熱除去系海水系配管（放出側）が風圧力による荷重，

気圧差による荷重及び残留熱除去系海水系配管（放出側）に常時作用す
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る荷重に対して，構造健全性を維持し，安全機能を損なわない設計とす

る。 

以上より，残留熱除去系海水系配管（放出側）が，外部事象防護対象

施設である残留熱除去系海水系ポンプ等に機能的影響を及ぼさず，残留

熱除去系海水系ポンプが安全機能を損なわない設計とする。 

ｇ．非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用海水配管（放出側） 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用海水配管（放出側）は，設計飛来物の衝突により貫通すること

を考慮しても，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）用海水配管（放出側）が閉塞することがなく，非常

用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

用海水ポンプの機能等が維持される設計とする。さらに，非常用ディー

ゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水配

管（放出側）が風圧力による荷重，気圧差による荷重及び非常用ディー

ゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水配

管（放出側）に常時作用する荷重に対して，構造健全性を維持し，安全

機能を損なわない設計とする。 

以上より，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）用海水配管（放出側）が，外部事象防護対象施設であ

る非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用海水ポンプ等に機能的影響を及ぼさず，非常用ディーゼル発電

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプが安

全機能を損なわない設計とする。 
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3.5 竜巻随伴事象に対する評価 

竜巻随伴事象として，過去の竜巻被害事例及び発電所の施設の配置から想

定される以下の事象を抽出し，外部事象防護対象施設の安全機能を損なわな

いことを確認した。【添付資料 11】 

(1) 火災

竜巻随伴事象として，竜巻による飛来物が建屋開口部付近の発火性又は

引火性物質を内包する機器，屋外の危険物貯蔵施設及び変圧器に飛来物が

衝突する場合の火災が想定される。 

建屋内については，飛来物が侵入する場合でも，飛来物衝突位置となる

開口部付近に，原子炉施設の安全機能を損なう可能性を有する発火性又は

引火性物質を内包する機器が配置されておらず，また，外部事象防護対象

施設を設置している区画の開口部には防護ネット設置等の竜巻防護対策を

行うことを考慮すると設計飛来物が到達することはないことから。設計竜

巻により建屋内に火災が発生することはなく，建屋内の外部事象防護対象

施設の安全機能を損なわない。 

建屋外については，設計竜巻による発電所敷地内の屋外にある危険物貯

蔵施設等の火災があるが，外部事象防護対象施設は外部火災評価における

発電所敷地内の危険物貯蔵施設及び変圧器の火災影響評価に包含されるこ

とから，外部火災評価と同様であり，外部事象防護対象施設の安全機能を

損なうことのないことを確認している。なお，建屋外の火災については，

竜巻通過後，速やかに消火活動を行う運用により対応する。 

以上により，竜巻による火災により外部事象防護対象施設が安全機能を

損なわない設計とする。 

(2) 溢水

竜巻随伴事象として，竜巻による飛来物が建屋開口部付近の溢水源に衝
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突する場合，液体を貯蔵する屋外タンク及び貯槽類に飛来物が衝突する場

合の溢水が想定される。 

外部事象防護対象施設を内包する建屋内については，飛来物が侵入する

場合でも，飛来物衝突位置となる開口部付近に，外部事象防護対象施設の

安全機能を損なう可能性を有する溢水源が配置されておらず，また，外部

事象防護対象施設を設置している区画の開口部には防護ネット設置等の竜

巻防護対策を行うことを考慮すると，設計飛来物が到達することはないこ

とから，設計竜巻により建屋内に溢水が発生することはなく，建屋内の外

部事象防護対象施設の安全機能を損なわないことを確認している。 

建屋外については，設計竜巻による飛来物の衝突による屋外タンク等の

破損に伴う溢水があるが，溢水評価における屋外タンク等の評価に包絡さ

れるため，外部事象防護対象施設の安全機能を損なわないことを確認して

いる。 

以上により，竜巻による溢水により外部事象防護対象施設の安全機能

を損なわない設計とする。 

(3) 外部電源喪失 

設計竜巻と同時に発生する雷等により外部電源が喪失した場合でも，非

常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

は原子炉建屋内に収納しており，外殻機能が期待できることから，設計竜

巻による風圧力による荷重，気圧差による荷重及び設計飛来物による衝撃

荷重による影響はないため，竜巻による外部電源喪失により，外部事象防

護対象施設の安全機能を損なわない。 

なお，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）の付属設備について，安全機能を損なわないことを以下のとお

り確認している。 
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・吸排気については外気と繋がっているが，竜巻襲来時の短時間での圧

力差による影響はない。 

・排気消音器出口に風圧力による荷重が作用して消音器内に大気が逆流

した場合において，排気が阻害され系統内が閉塞気味になり，排気ガ

ス温度が徐々に上昇し，許容限界温度（通常運転時の約 420℃を大幅

に超える温度）となり出力制限となることが予想されるが，竜巻は長

期間停滞することなく数秒～10 数秒のオーダーで通過するため，こ

の程度であれば排気ガス温度の急激な上昇はなく非常用ディーゼル発

電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）運転に支障を

きたすことはない。 
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添付資料 1 

外部事象防護対象施設等のうち評価対象施設の抽出について 

 

1. 抽出方針 

  発電所における外部事象防護対象施設等から，以下の手順により，評価対

象施設を抽出した。 

Step1：安全重要度分類のクラス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，

系統及び機器並びに安全機能を有しない構築物，系統及び機器のう

ち外部事象防護対象施設等（注記）を抽出する。 

  注記：外部事象に対し必要な構築物，系統及び機器（発電用原子炉を

停止するため，また停止状態にある場合は引き続きその状態を維

持するために必要な異常の発生防止の機能又は異常の影響緩和

の機能を有する構築物，系統及び機器）として，安全重要度分類

のクラス１，クラス２及び安全評価※上その機能に期待するクラ

ス３に属する構築物，系統及び機器並びにそれを内包する区画 

※：運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故解析 

    また，外部事象防護対象施設を内包する建屋（外部事象防護対象

施設となる建屋を除く。）は，機械的強度を有すること等により，

内包する外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計及び

外部事象防護対象施設へ波及的影響を及ぼさない設計とする。ここ

で，外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設を内包する建

屋を併せて，外部事象防護対象施設等という。 

    上記以外の安全施設については，竜巻及びその随伴事象に対して

機能維持すること若しくは竜巻及びその随伴事象による損傷を考

慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のな
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い期間での修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わ

せることにより，その安全機能を損なわないことを確認する。 

Step2：外部事象防護対象施設等として抽出された設備の設置場所を確認し，

竜巻襲来時に風圧，気圧差及び設計飛来物等衝突の影響を受ける屋

外施設（外部事象防護対象施設を内包する区画を含む）を評価対象

施設とする。 

Step3：屋内施設であるが外気と繋がっているため，竜巻襲来時に気圧差の

影響を受ける施設を評価対象施設とする。 

Step4：外殻となる施設等による防護機能が期待できない区画の内部に配置

されている外部事象防護対象施設は，竜巻襲来時に風圧，気圧差及

び設計飛来物衝突の影響を受けるため，評価対象施設とする。 

なお，外殻による防護機能に期待できるかは，外殻となる施設等

の竜巻荷重に対する構造健全性の確認結果により，設計飛来物の衝

突等による開口部の開放又は開口部建具の貫通の観点から，評価対

象施設を抽出する。 

 

2. 抽出結果 

2.1 外部事象防護対象施設等 

  第 2.1－1 図に，外部事象防護対象施設等の抽出フローを示す。 

(1) 外部事象防護対象施設 

「1. 抽出方針」に従い，外部事象防護対象施設を抽出した。 

(2) 外部事象防護対象施設を内包する区画 

   外部事象防護対象施設を内包する区画を以下のとおり抽出した。 

ａ．原子炉建屋（原子炉圧力容器，原子炉再循環ポンプ等を内包） 

ｂ．タービン建屋（気体廃棄物処理系隔離弁等を内包） 
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ｃ．使用済燃料乾式貯蔵建屋（使用済燃料乾式貯蔵容器を内包） 

ｄ．軽油貯蔵タンクタンク室（軽油貯蔵タンクを内包） 

ｅ．排気筒モニタ建屋（排気筒モニタを内包） 

なお，抽出結果は，評価対象施設の抽出結果とともに整理し，次項の第 2.2

－1 表に示す。 
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第 2.1－1 図 外部事象防護対象施設等の抽出フロー 

 

2.2 外部事象防護対象施設等のうち評価対象施設 

  第 2.2－1 図に，外部事象防護対象施設等のうち評価対象施設の抽出フロー

を示し，その結果を第 2.2－1 表に示す。 

  

※１：運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故解析 

※２：竜巻及びその随伴事象に対して機能維持すること，竜巻及びその随伴事象に

よる損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること又は安全上

支障のない期間に修復すること等の対応が可能であることを確認する。 

Step1 

① 

クラス１， 

クラス２に属する 

構築物等 

 

YES 

NO 

・安全重要度分類のクラス１，クラス２

及びクラス３に属する構築物，系統及

び機器 

・安全機能を有しない構築物，系統及び

機器 

YES 

NO 

② 

安全評価※１上 

期待するクラス３に 

属する構築物等 

 

NO 
①及び②を 

内包する区画 

 

 

YES 

その他の施設※２ 

「波及的影響を及ぼし得る 

評価対象施設」の抽出へ 

外部事象防護対象施設 
外部事象防護対象施設を内包する建屋 

（外部事象防護対象施設である建屋を除く）

外部事象防護対象施設等 
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第 2.2－1 図 外部事象防護対象施設等のうち評価対象施設の抽出フロー 

NO

外部事象防護対象施設等 

(a)中央制御室換気系隔離弁，

ファン，ダクト

(b)非常用ディーゼル発電機

室換気系ダクト

(c)高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機室換気系ダ

クト

(d)原子炉建屋換気系隔離弁，

ダクト（原子炉建屋原子炉

棟貫通部）

(a)中央制御室換気系ファン

（空気調和器含む。）

(b)中央制御室換気系フィルタ

ユニット

(c)非常用電源盤（電気室）

(d)使用済燃料プール

(e)燃料プール冷却浄化系

真空破壊弁

(f)燃料交換機

(g)原子炉建屋天井クレーン

(h)使用済燃料乾式貯蔵容器

(i)使用済燃料乾式貯蔵建屋

天井クレーン

＜評価対象外＞ 

・原子炉圧力容器

・原子炉再循環ポンプ 他

(a)非常用ディーゼル発電機

吸気フィルタ

(b)高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機吸気フィルタ

(c)非常用ディーゼル発電機室

ルーフベントファン

(d)高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機室ルーフベントファン

(e)中央制御室換気系冷凍機

（配管，弁含む。）

(f)残留熱除去系海水ポンプ

（配管，弁含む。）

(g)残留熱除去系海水ストレーナ

(h)非常用ディーゼル発電機用

海水ポンプ（配管，弁含む。）

(i)非常用ディーゼル発電機用

海水ストレーナ

(j)高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機用海水ポンプ

（配管，弁含む。）

(k)高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機用海水ストレーナ

(l)非常用ガス処理系排気配管

(m)排気筒

(n)排気筒モニタ

＜以下，外部事象防護対象施設を 

内包する区画＞ 

(o)原子炉建屋

(p)タービン建屋

(q)使用済燃料乾式貯蔵建屋

(r)軽油貯蔵タンクタンク室

(s)排気筒モニタ建屋

YES YES

NONO
屋外施設 

(外部事象防護対象施設

を内包する区画 

含む) 

外殻となる施設による 

防護機能が期待でき 

ない施設(※) 

屋内の施設で 

外気と繋がっている 

施設 

［評価対象施設］ 

※ 

外部事象防護対象施設を内包する区画の構造健全性を確認し， 

開口部，建具などの防護機能を期待できない区画に配置される 

外部事象防護対象施設を抽出 

YES

Step2 Step3 Step4
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6 条(竜巻)-1-添付 1-6

第
2
.
2
－

1
表

 
評
価

対
象

施
設

の
抽

出
結

果
（

1
／

2
4
）

 

分
類
 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

S
t
e
p
4
 

抽
出

結
果

 

備
考

 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

 

機
器

 

該
当

す
る

 

電
気

，
機

械
装

置
 

の
う

ち
主

な
施

設
※
１
 

外
部
事

象

防
護
対

象

施
設
等

 

竜
巻

及
び

そ
の

随
伴

事
象

に
対

し
て

機

能
維

持
す

る
又

は
竜

巻
及

び
そ

の
随

伴

事
象

に
よ

る
損

傷
を

考
慮

し
て

，
代

替
設

備
に

よ
る

機
能

維
持

や
安

全
上

支
障

の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

屋
外

施
設

 

外
部

事
象

 

防
護

対
象

施
設

 

を
内

包
す

る
 

区
画

を
含

む
 

屋
内

の
施

設
で

 

外
気

と
繋

が
っ

て
 

い
る

施
設

 

外
殻

と
な

る
施

設
 

外
殻

防
護

機
能

を
 

期
待

で
き

な
い

：
○

 

期
待

で
き

る
 

：
×

 

評
価

対
象

施
設

名
称

 

Ｐ
Ｓ

－
１
 

そ
の

損
傷

又
は

故
障

に
よ

り
発

生
す

る
事

象
に

よ
っ

て
，

 

(
a
)

炉
心

の
著

し
い

損
傷

又
は

(
b
 )
燃

料
の

大
量

の
破

損
を

引
き

起
こ

す
お

そ
れ

の
あ

る
構

築
物

，
系

統

及
び

機
器

 

1
)

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
機

能

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン

ダ
リ

を
構

成
す

る
機

器
・

配

管
系

（
計

装
等

の
小

口
径

配

管
・

機
器

は
除

く
。

）
 

・
原

子
炉

圧
力

容
器

・
原

子
炉

再
循

環
ポ

ン
プ

・
配

管
，

弁

・
隔

離
弁

・
制

御
棒

駆
動

機
構

ハ
ウ

ジ

ン
グ

・
中

性
子

束
計

装
管

ハ
ウ

ジ

ン
グ

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋

2
)

過
剰

反
応

度
の

印
加

防
止

機
能

制
御

棒
カ

ッ
プ

リ
ン

グ
 

・
制

御
棒

カ
ッ

プ
リ

ン
グ

・
制

御
棒

駆
動

機
構

カ
ッ

プ

リ
ン

グ

○
 

―
※

2  
×

 
×

 
原

子
炉

建
屋

 
×

 
・

原
子

炉
建

屋

3
)

炉
心

形
状

の
維

持
機

能

炉
心

支
持

構
造

物
（

炉
心

シ

ュ
ラ

ウ
ド

，
シ

ュ
ラ

ウ
ド

サ

ポ
ー

ト
，

上
部

格
子

板
，

炉

心
支

持
板

，
制

御
棒

案
内

管
）

，
燃

料
集

合
体

（
た

だ

し
，

燃
料

を
除

く
。

）
 

・
炉

心
シ

ュ
ラ

ウ
ド

・
シ

ュ
ラ

ウ
ド

サ
ポ

ー
ト

・
上

部
格

子
板

・
炉

心
支

持
板

・
燃

料
支

持
金

具

・
制

御
棒

案
内

管

・
制

御
棒

駆
動

機
構

ハ
ウ

ジ

ン
グ

・
燃

料
集

合
体

の
下

記
部

分

上
部

タ
イ

プ
レ

ー
ト

下
部

タ
イ

プ
レ

ー
ト

 

・
燃

料
集

合
体
（

ス
ペ

ー
サ

）
 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋

 
 

○
：
Ye
s

×
：
No
 

 －
：
該
当
せ
ず
 

※
１

：
電

気
，

機
械

装
置

の
う

ち
主
な

施
設

の
記

載
は

，
当

該
系

の
施

設
を

代
表

し
て

記
載

し
，

直
接

関
連

系
及

び
間

接
関

連
系

の
記

載
は

省
略

し
た

。（
評

価
対

象
施

設
に

関
す

る
も

の
を

記
載

）

※
２

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
と
し

て
抽

出
し

て
い

る
た

め
，

本
項

目
に

は
該

当
し

な
い

（
S
t
e
p
2
へ

進
む

）

6条（竜巻）－99

176



6 条(竜巻)-1-添付 1-7

第
2
.
2
－

1
表

 
評
価

対
象

施
設

の
抽

出
結

果
（

2
／

2
4
）

 

分
類
 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

S
t
e
p
4
 

抽
出

結
果

 

備
考

 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

 

機
器

 

該
当

す
る

 

電
気

，
機

械
装

置
 

の
う

ち
主

な
施

設
※
１
 

外
部
事

象

防
護
対

象

施
設
等

 

竜
巻

及
び

そ
の

随
伴

事
象

に
対

し
て

機

能
維

持
す

る
又

は
竜

巻
及

び
そ

の
随

伴

事
象

に
よ

る
損

傷
を

考
慮

し
て

，
代

替
設

備
に

よ
る

機
能

維
持

や
安

全
上

支
障

の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

屋
外

施
設

 

外
部

事
象

 

防
護

対
象

施
設

 

を
内

包
す

る
 

区
画

を
含

む
 

屋
内

の
施

設
で

 

外
気

と
繋

が
っ

て
 

い
る

施
設

 

外
殻

と
な

る
施

設
 

外
殻

防
護

機
能

を
 

期
待

で
き

な
い

：
○

 

期
待

で
き

る
 

：
×

 

評
価

対
象

施
設

名
称

 

Ｍ
Ｓ

－
１
 

1
)

異
常

状
態

発
生

時

に
原

子
炉

を
緊

急

に
停

止
し

，
残

留

熱
を

除
去

し
，

原

子
炉

冷
却

材
圧

力

バ
ウ

ン
ダ

リ
の

過

圧
を

防
止

し
，

敷

地
周

辺
公

衆
へ

の

過
度

の
放

射
線

の

影
響

を
防

止
す

る

構
築

物
，

系
統

及

び
機

器

1
)

原
子

炉
の

緊
急

停
止

機
能

原
子

炉
停

止
系

の
制

御
棒

に

よ
る

系
（

制
御

棒
及

び
制

御

棒
駆

動
系

（
ス

ク
ラ

ム
機

能
）

）
 

・
制

御
棒

・
制

御
棒

案
内

管

・
制

御
棒

駆
動

機
構

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋

2
)

未
臨

界
維

持
機

能

原
子

炉
停

止
系

（
制

御
棒

に

よ
る

系
，
ほ

う
酸

水
注

入
系

）
 

・
制

御
棒

・
制

御
棒

カ
ッ

プ
リ

ン
グ

・
制

御
棒

駆
動

機
構

カ
ッ
プ

リ
ン

グ

・
ほ

う
酸

水
注

入
系

（
ほ

う
酸

水
注

入
ポ

ン
プ

，

注
入

弁
，

タ
ン

ク
出

口

弁
，
ほ

う
酸

水
貯

蔵
タ

ン

ク
，
ポ

ン
プ

吸
込

配
管

及

び
弁

，
注

入
配

管
及

び

弁
）

 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋

3
)

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
の

過
圧

防
止

機
能

 

逃
が

し
安

全
弁

（
安

全
弁

と

し
て

の
開

機
能

）
 

・
逃

が
し

安
全

弁

（
安

全
弁

開
機

能
）

 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋

 
 

○
：
Ye
s

×
：
No
 

 －
：
該
当
せ
ず
 

※
１

：
電

気
，

機
械

装
置

の
う

ち
主

な
施

設
の

記
載

は
，

当
該

系
の

施
設

を
代

表
し

て
記

載
し

，
直

接
関

連
系

及
び

間
接

関
連

系
の

記
載

は
省

略
し

た
。（

評
価

対
象

施
設

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

※
２

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
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第
2
.
2
－

1
表

 
評
価

対
象

施
設

の
抽

出
結

果
（

3
／

2
4
）

 

 

分
類
 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

S
t
e
p
4
 

抽
出

結
果

 

備
考

 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

 

機
器

 

該
当

す
る

 

電
気

，
機

械
装

置
 

の
う

ち
主

な
施

設
※
１
 

外
部
事

象

防
護
対

象

施
設
等

 

竜
巻

及
び

そ
の

随
伴

事
象

に
対

し
て

機

能
維

持
す

る
又

は
竜

巻
及

び
そ

の
随

伴

事
象

に
よ

る
損

傷
を

考
慮

し
て

，
代

替
設

備
に

よ
る

機
能

維
持

や
安

全
上

支
障

の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

屋
外

施
設

 

外
部

事
象

 

防
護

対
象

施
設

 

を
内

包
す

る
 

区
画

を
含

む
 

屋
内

の
施

設
で

 

外
気

と
繋

が
っ

て
 

い
る

施
設

 

外
殻

と
な

る
施

設
 

外
殻

防
護

機
能

を
 

期
待

で
き

な
い

：
○

 

期
待

で
き

る
 

：
×

 

評
価

対
象

施
設

名
称

 

Ｍ
Ｓ

－
１
 

1
)
 
異

常
状

態
発

生
時

に
原

子
炉

を
緊

急

に
停

止
し

，
残

留

熱
を

除
去

し
，

原

子
炉

冷
却

材
圧

力

バ
ウ

ン
ダ

リ
の

過

圧
を

防
止

し
，

敷

地
周

辺
公

衆
へ

の

過
度

の
放

射
線

の

影
響

を
防

止
す

る

構
築

物
，

系
統

及

び
機

器
 

 

4
)
 
原

子
炉

停
止

後

の
除

熱
機

能
 

残
留

熱
を

除
去

す
る

系
統

（
残

留
熱

除
去

系
（

原
子

炉
 

停
止

時
冷

却
モ

ー
ド

）
，

原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

，
高

圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
，

逃
が

し

安
全

弁
，

（
手

動
逃

が
し

機

能
）

，
自

動
減

圧
系

（
手

動

逃
が

し
機

能
）

）
 

・
残

留
熱

除
去

系
 

（
ポ

ン
プ

，
熱

交
換

器
，
原

子
炉

停
止

時
冷

却
モ

ー

ド
の

ル
ー

ト
と

な
る

配

管
，

弁
）

 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋
 

 

・
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

 

（
ポ

ン
プ

，
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ

ン
・
プ

ー
ル

，
タ

ー
ビ

ン
，

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・
プ

ー

ル
か

ら
注

水
先

ま
で

の

配
管

，
弁

）
 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋
 

 

・
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

 

（
ポ

ン
プ

，
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ

ン
・
プ

ー
ル

，
サ

プ
レ

ッ

シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル

か
ら

ス

プ
レ

イ
先

ま
で

の
配

管
，

弁
，

ス
プ

レ
イ

ヘ
ッ

ダ
）
 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋
 

 

・
逃

が
し

安
全

弁
 

（
手

動
逃

が
し

機
能

）
 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋
 

 

・
自

動
減

圧
系

 

（
手

動
逃

が
し

機
能

）
 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋
 

 

 
 

○
：
Ye
s 

 
×
：
No
 
 
 －

：
該
当
せ
ず
 

※
１

：
電

気
，

機
械

装
置

の
う

ち
主
な

施
設

の
記

載
は

，
当

該
系

の
施

設
を

代
表

し
て

記
載

し
，

直
接

関
連

系
及

び
間

接
関

連
系

の
記

載
は

省
略

し
た

。（
評

価
対

象
施

設
に

関
す

る
も

の
を

記
載

）
 

※
２

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
と
し

て
抽

出
し

て
い

る
た

め
，

本
項

目
に

は
該

当
し

な
い

（
S
t
e
p
2
へ

進
む

）
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6 条(竜巻)-1-添付 1-9

第
2
.
2
－

1
表

 
評
価

対
象

施
設

の
抽

出
結

果
（

4
／

2
4
）

 

分
類
 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

S
t
e
p
4
 

抽
出

結
果

 

備
考

 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

 

機
器

 

該
当

す
る

 

電
気

，
機

械
装

置
 

の
う

ち
主

な
施

設
※
１
 

外
部
事

象

防
護
対

象

施
設
等

 

竜
巻

及
び

そ
の

随
伴

事
象

に
対

し
て

機

能
維

持
す

る
又

は
竜

巻
及

び
そ

の
随

伴

事
象

に
よ

る
損

傷
を

考
慮

し
て

，
代

替
設

備
に

よ
る

機
能

維
持

や
安

全
上

支
障

の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

屋
外

施
設

 

外
部

事
象

 

防
護

対
象

施
設

 

を
内

包
す

る
 

区
画

を
含

む
 

屋
内

の
施

設
で

 

外
気

と
繋

が
っ

て
 

い
る

施
設

 

外
殻

と
な

る
施

設
 

外
殻

防
護

機
能

を
 

期
待

で
き

な
い

：
○

 

期
待

で
き

る
 

：
×

 

評
価

対
象

施
設

名
称

 

Ｍ
Ｓ

－
１
 

1
)

異
常

状
態

発
生

時

に
原

子
炉

を
緊

急

に
停

止
し

，
残

留

熱
を

除
去

し
，

原

子
炉

冷
却

材
圧

力

バ
ウ

ン
ダ

リ
の

過

圧
を

防
止

し
，

敷

地
周

辺
公

衆
へ

の

過
度

の
放

射
線

の

影
響

を
防

止
す

る

構
築

物
，

系
統

及

び
機

器

5
)

炉
心

冷
却

機
能

非
常

用
炉

心
冷

却
系

（
低

圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
，

低
圧

注

水
系

，
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ

系
，

自
動

減
圧

系
）

 

・
低

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

（
ポ

ン
プ

，
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ

ン
・
プ

ー
ル

，
サ

プ
レ

ッ

シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル

か
ら

ス

プ
レ

イ
先

ま
で

の
配

管
，

弁
，

ス
プ

レ
イ

ヘ
ッ

ダ
）
 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋

・
残

留
熱

除
去

系
（

低
圧

注

水
モ

ー
ド

）
（

ポ
ン

プ
，

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・
プ

ー

ル
，

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル
か

ら
注

水
先

ま

で
の

配
管

，
弁
（

熱
交

換

器
バ

イ
パ

ス
ラ

イ
ン

含

む
）

，
注

水
ヘ

ッ
ダ

）
 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋

・
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

（
ポ

ン
プ

，
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ

ン
・
プ

ー
ル

，
サ

プ
レ

ッ

シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル

か
ら

ス

プ
レ

イ
先

ま
で

の
配

管
，

弁
，

ス
プ

レ
イ

ヘ
ッ

ダ
）
 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋

・
自

動
減

圧
系

（
逃

が
し

安
全

弁
）

 
○

 
―

※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋

 
 

○
：
Ye
s

×
：
No
 

 －
：
該
当
せ
ず
 

※
１

：
電

気
，

機
械

装
置

の
う

ち
主

な
施

設
の

記
載

は
，

当
該

系
の

施
設

を
代

表
し

て
記

載
し

，
直

接
関

連
系

及
び

間
接

関
連

系
の

記
載

は
省

略
し

た
。（

評
価

対
象

施
設

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

※
２

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
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6 条(竜巻)-1-添付 1-10

第
2
.
2
－

1
表

 
評
価

対
象

施
設

の
抽

出
結

果
（

5
／

2
4
）

 

 

分
類
 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

S
t
e
p
4
 

抽
出

結
果

 

備
考

 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

 

機
器

 

該
当

す
る

 

電
気

，
機

械
装

置
 

の
う

ち
主

な
施

設
※
１
 

外
部
事

象

防
護
対

象

施
設
等

 

竜
巻

及
び

そ
の

随
伴

事
象

に
対

し
て

機
能

維
持

す
る

又
は

竜
巻

及
び

そ
の

随
伴

事
象

に
よ

る
損

傷
を

考
慮

し
て

，
代

替
設

備
に

よ
る

機
能

維
持

や
安

全
上

支
障

の
な

い
期

間
で

の
修

復
等

の
対

応
可

能
 

屋
外

施
設

 

外
部

事
象

 

防
護

対
象

施
設

 

を
内

包
す

る
 

区
画

を
含

む
 

屋
内

の
施

設
で

 

外
気

と
繋

が
っ

て
 

い
る

施
設

 

外
殻

と
な

る
施

設
 

外
殻

防
護

機
能

を
 

期
待

で
き

な
い

：
○

 

期
待

で
き

る
 

：
×

 

評
価

対
象

施
設

名
称

 

Ｍ
Ｓ

－
１
 

1
)
 
異

常
状

態
発

生
時

に
原

子
炉

を
緊

急

に
停

止
し

，
残

留

熱
を

除
去

し
，

原

子
炉

冷
却

材
圧

力

バ
ウ

ン
ダ

リ
の

過

圧
を

防
止

し
，

敷

地
周

辺
公

衆
へ

の

過
度

の
放

射
線

の

影
響

を
防

止
す

る

構
築

物
，

系
統

及

び
機

器
 

 

6
)
 
放

射
性

物
質

の

閉
じ

込
め

機

能
，

放
射

線
の

遮
へ

い
及

び
放

出
低

減
機

能
 

原
子

炉
格

納
容

器
，

原
子

炉
格

納
容

器
隔

離
弁

，
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

冷
却

系
，

原
子

炉
建

屋
，

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

，
非

常
用

再
循

環
ガ

ス
処

理

系
，

可
燃

性
ガ

ス
濃

度
制

御
系

 

・
格

納
容

器
（

格
納

容
器

本
体

，

貫
通

部
，

所
員

用
エ

ア
ロ

ッ

ク
，

機
器

搬
入

ハ
ッ

チ
）

 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋
 

 

・
原

子
炉

建
屋

原
子

炉
棟

 
○

 
―

※
２
 

○
 

×
 

－
 

－
 

・
原
子

炉
建

屋
 

 

・
原

子
炉

建
屋

換
気

系
隔

離
弁

及
び

ダ
ク

ト
（

原
子

炉
建

屋

原
子

炉
棟

貫
通

部
）

 
○

 
―

※
２
 

×
 

〇
 

原
子

炉
建

屋
 

○
 

・
原
子

炉
建

屋
換

気
系

隔

離
弁

及
び

ダ
ク

ト
（

原

子
炉

建
屋

原
子

炉
棟

貫

通
部

）
 

 

・
格

納
容

器
隔

離
弁

及
び

格
納

容
器

バ
ウ

ン
ダ

リ
配

管
 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋
 

 

・
主

蒸
気

流
量

制
限

器
 

 
○

 
―

※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋
 

 

・
残

留
熱

除
去

系
（

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

冷
却

モ
ー

ド
）（

ポ

ン
プ

，
熱

交
換

器
，

サ
プ

レ

ッ
シ

ョ
ン

・
プ

ー
ル

，
サ

プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル
か

ら

ス
プ

レ
イ

先
（

ド
ラ

イ
ウ

ェ

ル
及

び
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・

プ
ー

ル
気

相
部

）
ま

で
の

配

管
，

弁
，

ス
プ

レ
イ

ヘ
ッ

ダ

（
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
及

び
サ

プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル
）

 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋
 

 

 
 

○
：
Ye
s 

 
×
：
No
 
 
 －

：
該
当
せ
ず
 

※
１

：
電

気
，

機
械

装
置

の
う

ち
主

な
施

設
の

記
載

は
，

当
該

系
の

施
設

を
代

表
し

て
記

載
し

，
直

接
関

連
系

及
び

間
接

関
連

系
の

記
載

は
省

略
し

た
。（

評
価

対
象

施
設

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

 

※
２

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
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6 条(竜巻)-1-添付 1-11

第
2
.
2
－

1
表

 
評
価

対
象

施
設

の
抽

出
結

果
（

6
／

2
4
）

 

分
類
 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

S
t
e
p
4
 

抽
出

結
果

 

備
考

 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

 

機
器

 

該
当

す
る

 

電
気

，
機

械
装

置
 

の
う

ち
主

な
施

設
※
１
 

外
部
事

象

防
護
対

象

施
設
等

 

竜
巻

及
び

そ
の

随
伴

事
象

に
対

し
て

機

能
維

持
す

る
又

は
竜

巻
及

び
そ

の
随

伴

事
象

に
よ

る
損

傷
を

考
慮

し
て

，
代

替
設

備
に

よ
る

機
能

維
持

や
安

全
上

支
障

の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

屋
外

施
設

 

外
部

事
象

 

防
護

対
象

施
設

 

を
内

包
す

る
 

区
画

を
含

む
 

屋
内

の
施

設
で

 

外
気

と
繋

が
っ

て
 

い
る

施
設

 

外
殻

と
な

る
施

設
 

外
殻

防
護

機
能

を
 

期
待

で
き

な
い

：
○

 

期
待

で
き

る
 

：
×

 

評
価

対
象

施
設

名
称

 

Ｍ
Ｓ

－
１
 

1
)

異
常

状
態

発
生

時

に
原

子
炉

を
緊

急

に
停

止
し

，
残

留

熱
を

除
去

し
，

原

子
炉

冷
却

材
圧

力

バ
ウ

ン
ダ

リ
の

過

圧
を

防
止

し
，

敷

地
周

辺
公

衆
へ

の

過
度

の
放

射
線

の

影
響

を
防

止
す

る

構
築

物
，

系
統

及

び
機

器

6
)

放
射

性
物

質
の

閉
じ

込
め

機

能
，

放
射

線
の

遮
へ

い
及

び
放

出
低

減
機

能

原
子

炉
格

納
容

器
，

原
子

炉

格
納

容
器

隔
離

弁
，

原
子

炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

冷
却

系
，

原
子

炉
建

屋
，

非
常

用

ガ
ス

処
理

系
，

非
常

用
再

循

環
ガ

ス
処

理
系

，
可

燃
性

ガ

ス
濃

度
制

御
系

・
原

子
炉

建
屋

ガ
ス

処
理

系

（
乾

燥
装

置
，
排

風
機

，
フ

ィ
ル

タ
装

置
，
原

子
炉

建

屋
原

子
炉

棟
吸

込
口

か

ら
排

気
筒

頂
部

ま
で

の

配
管

，
弁

）
 

○
 

―
※
２
 

○
 

×
 

―
 

―
 

・
非
常

用
ガ

ス
処

理
系

排
気

配
管

・
排
気

筒

×
 

○
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋

・
可

燃
性

ガ
ス

濃
度

制
御

系

（
再

結
合

装
置

，
格

納
容

器

か
ら

再
結

合
装

置
ま

で

の
配

管
，
弁

，
再

結
合

装

置
か

ら
格

納
容

器
ま

で

の
配

管
，

弁
）

 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋

・
遮

へ
い

設
備
（

原
子

炉
遮

へ
い

壁
，

一
次

遮
へ

い

壁
，

）

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋

・
遮

蔽
設

備
（

二
次

遮
へ

い

壁
）

○
 

―
※
２
 

○
 

×
 

－
 

－
 

・
原
子

炉
建

屋

2
)

安
全

上
必

須
な

そ

の
他

の
構

築
物

，

系
統

及
び

機
器

1
)

工
学

的
安

全
施

設
及

び
原

子
炉

停
止

系
へ

の
作

動
信

号
の

発
生

機
能

安
全

保
護

系
 

・
原

子
炉

緊
急

停
止

の
安

全

保
護

回
路

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋

 
 

○
：
Ye
s

×
：
No
 

 －
：
該
当
せ
ず
 

※
１

：
電

気
，

機
械

装
置

の
う

ち
主

な
施

設
の

記
載

は
，

当
該

系
の

施
設

を
代

表
し

て
記

載
し

，
直

接
関

連
系

及
び

間
接

関
連

系
の

記
載

は
省

略
し

た
。（

評
価

対
象

施
設

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

※
２

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
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6 条(竜巻)-1-添付 1-12

第
2
.
2
－

1
表

 
評
価

対
象

施
設

の
抽

出
結

果
（

7
／

2
4
）

 

 

分
類
 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

S
t
e
p
4
 

抽
出

結
果

 

備
考

 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

 

機
器

 

該
当

す
る

 

電
気

，
機

械
装

置
 

の
う

ち
主

な
施

設
※
１
 

外
部
事

象

防
護
対

象

施
設
等

 

竜
巻

及
び

そ
の

随
伴

事
象

に
対

し
て

機

能
維

持
す

る
又

は
竜

巻
及

び
そ

の
随

伴

事
象

に
よ

る
損

傷
を

考
慮

し
て

，
代

替
設

備
に

よ
る

機
能

維
持

や
安

全
上

支
障

の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

屋
外

施
設

 

外
部

事
象

 

防
護

対
象

施
設

 

を
内

包
す

る
 

区
画

を
含

む
 

屋
内

の
施

設
で

 

外
気

と
繋

が
っ

て
 

い
る

施
設

 

外
殻

と
な

る
施

設
 

外
殻

防
護

機
能

を
 

期
待

で
き

な
い

：
○

 

期
待

で
き

る
 

：
×

 

評
価

対
象

施
設

名
称

 

Ｍ
Ｓ

－
１
 

2
)
 
安

全
上

必
須

な
そ

の
他

の
構

築
物

，

系
統

及
び

機
器

 

1
)
 
工

学
的

安
全

施

設
及

び
原

子
炉

停
止

系
へ

の
作

動
信

号
の

発
生

機
能

 

安
全

保
護

系
 

・
非

常
用

炉
心

冷
却

系
作

動

の
安

全
保

護
回

路
 

・
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離

の

安
全

保
護

回
路

 

・
原

子
炉

建
屋

ガ
ス

処
理

系

作
動

の
安

全
保

護
回

路
 

・
主

蒸
気

隔
離

の
安

全
保

護

回
路

 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋
 

2
)
 
安

全
上

特
に

重

要
な

関
連

機
能

 

非
常

用
所

内
電

源
系

，
制

御

室
及

び
そ

の
遮

へ
い

・
非

常

用
換

気
空

調
系

，
非

常
用

補

機
冷

却
水

系
，

直
流

電
源

系

（
い

ず
れ

も
，

Ｍ
Ｓ

-
1
関

連

の
も

の
）

 

・
非

常
用

所
内

電
源

系
 

（
デ

ィ
ー

ゼ
ル

機
関

，
発

電

機
，
発

電
機

か
ら

非
常

用

負
荷

ま
で

の
配

電
設

備

及
び

電
路

）
 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

軽
油

貯
蔵

タ
ン

ク
タ

ン
ク

室
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋
 

・
軽
油

貯
蔵

タ
ン

ク
タ

ン

ク
室

 

 

○
 

×
 

－
 

－
 

・
非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発

電
機

吸
気

フ
ィ

ル
タ

 

・
高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

吸

気
フ

ィ
ル

タ
 

・
非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発

電
機

室
ル

ー
フ

ベ
ン

ト

フ
ァ

ン
 

・
高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

室

ル
ー

フ
ベ

ン
ト

フ
ァ

ン
 

 

 
 

○
：
Ye
s 

 
×
：
No
 
 
 －

：
該
当
せ
ず
 

※
１

：
電

気
，

機
械

装
置

の
う

ち
主

な
施

設
の

記
載

は
，

当
該

系
の

施
設

を
代

表
し

て
記

載
し

，
直

接
関

連
系

及
び

間
接

関
連

系
の

記
載

は
省

略
し

た
。（

評
価

対
象

施
設

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

 

※
２

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
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6 条(竜巻)-1-添付 1-13

第
2
.
2
－

1
表

 
評
価

対
象

施
設

の
抽

出
結

果
（

8
／

2
4
）

 

 

分
類
 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

S
t
e
p
4
 

抽
出

結
果

 

備
考

 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

 

機
器

 

該
当

す
る

 

電
気

，
機

械
装

置
 

の
う

ち
主

な
施

設
※
１
 

外
部
事

象

防
護
対

象

施
設
等

 

竜
巻

及
び

そ
の

随
伴

事
象

に
対

し
て

機

能
維

持
す

る
又

は
竜

巻
及

び
そ

の
随

伴

事
象

に
よ

る
損

傷
を

考
慮

し
て

，
代

替
設

備
に

よ
る

機
能

維
持

や
安

全
上

支
障

の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

屋
外

施
設

 

外
部

事
象

 

防
護

対
象

施
設

 

を
内

包
す

る
 

区
画

を
含

む
 

屋
内

の
施

設
で

 

外
気

と
繋

が
っ

て
 

い
る

施
設

 

外
殻

と
な

る
施

設
 

外
殻

防
護

機
能

を
 

期
待

で
き

な
い

：
○

 

期
待

で
き

る
 

：
×

 

評
価

対
象

施
設

名
称

 

Ｍ
Ｓ

－
１
 

2
)
 
安

全
上

必
須

な
そ

の
他

の
構

築
物

，

系
統

及
び

機
器

 

2
)
 
安

全
上

特
に

重

要
な

関
連

機
能

 

非
常

用
所

内
電

源
系

，
制

御

室
及

び
そ

の
遮

へ
い

・
非

常

用
換

気
空

調
系

，
非

常
用

補

機
冷

却
水

系
，

直
流

電
源

系

（
い

ず
れ

も
，

Ｍ
Ｓ

-
1
関

連

の
も

の
）

 

・
非

常
用

所
内

電
源

系
 

（
デ

ィ
ー

ゼ
ル

機
関

，
発

電

機
，
発

電
機

か
ら

非
常

用

負
荷

ま
で

の
配

電
設

備

及
び

電
路

）
 

○
 

―
※
２
 

○
 

×
 

－
 

－
 

・
非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発

電
機

室
換

気
系

ダ
ク

ト
 

・
高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

室

換
気

系
ダ

ク
ト

 

・
中

央
制

御
室

及
び

中
央

制

御
室

遮
へ

い
 

○
 

―
※
２
 

○
 

×
 

－
 

－
 

・
原
子

炉
建

屋
 

 

・
中

央
制

御
室

換
気

空
調

系
 

（
放

射
線

防
護

機
能

及
び

有
毒

ガ
ス

防
護

機
能

）
 

（
非

常
用

再
循

環
送

風
機

，

非
常

用
再

循
環

フ
ィ

ル

タ
装

置
，

空
調

ユ
ニ

ッ

ト
，

送
風

機
，

排
風

機
，

ダ
ク

ト
及

び
ダ

ン
パ

）
 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋
 

 

○
 

×
 

－
 

－
 

・
中
央

制
御

室
換

気
系

冷

凍
機
（

配
管

，
弁

含
む

） 
 

×
 

○
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋
 

・
中
央

制
御

室
換

気
系

隔

離
弁

，
フ

ァ
ン

及
び

ダ

ク
ト

 

 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

○
 

・
原
子

炉
建

屋
 

・
中
央

制
御

室
換

気
系

 

フ
ァ

ン
 

・
中
央

制
御

室
換

気
系

 

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

 

 

 
 

○
：
Ye
s 

 
×
：
No
 
 
 －

：
該
当
せ
ず
 

※
１

：
電

気
，

機
械

装
置

の
う

ち
主

な
施

設
の

記
載

は
，

当
該

系
の

施
設

を
代

表
し

て
記

載
し

，
直

接
関

連
系

及
び

間
接

関
連

系
の

記
載

は
省

略
し

た
。（

評
価

対
象

施
設

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

 

※
２

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
 

6条（竜巻）－106

183



 

 

6 条(竜巻)-1-添付 1-14

第
2
.
2
－

1
表

 
評
価

対
象

施
設

の
抽

出
結

果
（

9
／

2
4
）

 

 

分
類
 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

S
t
e
p
4
 

抽
出

結
果

 

備
考

 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

 

機
器

 

該
当

す
る

 

電
気

，
機

械
装

置
 

の
う

ち
主

な
施

設
※
１
 

外
部
事

象

防
護
対

象

施
設
等

 

竜
巻

及
び

そ
の

随
伴

事
象

に
対

し
て

機

能
維

持
す

る
又

は
竜

巻
及

び
そ

の
随

伴

事
象

に
よ

る
損

傷
を

考
慮

し
て

，
代

替
設

備
に

よ
る

機
能

維
持

や
安

全
上

支
障

の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

屋
外

施
設

 

外
部

事
象

 

防
護

対
象

施
設

 

を
内

包
す

る
 

区
画

を
含

む
 

屋
内

の
施

設
で

 

外
気

と
繋

が
っ

て
 

い
る

施
設

 

外
殻

と
な

る
施

設
 

外
殻

防
護

機
能

を
 

期
待

で
き

な
い

：
○

 

期
待

で
き

る
 

：
×

 

評
価

対
象

施
設

名
称

 

Ｍ
Ｓ

－
１
 

2
)
 
安

全
上

必
須

な
そ

の
他

の
構

築
物

，

系
統

及
び

機
器

 

2
)
 
安

全
上

特
に

重

要
な

関
連

機
能

 

非
常

用
所

内
電

源
系

，
制

御

室
及

び
そ

の
遮

へ
い

・
非

常

用
換

気
空

調
系

，
非

常
用

補

機
冷

却
水

系
，

直
流

電
源

系

（
い

ず
れ

も
，

Ｍ
Ｓ

-
1
関

連

の
も

の
）

 

・
残

留
熱

除
去

系
海

水
系

 

（
ポ

ン
プ

，
熱

交
換

器
，
配

管
，
弁

，
ス

ト
レ

ー
ナ
（

Ｍ

Ｓ
-
1
関

連
）

）
 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋
 

○
 

×
 

－
 

－
 

・
残
留

熱
除

去
系

海
水

系

ポ
ン

プ
（

配
管

，
弁

含

む
）

 

・
残
留

熱
除

去
系

海
水

系

ス
ト

レ
ー

ナ
 

・
取
水

路
※
３
（

屋
外

ト
レ

ン
チ

含
む

）
 

 

・
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
海

水

系
（

ポ
ン

プ
，
配

管
，
弁

，

ス
ト

レ
ー

ナ
）

 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋
 

 

○
 

×
 

－
 

－
 

・
非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発

電
機

海
水

ポ
ン

プ
（

配

管
，

弁
含

む
）

 

・
高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

海

水
ポ

ン
プ

（
配

管
，

弁

含
む

）
 

・
非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発

電
機

海
水

ス
ト

レ
ー

ナ
 

・
高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

海

水
ス

ト
レ

ー
ナ

 

・
取
水

路
※
３
（

屋
外

ト
レ

ン
チ

含
む

）
 

 

 
 

○
：
Ye
s 

 
×
：
No
 
 
 －

：
該
当
せ
ず
 

※
１

：
電

気
，

機
械

装
置

の
う

ち
主

な
施

設
の

記
載

は
，

当
該

系
の

施
設

を
代

表
し

て
記

載
し

，
直

接
関

連
系

及
び

間
接

関
連

系
の

記
載

は
省

略
し

た
。（

評
価

対
象

施
設

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

 

※
２

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
 

※
３

：
取

水
路

は
，

竜
巻

の
影

響
に

よ
り

閉
塞

す
る

こ
と

は
考

え
難

い
た

め
，

評
価

対
象

施
設

と
し

な
い

。
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6 条(竜巻)-1-添付 1-15

第
2
.
2
－

1
表

 
評
価

対
象

施
設

の
抽

出
結

果
（

1
0
／

2
4
）

 

 

分
類
 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

S
t
e
p
4
 

抽
出

結
果

 

備
考

 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

 

機
器

 

該
当

す
る

 

電
気

，
機

械
装

置
 

の
う

ち
主

な
施

設
※
１
 

外
部
事

象

防
護
対

象

施
設
等

 

竜
巻

及
び

そ
の

随
伴

事
象

に
対

し
て

機

能
維

持
す

る
又

は
竜

巻
及

び
そ

の
随

伴

事
象

に
よ

る
損

傷
を

考
慮

し
て

，
代

替
設

備
に

よ
る

機
能

維
持

や
安

全
上

支
障

の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

屋
外

施
設

 

外
部

事
象

 

防
護

対
象

施
設

 

を
内

包
す

る
 

区
画

を
含

む
 

屋
内

の
施

設
で

 

外
気

と
繋

が
っ

て
 

い
る

施
設

 

外
殻

と
な

る
施

設
 

外
殻

防
護

機
能

を
 

期
待

で
き

な
い

：
○

 

期
待

で
き

る
 

：
×

 

評
価

対
象

施
設

名
称

 

Ｍ
Ｓ

－
１
 

2
)
 
安

全
上

必
須

な
そ

の
他

の
構

築
物

，

系
統

及
び

機
器

 

2
)
 
安

全
上

特
に

重

要
な

関
連

機
能

 

非
常

用
所

内
電

源
系

，
制

御

室
及

び
そ

の
遮

へ
い

・
非

常

用
換

気
空

調
系

，
非

常
用

補

機
冷

却
水

系
，

直
流

電
源

系

（
い

ず
れ

も
，

Ｍ
Ｓ

-
1
関

連

の
も

の
）

 

・
直

流
電

源
系

（
蓄

電
池

，

蓄
電

池
か

ら
非

常
用

負

荷
ま

で
の

配
電

設
備

及

び
電

路
（

Ｍ
Ｓ

-
1
関

連
）
）
 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋
 

○
 

・
非
常

用
電

源
盤

 

（
電
気

室
）

 
 

・
計

測
制

御
電

源
系
（

蓄
電

池
か

ら
非

常
用

計
測

制

御
装

置
ま

で
の

配
電

設

備
及

び
電

路
（

Ｍ
Ｓ

-
1
関

連
）

）
 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋
 

 

 
 

○
：
Ye
s 

 
×
：
No
 
 
 －

：
該
当
せ
ず
 

※
１

：
電

気
，

機
械

装
置

の
う

ち
主

な
施

設
の

記
載

は
，

当
該

系
の

施
設

を
代

表
し

て
記

載
し

，
直

接
関

連
系

及
び

間
接

関
連

系
の

記
載

は
省

略
し

た
。（

評
価

対
象

施
設

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

 

※
２

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
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6 条(竜巻)-1-添付 1-16

第
2
.
2
－

1
表

 
評
価

対
象

施
設

の
抽

出
結

果
（

1
1
／

2
4
）

 

 

分
類
 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

S
t
e
p
4
 

抽
出

結
果

 

備
考

 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

 

機
器

 

該
当

す
る

 

電
気

，
機

械
装

置
 

の
う

ち
主

な
施

設
※
１
 

外
部
事

象

防
護
対

象

施
設
等

 

竜
巻

及
び

そ
の

随
伴

事
象

に
対

し
て

機

能
維

持
す

る
又

は
竜

巻
及

び
そ

の
随

伴

事
象

に
よ

る
損

傷
を

考
慮

し
て

，
代

替
設

備
に

よ
る

機
能

維
持

や
安

全
上

支
障

の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

屋
外

施
設

 

外
部

事
象

 

防
護

対
象

施
設

 

を
内

包
す

る
 

区
画

を
含

む
 

屋
内

の
施

設
で

 

外
気

と
繋

が
っ

て
 

い
る

施
設

 

外
殻

と
な

る
施

設
 

外
殻

防
護

機
能

を
 

期
待

で
き

な
い

：
○

 

期
待

で
き

る
 

：
×

 

評
価

対
象

施
設

名
称

 

Ｐ
Ｓ
－

２
 

 

1
)
 
そ

の
損

傷
又

は

故
障

に
よ

り
発

生
す

る
事

象
に

よ
っ

て
，
炉

心
の

著
し

い
損

傷
又

は
燃

料
の

大
量

の
破

損
を

直
ち

に
引

き
起

こ
す

お
そ

れ
は

な
い

が
，
敷

地
外

へ
の

過
度

の
放

射
性

物
質

の
放

出
の

お
そ

れ
の

あ
る

構
築

物
，
系

統
及

び
機

器
 

1
)
 
原

子
炉

冷
却

材

を
内

蔵
す

る
機

能
（

た
だ

し
，

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
か

ら
除

外
さ

れ
て

い
る

計
装

等
の

小
口

径
の

も
の

及
び

バ
ウ

ン
ダ

リ
に

直
接

接
続

さ
れ

て
い

な
い

も
の

は
除

く
。

）
 

主
蒸

気
系

，
原

子
炉

冷
却

材

浄
化

系
（

い
ず

れ
も

，
格

納

容
器

隔
離

弁
の

外
側

の
み

）
 

・
原

子
炉

冷
却

材
浄

化
系

 

（
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

か
ら

外
れ

る

部
分

）
 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋
 

・
主

蒸
気

系
 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

タ
ー

ビ
ン

建
屋

 
×

 
・

原
子

炉
建

屋
 

 

・
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

タ

ー
ビ

ン
蒸

気
供

給
ラ

イ

ン
（

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
か

ら
外

れ

る
部

分
で

あ
っ

て
外

側

隔
離

弁
下

流
か

ら
タ

ー

ビ
ン

止
め

弁
ま

で
）

 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋
 

 

2
)
 
原

子
炉

冷
却

材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
に

直
接

接
続

さ
れ

て
い

な
い

も
の

で
あ

っ

て
，

放
射

性
物

質
を

貯
蔵

す
る

機
能

 

放
射

性
廃

棄
物

処
理

施
設

（
放

射
能

イ
ン

ベ
ン

ト
リ

の

大
き

い
も

の
）

，
使

用
済

燃

料
プ

ー
ル

（
使

用
済

燃
料

貯

蔵
ラ

ッ
ク

を
含

む
。

）
 

・
放

射
性

気
体

廃
棄

物
処

理

系
（

活
性

炭
式

希
ガ

ス
ホ

ー
ル

ド
ア

ッ
プ

装
置

）
 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋
 

 

・
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
（

使

用
済

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
を

含
む

）
 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

○
 

・
原
子

炉
建

屋
 

・
使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

 
 

・
新

燃
料

貯
蔵

庫
（

臨
界

防

止
す

る
機

能
）

 

（
新

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
）

 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋
 

 

 
 

○
：
Ye
s 

 
×
：
No
 
 
 －

：
該
当
せ
ず
 

※
１

：
電

気
，

機
械

装
置

の
う

ち
主

な
施

設
の

記
載

は
，

当
該

系
の

施
設

を
代

表
し

て
記

載
し

，
直

接
関

連
系

及
び

間
接

関
連

系
の

記
載

は
省

略
し

た
。（

評
価

対
象

施
設

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

 

※
２

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
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6 条(竜巻)-1-添付 1-17

第
2
.
2
－

1
表

 
評
価

対
象

施
設

の
抽

出
結

果
（

1
2
／

2
4
）

 

分
類
 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

S
t
e
p
4
 

抽
出

結
果

 

備
考

 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

 

機
器

 

該
当

す
る

 

電
気

，
機

械
装

置
 

の
う

ち
主

な
施

設
※
１
 

外
部
事

象

防
護
対

象

施
設
等

 

竜
巻

及
び

そ
の

随
伴

事
象

に
対

し
て

機

能
維

持
す

る
又

は
竜

巻
及

び
そ

の
随

伴

事
象

に
よ

る
損

傷
を

考
慮

し
て

，
代

替
設

備
に

よ
る

機
能

維
持

や
安

全
上

支
障

の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

屋
外

施
設

 

外
部

事
象

 

防
護

対
象

施
設

 

を
内

包
す

る
 

区
画

を
含

む
 

屋
内

の
施

設
で

 

外
気

と
繋

が
っ

て
 

い
る

施
設

 

外
殻

と
な

る
施

設
 

外
殻

防
護

機
能

を
 

期
待

で
き

な
い

：
○

 

期
待

で
き

る
 

：
×

 

評
価

対
象

施
設

名
称

 

Ｐ
Ｓ

－
２
 

1
)

そ
の

損
傷

又
は

故

障
に

よ
り

発
生

す

る
事

象
に

よ
っ

て
，

炉
心

の
著

し

い
損

傷
又

は
燃

料

の
大

量
の

破
損

を

直
ち

に
引

き
起

こ

す
お

そ
れ

は
な

い

が
，

敷
地

外
へ

の

過
度

の
放

射
性

物

質
の

放
出

の
お

そ

れ
の

あ
る

構
築

物
，

系
統

及
び

機

器

2
)

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
に

直
接

接
続

さ
れ

て
い

な
い

も
の

で
あ

っ

て
，

放
射

性
物

質
を

貯
蔵

す
る

機
能

 

放
射

性
廃

棄
物

処
理

施
設

（
放

射
能

イ
ン

ベ
ン

ト
リ

の

大
き

い
も

の
）

，
使

用
済

燃

料
プ

ー
ル

（
使

用
済

燃
料

貯

蔵
ラ

ッ
ク

を
含

む
。

）
 

・
使

用
済

燃
料

乾
式

貯
蔵

容

器

○
 

―
※
２

×
×

使
用

済
燃

料
 

乾
式

貯
蔵

建
屋

 
○

 
 

・
使
用

済
燃

料
乾

式
貯

蔵

建
屋

・
使
用

済
燃

料
乾

式
貯

蔵

容
器

3
 
)
燃

料
を

安
全

に

取
り

扱
う

機
能

 

燃
料

取
扱

設
備

 
・

燃
料

交
換

機

・
原

子
炉

建
屋

ク
レ

ー
ン

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

○
 

・
原
子

炉
建

屋

・
燃
料

交
換

機

・
原
子

炉
建

屋
ク

レ
ー

ン

・
使

用
済

燃
料

乾
式

貯
蔵

建

屋
天

井
ク

レ
ー

ン
○

 
―

※
２

×
×

使
用

済
燃

料
 

乾
式

貯
蔵

建
屋

 
○

 

・
使
用

済
燃

料
乾

式
貯

蔵

建
屋

・
使
用

済
燃

料
乾

式
貯

蔵

建
屋

天
井

ク
レ

ー
ン

2
)

通
常

運
転

時
及

び

運
転

時
の

異
常

な

過
渡

変
化

時
に

作

動
を

要
求

さ
れ

る

も
の

で
あ

っ
て

，

そ
の

故
障

に
よ

り
，

炉
心

冷
却

が

損
な

わ
れ

る
可

能

性
の

高
い

構
築

物
，

系
統

及
び

機

器

1
)

安
全

弁
及

び
逃

が
し

弁
の

吹
き

止
ま

り
機

能

逃
が

し
安

全
弁

 

（
吹

き
止

ま
り

機
能

に
関

連

す
る

部
分

）
 

・
逃

が
し

安
全

弁
（

吹
き

止

ま
り

機
能

に
関

連
す

る

部
分

）

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋

○
：
Ye
s

×
：
No
 

 －
：
該
当
せ
ず
 

※
１

：
電

気
，

機
械

装
置

の
う

ち
主

な
施

設
の

記
載

は
，

当
該

系
の

施
設

を
代

表
し

て
記

載
し

，
直

接
関

連
系

及
び

間
接

関
連

系
の

記
載

は
省

略
し

た
。（

評
価

対
象

施
設

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

※
２

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
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第
2
.
2
－

1
表

 
評
価

対
象

施
設

の
抽

出
結

果
（

1
3
／

2
4
）

 

 

分
類
 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

S
t
e
p
4
 

抽
出

結
果

 

備
考

 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

 

機
器

 

該
当

す
る

 

電
気

，
機

械
装

置
 

の
う

ち
主

な
施

設
※
１
 

外
部
事

象

防
護
対

象

施
設
等

 

竜
巻

及
び

そ
の

随
伴

事
象

に
対

し
て

機

能
維

持
す

る
又

は
竜

巻
及

び
そ

の
随

伴

事
象

に
よ

る
損

傷
を

考
慮

し
て

，
代

替
設

備
に

よ
る

機
能

維
持

や
安

全
上

支
障

の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

屋
外

施
設

 

外
部

事
象

 

防
護

対
象

施
設

 

を
内

包
す

る
 

区
画

を
含

む
 

屋
内

の
施

設
で

 

外
気

と
繋

が
っ

て
 

い
る

施
設

 

外
殻

と
な

る
施

設
 

外
殻

防
護

機
能

を
 

期
待

で
き

な
い

：
○

 

期
待

で
き

る
 

：
×

 

評
価

対
象

施
設

名
称

 

Ｍ
Ｓ
 

－
２
 

1
)
 
Ｐ

Ｓ
－

２
の

構
築

物
，

系
統

及
び

機

器
の

損
傷

又
は

故

障
に

よ
り

敷
地

周

辺
公

衆
に

与
え

る

放
射

線
の

影
響

を

十
分

小
さ

く
す

る

よ
う

に
す

る
構

築

物
，

系
統

及
び

機

器
 

1
)
 
燃

料
プ

ー
ル

水

の
補

給
機

能
 

非
常

用
補

給
水

系
 

・
残

留
熱

除
去

系
 

（
ポ

ン
プ

，
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ

ン
・
プ

ー
ル

，
サ

プ
レ

ッ

シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル

か
ら

燃

料
プ

ー
ル

ま
で

の
配

管
，

弁
）

 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋
 

2
)
 
放

射
性

物
質

放

出
の

防
止

機
能

 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

処
理

系

の
隔

離
弁

，
排

気
筒

（
非

常

用
ガ

ス
処

理
系

排
気

管
の

支

持
機

能
以

外
）

 

・
放

射
性

気
体

廃
棄

物
処

理

系
（

オ
フ

ガ
ス

）
隔

離
弁
 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

タ
ー

ビ
ン

建
屋

 
×

 
・

タ
ー

ビ
ン

建
屋

 
 

・
排

気
筒

 

 
○

 
―

※
２
 

○
 

×
 

―
 

―
 

・
排
気

筒
 

 

・
燃

料
プ

ー
ル

冷
却

浄
化

系

の
燃

料
プ

ー
ル

入
口

逆

止
弁

 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

○
 

・
原
子

炉
建

屋
 

・
燃
料

プ
ー

ル
冷

却
浄

化

系
真

空
破

壊
弁

 

 

燃
料

集
合

体
落

下
事

故
時

放

射
能

放
出

を
低

減
す

る
系

 

・
原

子
炉

建
屋

原
子

炉
棟

 

○
 

―
※
２
 

○
 

×
 

―
 

―
 

・
原
子

炉
建

屋
 

 

・
原

子
炉

建
屋

ガ
ス

処
理

系
 

○
 

―
※
２
 

○
 

×
 

―
 

―
 

・
非
常

用
ガ

ス
処

理
系

 

排
気

配
管

 

・
排
気

筒
 

 

×
 

○
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋
 

 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

・
原
子

炉
建

屋
 

 

 
 

○
：
Ye
s 

 
×
：
No
 
 
 －

：
該
当
せ
ず
 

※
１

：
電

気
，

機
械

装
置

の
う

ち
主

な
施

設
の

記
載

は
，

当
該

系
の

施
設

を
代

表
し

て
記

載
し

，
直

接
関

連
系

及
び

間
接

関
連

系
の

記
載

は
省

略
し

た
。（

評
価

対
象

施
設

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

 

※
２

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
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6 条(竜巻)-1-添付 1-19

第
2
.
2
－

1
表

 
評
価

対
象

施
設

の
抽

出
結

果
（

1
4
／

2
4
）

 

分
類
 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

S
t
e
p
4
 

抽
出

結
果

 

備
考

 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

 

機
器

 

該
当

す
る

 

電
気

，
機

械
装

置
 

の
う

ち
主

な
施

設
※
１
 

外
部
事

象

防
護
対

象

施
設
等

 

竜
巻

及
び

そ
の

随
伴

事
象

に
対

し
て

機

能
維

持
す

る
又

は
竜

巻
及

び
そ

の
随

伴

事
象

に
よ

る
損

傷
を

考
慮

し
て

，
代

替
設

備
に

よ
る

機
能

維
持

や
安

全
上

支
障

の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

屋
外

施
設

 

外
部

事
象

 

防
護

対
象

施
設

 

を
内

包
す

る
 

区
画

を
含

む
 

屋
内

の
施

設
で

 

外
気

と
繋

が
っ

て
 

い
る

施
設

 

外
殻

と
な

る
施

設
 

外
殻

防
護

機
能

を
 

期
待

で
き

な
い

：
○

 

期
待

で
き

る
 

：
×

 

評
価

対
象

施
設

名
称

 

Ｍ
Ｓ
 

－
２
 

2
)

異
常

状
態

へ
の

対

応
上

特
に

重
要

な

構
築

物
，

系
統

及

び
機

器

1
)

事
故

時
の

プ
ラ

ン
ト

状
態

の
把

握
機

能
 

事
故

時
監

視
計

器
の

一
部

 
・
中

性
子

束
（

起
動

領
域

計

装
）

・
原

子
炉

ス
ク

ラ
ム

用
電

磁

接
触

器
の

状
態

・
制

御
棒

位
置

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

―
 

・
原

子
炉

水
位

（
広

帯
域

，

燃
料

域
）

・
原

子
炉

圧
力

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

―
 

・
原

子
炉

格
納

容
器

圧
力

・
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン
・
プ

ー

ル
水

温
度

・
原

子
炉

格
納

容
器

エ
リ

ア

放
射

線
量

率
（

高
レ

ン

ジ
）

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

―
 

 
 

○
：
Ye
s

×
：
No
 

 －
：
該
当
せ
ず
 

※
１

：
電

気
，

機
械

装
置

の
う

ち
主

な
施

設
の

記
載

は
，

当
該

系
の

施
設

を
代

表
し

て
記

載
し

，
直

接
関

連
系

及
び

間
接

関
連

系
の

記
載

は
省

略
し

た
。（

評
価

対
象

施
設

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

※
２

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
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6 条(竜巻)-1-添付 1-20

第
2
.
2
－

1
表

 
評
価

対
象

施
設

の
抽

出
結

果
（

1
5
／

2
4
）

 

 

分
類
 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

S
t
e
p
4
 

抽
出

結
果

 

備
考

 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

 

機
器

 

該
当

す
る

 

電
気

，
機

械
装

置
 

の
う

ち
主

な
施

設
※
１
 

外
部
事

象

防
護
対

象

施
設
等

 

竜
巻

及
び

そ
の

随
伴

事
象

に
対

し
て

機

能
維

持
す

る
又

は
竜

巻
及

び
そ

の
随

伴

事
象

に
よ

る
損

傷
を

考
慮

し
て

，
代

替
設

備
に

よ
る

機
能

維
持

や
安

全
上

支
障

の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

屋
外

施
設

 

外
部

事
象

 

防
護

対
象

施
設

 

を
内

包
す

る
 

区
画

を
含

む
 

屋
内

の
施

設
で

 

外
気

と
繋

が
っ

て
 

い
る

施
設

 

外
殻

と
な

る
施

設
 

外
殻

防
護

機
能

を
 

期
待

で
き

な
い

：
○

 

期
待

で
き

る
 

：
×

 

評
価

対
象

施
設

名
称

 

Ｍ
Ｓ
 

－
２
 

2
)
 
異

常
状

態
へ

の
対

応
上

特
に

重
要

な

構
築

物
，

系
統

及

び
機

器
 

1
)
 
事

故
時

の
プ

ラ

ン
ト

状
態

の
把

握
機

能
 

事
故

時
監

視
計

器
の

一
部

 
[
低

温
停

止
へ

の
移

行
]
 

・
原

子
炉

圧
力

 

・
原

子
炉

水
位

（
広

帯
域

）
 

[
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
ス

プ
レ

イ
]
 

・
原

子
炉

水
位

 

（
広

帯
域

，
燃

料
域

）
 

・
原

子
炉

格
納

容
器

圧
力

 

[
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
プ

ー

ル
冷

却
]
 

・
原

子
炉

水
位

 

（
広

帯
域

，
燃

料
域

）
 

・
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン
・
プ

ー

ル
水

温
度

 

[
可

燃
性

ガ
ス

濃
度

制
御

系
 

起
動

]
 

・
原

子
炉

格
納

容
器

水
素

濃

度
 

・
原

子
炉

格
納

容
器

酸
素

濃

度
 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

2
)
 
異

常
状

態
の

緩

和
機

能
 

Ｂ
Ｗ

Ｒ
に

は
対

象
機

能
な

し
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

3
)
 
制

御
室

外
か

ら

の
安

全
停

止
機

能
 

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
装

置

（
安

全
停

止
に

関
連

す
る

も

の
）

 

・
制

御
室

外
原

子
炉

停
止

装

置
（

安
全

停
止

に
関

連
す

る
も

の
）

の
操

作
回

路
 

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

 

 
 

○
：
Ye
s 

 
×
：
No
 
 
 －

：
該
当
せ
ず
 

※
１

：
電

気
，

機
械

装
置

の
う

ち
主

な
施

設
の

記
載

は
，

当
該

系
の

施
設

を
代

表
し

て
記

載
し

，
直

接
関

連
系

及
び

間
接

関
連

系
の

記
載

は
省

略
し

た
。（

評
価

対
象

施
設

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

 

※
２

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
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6 条(竜巻)-1-添付 1-21

第
2
.
2
－

1
表

 
評
価

対
象

施
設

の
抽

出
結

果
（

1
6
／

2
4
）

 

 

分
類
 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

S
t
e
p
4
 

抽
出

結
果

 

備
考

 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

 

機
器

 

該
当

す
る

 

電
気

，
機

械
装

置
 

の
う

ち
主

な
施

設
※
１
 

外
部
事

象

防
護
対

象

施
設
等

 

竜
巻

及
び

そ
の

随
伴

事
象

に
対

し
て

機

能
維

持
す

る
又

は
竜

巻
及

び
そ

の
随

伴

事
象

に
よ

る
損

傷
を

考
慮

し
て

，
代

替
設

備
に

よ
る

機
能

維
持

や
安

全
上

支
障

の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

屋
外

施
設

 

外
部

事
象

 

防
護

対
象

施
設

 

を
内

包
す

る
 

区
画

を
含

む
 

屋
内

の
施

設
で

 

外
気

と
繋

が
っ

て
 

い
る

施
設

 

外
殻

と
な

る
施

設
 

外
殻

防
護

機
能

を
 

期
待

で
き

な
い

：
○

 

期
待

で
き

る
 

：
×

 

評
価

対
象

施
設

名
称

 

Ｐ
Ｓ

－
３
 

1
)
 
異

常
状

態
の

起
因

事
象

と
な

る
も

の

で
あ

っ
て

Ｐ
Ｓ

－

１
，

Ｐ
Ｓ

－
２

以

外
の

構
築

物
，

系

統
及

び
機

器
 

1
)
 
原

子
炉

冷
却

材

保
持

機
能

（
Ｐ

Ｓ
－

１
，

Ｐ
Ｓ

－
２

以
外

の
も

の
)
 

計
装

配
管

，
試

料
採

取
管

 
・

計
装

配
管

，
弁

 

・
試

料
採

取
管

，
弁

 

・
ド

レ
ン

配
管

，
弁

 

・
ベ

ン
ト

配
管

，
弁

 

×
 

○
 

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

2
)
 
原

子
炉

冷
却

材

の
循

環
機

能
 

原
子

炉
再

循
環

系
 

・
原

子
炉

再
循

環
ポ

ン
プ

，

配
管

，
弁

，
ラ

イ
ザ

ー
管

（
炉

内
）
，
ジ

ェ
ッ

ト
ポ

ン
プ

 

×
 

○
 

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

3
)
 
放

射
性

物
質

の

貯
蔵

機
能

 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
プ

ー
ル

水

排
水

系
，
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

，

放
射

性
廃

棄
物

処
理

施
設

（
放

射
能

イ
ン

ベ
ン

ト
リ

の

小
さ

い
も

の
）

 

 

・
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

 

 
×

 

○
 

（
必

要
に

応
じ

プ
ラ

ン
ト

を
 

 
停

止
し

，
補

修
を

行
う

。
）

 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

・
液

体
廃

棄
物

処
理

系
 

（
低

電
導

度
廃

液
収

集
槽

，

高
電

導
度

廃
液

収
集

槽
）
 

×
 

○
 

（
補

修
を

実
施

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

・
固

体
廃

棄
物

処
理

系
 

（
Ｃ

Ｕ
Ｗ

粉
末

樹
脂

沈
降

分
離

槽
，

使
用

済
樹

脂

槽
，

濃
縮

廃
液

タ
ン

ク
，

固
体

廃
棄

物
貯

蔵
庫
（

ド

ラ
ム

缶
）

）
 

×
 

○
 

（
補

修
を

実
施

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

・
給

水
加

熱
器

保
管

庫
 

×
 

○
 

（
補

修
を

実
施

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

 
 

○
：
Ye
s 

 
×
：
No
 
 
 －

：
該
当
せ
ず
 

※
１

：
電

気
，

機
械

装
置

の
う

ち
主

な
施

設
の

記
載

は
，

当
該

系
の

施
設

を
代

表
し

て
記

載
し

，
直

接
関

連
系

及
び

間
接

関
連

系
の

記
載

は
省

略
し

た
。（

評
価

対
象

施
設

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

 

※
２

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
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6 条(竜巻)-1-添付 1-22

第
2
.
2
－

1
表

 
評
価

対
象

施
設

の
抽

出
結

果
（

1
7
／

2
4
）

 

 

分
類
 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

S
t
e
p
4
 

抽
出

結
果

 

備
考

 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

 

機
器

 

該
当

す
る

 

電
気

，
機

械
装

置
 

の
う

ち
主

な
施

設
※
１
 

外
部
事

象

防
護
対

象

施
設
等

 

竜
巻

及
び

そ
の

随
伴

事
象

に
対

し
て

機

能
維

持
す

る
又

は
竜

巻
及

び
そ

の
随

伴

事
象

に
よ

る
損

傷
を

考
慮

し
て

，
代

替
設

備
に

よ
る

機
能

維
持

や
安

全
上

支
障

の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

屋
外

施
設

 

外
部

事
象

 

防
護

対
象

施
設

 

を
内

包
す

る
 

区
画

を
含

む
 

屋
内

の
施

設
で

 

外
気

と
繋

が
っ

て
 

い
る

施
設

 

外
殻

と
な

る
施

設
 

外
殻

防
護

機
能

を
 

期
待

で
き

な
い

：
○

 

期
待

で
き

る
 

：
×

 

評
価

対
象

施
設

名
称

 

Ｐ
Ｓ

－
３
 

1
)
 
異

常
状

態
の

起
因

事
象

と
な

る
も

の

で
あ

っ
て

Ｐ
Ｓ

－

１
，

Ｐ
Ｓ

－
２

以

外
の

構
築

物
，

系

統
及

び
機

器
 

3
)
 
放

射
性

物
質

の

貯
蔵

機
能

 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
プ

ー
ル

水

排
水

系
，
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

，

放
射

性
廃

棄
物

処
理

施
設

（
放

射
能

イ
ン

ベ
ン

ト
リ

の

小
さ

い
も

の
）

 

 

・
セ

メ
ン

ト
混

錬
固

化
装

置

及
び

雑
固

体
減

容
処

理

設
備
（

液
体

及
び

固
体

の

放
射

性
廃

棄
物

処
理

系
）
 

×
 

○
 

（
補

修
を

実
施

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

新
燃

料
貯

蔵
庫

 

 

・
新

燃
料

貯
蔵

庫
 

（
新

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
）

 
×

 
○

 

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

4
)
 
電

源
供

給
機

能

（
非

常
用

を
除

く
）

 

タ
ー

ビ
ン

，
発

電
機

及
び

そ

の
励

磁
装

置
，

復
水

系
（

復

水
器

を
含

む
）

，
給

水
系

，

循
環

水
系

，
送

電
線

，
変

圧

器
，

開
閉

所
 

 

・
発

電
機

及
び

そ
の

励
磁

装
置

（
発

電
機

，
励

磁
器

）
 

×
 

○
 

（
必

要
に

応
じ

プ
ラ

ン
ト

を
 

 
停

止
し

，
補

修
を

行
う

。
）

 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

・
蒸

気
タ

ー
ビ

ン
 

（
主

タ
ー

ビ
ン

，
主

要
弁

，

配
管

）
 

×
 

○
 

（
必

要
に

応
じ

プ
ラ

ン
ト

を
 

 
停

止
し

，
補

修
を

行
う

。
）

 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

・
復

水
系
（

復
水

器
を

含
む

）
 

（
復

水
器

，
復

水
ポ

ン
プ

，

配
管

／
弁

）
 

×
 

○
 

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

・
給

水
系

 

（
電

動
駆

動
給

水
ポ

ン
プ

，

タ
ー

ビ
ン

駆
動

給
水

ポ

ン
プ

，
給

水
加

熱
器

，
配

管
／

弁
）

 

×
 

○
 

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

 
 

○
：
Ye
s 

 
×
：
No
 
 
 －

：
該
当
せ
ず
 

※
１

：
電

気
，

機
械

装
置

の
う

ち
主

な
施

設
の

記
載

は
，

当
該

系
の

施
設

を
代

表
し

て
記

載
し

，
直

接
関

連
系

及
び

間
接

関
連

系
の

記
載

は
省

略
し

た
。（

評
価

対
象

施
設

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

 

※
２

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
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6 条(竜巻)-1-添付 1-23

第
2
.
2
－

1
表

 
評
価

対
象

施
設

の
抽

出
結

果
（

1
8
／

2
4
）

 

 

分
類
 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

S
t
e
p
4
 

抽
出

結
果

 

備
考

 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

 

機
器

 

該
当

す
る

 

電
気

，
機

械
装

置
 

の
う

ち
主

な
施

設
※
１
 

外
部
事

象

防
護
対

象

施
設
等

 

竜
巻

及
び

そ
の

随
伴

事
象

に
対

し
て

機

能
維

持
す

る
又

は
竜

巻
及

び
そ

の
随

伴

事
象

に
よ

る
損

傷
を

考
慮

し
て

，
代

替
設

備
に

よ
る

機
能

維
持

や
安

全
上

支
障

の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

屋
外

施
設

 

外
部

事
象

 

防
護

対
象

施
設

 

を
内

包
す

る
 

区
画

を
含

む
 

屋
内

の
施

設
で

 

外
気

と
繋

が
っ

て
 

い
る

施
設

 

外
殻

と
な

る
施

設
 

外
殻

防
護

機
能

を
 

期
待

で
き

な
い

：
○

 

期
待

で
き

る
 

：
×

 

評
価

対
象

施
設

名
称

 

Ｐ
Ｓ

－
３
 

1
)
 
異

常
状

態
の

起
因

事
象

と
な

る
も

の

で
あ

っ
て

Ｐ
Ｓ

－

１
，

Ｐ
Ｓ

－
２

以

外
の

構
築

物
，

系

統
及

び
機

器
 

4
)
 
電

源
供

給
機

能

（
非

常
用

を
除

く
）

 

タ
ー

ビ
ン

，
発

電
機

及
び

そ

の
励

磁
装

置
，

復
水

系
（

復

水
器

を
含

む
）

，
給

水
系

，

循
環

水
系

，
送

電
線

，
変

圧

器
，

開
閉

所
 

 

・
循

環
水

系
 

（
循

環
水

ポ
ン

プ
，
配

管
／

弁
）

 
×

 

○
 

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

（
屋

外
設

備
は

，
必

要
に

応
じ

 

プ
ラ

ン
ト

を
停

止
し

，
補

修
 

を
行

う
。

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

・
常

用
所

内
電

源
系

 

（
発

電
機

又
は

外
部

電
源

系
か

ら
所

内
負

荷
ま

で

の
配

電
設

備
及

び
電

路

（
Ｍ

Ｓ
-
1
関

連
以

外
）

）
 

×
 

○
 

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

・
直

流
電

源
系

 

（
蓄

電
池

，
蓄

電
池

か
ら

常

用
負

荷
ま

で
の

配
電

設

備
及

び
電

路
（

Ｍ
Ｓ

-
1
関

連
以

外
）

）
 

×
 

○
 

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

・
計

装
制

御
電

源
系

 

（
電

源
装

置
か

ら
常

用
計

測
制

御
装

置
ま

で
の

配

電
設

備
及

び
電

路
（

Ｍ
Ｓ

-
1
関

連
以

外
）

）
 

×
 

○
 

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

・
送

電
線

 

 
×

 

○
 

(
代

替
設

備
（

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

 

発
電

機
）

に
よ

り
機

能
維

持
可

能
)
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

 
 

○
：
Ye
s 

 
×
：
No
 
 
 －

：
該
当
せ
ず
 

※
１

：
電

気
，

機
械

装
置

の
う

ち
主

な
施

設
の

記
載

は
，

当
該

系
の

施
設

を
代

表
し

て
記

載
し

，
直

接
関

連
系

及
び

間
接

関
連

系
の

記
載

は
省

略
し

た
。（

評
価

対
象

施
設

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

 

※
２

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
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6 条(竜巻)-1-添付 1-24

第
2
.
2
－

1
表

 
評
価

対
象

施
設

の
抽

出
結

果
（

1
9
／

2
4
）

 

 

分
類
 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

S
t
e
p
4
 

抽
出

結
果

 

備
考

 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

 

機
器

 

該
当

す
る

 

電
気

，
機

械
装

置
 

の
う

ち
主

な
施

設
※
１
 

外
部
事

象

防
護
対

象

施
設
等

 

竜
巻

及
び

そ
の

随
伴

事
象

に
対

し
て

機

能
維

持
す

る
又

は
竜

巻
及

び
そ

の
随

伴

事
象

に
よ

る
損

傷
を

考
慮

し
て

，
代

替
設

備
に

よ
る

機
能

維
持

や
安

全
上

支
障

の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

屋
外

施
設

 

外
部

事
象

 

防
護

対
象

施
設

 

を
内

包
す

る
 

区
画

を
含

む
 

屋
内

の
施

設
で

 

外
気

と
繋

が
っ

て
 

い
る

施
設

 

外
殻

と
な

る
施

設
 

外
殻

防
護

機
能

を
 

期
待

で
き

な
い

：
○

 

期
待

で
き

る
 

：
×

 

評
価

対
象

施
設

名
称

 

Ｐ
Ｓ

－
３
 

1
)
 
異

常
状

態
の

起
因

事
象

と
な

る
も

の

で
あ

っ
て

Ｐ
Ｓ

－

１
，

Ｐ
Ｓ

－
２

以

外
の

構
築

物
，

系

統
及

び
機

器
 

4
)
 
電

源
供

給
機

能

（
非

常
用

を
除

く
）

 

タ
ー

ビ
ン

，
発

電
機

及
び

そ

の
励

磁
装

置
，

復
水

系
（

復

水
器

を
含

む
）

，
給

水
系

，

循
環

水
系

，
送

電
線

，
変

圧

器
，

開
閉

所
 

 

・
変

圧
器

 

（
所

内
変

圧
器

，
起

動
変

圧

器
，
予

備
変

圧
器

，
電

路
）
 

×
 

○
 

(
代

替
設

備
（

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

 

発
電

機
）
に

よ
り

機
能

維
持

可
能

)
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

・
開

閉
所

 

（
母

線
，
遮

断
器

，
断

路
器

，

電
路

）
 

×
 

○
 

(
代

替
設

備
（

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

 

発
電

機
）

に
よ

り
機

能
維

持
可

能
)
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

5
)
 
プ

ラ
ン

ト
計

測
・

制
御

機
能

 

（
安

全
保

護
機

能
を

除
く

）
 

原
子

炉
制

御
系

，
運

転
監

視

補
助

装
置

（
制

御
棒

価
値

ミ

ニ
マ

イ
ザ

）
，

原
子

炉
核

計

装
の

一
部

，
原

子
炉

プ
ラ

ン

ト
プ

ロ
セ

ス
計

装
の

一
部

 

・
原

子
炉

制
御

系
 

（
制

御
棒

価
値

ミ
ニ

マ
イ

ザ
を

含
む

）
 

・
原

子
炉

核
計

装
 

・
原

子
炉

プ
ラ

ン
ト

プ
ロ

セ

ス
計

装
 

×
 

○
 

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

6
)
 
プ

ラ
ン

ト
運

転

補
助

機
能

 

 

所
内

ボ
イ

ラ
，

計
装

用
圧

縮

空
気

系
 

 

・
補

助
ボ

イ
ラ

設
備

 

（
補

助
ボ

イ
ラ

，
給

水
タ

ン

ク
，
給

水
ポ

ン
プ

，
配

管

／
弁

）
 

×
 

○
 

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

（
屋

外
設

備
は

，
必

要
に

応
じ

 

プ
ラ

ン
ト

を
停

止
し

，
補

修
 

を
行

う
。

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

・
所

内
蒸

気
系

及
び

戻
り

系
 

（
ポ

ン
プ

，
配

管
／

弁
）

 

×
 

○
 

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

（
屋

外
設

備
は

，
必

要
に

応
じ

 

プ
ラ

ン
ト

を
停

止
し

，
補

修
 

を
行

う
。

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

 
 

○
：
Ye
s 

 
×
：
No
 
 
 －

：
該
当
せ
ず
 

※
１

：
電

気
，

機
械

装
置

の
う

ち
主

な
施

設
の

記
載

は
，

当
該

系
の

施
設

を
代

表
し

て
記

載
し

，
直

接
関

連
系

及
び

間
接

関
連

系
の

記
載

は
省

略
し

た
。（

評
価

対
象

施
設

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

 

※
２

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
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6 条(竜巻)-1-添付 1-25

第
2
.
2
－

1
表

 
評
価

対
象

施
設

の
抽

出
結

果
（

2
0
／

2
4
）

 

分
類
 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

S
t
e
p
4
 

抽
出

結
果

 

備
考

 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

 

機
器

 

該
当

す
る

 

電
気

，
機

械
装

置
 

の
う

ち
主

な
施

設
※
１
 

外
部
事

象

防
護
対

象

施
設
等

 

竜
巻

及
び

そ
の

随
伴

事
象

に
対

し
て

機

能
維

持
す

る
又

は
竜

巻
及

び
そ

の
随

伴

事
象

に
よ

る
損

傷
を

考
慮

し
て

，
代

替
設

備
に

よ
る

機
能

維
持

や
安

全
上

支
障

の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

屋
外

施
設

 

外
部

事
象

 

防
護

対
象

施
設

 

を
内

包
す

る
 

区
画

を
含

む
 

屋
内

の
施

設
で

 

外
気

と
繋

が
っ

て
 

い
る

施
設

 

外
殻

と
な

る
施

設
 

外
殻

防
護

機
能

を
 

期
待

で
き

な
い

：
○

 

期
待

で
き

る
 

：
×

 

評
価

対
象

施
設

名
称

 

Ｐ
Ｓ

－
３
 

1
)

異
常

状
態

の
起

因

事
象

と
な

る
も

の

で
あ

っ
て

Ｐ
Ｓ

－

１
，

Ｐ
Ｓ

－
２

以

外
の

構
築

物
，

系

統
及

び
機

器

6
)

プ
ラ

ン
ト

運
転

補
助

機
能

所
内

ボ
イ

ラ
，

計
装

用
圧

縮

空
気

系
 

・
計

装
用

圧
縮

空
気

設
備

（
空

気
圧

縮
機

，
中

間
冷

却

器
，

配
管

／
弁

）
 

×
 

○
 

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

（
屋

外
設

備
は

，
必

要
に

応
じ

 

プ
ラ

ン
ト

を
停

止
し

，
補

修
 

を
行

う
。

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

・
原

子
炉

補
機

冷
却

水
系

（
原

子
炉

補
機

冷
却

ポ
ン

プ
，
熱

交
換

器
，
配

管
／

弁
）

 

×
 

○
 

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

（
屋

外
設

備
は

，
必

要
に

応
じ

 

プ
ラ

ン
ト

を
停

止
し

，
補

修
 

を
行

う
。

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

・
タ

ー
ビ

ン
補

機
冷

却
水

系

（
タ

ー
ビ

ン
補

機
冷

却
ポ

ン
プ

，
熱

交
換

器
，
配

管

／
弁

）
 

×
 

○
 

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

（
屋

外
設

備
は

，
必

要
に

応
じ

 

プ
ラ

ン
ト

を
停

止
し

，
補

修
 

を
行

う
。

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

・
タ

ー
ビ

ン
補

機
冷

却
海

水

系
（

補
機

冷
却

海
水

ポ
ン

プ
，
配

管
／

弁
，
ス

ト
レ

ー
ナ

）
 

×
 

○
 

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

（
屋

外
設

備
は

，
必

要
に

応
じ

 

プ
ラ

ン
ト

を
停

止
し

，
補

修
 

を
行

う
。

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 
 

○
：
Ye
s

×
：
No
 

 －
：
該
当
せ
ず
 

※
１

：
電

気
，

機
械

装
置

の
う

ち
主

な
施

設
の

記
載

は
，

当
該

系
の

施
設

を
代

表
し

て
記

載
し

，
直

接
関

連
系

及
び

間
接

関
連

系
の

記
載

は
省

略
し

た
。（

評
価

対
象

施
設

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

※
２

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
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6 条(竜巻)-1-添付 1-26

第
2
.
2
－

1
表

 
評
価

対
象

施
設

の
抽

出
結

果
（

2
1
／

2
4
）

 

 

分
類
 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

S
t
e
p
4
 

抽
出

結
果

 

備
考

 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

 

機
器

 

該
当

す
る

 

電
気

，
機

械
装

置
 

の
う

ち
主

な
施

設
※
１
 

外
部
事

象

防
護
対

象

施
設
等

 

竜
巻

及
び

そ
の

随
伴

事
象

に
対

し
て

機

能
維

持
す

る
又

は
竜

巻
及

び
そ

の
随

伴

事
象

に
よ

る
損

傷
を

考
慮

し
て

，
代

替
設

備
に

よ
る

機
能

維
持

や
安

全
上

支
障

の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

屋
外

施
設

 

外
部

事
象

 

防
護

対
象

施
設

 

を
内

包
す

る
 

区
画

を
含

む
 

屋
内

の
施

設
で

 

外
気

と
繋

が
っ

て
 

い
る

施
設

 

外
殻

と
な

る
施

設
 

外
殻

防
護

機
能

を
 

期
待

で
き

な
い

：
○

 

期
待

で
き

る
 

：
×

 

評
価

対
象

施
設

名
称

 

Ｐ
Ｓ

－
３
 

1
)
 
異

常
状

態
の

起
因

事
象

と
な

る
も

の

で
あ

っ
て

Ｐ
Ｓ

－

１
，

Ｐ
Ｓ

－
２

以

外
の

構
築

物
，

系

統
及

び
機

器
 

6
)
 
プ

ラ
ン

ト
運

転

補
助

機
能

 

 

所
内

ボ
イ

ラ
，

計
装

用
圧

縮

空
気

系
 

 

・
復

水
補

給
水

系
 

（
復

水
移

送
ポ

ン
プ

，
配

管

／
弁

）
 

×
 

○
 

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

（
屋

外
設

備
は

，
必

要
に

応
じ

 

プ
ラ

ン
ト

を
停

止
し

，
補

修
 

を
行

う
。

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

7
)
 
そ

の
他

 
使

用
済

燃
料

乾
式

貯
蔵

建
屋

 
・
使

用
済

燃
料

乾
式

貯
蔵

建

屋
 

×
 

○
 

（
補

修
を

実
施

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

2
)
 
原

子
炉

冷
却

材
中

放
射

性
物

質
濃

度

を
通

常
運

転
に

支

障
の

な
い

程
度

に

低
く

抑
え

る
構

築

物
，

系
統

及
び

機

器
 

1
)
 
核

分
裂

生
成

物

の
原

子
炉

冷
却

材
中

の
放

散
防

止
機

能
 

燃
料

被
覆

管
 

・
燃

料
被

覆
管

 

・
上

/
下

部
端

栓
 

・
タ

イ
ロ

ッ
ド

 
×

 
○

 

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

2
)
 
原

子
炉

冷
却

材

の
浄

化
機

能
 

原
子

炉
冷

却
材

浄
化

系
，

復

水
浄

化
系

 

 

・
原

子
炉

冷
却

材
浄

化
系

 

（
再

生
熱

交
換

器
，
非

再
生

熱
交

換
器

，
Ｃ

Ｕ
Ｗ

ポ
ン

プ
，
ろ

過
脱

塩
装

置
，
配

管
／

弁
）

 

×
 

○
 

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

・
復

水
浄

化
系

 

（
復

水
脱

塩
装

置
，
配

管
／

弁
）

 

×
 

○
 

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

○
：
Ye
s 

 
×
：
No
 
 
 －

：
該
当
せ
ず
 

※
１

：
電

気
，

機
械

装
置

の
う

ち
主

な
施

設
の

記
載

は
，

当
該

系
の

施
設

を
代

表
し

て
記

載
し

，
直

接
関

連
系

及
び

間
接

関
連

系
の

記
載

は
省

略
し

た
。（

評
価

対
象

施
設

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

 

※
２

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
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6 条(竜巻)-1-添付 1-27

第
2
.
2
－

1
表

 
評
価

対
象

施
設

の
抽

出
結

果
（

2
2
／

2
4
）

 

分
類
 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

S
t
e
p
4
 

抽
出

結
果

 

備
考

 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

 

機
器

 

該
当

す
る

 

電
気

，
機

械
装

置
 

の
う

ち
主

な
施

設
※
１
 

外
部
事

象

防
護
対

象

施
設
等

 

竜
巻

及
び

そ
の

随
伴

事
象

に
対

し
て

機

能
維

持
す

る
又

は
竜

巻
及

び
そ

の
随

伴

事
象

に
よ

る
損

傷
を

考
慮

し
て

，
代

替
設

備
に

よ
る

機
能

維
持

や
安

全
上

支
障

の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

屋
外

施
設

 

外
部

事
象

 

防
護

対
象

施
設

 

を
内

包
す

る
 

区
画

を
含

む
 

屋
内

の
施

設
で

 

外
気

と
繋

が
っ

て
 

い
る

施
設

 

外
殻

と
な

る
施

設
 

外
殻

防
護

機
能

を
 

期
待

で
き

な
い

：
○

 

期
待

で
き

る
 

：
×

 

評
価

対
象

施
設

名
称

 

Ｍ
Ｓ

－
３
 

1
)

運
転

時
の

異
常

な

過
渡

変
化

が
あ

っ

て
も

Ｍ
Ｓ

－
１

，

Ｍ
Ｓ

－
２

と
あ

い

ま
っ

て
，

事
象

を

緩
和

す
る

構
築

物
，

系
統

及
び

機

器

1
)

原
子

炉
圧

力
上

昇
の

緩
和

機
能

逃
が

し
安

全
弁

（
逃

が
し

弁

機
能

）
，

タ
ー

ビ
ン

バ
イ

パ

ス
弁

・
逃

が
し

安
全

弁
（

逃
が

し

弁
機

能
）

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

・
タ

ー
ビ

ン
バ

イ
パ

ス
弁

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

2
)

出
力

上
昇

の
抑

制
機

能

原
子

炉
冷

却
材

再
循

環
系

（
再

循
環

ポ
ン

プ
ト

リ
ッ

プ

機
能

）
，

制
御

棒
引

抜
監

視

装
置

 

・
原

子
炉

再
循

環
制

御
系

・
制

御
棒

引
抜

阻
止

イ
ン

タ

ー
ロ

ッ
ク

・
選

択
制

御
棒

挿
入

系
の

操

作
回

路

○
 

―
※
２
 

×
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

×
 

原
子

炉
建

屋
 

3
)

原
子

炉
冷

却
材

の
補

給
機

能

制
御

棒
駆

動
水

圧
系

，
原

子

炉
隔

離
時

冷
却

系
 

・
制

御
棒

駆
動

水
圧

系
（

ポ

ン
プ

，
復

水
貯

蔵
タ

ン

ク
，
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

か

ら
制

御
棒

駆
動

機
構

ま

で
の

配
管

及
び

弁
）

 

×
 

○
 

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

（
屋

外
設

備
は

，
必

要
に

応
じ

 

プ
ラ

ン
ト

を
停

止
し

，
補

修
 

を
行

う
。

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

・
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

（
ポ

ン
プ

，
タ

ー
ビ

ン
）

 

×
 

○
 

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

（
屋

外
設

備
は

，
必

要
に

応
じ

 

プ
ラ

ン
ト

を
停

止
し

，
補

修
 

を
行

う
。

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 
 

○
：
Ye
s

×
：
No
 

 －
：
該
当
せ
ず
 

※
１

：
電

気
，

機
械

装
置

の
う

ち
主

な
施

設
の

記
載

は
，

当
該

系
の

施
設

を
代

表
し

て
記

載
し

，
直

接
関

連
系

及
び

間
接

関
連

系
の

記
載

は
省

略
し

た
。（

評
価

対
象

施
設

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

※
２

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
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第
2
.
2
－

1
表

 
評
価

対
象

施
設

の
抽

出
結

果
（

2
3
／

2
4
）

 

 

分
類
 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

S
t
e
p
4
 

抽
出

結
果

 

備
考

 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

 

機
器

 

該
当

す
る

 

電
気

，
機

械
装

置
 

の
う

ち
主

な
施

設
※
１
 

外
部
事

象

防
護
対

象

施
設
等

 

竜
巻

及
び

そ
の

随
伴

事
象

に
対

し
て

機

能
維

持
す

る
又

は
竜

巻
及

び
そ

の
随

伴

事
象

に
よ

る
損

傷
を

考
慮

し
て

，
代

替
設

備
に

よ
る

機
能

維
持

や
安

全
上

支
障

の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

屋
外

施
設

 

外
部

事
象

 

防
護

対
象

施
設

 

を
内

包
す

る
 

区
画

を
含

む
 

屋
内

の
施

設
で

 

外
気

と
繋

が
っ

て
 

い
る

施
設

 

外
殻

と
な

る
施

設
 

外
殻

防
護

機
能

を
 

期
待

で
き

な
い

：
○

 

期
待

で
き

る
 

：
×

 

評
価

対
象

施
設

名
称

 

Ｍ
Ｓ

－
３
 

2
)
 
異

常
状

態
へ

の
対

応
上

必
要

な
構

築

物
，

系
統

及
び

機

器
 

1
)
 
緊

急
時

対
策

上

重
要

な
も

の
及

び
異

常
状

態
の

把
握

機
能

 

原
子

力
発

電
所

緊
急

時
対

策

所
，

試
料

採
取

系
，

通
信

連

絡
設

備
，
放

射
能

監
視

設
備

，

事
故

時
監

視
計

器
の

一
部

，

消
火

系
，

安
全

避
難

通
路

，

非
常

用
照

明
 

・
緊

急
時

対
策

所
 

 
（

別
紙

1
－

1
参

照
）

 

×
 

○
 

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

（
屋

外
設

備
は

，
必

要
に

応
じ

 

プ
ラ

ン
ト

を
停

止
し

，
補

修
 

を
行

う
。

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

・
試

料
採

取
系

 

（
異

常
時

に
必

要
な

下
記

の
機

能
を

有
す

る
も

の
。

原
子

炉
冷

却
材

放
射

性

物
質

濃
度

サ
ン

プ
リ

ン

グ
分

析
，
原

子
炉

格
納

容

器
雰

囲
気

放
射

性
物

質

濃
度

サ
ン

プ
リ

ン
グ

分

析
）

 

×
 

○
 

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

・
通

信
連

絡
設

備
 

（
１

つ
の

専
用

回
路

を
含

む
複

数
の

回
路

を
有

す

る
通

信
連

絡
設

備
）

 

×
 

○
 

(
代

替
設

備
（

同
一

機
能

を
有

す

る
設

備
が

複
数

設
置

）
し

，
通

信
連

絡
機

能
の

維
持

可
能

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

・
放

射
線

監
視

設
備

 

 
（

排
気

筒
モ

ニ
タ

）
 

○
 

―
※
２
 

○
 

×
 

排
気

筒
モ

ニ
タ

建
屋

 
※

３
 

・
排
気

筒
モ

ニ
タ

 

・
排
気

筒
モ

ニ
タ

建
屋

 
 

・
放

射
線

監
視

設
備

 

 
（

排
気

筒
モ

ニ
タ

以
外

）
 

×
 

○
 

(
代

替
設

備
（

可
搬

型
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
 

ポ
ス

ト
）

に
よ

り
機

能
維

持
可

能
)
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

 
 

○
：
Ye
s 

 
×
：
No
 
 
 －

：
該
当
せ
ず
 

※
１

：
電

気
，

機
械

装
置

の
う

ち
主

な
施

設
の

記
載

は
，

当
該

系
の

施
設

を
代

表
し

て
記

載
し

，
直

接
関

連
系

及
び

間
接

関
連

系
の

記
載

は
省

略
し

た
。（

評
価

対
象

施
設

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

 

※
２

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
 

※
３

：
損

傷
時

に
は

補
修

す
る

方
針

と
す

る
た

め
，

外
殻

防
護

機
能

に
関

す
る

詳
細

評
価

は
実

施
し

な
い

。
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6 条(竜巻)-1-添付 1-29

第
2
.
2
－

1
表

 
評
価

対
象

施
設

の
抽

出
結

果
（

2
4
／

2
4
）

 

分
類
 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

S
t
e
p
4
 

抽
出

結
果

 

備
考

 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

 

機
器

 

該
当

す
る

 

電
気

，
機

械
装

置
 

の
う

ち
主

な
施

設
※
１
 

外
部
事

象

防
護
対

象

施
設
等

 

竜
巻

及
び

そ
の

随
伴

事
象

に
対

し
て

機

能
維

持
す

る
又

は
竜

巻
及

び
そ

の
随

伴

事
象

に
よ

る
損

傷
を

考
慮

し
て

，
代

替
設

備
に

よ
る

機
能

維
持

や
安

全
上

支
障

の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

屋
外

施
設

 

外
部

事
象

 

防
護

対
象

施
設

 

を
内

包
す

る
 

区
画

を
含

む
 

屋
内

の
施

設
で

 

外
気

と
繋

が
っ

て
 

い
る

施
設

 

外
殻

と
な

る
施

設
 

外
殻

防
護

機
能

を
 

期
待

で
き

な
い

：
○

 

期
待

で
き

る
 

：
×

 

評
価

対
象

施
設

名
称

 

Ｍ
Ｓ

－
３
 

2
)

異
常

状
態

へ
の

対

応
上

必
要

な
構

築

物
，

系
統

及
び

機

器

1
)

緊
急

時
対

策
上

重
要

な
も

の
及

び
異

常
状

態
の

把
握

機
能

原
子

力
発

電
所

緊
急

時
対

策

所
，

試
料

採
取

系
，

通
信

連

絡
設

備
，
放

射
能

監
視

設
備

，

事
故

時
監

視
計

器
の

一
部

，

消
火

系
，

安
全

避
難

通
路

，

非
常

用
照

明
 

・
事

故
時

監
視

計
器

の
一

部

×
 

○
 

(
代

替
設

備
（

可
搬

型
気

象
観

測
 

設
備

）
に

よ
り

機
能

維
持

可
能

)
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

・
消

火
系

（
水

消
火

設
備

，
泡

消
火

設

備
，
二

酸
化

炭
素

消
火

設

備
，

等
）

 
×

 

○
 

(
代

替
設

備
（

下
記

）
に

よ
り

 

機
能

維
持

可
能

)
 

[
消

火
設

備
]
 

消
防

自
動

車
等

 

[
検

出
装

置
]
 

運
転

員
，

作
業

員
等

の
監

視
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

・
消

火
系

（
中

央
制

御
室

排
煙

装
置

）
 

×
 

○
 

（
必

要
に

応
じ

，
補

修
を

行
う

。
）

 
―

 
―

 
―

 
―

 
―

 

・
安

全
避

難
通

路

×
 

○
 

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

・
非

常
用

照
明

×
 

○
 

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

○
：
Ye
s

×
：
No
 

 －
：
該
当
せ
ず
 

※
１

：
電

気
，

機
械

装
置

の
う

ち
主

な
施

設
の

記
載

は
，

当
該

系
の

施
設

を
代

表
し

て
記

載
し

，
直

接
関

連
系

及
び

間
接

関
連

系
の

記
載

は
省

略
し

た
。（

評
価

対
象

施
設

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

※
２

：
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
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6条(竜巻)-1-添付8-1 

添
付
資
料

8.
 
竜
巻

影
響
評

価
及

び
竜
巻

防
護

対
策
の

概
要

 

第
8
－
1
図
 

竜
巻

影
響
評

価
及

び
竜
巻

防
護

対
策
（

飛
来

物
発
生

防
止
対

策
，

防
護
対

策
）

の
概
要

 

【
4
.飛

来
物

防
護

対
策

】
 

○
設

計
飛

来
物

の
衝

突
に

よ
っ

て
損

傷
す

る
可

能
性

が
あ

る
評

価
対

象
施

設
等

に
つ

い
て

，
下

記
の

と
お

り
の

飛
来

物
防

護
対

策
を

実
施

す
る

。

＜
施

設
の

補
強

に
よ

る
防

護
対

策
＞

 

・
設

計
竜

巻
荷

重
に

対
す

る
構

造
健

全
性

の

維
持

，
設

計
飛

来
物

に
対

す
る

限
界

貫
通

厚
さ

以
上

の
部

材
を

確
保

に
よ

り
，

扉
の

取
替

及
び

壁
面

の
増

厚
を

行
い

，
外

殻
と

し
て

の
防

護
機

能
を

確
保

す
る

。

＜
防

護
ネ

ッ
ト

等
に

よ
る

飛
来

物
防

護
対

策
＞

・
設

計
飛

来
物

に
対

す
る

防
護

と
し

て
，

外
部

事
象

防
護

対
象

施
設

等
に

対
し

防

護
ネ

ッ
ト

等
を

設
置

す
る

。

・
防

護
ネ

ッ
ト

は
設

計
飛

来
物

の
運

動
エ

ネ
ル

ギ
を

吸
収

可
能

な
設

計
と

す
る

と

と
も

に
小

径
の

飛
来

物
（

設
計

飛
来

物
で

あ
る

砂
利

を
除

く
）

の
通

り
抜

け
を

防
止

す
る

設
計

と
す

る
。

【
2
.竜

巻
影

響
評

価
】

 

○
設

計
荷

重
に

対
し

，
第

2－
1
表

の
評

価
対

象
施

設
等

の
構

造
安

全
性

が
維

持
さ

れ
安

全
機

能
が

維
持

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。

＜
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
等

の
う

ち
評

価
対

象
施

設
の

評
価

＞
 

○
評

価
対

象
施

設
（

屋
外

施
設

（
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
を

内
包

す
る

区
画

を
除

く
）

，
屋

内
の

施
設

で
外

気
と

繋
が

っ
て

い
る

施
設

：
第

2－
1表

 
 

）
に

対
す

る
設

計
飛

来
物

に
よ

る
貫

通
評

価
，

設
計

荷
重

に
対

す
る

強
度

評
価

に
よ

り
，

設
計

竜
巻

荷
重

が
当

該
評

価
対

象
施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
を

確
認

し
，

当
該

評
価

対
象

施
設

の
安

全
機

能
維

持
に

影
響

を
及

ぼ
す

場
合

に
は

，
当

該
施

設
の

補
強

，
防

護
対

策
を

実
施

す
る

。
 

○
評

価
対

象
施

設
（

外
部

事
象

防
護

対
象

施
設

を
内

包
す

る
区

画
：

第
2－

1表
 

 
）

の
構

造
骨

組
評

価
，

設
計

飛
来

物
等

の
衝

突
に

関
す

る
貫

通
及

び
裏

面
剥

離
評

価
，

局
部

評
価

及
び

開
口

部
建

具
（

扉
等

）
に

関
す

る
評

価
に

よ
り

，
設

計
竜

巻
荷

重
が

内
包

す
る

外
部

事
象

防
護

対
象

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

を
確

認

し
，

外
部

事
象

防
護

対
象

施
設

の
安

全
機

能
維

持
に

影
響

を
及

ぼ
す

場
合

に
は

，
当

該
評

価
対

象
施

設
の

補
強

，
防

護
対

策
を

実
施

す
る

。
 

○
評

価
対

象
施

設
（

外
殻

と
な

る
施

設
に

よ
る

防
護

機
能

が
期

待
で

き
な

い
施

設
：

第
2－

1
表

 
 

）
に

対
す

る
設

計
飛

来
物

に
よ

る
貫

通
評

価
，

設
計

荷
重

に
対

す

る
強

度
評

価
に

よ
り

，
設

計
竜

巻
荷

重
が

当
該

評
価

対
象

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

を
確

認
し

，
当

該
評

価
対

象
施

設
の

安
全

機
能

維
持

に
影

響
を

及
ぼ

す
場

合
に

は
，

外
殻

と
な

る
施

設
若

し
く

は
当

該
評

価
対

象
施

設
の

補
強

，
防

護
対

策
，

運
用

（
竜

巻
襲

来
予

想
時

の
作

業
中

止
，

退
避

）
に

よ
る

対
策

を
実

施
す

る
。

 

＜
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
等

に
波

及
的

影
響

を
及

ぼ
し

得
る

施
設

の
評

価
＞

 

○
評

価
対

象
施

設
（

倒
壊

に
よ

り
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
を

機
能

喪
失

さ
せ

る
可

能
性

が
あ

る
施

設
：

第
2
－

1表
 

 
）

に
対

す
る

構
造

骨
組

評
価

等
に

よ
り

，
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
を

確
認

し
，

外
部

事
象

防
護

対
象

施
設

を
機

能
喪

失
さ

せ
る

可
能

性
が

あ
る

場
合

に
は

，
当

該
評

価
対

象
施

設
の

補
強

を
実

施
す

る
。

 

○
評

価
対

象
施

設
（

屋
外

に
設

置
さ

れ
て

い
る

外
部

事
象

防
護

対
象

施
設

の
付

属
施

設
：

第
2－

1
表

 
 

）
に

対
す

る
設

計
飛

来
物

に
よ

る
貫

通
評

価
，

設
計

荷
重

に

対
す

る
強

度
評

価
に

よ
り

，
設

計
竜

巻
荷

重
が

当
該

評
価

対
象

施
設

の
属

す
る

外
部

事
象

防
護

対
象

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

を
確

認
し

，
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
を

機
能

喪
失

さ
せ

る
可

能
性

が
あ

る
場

合
に

は
，

当
該

評
価

対
象

施
設

の
補

強
，

防
護

対
策

を
実

施
す

る
。

 

【
1
.設

計
竜

巻
荷

重
，

設
計

荷
重

の
設

定
】

(別
紙

－
1参

照
)
 

○
「

竜
巻

影
響

評
価

ガ
イ

ド
」

に
基

づ
き

，
設

計
竜

巻
荷

重
は

，
設

計
竜

巻
の

風
圧

力
に

よ
る

荷
重

（
Ｗ

Ｗ
）

，
気

圧
差

に
よ

る
荷

重
（

Ｗ
Ｐ
）

及
び

設
計

飛
来

物
に

よ
る

衝
突

荷
重

（
Ｗ

Ｍ
）

を
適

切
に

組
み

合
わ

せ
た

荷

重
を

設
定

す
る

と
と

も
に

，
設

計
竜

巻
荷

重
と

組
み

合
わ

せ
る

荷
重

（
竜

巻
以

外
の

自
然

現
象

に
よ

る
荷

重
等

）
は

，
設

計
竜

巻
荷

重
に

包
絡

さ
れ

る
若

し
く

は
考

慮
す

べ
き

荷
重

で
は

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

○
Ｗ

Ｗ
，

Ｗ
Ｐ
，

Ｗ
Ｍ
は

，
設

計
竜

巻
の

最
大

風
速

Ｖ
Ｄ
=
10

0m
／

sと
し

た
場

合
の

荷
重

を
設

定
す

る
。

【
設

計
飛

来
物

の
設

定
】

 

○
発

電
所

の
飛

来
物

に
係

る
現

地
調

査
を

行
い

，
発

電
所

構
内

の
常

設
物

（
マ

ン
ホ

ー
ル

蓋
等

）
，

仮
設

物
（

資
機

材
等

）
及

び
建

築
物

付
属

物
（

屋
根

等
）

の
中

か
ら

，
そ

れ
ら

の

飛
来

物
発

生
防

止
対

策
の

可
否

，
固

定
状

況
，

過
去

の
被

害
事

例
や

評
価

パ
ラ

メ
ー

タ
（

運
動

エ
ネ

ル
ギ

及
び

貫
通

力
）

を
踏

ま
え

，
第

1
－

1
図

の
と

お
り

設
計

飛
来

物
を

設
定

し
た

。

砂
利
 

鋼
製
材
（
イ
メ
ー
ジ
）
 

第
1－

1図
 

発
電

所
の

設
計

飛
来

物
 

外
部

事
象

防

護
対

象
施

設

等
の

う
ち
 

評
価

対
象
 

施
設

 

屋
外

施
設

 

・
非

常
用
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
（

高
圧

炉
心
ス

プ
レ
イ

系
デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機
を

含
む
。

）
吸

気
フ

ィ
ル
タ

・
非

常
用
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
（

高
圧

炉
心
ス

プ
レ
イ

系
デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機
を

含
む
。

）
室

ル
ー

フ
ベ
ン

ト
フ
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東海第二発電所 

溢水による損傷の防止等 

本資料のうち， は商業機密又は核物質防護上の観点から公開できません。
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第9条：溢水による損傷の防止等 

＜目 次＞ 

1. 基本方針

1.1 要求事項の整理 

1.2 追加要求事項に対する適合性 

(1) 位置，構造及び設備

(2) 安全設計方針

(3) 適合性の説明

2. 溢水による損傷の防止等

別添資料 

別添資料1 東海第二発電所 内部溢水の影響評価について 

別添資料2 東海第二発電所 運用，手順説明資料 溢水による損傷の防止 

別添資料3 東海第二発電所 内部溢水影響評価における確認プロセスに

ついて 
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＜概 要＞ 

1．において，設計基準対処設備の設置許可基準規則，技術基準規則の追

加要求事項を明確化するとともに，それら要求事項に対する東海第二発電所

における適合性を示す。 

2．において，設計基準対処設備について，追加要求事項に適合するため

に必要となる機能を達成するための設備又は運用等について説明する。 
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1. 基本方針 

1.1 要求事項の整理 

溢水による損傷の防止等について，設置許可基準規則第 9 条及び技術基

準規則第 12 条を表１に示す。また，表１において，新規制基準に伴う追加

要求事項を明確化する。 
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1.2 追加要求事項に対する適合性 

(1) 位置，構造及び設備 

 (3) その他の主要な構造 

 (ⅰ) 本発電用原子炉施設は，（１）耐震構造，（２）耐津波構造に加え，

以下の基本的方針のもとに安全設計を行う。 

a．設計基準対処施設 

（ｄ） 溢水による損傷の防止 

安全施設は，発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合

においても，安全機能を損なわない設計とする。 

そのために，発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合

においても，発電用原子炉を高温停止でき，引き続き低温停止，

及び放射性物質の閉じ込め機能を維持できる設計とする。また，

停止状態にある場合は，引き続きその状態を維持できる設計とす

る。さらに，使用済燃料プールにおいては，使用済燃料プールの

冷却機能及び使用済燃料プールへの給水機能を維持できる設計と

する。 

ここで，これらの機能を維持するために必要な設備（以下「溢

水防護対象設備」という。）について，これら設備が，没水，被

水及び蒸気の影響を受けて，その安全機能を損なわない設計（多

重性又は多様性を有する設備が同時にその安全機能を損なわない

設計）とする。また，溢水の影響により発電用原子炉に外乱が及

び，かつ，安全保護系，原子炉停止系の作動を要求される場合に

は，その溢水の影響を考慮した上で，「発電用軽水型原子炉施設

の安全評価に関する審査指針」に基づき必要な機器の単一故障を

考慮し，発生が予想される運転時の異常な過渡変化又は設計基準
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事故について安全解析を行い，炉心損傷に至ることなく当該事象

を収束できる設計とする。 

溢水評価では，溢水源として発生要因別に分類した以下の溢水

を主として想定する。また，溢水評価に当たっては，溢水防護区

画を設定し，溢水評価が保守的になるように溢水経路を設定する。 

・溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生

じる溢水

・発電所内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のた

めに設置される系統からの放水による溢水

・地震に起因する機器の破損等により生じる溢水（使用済燃料

プール等のスロッシングにより発生する溢水を含む。）

溢水評価に当たっては，溢水防護対象設備の機能喪失高さ（溢

水の影響を受けて，溢水防護対象設備の安全機能を損なうおそれ

がある高さ）及び溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，設備等の

設置状況を踏まえ，評価条件を設定する。 

溢水評価において，溢水影響を軽減するための壁，扉，堰等の

浸水防護設備，床ドレンライン，防護カバー，ブローアウトパネ

ル等の設備については，必要により保守点検や水密扉閉止等の運

用を適切に実施することにより，溢水防護対象設備が安全機能を

損なわない設計とする。 

また，設計基準対象施設は，発電用原子炉施設内の放射性物質

を含む液体を内包する容器又は配管の破損等によって当該容器又

は配管から放射性物質を含む液体があふれ出た場合において，当

該液体が管理区域外へ漏えいしない設計とする。 
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(2) 安全設計方針 

1.6  溢水防護に関する基本方針 

設置許可基準規則の要求事項を踏まえ，安全施設は，発電用原子炉施設内

における溢水が発生した場合においても，安全機能を損なわない設計とする。 

そのために，発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合においても，

原子炉を高温停止でき，引き続き低温停止，及び放射性物質の閉じ込め機能

を維持できる設計とする。また，停止状態にある場合は，引き続きその状態

を維持できる設計とする。さらに，使用済燃料プールにおいては，使用済燃

料プールの冷却機能及び使用済燃料プールへの給水機能を維持できる設計と

する。 

これらの機能を維持するために必要な設備（以下「溢水防護対象設備」と

いう。）について，設置許可基準規則第九条及び第十二条の要求事項を踏ま

え「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（平成26年8月6日原規技発 第

1408064 号原子力規制委員会決定）」（以下「溢水評価ガイド」という。）

も参照し，以下のとおり選定する。 

・重要度の特に高い安全機能を有する系統が，その安全機能を適切に維持

するために必要な設備 

・プール冷却及びプールへの給水の機能を適切に維持するために必要な設

備 

発電用原子炉施設内における溢水として，発電用原子炉施設内に設置され

た機器及び配管の破損（地震起因を含む。），消火系統等の作動並びに使用

済燃料プールのスロッシングにより発生した溢水を考慮し，溢水防護対象設

備が没水，被水及び蒸気の影響を受けて，その安全機能を損なわない設計

（多重性又は多様性を有する設備が同時にその安全機能を損なわない設計）

とする。さらに，溢水の影響により原子炉に外乱が及び，かつ，安全保護系，
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原子炉停止系の作動を要求される場合には，その溢水の影響を考慮した上で，

「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」（以下「安全評価

指針」という。）に基づき必要な機器の単一故障を考慮し，発生が予想され

る運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故について安全解析を行い，炉心

損傷に至ることなく当該事象を収束できる設計とする。 

地震，津波，竜巻，降水等の自然現象による波及的影響により発生する溢

水に関しては，溢水防護対象設備，溢水源となる屋外タンク等の配置も踏ま

えて，最も厳しい条件となる自然現象による溢水の影響を考慮し，溢水防護

対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

また，放射性物質を含む液体を内包する容器又は配管が破損することによ

り，当該容器又は配管から放射性物質を含む液体の漏えいを想定する場合に

は，溢水が管理区域外へ漏えいしないよう，建屋内の壁，扉，堰等により伝

播経路を制限する設計とする。 

1.6.1 設計上対処すべき施設を抽出するための方針 

溢水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施

設を，発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針

（以下「重要度分類審査指針」という。）における分類のクラス 1，クラス

2 及びクラス 3 に属する構築物，系統及び機器とする。 

この中から，溢水防護上必要な機能を有する構築物，系統及び機器を選定

する。具体的には，原子炉を高温停止でき，引き続き低温停止，及び放射性

物質の閉じ込め機能を維持するために必要な設備，また，停止状態にある場

合は引き続きその状態を維持するため，並びに，使用済燃料プールの冷却機

能及び給水機能を維持するために必要となる，重要度分類審査指針における

分類のクラス1，2 に属する構築物，系統及び機器に加え，安全評価上その
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機能を期待するクラス3に属する構築物，系統及び機器を抽出する。 

以上を踏まえ，溢水防護対象設備として，重要度の特に高い安全機能を有す

る構築物，系統及び機器，並びに，使用済燃料プールの冷却機能及び給水機能

を維持するために必要な構築物，系統及び機器を抽出する。 

なお，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，溢水により損傷した場合

であっても，代替手段があること等により安全機能は損なわれない。 

以上の考えに基づき選定された溢水から防護すべき系統設備を第1.6.1-1

表に示す。 

なお，抽出された溢水防護対象設備のうち，以下の設備は溢水影響を受け

ても，必要とされる安全機能を損なわないことから，溢水による影響評価の

対象として抽出しない。 

(1) 溢水の影響を受けない静的機器 

構造が単純で外部から動力の供給を必要としないことから，溢水の影響

を受けて安全機能を損なわない容器，熱交換器，フィルタ，安全弁，逆止

弁，手動弁，配管及び没水に対する耐性を有するケーブル。 

(2) 原子炉格納容器内に設置されている機器 

原子炉格納容器内で想定される溢水である原子炉冷却材喪失（以下

「LOCA」という。）時の原子炉格納容器内の状態を考慮しても，没水，被

水及び蒸気の影響を受けないことを試験も含めて確認している機器。 

(3) 動作機能の喪失により安全機能に影響しない機器 

機能要求のない電動弁及び状態が変わらず安全機能に影響しない電動弁。 

フェイルセーフ設計となっている機器であり，溢水の影響により動作機

能を損なった場合においても，安全機能に影響がない機器。（フェイルセ

ーフ設計となっている機器であっても，電磁弁,空気作動弁については，

溢水による誤動作等防止の観点から安全側に防護対象設備に分類） 
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(4) 他の機器で代替できる機器 

他の機器により要求機能が代替できる機器。ただし，代替する他の機器

が同時に機能喪失しない場合に限る。 
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第 1.6.1-1 表 溢水から防護すべき系統設備（1／3） 

機能 系統・機器 
重要度

分類 

原子炉の緊急停止機能 制御棒及び制御棒駆動系 MS-1 

未臨界維持機能 
制御棒及び制御棒駆動系 

ほう酸水注入系 

MS-1 

原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防

止機能  

逃がし安全弁 

(安全弁としての開機能) 

MS-1 

原子炉停止後における除熱のための   

残留熱除去機能 
残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド） 

MS-1 

注水機能 
原子炉隔離時冷却系 

高圧炉心スプレイ系 
MS-1 

圧力逃がし機能 
逃がし安全弁(手動逃がし機能) 

自動減圧系(手動逃がし機能) 

MS-1 

事故時の原子炉の状態に応じた炉心冷

却のための 

  

原子炉内高圧時における注水機能 

原子炉隔離時冷却系 

高圧炉心スプレイ系 

自動減圧系 

MS-1 

原子炉内低圧時における注水機能 

低圧炉心スプレイ系 

残留熱除去系（低圧注水モード） 

高圧炉心スプレイ系 

MS-1 

格納容器内又は放射性物質が格納容器内

から漏れ出た場所の雰囲気中の放射性物

質の濃度低減機能 

非常用ガス処理系 

非常用ガス再循環系 

MS-1 

格納容器の冷却機能 格納容器スプレイ冷却系 MS-1 

格納容器内の可燃性ガス制御機能 可燃性ガス濃度制御系 MS-1 

非常用交流電源から非常用の負荷に対し

電力を供給する機能 
所内非常用母線（交流） 

MS-1 

非常用直流電源から非常用の負荷に対し

電力を供給する機能 
所内非常用母線（直流） 

MS-1 

非常用の交流電源機能 
非常用所内電源系（非常用ディーゼル

発電機含む） 
MS-1 

非常用の直流電源機能  直流電源系 MS-1 

非常用の計測制御用直流電源機能  計器用電源系 MS-1 

補機冷却機能 残留熱除去系海水系，非常用ディーゼ

ル発電機海水系及び高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機海水系 

MS-1 

冷却用海水供給機能 MS-1 

原子炉制御室非常用換気空調機能 中央制御室換気系 MS-1 
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第 1.6.1-1 表 溢水から防護すべき系統設備（2／3） 

機能 系統・機器 
重要度

分類 

圧縮空気供給機能 

逃がし安全弁 

自動減圧機能及び主蒸気隔離弁のアキ

ュムレータ 

MS-1 

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する

配管の隔離機能 

原子炉冷却材圧力バウンダリ隔離弁 MS-1 

原子炉格納容器バウンダリを構成する配

管の隔離機能 
原子炉格納容器バウンダリ隔離弁 

MS-1 

原子炉停止系に対する作動信号（常用系

として作動させるものを除く）の発生機

能 

原子炉保護系（安全保護系） 

MS-1 

工学的安全施設に分類される機器若しく

は系統に対する作動信号の発生機能 

工学的安全施設作動系 MS-1 

事故時の原子炉の停止状態の把握機能 
計測制御装置 

原子炉圧力及び原子炉水位 

MS-2 

事故時の炉心冷却状態の把握機能 

計測制御装置及び放射線監視装置 

原子炉格納容器圧力 

格納容器エリア放射線量率及びサプレ

ッション・プール水温 

MS-2 

事故時の放射能閉じ込め状態の把握機能 

計測制御装置及び放射線監視装置 

原子炉格納容器圧力 

格納容器エリア放射線量率及び 

サプレッション・プール水温

MS-2 

事故時のプラント操作のための情報の把

握機能 

計測制御装置 

原子炉圧力 

原子炉水位 

格納容器圧力 

サプレッション・プール水温

原子炉格納容器水素濃度及び原子炉格

納容器酸素濃度 

MS-2 

気体廃棄物処理系設備エリア排気放射

線モニタ

排気筒モニタ 

MS-3 
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第 1.6.1-1 表 溢水から防護すべき系統設備（3／3） 

機能 系統・機器 
重要度

分類 

燃料プール冷却機能 
燃料プール冷却浄化系 

残留熱除去系 

PS-3 

燃料プールへの給水機能 残留熱除去系 
MS-2 
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1.6.2 考慮すべき溢水事象 

溢水源及び溢水量としては，発生要因別に分類した以下の溢水を想定して

評価することとし，評価条件については溢水評価ガイドを参照する。 

a．溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢水

（以下「想定破損による溢水」という。） 

b．発電所内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設置

される系統からの放水による溢水（以下「消火水の放水による溢水」と

いう。） 

c．地震に起因する機器の破損等により生じる溢水（使用済燃料プールの

スロッシングにより発生する溢水を含む。）（以下「地震起因による溢

水」という。） 

d．その他の要因（地下水の流入，地震以外の自然現象，機器の誤作動等）

により生じる溢水（以下「その他の溢水」という。） 

溢水源となり得る機器は，流体を内包する容器及び配管とし，a.又はc.の

評価において破損を想定するものは，それぞれの評価での溢水源として設定

する。 

a.又はb.の溢水源の想定にあたっては，一系統における単一の機器の破損，

又は単一箇所での異常状態の発生とし，他の系統及び機器は健全なものと仮

定する。また，一系統にて多重性又は多様性を有する機器がある場合におい

ても，そのうち単一の機器が破損すると仮定する。 
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1.6.3 溢水源及び溢水量の想定 

1.6.3.1 想定破損による溢水 

(1) 想定破損における溢水源の想定 

想定破損による溢水については，単一の配管の破損による溢水を想定

して，配管の破損箇所を溢水源として設定する。 

また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギーに応じて，

以下で定義する高エネルギー配管又は低エネルギー配管に分類する。 

・「高エネルギー配管」とは，呼び径25A（1B）を超える配管であっ

て，プラントの通常運転時に運転温度が95℃を超えるか又は運転圧

力が1.9MPa[gage]を超える配管。ただし，被水及び蒸気の影響につ

いては配管径に関係なく評価する。 

・「低エネルギー配管」とは，呼び径25A（1B）を超える配管であっ

て，プラントの通常運転時に運転温度が95℃以下で，かつ運転圧力

が1.9MPa[gage]以下の配管。ただし，被水の影響については配管径

に関係なく評価する。なお，運転圧力が静水頭圧の配管は除く。 

・高エネルギー配管として運転している割合が当該系統の運転してい

る時間の2％又はプラント運転期間の1％より小さければ，低エネル

ギー配管として扱う。 

配管の破損形状の想定に当たっては，高エネルギー配管は，原則

「完全全周破断」，低エネルギー配管は，原則「配管内径の1/2の

長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック（以下「貫通クラ

ック」という。）」を想定する。ただし，応力評価を実施する配管

については，発生応力Snと許容応力Saの比により，以下で示した応

力評価の結果に基づく破損形状を想定する。また，応力評価の結果

により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響するような減
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肉がないことを確認するために継続的な肉厚管理を実施する。 

【高エネルギー配管（ターミナルエンド部を除く。）】 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器バウンダリの配管

Sn≦0.8×許容応力 ※1 ⇒ 破損想定不要 

※1 クラス1 配管は2.4Sm 以下，クラス2 配管は0.8Sa 以下

・原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器バウンダリ以外の

配管

Sn≦0.4×許容応力 ※2 ⇒ 破損想定不要 

0.4×許容応力 ※2＜Sn≦0.8×許容応力 ※3 ⇒ 貫通クラック 

※2 クラス1配管は1.2Sm 以下，クラス2，3又は非安全系配管は0.4Sa以下

※3 クラス1配管は2.4Sm 以下，クラス2，3又は被安全系配管は0.8Sa以下

【低エネルギー配管】 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器バウンダリの配管

Sn≦0.4Sa ⇒ 破損想定不要 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器バウンダリ以外の

配管

Sn≦0.4×許容応力 ※4 ⇒ 破損想定不要 

※4 クラス1配管は1.2Sm 以下，クラス2，3又は非安全系配管は0.4Sa以下

ここでSn，Sm，Sa は日本機械学会「発電用原子力設備規格 設

計・建設規格(JSME S NC1-2005)」による。 

(2) 想定破損における溢水量の設定

想定する破損箇所は溢水防護対象設備への溢水影響が最も大きくなる

位置とし，溢水量は，異常の検知，事象の判断及び漏えい箇所の特定並
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びに現場又は中央制御室からの隔離により漏えい停止するまでの時間

（運転員の状況確認及び隔離操作含む。）を適切に考慮し，想定する破

損箇所から流出した漏水量と隔離後の溢水量として隔離範囲内の系統の

保有水量を合算して設定する。なお，手動による漏えい停止の手順は，

保安規定又はその下位規定に定める。 

ここで，漏水量は，配管の破損形状を考慮した流出流量に漏水箇所の

隔離までに必要な時間（以下「隔離時間」という。）を乗じて設定する。 

 

1.6.3.2 消火水の放水による溢水 

(1) 溢水源の想定 

消火水の放水による溢水については，発電用原子炉施設内に設置され

る消火設備等からの放水を溢水源として設定する。 

消火栓以外の設備としては，スプリンクラや格納容器スプレイ冷却系

があるが，溢水防護対象設備が設置されている建屋には，スプリンクラ

は設置しない設計とし，溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計

とすることから溢水源として想定しない。 

また，原子炉格納容器内の溢水防護対象設備については，格納容器ス

プレイ冷却系の作動により発生する溢水により安全機能を損なわない設

計とする。なお，格納容器スプレイ冷却系は，単一故障による誤作動が

発生しないように設計上考慮されていることから誤作動による溢水は想

定しない。 

 

(2) 溢水量の設定 

消火設備等からの単位時間当たりの放水量と放水時間から溢水量を設定

する。 
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消火設備等のうち，消火栓からの放水量については，3時間の放水によ

り想定される溢水量を設定する。 

 

1.6.3.3 地震起因による溢水 

(1) 発電所内に設置された機器の破損による漏水 

① 地震起因による溢水源の想定 

地震起因による溢水については，溢水源となり得る機器（流体を内包

する機器）のうち，基準地震動ＳＳによる地震力により破損が生じる機

器を溢水源として設定する。 

耐震Ｓクラス機器については，基準地震動ＳＳによる地震力によって

破損は生じないことから溢水源として想定しない。また，耐震Ｂ及びＣ

クラス機器のうち耐震対策工事の実施又は設計上の裕度の考慮により，

基準地震動ＳＳによる地震力に対して耐震性が確保されているものにつ

いては溢水源として想定しない。 

② 地震起因による溢水量の設定 

溢水量の算出に当たっては，漏水が生じるとした機器のうち溢水防護

対象設備への溢水の影響が最も大きくなる位置で漏水が生じるものとし

て評価する。溢水源となる配管については破断形状を完全全周破断とし，

溢水源となる容器については全保有水量を考慮した上で，溢水量を算出

する。また，漏えい検知による漏えい停止を期待する場合は，漏えい停

止までの隔離時間を考慮し，配管の破損箇所から流出した漏水量と隔離

後の溢水量として隔離範囲内の系統の保有水量を合算して設定する。こ

こで，漏水量は，配管の破損箇所からの流出流量に隔離時間を乗じて設

定する。なお，地震時には機器の破損が複数箇所で同時に発生する可能

性があることから，漏えい検知による自動隔離機能を有する場合を除き，
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隔離による漏えい停止は期待しない。 

基準地震動ＳＳによる地震力に対して，耐震性が確保されない循環水

配管については，伸縮継手の全円周状の破損を想定し，循環水ポンプを

停止するまでの間に生じる溢水量を設定する。 

(2) 使用済燃料プールのスロッシングによる溢水 

① 使用済燃料プールのスロッシングによる溢水源の想定 

使用済燃料プールのスロッシングによる溢水については，基準地震動

ＳＳによる地震力により生じる使用済燃料プールのスロッシングによる

漏えい水を溢水源として設定する。 

② 使用済燃料プールのスロッシングによる溢水量の設定 

使用済燃料プールのスロッシングによる溢水量の算出に当たっては，

基準地震動ＳＳによる地震力により生じるスロッシング現象を三次元流

動解析により評価し，使用済燃料プール外へ漏えいする水量を考慮する。 

また，施設定期検査中の使用済燃料プール，原子炉ウェル及びドライ

ヤセパレータプールのスロッシングについても評価を実施する。 

耐震評価の具体的な考え方を以下に示す。 

・構造強度評価に係る応答解析は，基準地震動ＳＳを用いた動的解析

によることとし，機器の応答性状を適切に表現できるモデルを設定

する。 

その上で，当該機器の据付床の水平方向及び鉛直方向それぞれの床

応答を用いて応答解析を行い，それぞれの応答解析結果を適切に組

み合わせる。 

・応答解析に用いる減衰定数は，安全上適切と認められる規格及び基

準，既往の振動実験，地震観測の調査結果等を考慮して適切な値を

定める。 
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・応力評価に当たり，簡易的な手法を用いる場合は，詳細な評価手法

に対して保守性を有するよう留意し，簡易的な手法での評価結果が

厳しい箇所については詳細評価を実施することで健全性を確保する。

・基準地震動ＳＳによる地震力に対する発生応力の評価基準値は，安

全上適切と認められる規格及び基準で規定されている値又は試験等

で妥当性が確認されている値を用いる。

・バウンダリ機能確保の観点から，設備の実力を反映する場合には，

規格基準以外の評価基準値の適用も検討する。

1.6.3.4 その他の溢水 

その他要因（地下水の流入，地震以外の自然現象，機器の誤作動等）によ

り生じる溢水については，地下水の流入，降水，屋外タンクの竜巻による飛

来物の衝突による破損に伴う漏えい等の地震以外の自然現象に伴う溢水，機

器の誤作動や弁グランド部，配管フランジ部からの漏えい事象等を想定する。 

1.6.4 溢水防護区画及び溢水経路を設定するための方針 

(1) 溢水防護区画の設定

溢水防護に対する評価対象区画を溢水防護区画とし，溢水防護対象設

備が設置されている全ての区画並びに中央制御室及び現場操作が必要な

設備へのアクセス通路について設定する。溢水防護区画は壁，扉，堰，

床段差等，又はそれらの組み合わせによって他の区画と分離される区画

として設定し，溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等について

は，現場の設備等の設置状況を踏まえ，溢水の伝播に対する評価条件を

設定する。 
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(2) 溢水経路の設定 

溢水影響評価において考慮する溢水経路は，溢水防護区画とその他の

区画との間における伝播経路となる扉，壁貫通部，天井貫通部，床面貫

通部，床ドレン等の連接状況及びこれらに対する溢水防護措置を踏まえ，

溢水防護区画内の水位が最も高くなるよう保守的に設定する。 

具体的には，溢水防護区画内で発生する溢水に対しては，床ドレン，

貫通部，扉から他区画への流出は想定しない（床ファンネル，機器ハッ

チ，開口扉等，定量的に他区画への流出を確認できる場合は除く。）保

守的な条件で溢水経路を設定し，溢水防護区画内の溢水水位を算出する。 

溢水防護区画外で発生する溢水に対しては，床ドレン，開口部，貫通

部，扉を通じた溢水防護区画内への流入が最も多くなるよう（流入防止

対策が施されている場合は除く。）保守的な条件で溢水経路を設定し，

溢水防護区画内の溢水水位を算出する。 

なお，上層階から下層階への伝播に関しては，全量が伝播するものと

する。溢水経路を構成する壁，扉，堰，床段差等は，基準地震動ＳＳに

よる地震力等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対し，

必要な健全性を維持できるとともに，保守管理及び水密扉閉止等の運用

を適切に実施することにより溢水の伝播を防止できるものとする。 

また，貫通部に実施した流出及び流入防止対策も同様に，基準地震動

ＳＳによる地震力等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に

対し，必要な健全性を維持できるとともに，保守管理を適切に実施する

ことにより溢水の伝播を防止できるものとする。 

なお，火災により貫通部の止水機能が損なわれる場合には，当該貫通

部からの消火水の流入を考慮する。消火活動により区画の扉を開放する

場合は，開放した扉からの消火水の伝播を考慮する。 
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また，以下の火災防護対応による措置も区画分離として考慮する。 

安全区分Ⅰと安全区分Ⅱ，Ⅲの境界を３時間以上の耐火能力を有する耐

火壁・隔壁等で分離する。 

また，施設定期検査作業に伴う防護対象設備の待機除外や扉の開放等，

プラントの保守管理上やむを得ぬ措置の実施により，影響評価上設定し

たプラント状態と一時的に異なる状態となった場合も想定する。 

具体的には，プラント停止中のスロッシングの発生やハッチ開放時に

おける溢水影響について評価を行い，ハッチ開放時の堰の設置や床ドレ

ンファンネルの閉止により，溢水影響が他に及ばない運用を行う。
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1.6.5 溢水防護対象設備を防護するための設計方針 

想定破損による溢水，消火水の放水による溢水，地震起因による溢水及び

その他の溢水に対して，溢水防護対象設備が以下に示す没水，被水及び蒸気

の影響を受けて，原子炉を高温停止でき，引き続き低温停止，及び放射性物

質の閉じ込め機能を維持できる設計とする。また，停止状態にある場合は，

引き続きその状態を維持できる設計とするとともに，使用済燃料プールのス

ロッシングにおける水位低下を考慮しても，使用済燃料プールの冷却機能及

び使用済燃料プールへの給水機能が維持できる設計とする。 

また，溢水評価において，現場操作が必要な設備に対しては，必要に応じ

て区画の溢水水位，環境の温度及び放射線量を考慮しても，運転員による操

作場所までのアクセスが可能な設計とする。ただし，滞留水位が200㎜より

高くなる区画で，アクセスが必要な場所については，想定される水位に応じ

て必要な高さの歩廊を設置し，アクセスに影響のないよう措置を講じること

とする。なお，必要となる操作を中央制御室で行う場合は，操作を行う運転

員は中央制御室に常駐していることからアクセス性を失わずに対応できる。 

 

1.6.5.1 没水の影響に対する設計方針 

(1) 没水の影響に対する評価方針 

「1.6.2 考慮すべき溢水事象」にて設定した溢水源から発生する溢水量

と「1.6.4 溢水防護区画及び溢水経路を設定するための方針」にて設定し

た溢水防護区画及び溢水経路から算出した溢水水位に対し，溢水防護対象

設備が安全機能を損なうおそれがないことを評価する。 

具体的には，以下に示す要求のいずれかを満足していれば溢水防護対象

設備が安全機能を損なうおそれはない。 

a． 発生した溢水による水位が，溢水の影響を受けて溢水防護対象設備
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の安全機能を損なうおそれがある高さ（以下「機能喪失高さ」とい

う。）を上回らないこと。このとき，溢水による水位の算出にあたっ

ては，区画の床勾配，区画面積，系統保有水量，流入状態，溢水源か

らの距離，人員のアクセス等による一時的な水位変動を考慮し，保有

水量や伝播経路の設定において十分な保守性を確保するとともに，人

員のアクセスルートにおいて発生した溢水による水位に対して200㎜

以上の裕度が確保されていることとする。具体的には，床勾配の考慮

を一律100㎜，人のアクセス等により一時的な水位変動や流況も考慮

し，一律100mmの裕度を確保する設計とする。区画の滞留面積の算出

においては，除外面積を考慮した算出面積に対して，30％の裕度を確

保する。さらに，溢水防護区画への資機材の持ち込み等による床面積

への影響を考慮することとする。系統保有水量の算定にあたっては，

算出量に10％の裕度を確保する。 

機能喪失高さについては，溢水防護対象設備の各付属品の設置状況

も踏まえ，没水によって安全機能を損なうおそれのある最低の高さを

設定する。機能喪失高さは実力高さ（各防護対象機器等の機能喪失部

位の高さ）に余裕を考慮した評価高さを基本とするが，評価高さで没

水する場合には，実力高さを用いて評価する。 

溢水防護対象設備の実力高さと評価高さの例を第1.6.5.1-1表に示

す。 

b． 溢水防護対象設備が多重性又は多様性を有しており，各々が同時

に溢水の影響を受けないような別区画に設置され，同時に安全機能

を損なうことのないこと。 

その際，溢水の影響により原子炉に外乱が及び，かつ，安全保護

系，原子炉停止系の作動を要求される場合には，その溢水の影響を

9条－25

225



 

25 

 

考慮した上で，安全評価指針に基づき必要な機器の単一故障を考慮

し，発生が予想される運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故に

ついて安全解析を行うこと。  
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第1.6.5.1-1表 溢水防護対象設備の機能喪失高さの考え方 

機器 
機能喪失高さ 

実力高さ 評価高さ 

弁 
①電動弁：弁駆動装置下部

②空気作動弁，各付属品のうち，
最低高さの付属品の下端部

・電動弁，空気作動弁とも弁配管
の中心高さ

ダンパ 

及び 

ダクト 

・各付属品のうち，最低高さの付
属品の下端部

・ダンパ，ダクトとも中心高さ
（配管ダクトの場合）

・ダンパ，ダクトの下端高さ

ポンプ 
①ポンプ又はモータのいずれか低

い方の下端

②モータは下端部

・ポンプ，モータの基礎＋架台高
さのいずれか低い箇所

ファン
・モータ下端部又は吸込み口高さ

の低い方
・ファン又はモータの基礎＋架台

高さのいずれか低い箇所の高さ

計器 
・計器類は計器本体又は伝送器の

下端部のいずれか低い方

・計器類は計器本体又は伝送器の
下端部のいずれか低い方

・計器ラックは床面高さ

電源・盤 ・端子台等最下部 ・床面高さ
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 (2) 没水の影響に対する防護設計方針 

溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なうおそれがある場合に

は，以下に示すいずれか若しくは組み合わせの対策を行うことにより，

安全機能を損なわない設計とする。 

① 溢水源又は溢水経路に対する対策 

a． 漏えい検知システム等により溢水の発生を早期に検知し，中央制

御室からの遠隔操作（自動又は手動）又は現場操作により漏えい箇

所を早期に隔離できる設計とする。 

b． 溢水防護区画外の溢水に対して，壁，扉，堰等による流入防止対

策を図り溢水の流入を防止する設計とする。 

流入防止対策として設置する壁，扉，堰等は，溢水により発生す

る水位や水圧に対して流入防止機能が維持できるとともに，基準地

震動ＳＳによる地震力等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷重

や環境に対して必要な当該機能が損なわれない設計とする。 

ｃ． 想定破損による溢水に対しては，破損を想定する配管について，

補強工事等の実施により発生応力を低減し，溢水源から除外するこ

とにより溢水量を低減する。 

ｄ． 地震起因による溢水に対しては，破損を想定する機器について

耐震対策工事を実施することにより基準地震動ＳＳによる地震力に

対して耐震性を確保する設計とし，溢水源から除外することにより

溢水量を低減する。 

ｅ． その他の溢水のうち機器の誤作動や弁グランド部，配管フラン

ジ部からの漏えい事象等に対しては，漏えい検知システムや床ドレ

ンファンネルからの排水等により早期に検知し，溢水防護対象設備

の安全機能が損なわれない設計とする。 
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② 溢水防護対象設備に対する対策

a．溢水防護対象設備の設置高さを嵩上げし，評価の各段階における

保守性と併せて考慮した上で，溢水防護対象設備の機能喪失高さが，

発生した溢水による水位を十分な裕度を持って上回る設計とする。 

b． 溢水防護対象設備周囲に浸水防護堰を設置し，溢水防護対象設備

が没水しない設計とする。設置する浸水防護堰については，溢水に

より発生する水位や水圧に対して流入防止機能が維持できる設計と

するとともに，溢水の要因となる地震や火災等により生じる環境や

荷重条件に対して当該機能が損なわれない設計とする。 

1.6.5.2 被水の影響に対する設計方針 

(1) 被水の影響に対する評価方針

「1.6.2 考慮すべき溢水事象」にて設定した溢水源からの直線軌道及び

放物線軌道の飛散による被水並びに天井面の開口部若しくは貫通部からの

被水の影響を受ける範囲内にある溢水防護対象設備が被水により安全機能

を損なうおそれがないことを評価する。 

具体的には，以下に示す要求のいずれかを満足していれば溢水防護対象

設備が安全機能を損なうおそれはない。 

a． 溢水防護対象設備があらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な

影響を生じないよう，以下に示すいずれかの保護構造を有していること。 

(a) 「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」に

おける第二特性数字4以上相当の保護等級を有すること。

(b) 実機での被水条件を考慮しても安全機能を損なわないことを被水試

験等により確認した保護カバーやパッキン等による被水防護措置が

なされていること。
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b． 溢水防護対象設備が多重性又は多様性を有しており，各々が同時に溢

水の影響を受けないような別区画に設置され，同時に安全機能を損なう

ことのないこと。 

その際，溢水の影響により原子炉に外乱が及び，かつ，安全保護系，原

子炉停止系の作動を要求される場合には，その溢水の影響を考慮した上で，

安全評価指針に基づき必要な単一故障を考慮し，発生が予想される運転時

の異常な過渡変化又は設計基準事故について安全解析を行うこと。 

 

(2) 被水の影響に対する防護設計方針 

溢水防護対象設備が被水により安全機能を損なうおそれがある場合に

は，以下に示すいずれか若しくは組み合わせの対策を行うことにより，

安全機能を損なわない設計とする。 

① 溢水源又は溢水経路に対する対策 

a． 溢水防護区画外の溢水に対して，壁，扉，堰等による流入防止対

策を図り溢水の流入を防止することにより被水の影響が発生しない

設計とする。 

流入防止対策として設置する壁，扉，堰等は，溢水により発生す

る水位や水圧に対して流入防止機能が維持できるとともに，基準地

震動ＳＳによる地震力等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷重

や環境に対して必要な当該機能が損なわれない設計とする。 

b． 想定破損による溢水に対しては，破損を想定する配管について，

補強工事等の実施により発生応力を低減し，溢水源から除外するこ

とにより被水の影響が発生しない設計とする。 

c． 地震起因による溢水に対しては，破損を想定する機器について耐

震対策工事を実施することにより基準地震動ＳＳによる地震力に対
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して耐震性を確保する設計とし，溢水源から除外することにより被

水の影響が発生しない設計とする。 

d． 消火水の放水による溢水に対しては，溢水防護対象設備が設置さ

れている溢水防護区画において固定式消火設備等の水消火を行わな

い消火手段を採用することにより，被水の影響が発生しない設計と

する。 

また，水消火を行う場合には，水消火による被水の影響を最小限

に止めるため，溢水防護対象設備に対して不用意な放水を行わない

ことを消火活動における運用及び留意事項として「火災防護計画」

に定める。 

② 溢水防護対象設備に対する対策 

a． 「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」

における第二特性数字4以上相当の保護等級を有する機器への取替

を行う。 

b． 溢水防護対象設備に対し，実機での被水条件を考慮しても安全機

能を損なわないことを被水試験等により確認した保護カバーやパッ

キン等による被水防護措置を行う。 

 

1.6.5.3 蒸気放出の影響に対する設計方針 

(1) 蒸気放出の影響に対する評価方針 

「1.6.2 考慮すべき溢水事象」にて設定した溢水源からの漏えい蒸気の

直接噴出及び拡散による影響を受ける範囲内にある溢水防護対象設備が蒸

気放出の影響により安全機能を損なうおそれがないことを評価する。 

具体的には，以下に示す要求のいずれかを満足していれば溢水防護対象

設備が安全機能を損なうおそれはない。 
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a． 溢水防護対象設備が溢水源からの漏えい蒸気を考慮した耐蒸気仕

様を有すること。 

b． 溢水防護対象設備が多重性又は多様性を有しており，各々が同時

に溢水の影響を受けないような別区画に設置され，同時に安全機能

を損なうことのないこと。 

その際，溢水の影響により原子炉に外乱が及び，かつ，安全保護

系，原子炉停止系の作動を要求される場合には，その溢水の影響を

考慮した上で，安全評価指針に基づき必要な機器の単一故障を考慮

し，発生が予想される運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故に

ついて安全解析を行うこと。 

 

(2) 蒸気放出の影響に対する防護設計方針 

溢水防護対象設備が蒸気放出の影響により安全機能を損なうおそれが

ある場合には，以下に示すいずれか若しくは組み合わせの対策を行うこ

とにより，溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

① 溢水源又は溢水経路に対する対策 

a． 溢水防護区画外の蒸気放出に対して，壁，扉等による流入防止対

策を図り蒸気の流入を防止する設計とする。 

流入防止対策として設置する壁，扉等は，溢水により発生する蒸

気に対して流入防止機能が維持できるとともに，基準地震動ＳＳに

よる地震力等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対

して必要な当該機能が損なわれない設計とする。 

b． 溢水源となる系統を，溢水防護区画外で閉止することにより，溢

水防護区画内において蒸気放出による影響が発生しない設計とする。 

c． 想定破損による溢水に対しては，破損を想定する配管について，
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補強工事等の実施により発生応力を低減し，破損形状を特定するこ

とにより蒸気放出による影響を軽減する設計とする。 

d． 地震起因による溢水に対しては，破損を想定する機器について耐

震対策工事を実施することにより基準地震動ＳＳによる地震力に対

して耐震性を確保する設計とし，溢水源から除外することにより蒸

気放出による影響が発生しない設計とする。 

e． 蒸気の漏えいを検知し，中央制御室からの遠隔隔離（自動又は手

動）を行うための自動検知・遠隔隔離システムを設置し，漏えい蒸

気を早期隔離することで蒸気影響を緩和する設計とする。 

また，自動検知・遠隔隔離システムだけでは溢水防護対象設備の

健全性が確保されない場合には，破損想定箇所に防護カバーを設置

することで漏えい蒸気量を抑制して，溢水防護区画内雰囲気温度へ

の影響を軽減する設計とする。 

さらに，信頼性向上の観点から，防護カバー近傍には小規模漏 

えい検知を目的とした特定配置温度検出器を設置し，蒸気の漏え 

いを早期検知する設計とする。 

f. 主蒸気管破断事故時等には，建屋内外の差圧によるブローアウト

パネルの開放により，溢水防護区画内において蒸気影響を軽減する

設計とする。 

 蒸気影響評価における想定破損評価条件を第1.6.5.3-1表に示す。 
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第 1.6.5.3-1表 蒸気影響における配管の想定破損評価条件 

系 統 破損想定 隔離 

原子炉隔離時冷

却系蒸気系， 

補助蒸気系 

一般部（1Bを超える） 貫通クラック 自動/手動 

ターミナルエンド部 

一般部（1B以下） 
完全全周破断 手動 

 

② 溢水防護対象設備に対する対策 

a． 蒸気放出の影響に対して耐性を有しない溢水防護対象設備につい

ては，蒸気曝露試験又は机上評価によって蒸気放出の影響に対して

耐性を有することが確認された機器への取替を行う。 

b． 溢水防護対象設備に対し，実機での蒸気条件を考慮しても安全機

能を損なわないことを蒸気曝露試験等により確認したシールやパッ

キン等による蒸気防護措置を行う。 

 

1.6.5.4 その他の要因による溢水に対する設計方針 

地下水の流入，屋外タンクの竜巻による飛来物の衝突による破損に伴う漏

えい等の地震以外の自然現象に伴う溢水が，溢水防護区画に流入するおそれ

がある場合には，壁，扉，堰等により溢水防護区画を内包するエリア内及び

建屋内への流入を防止する設計とし，溢水防護対象設備が安全機能を損なわ

ない設計とする。 

機器の誤作動や弁グランド部，配管フランジ部からの漏えいに対して，漏

えい検知システムや床ドレンファンネルからの排水等により早期に検知し，

溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 
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1.6.5.5 使用済燃料プールのスロッシング後の機能維持に関する設計方針 

基準地震動ＳＳによる地震力によって生じるスロッシング現象を三次元流

動解析により評価し，使用済燃料プール外へ漏えいする水量を考慮する。そ

の際，使用済燃料プールの初期条件は保守的となるように設定する。算出し

た溢水量からスロッシング後の使用済燃料プールの水位低下を考慮しても，

使用済燃料プールの冷却機能及び使用済燃料プールへの給水機能が確保され

るため，それらを用いることにより適切な水温（水温65℃以下）及び遮へい

水位を維持できる設計とする。 

1.6.6 海水ポンプエリアの溢水評価に関する設計方針 

海水ポンプエリア内にある防護対象設備が海水ポンプエリア内及びエリ

ア外で発生する溢水の影響を受けて，安全機能を損なわない設計とする。

具体的には、海水ポンプエリア外で発生する地震に起因する循環水管の伸縮

継手の全円周状の破損や屋外タンク破損による溢水が，海水ポンプエリアへ流

入しないようにするために，壁，閉止板等による溢水伝播防止対策を図る設計

とする。また，循環水管の伸縮継手については，可撓継手への交換を実施し，

溢水量を削減する。 

海水ポンプエリア内で発生する想定破損による低エネルギー配管の貫通クラ

ックによる溢水，消火水の放水による溢水及び降水による溢水についても，壁，

閉止板等による溢水伝播防止対策を図る設計とする。さらに，海水ポンプエリ

ア内の多重性を有する防護対象設備を別区画に設置することにより，没水によ

り同時に機能を損なうことのない設計とする。海水ポンプエリア内の防護対象

設備が安全機能を損なうことのない設計とする。また，防護対象設備の機能喪

失高さは，発生した溢水水位に対して裕度を確保する設計とする。 
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1.6.7 溢水防護区画を内包するエリア外及び建屋外からの流入防止に関する設

計方針 

溢水防護区画を内包するエリア外及び建屋外で発生を想定する溢水が，溢

水防護区画に流入するおそれがある場合には，壁，扉，堰等により溢水防護

区画を内包するエリア内及び建屋内への流入を防止する設計とし，溢水防護

対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

また，地下水に対しては，地震時の排水ポンプの停止により建屋周囲の水

位が周辺の地下水位まで上昇することを想定し，建屋外周部における壁，扉，

堰等により溢水防護区画を内包する建屋内への流入を防止する設計とし，溢

水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

 

1.6.8 放射性物質を含んだ液体の管理区域外への漏えいを防止するための設計

方針 

管理区域内で発生した溢水の管理区域外への伝播経路となる箇所について

は，壁，扉，堰等による漏えい防止対策を行うことにより，機器の破損等に

より生じた放射性物質を内包する液体が管理されない状態で管理区域外に漏

えいすることを防止する設計とする。 

 

1.6.9 溢水によって発生する外乱に対する評価方針 

溢水の影響により原子炉に外乱が及び，かつ，安全保護系，原子炉停止系

の作動を要求される場合には，その溢水の影響を考慮した上で，「発電用軽

水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」に基づき必要な単一故障を考

慮し，発生が予想される運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故について

安全解析を行い，炉心損傷に至ることなく当該事象を収束できる設計とし，

これらの機能を維持するために必要な設備（溢水防護対象設備）が，没水，
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被水及び蒸気の影響を受けて，その安全機能を損なわない設計（多重性又は

多様性を有する設備が同時にその安全機能を損なわない設計）とする。 

1.6.10 手順等 

溢水評価に関して，以下の内容を含む手順を定め，適切な管理を行う。 

(1) 配管の想定破損評価において，応力評価の結果により破損形状の想定を

行う場合は，評価結果に影響するような減肉がないことを継続的な肉厚

管理で確認する。

(2) 配管の想定破損による溢水が発生する場合及び基準地震動ＳＳによる地

震力により耐震Ｂ，Ｃクラスの機器が破損し溢水が発生する場合におい

ては，隔離手順を定める。

(3) 運転実績（高エネルギー配管として運転している割合が当該系統の運転

している時間の2％又はプラント運転期間の1％より小さい）により低エ

ネルギー配管としている設備については，運転時間管理を行う。

(4) 内部溢水評価で用いる屋外タンクの水量を管理する。

(5) 溢水防護区画において，各種対策設備の追加，資機材の持込み等により

評価条件としている床面積に見直しがある場合は，予め定めた手順によ

り溢水評価への影響確認を行う。

(6) 排水を期待する箇所からの排水を阻害する要因に対し，それを防止する

ための運用を実施する。

(7) 施設定期検査作業に伴う防護対象設備の不待機や扉の開放等，影響評価

上設定したプラント状態の一時的な変更時においても，その状態を踏ま

えた必要な安全機能が損なわれない運用とする。

(8) 水密扉については，開放後の確実な閉止操作，閉止状態の確認及び閉止

されていない状態が確認された場合の閉止操作の手順等を定める。
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(9) 使用済燃料プール冷却浄化系や原子炉補機冷却系が機能喪失した場合に

おける，残留熱除去系による使用済燃料プールの給水・冷却手順を定め

る。 

 (10) 溢水発生後の滞留区画等での排水作業手順を定める。 

 (11) 溢水防護対象設備に対する消火水の影響を最小限に止めるため，消火

活動における運用及び留意事項と，それらに関する教育について「火

災防護計画」に定める。 

 (12) スロッシング対応として，施設定期検査前に切欠きに閉塞等のないこ

との確認及び異物混入防止対策を実施する。 
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10．その他発電用原子炉の附属施設 

10.6.2 内部溢水に対する防護設備 

10.6.2.1  概要 

発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合においても，施設

内に設ける壁，扉，堰等の浸水防護設備により，溢水防護対象設備が，

その安全機能を損なわない設計とする。 

10.6.2.2  設計方針 

浸水防護設備は，以下の方針で設計する。 

(1) 浸水防止堰は，溢水により発生する水位や水圧に対して流入防止

機能が維持できるとともに，基準地震動ＳＳによる地震力等の溢

水の要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該

機能が損なわれない設計とする。また，浸水防止堰の高さは，溢

水水位に対して裕度を確保する設計とする。

(2) 水密扉は，溢水により発生する水位や水圧に対して流入防止機能

が維持できるとともに，基準地震動ＳＳによる地震力等の溢水の

要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能

が損なわれない設計とする。

(3) 防護壁は，溢水により発生する水位や水圧に対して流入防止機能

が維持できるとともに，基準地震動ＳＳによる地震力等の溢水の

要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能

が損なわれない設計とする。

(4) (1)～(3)以外の浸水防護設備についても，溢水により発生する水

位や水圧に対して流入防止機能が維持できるとともに，基準地震

動ＳＳによる地震力等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷重
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や環境に対して必要な当該機能が損なわれない設計とする。 

 

10.6.2.3  試験検査 

浸水防護設備は，健全性及び性能を確認するため，発電用原子炉の運

転中又は停止中に，定期的に試験又は検査を実施する。 
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4. 溢水防護区画及び溢水経路の設定

4.1 溢水防護区画の設定 

 防護対象設備が設置されており浸水防護を行う建屋，区域等を耐津波設計

において，浸水防護区画として設定し，基準津波の流入防止や地下水等の浸

水防止対策を実施する。浸水防護区画の配置図を第 4.1-1 図に示す。 

また，浸水防護区画は，以下の観点から溢水防護区画として区分する。 

・防護対象設備が設置されている全ての区画並びに中央制御室及び現場操

作が必要な設備へのアクセス通路。

・溢水防護対象設備が設置されている区画で，障壁，堰，又はそれらの組

合せによって他の区画と分離され，溢水防護の観点から 1 つの単位と考

えられる区画。

4.2 溢水経路の設定 

 溢水防護対象設備が設置されている建屋において，床開口部（機器ハッチ，

階段等)及び溢水影響評価において期待することのできる設備（水密扉や堰

等）の抽出を行い，溢水経路を設定する。 

 東海第二発電所における浸水防護区画の配置，他建屋等との接続関係及び

主な開口部等の配置を第 4.2-1 図に示す。 

 溢水影響評価において考慮する溢水経路は，溢水防護区画とその他の区画

（防護対象設備が存在しない区画または通路）との間における伝播経路とな

る扉，壁貫通部，天井開口部及び貫通部，床面開口部及び貫通部，床ドレン

等の連接状況及びこれらに対する溢水防護措置の有無を踏まえ，溢水経路モ

デルとして第 4.2-2 図を設定した。また，溢水防護区画図を第 4.2-3 図に示

す。ここでは，火災防護対応による以下の措置も考慮する。 

・安全区分Ⅰと安全区分Ⅱ，Ⅲの境界を３時間以上の耐火能力を有する耐
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火壁・隔壁等で分離する。 

  なお，扉の水密化，壁貫通部への止水処置，天井や床面開口部及び貫通部

への止水処置等の溢水防護対策については，添付資料-4 を参照。 

また，施設定期検査作業に伴う防護対象設備の待機除外や扉の開放等，プ

ラントの保守管理上やむを得ぬ措置の実施により，影響評価上設定したプラ

ント状態と一時的に異なる状態となった場合についても想定する。 

プラント停止中のスロッシングの発生やハッチ開放時における溢水影響に

ついては，詳細を補足説明資料-30 に示す。なお，プラント停止時における

ハッチ運用面での対応及び止水板の設置，床ファンネルの閉止については，

保安規定に基づく規程文書に明記する（別添 2 参照）。 

 

4.2.1 溢水経路設定の基本方針 

・原子炉棟各階は，6 階を除き東側エリア，西側エリアに分離し，溢水は

上層階から下層階へそれぞれのエリアごとに流下させる。 

・原子炉棟 6 階の溢水は，通常時においては最下階の地下 2 階東側エリア

が比較的狭隘であることを考慮し，東側エリアに流下させない。 

・原子炉ウェル及びドライヤセパレータプールのスロッシングによる溢水

のおそれがある期間は，原子炉棟 6 階の溢水を下層階へ流下させない。 

・溢水は，床ドレンファンネルからドレンラインを経由して地下 2 階の床

ドレンサンプに収集することとし，床ドレンサンプに収集することがで

きないものは各階に滞留しても影響がないようにする。 

・上層階から下層階への流下経路を限定することにより，溢水影響範囲を

可能な限り限定する。 

・溢水水位はアクセス性に影響のない水位とする。 
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4.2.2 基本方針を踏まえた対応方針 

(1) 原子炉棟 6 階

【通常運転時】 

・溢水を東側に流下させないために，東側エリアに通じる開口部に堰を設

けるとともに，東側エリアに通じる床ドレンファンネルを閉止する。

・溢水は，西側エリアに通じる床ドレンファンネルから流下させる。

【原子炉ウェル及びドライヤセパレータプールのスロッシングによる溢水

のおそれがある期間】 

・下階へ排水及び流下させない。

【その他設備】 

・プール外周部の堰に切欠きを設置し，原子炉ウェル及びドライヤセパ

レータプールのスロッシングによる溢水を滞留させない

(2) 原子炉棟 5 階～1 階

・溢水影響範囲を軽減させるために，開口部周りには堰を設け，溢水を床

ドレンラインで排水させる。

・堰高さは溢水水位がアクセス性に影響しないよう設定する。

・上層階から下層階への流下経路を限定させるために，流下経路とする開

口部を選定し，その周りの堰は，その他の開口部の堰より低くする。

(3) 原子炉建屋地下 1 階

・地下 2 階への流下経路は床ドレンサンプエリアにつながる階段及び床ド

レンラインとすることにより溢水経路を限定し，溢水をドレンサンプに

導く。 

・下層への流下経路がない区画に開口部を設ける。なお，当該区画の下層

階の安全区分は同じⅡ区分である。
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(4) 原子炉棟地下 2 階 

・現場操作が必要な設備へのアクセス性を確保するため，歩廊を設ける。 

(5) 堰の設定に対する考え方 

  溢水経路の設定にあたり，以下の堰を設置する。 

・溢水拡大防止堰 

溢水伝播を制限するための堰であり，流下経路としての伝播を考慮し

ない。 

・溢水拡大軽減堰 

溢水影響範囲を軽減させるための堰であり，溢水を床ドレンファンネ

ルに導くとともに，床ドレンファンネル閉塞時や大量の溢水時には流下

経路として考慮する。 

上記を踏まえた，溢水伝播経路図を第 4.2-4 図に示す。さらに，施設定期

検査中に想定される機器の点検時における，ハッチ等の開放を想定した溢水

伝播経路図を，溢水伝播経路図（9/16）以降に示す。 

 

4.2.3 溢水経路の評価方針 

 ・ 没水影響評価においては全量滞留した場合を想定する。但し，堰高さを

超えた場合は堰高さまでの滞留とする。 

 ・ 下層階には全量流下を想定する。 

 

4.2.4 溢水防護区画内外における溢水経路 

(1) 溢水防護区画内漏えいにおける溢水経路 

    溢水防護区画内漏えいに関する溢水経路の評価を行う場合，溢水防護

対象設備の存在する溢水防護区画の水位が最も高くなるように当該の区

画から他の区画への流出がないように溢水経路を設定することを基本と
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する。 

    溢水評価を行う場合の各構成要素の溢水に対する考え方を以下に示す。 

  ａ．床ドレン 

    評価対象区画に床ドレン配管が設置され，他の区画とつながっている

場合であっても，目皿が 1 つの場合は，他の区画への流出は想定しない。 

    ただし，同一区画に目皿が複数ある場合は，流出量の最も大きい床ド

レン配管１本を除き，それ以外からの流出を期待する。この場合には，

ドレン配管における単位時間あたりの流出量を算定し，溢水水位を評価

する。 

  ｂ．床面開口部及び貫通部 

    評価対象区画床面に開口部又は貫通部が設置されている場合であって

も，床開口部又は貫通部から他の区画への流出は，考慮しない。 

    ただし，以下に掲げる場合は，評価対象区画から他の区画への流出を

期待する。 

    流出を期待する場合は，床開口部及び床貫通部における単位時間あた

りの流出量を算定し，溢水水位を評価する。補足説明資料-10 に示す。 

① 評価対象区画の床面開口部にあっては，明らかに流出が期待で

きることを定量的に確認できる場合 

② 評価対象区画の床貫通部にあっては，貫通する配管，ダクト，

ケーブルトレイ又は電線管と貫通部との間に隙間があって，明らか

に流出が期待できることを定量的に確認できる場合 

  ｃ．壁貫通部 

    評価対象区画の境界壁に貫通部が設置され，隣の区画との貫通部が溢

水による水位より低い位置にある場合であっても，その貫通部からの流

出は考慮しない。 
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    ただし，当該壁貫通部を貫通する配管，ダクト，ケーブルトレイ又は

電線管と貫通部との問に隙間があって，明らかに流出が期待できること

を定量的に確認できる場合は，他の区画への流出を考慮する。 

    流出を期待する場合は，壁貫通部における単位時間あたりの流出量を

算定し，溢水水位を評価する。 

  ｄ．扉 

    評価対象区画に扉が設置されている場合であっても，当該扉から他の

区画等への流出は考慮しない。 

e．堰及び壁 

他の区画への流出は考慮しない。 

  ｆ．排水設備 

    評価対象区画に排水設備が設置されている場合であっても，当該区画

の流出は考慮しない。 

    ただし，溢水防止対策として排水設備を設置することが設計上考慮さ

れており，明らかに排水が期待できることを定量的に確認できる場合に

は，当該区画からの排水を考慮する。 

 (2) 溢水防護区画外漏えいにおける溢水経路 

   溢水防護区画外漏えいでの溢水経路の評価を行う場合，溢水防護対象設

備の存在する溢水防護区画の水位が最も高く（当該溢水区画に流入する水

量は多く，排水する流量は少なくなるように設定）なるように溢水経路を

設定する。 

   評価を行う場合の各構成要素の溢水に対する考え方を以下に示す。 

  ａ．床ドレン 

    評価対象区画の床ドレン配管が他の区画とつながっている場合であっ

て他の区画の溢水水位が評価対象区画より高い場合は，水位差によって

9条－46

246



9 条-別添 1-66 

発生する流入量を考慮する。 

    ただし，評価対象区画内に設置されているドレン配管に逆流防止措置

が施されている場合は，その効果を考慮する。 

  ｂ．天井面開口部及び貫通部 

    評価対象区画の天井面に開口部又は貫通部がある場合は，上部の区画

で発生した溢水量全量の流入を考慮する。 

    ただし，天井面開口部自体が鋼製又はコンクリート製の蓋で覆われた

ハッチに防水処理が施されている場合又は天井面貫通部に止水処置等の

流出防止対策が施されている場合は，評価対象区画への流入は考慮しな

い。 

    なお，評価対象区画上部にある他の区画に蓄積された溢水が，当該区

画に残留する場合は，その残留水の流出は考慮しない。 

  ｃ．壁貫通部 

    評価対象区画の境界壁に貫通部が設置されている場合であって，隣の

区画の溢水による水位が貫通部より高い位置にある場合は，隣室との水

位差によって発生する流入量を考慮する。 

    ただし，評価対象区画の境界壁の貫通部に止水処置等の流出防止対策

が施されている場合は，評価対象区画への流入は考慮しない。 

  ｄ．扉 

    評価対象区画に扉が設置されている場合は，隣室との水位差によって

発生する流入量を考慮する。 

    ただし，当該扉が溢水時に想定する水位による水圧に対する水密性が

確保できる扉である場合は，流入を考慮しない。 

  ｅ．堰 

    溢水が発生している区画に堰が設置されている場合であって，他に流
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出経路が存在しない場合は，当該区画で発生した溢水は堰の高さまで滞

留とする。 

  f．壁 

溢水が長時間滞留する区画境界の壁に，基準地震動ＳＳによる地震力

によりひび割れが生じるおそれがある場合は，ひび割れからの漏水量を

算出し，溢水評価に影響を与えないことを確認する。基準地震動ＳＳに

よる地震力に対し健全性を確認できる壁については，その効果を考慮す

る。 

  g．排水設備 

    評価対象区画に排水設備が設置されている場合であっても，当該区画

の排水は考慮しない。ただし，溢水防護対策として排水設備を設置する

ことが設計上考慮されており，明らかに排水が期待できることを定量的

に確認できる場合には，当該区画からの排水を考慮する。 

 

 (3) 蒸気に対する溢水経路について 

   蒸気は液体の場合と伝播の仕方が異なることから，気密要求のある床，

壁及び天井等を境界として区域を分割し，それら区域間の伝播経路を設定

する。火災防護対応による３時間以上の耐火能力を有する耐火壁・隔壁等

による区分分離は考慮する。 
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補足説明資料-30 

施設定期検査中における溢水影響について 

施設定期検査作業に伴う原子炉ウェルやドライヤセパレータプールの水張り状

態におけるスロッシングの発生，防護対象設備の待機除外やハッチ等，プラント

の保守管理上やむを得ぬ措置の実施により，影響評価上設定したプラント状態と

一時的に異なる状態となった場合については，その状態を踏まえた必要な安全機

能が損なわれない運用及び対策をおこなう。 

ここでは，影響評価上設定した溢水量及び溢水経路の状態の一時的な変更の一

例として，施設定期検査時のスロッシングの発生と作業等でのハッチ開放を想定

し，これによる溢水評価への影響について示す。 

1. ドライヤセパレータプール等のスロッシングに伴う溢水影響評価について

使用済燃料プールの通常時におけるスロッシングについては，必要な防

護対象設備が溢水評価において機能喪失しないことを確認している。 

ここでは，施設定期検査期間中に想定される，使用済燃料プール，原子

炉ウェル，ドライヤセパレータプールの基準地震動ＳＳにおけるスロッシ

ングによる溢水量を算定し，防護対策の検討を行う。また，この対策が上

記の評価に影響がないことを確認する。 

原子炉棟６階床のドライヤセパレータプール等の配置を第 1 図に示す。 
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第 1 図 ドライヤセパレータプール等の配置図 
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1.1 スロッシングによる溢水量の評価方法 

原子炉棟の原子炉ウェル及びドライヤセパレータプールを評価対象と

し，速度ポテンシャル理論による簡易評価により溢水量を算定する。ま

た，スロッシングによる溢水量を保守的に評価するために，簡易評価で求

めた「最大波高」が床面を上回る高さに，水面面積の 1/2 を乗じることと

する。 

表 3.7 の出典：耐震設計の標準化に関する調査報告書 別冊 2（機器

系）（昭和 60 年 3 月 (財)原子力工学試験センター） 

Ｌ：矩形容器の振動方向長さの１／２ 

Ｒ：円筒形容器の振動方向長さの１／２ 

Ｈ：プールの底面から水面の高さ 

ｇ：重力加速度 

α1：加速度スペクトル応答値 

地震方向 

赤枠範囲を含むプール

上の範囲を全て溢水さ

せる範囲とする 

最大波高：ηmax 

第 2 図 スロッシング時の溢水量の設定（矩形） 
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簡易解析に用いる地震動は，基準地震動ＳＳの８波をそれぞれ用いて溢

水量を算出し，床面への溢水量の最大値を評価に使用した。 

1.2 スロッシングによる溢水量の評価結果 

 ドライヤセパレータプール等を含めた施設定期検査期間中の基準地震動

ＳＳにおけるスロッシングによる溢水量を第 1 表に示す。ここで，使用済

燃料プールの溢水量は３次元流体解析の詳細値を考慮するが，その他原子

炉ウェルとドライヤセパレータプールのスロッシング量については，簡易

解析による結果を示す。簡易解析の結果は詳細解析結果に比べ，約 2 倍の

値となっており十分な保守性を有している。 

第 1 表 スロッシング評価結果

評価対象 地震波の種類 溢水量(m３) 

使用済燃料プール ＳＳ-13 81.49※1(156※2) 

原子炉ウェル ＳＳ-13 210※2 

ドライヤセパレータ
プール 

ＳＳ-13 211※2 

合 計 約 503 

※1：３次元解析によるスロッシング量

※2：簡易評価による保守的なスロッシング量

第 3 図 スロッシング時の溢水量の設定（円筒形） 

地震方向 

最大波高：ηmax 

地震方向長さ：２Ｒ
スロッシング長さ：Ｒ

赤枠範囲を含むプール

上の範囲を全て溢水さ

せる範囲とする 
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1.3 通常時の溢水評価及び対策への影響確認 

スロッシング発生時の溢水量が原子炉棟６階床面に流出した際の水位を

求め，通常時の溢水評価及び対策への影響を確認した。 

溢水水位の評価結果を第 2 表に示す。なお，使用済燃料プール，原子炉 

ウェル及びドライヤセパレータプールの床面積は保守的に水位評価に考慮

していない。 

第 2 表 スロッシングによる溢水水位

評価対象 溢水量(m３) 水位(m) 

通常時評価 81.49（89.64※） 0.11(0.12※) 

停止時評価 503 0.67 

※ 溢水量を 1.1 倍して水位を評価

スロッシング発生量が通常時の原子炉棟６階で想定する流出量を上回る

ことから，施設定期検査期間中において，通常時の評価に影響しないよう

発生する溢水を下層階に流下させない対策を実施する。具体的には，東側

の溢水拡大防止堰の上に 0.3m の止水板を設置し，かつ，西側床ドレンフ

ァンネルを閉止する運用を行う。 

この対策により，施設定期検査期間中に原子炉棟６階にて発生した溢水

を下層階へ流下拡大させないことから，他エリアにおけるスロッシング等

の溢水影響を防止することが可能となる。 

原子炉棟６階は，施設定期検査期間中において，通常運転時に比べ作業等

による溢水のリスクが高くなることから，上記の床ドレンファンネル閉止等

による対応は，溢水影響の拡大防止の観点からも有効な対応となる。 

床ドレンファンネルの閉止については，停止中のみの運用とし，プラン

ト停止直後より格納容器上蓋開放までに，第 4 図に示す西側範囲を閉止キ

ャップ若しくは閉止板にて止水し，ウェル水張り中はこれを維持する。
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第 4 図 施設定期検査期間中のスロッシング対策（追加対策） 

溢水伝播経路図（原子炉棟６階） 

 

第 5 図 床ドレンファンネルの閉止例 

閉止プラグ

（鋼板付） 

鋼板

閉止板

9条－70

270



9 条-別添 1-補足 30-7 

第 6 図 溢水拡大防止堰への止水板設置概要図 

止水板については，通常運転中の燃料キャスク等搬出入時に高さが干渉

するため施設定期検査期間中のみの設置とする。止水板の設置時及び取り

外し後の復旧状態における止水機能の担保については，取付位置とシール

部のパッキンの締め代を寸法にて管理し，止水性能を維持することを，モ

ックアップ試験にて示す。 

第 7 図 止水板の設置例 

支柱レールの取付状況設置前状況

堰設置状況

400 

300 

溢水拡大

防止堰 

(RC 造) 

止水板 

平面図

側面図 :支柱部

連結部

約 4m 止水板の連結部の形状は，キャスク
等のサイズ（φ約 2.5m）を考慮
し，支柱等を用いない構造とする。

連結部支柱部
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1.4 スロッシング水の滞留対策について 

前記の床ドレンファンネル閉止等の運用に加え，スロッシングによる溢

水が原子炉棟６階床面に滞留しないよう，溢水を使用済燃料プール等に戻

す対策を実施する。 

(1) 溢水の床面滞留時の排水対策

使用済燃料プール及びドライヤセパレータプール外周部には異物混入

防止を目的とした堰（高さ約 0.1m）が設置されており，床面の水位が

この堰を超える場合は，現実的には堰を越流し，プール側に戻ることが

想定されるが，さらに確実に床面に溜まる水がプール側に流入するよ

う，堰の一部を切欠く対策を実施する（第 8 図）。 

この対策実施により，原子炉棟 6 階の床面に溢水するスロッシング水

は，使用済燃料プールやドライヤセパレータプール側に流入することに

なり，床面滞留時の影響を軽減することができる。 

第 8 図 プール堰の変更概要

堰の改造については，従来の異物混入防止を考慮するだけでなく，ス

ロッシング水の越流による物品の流入や作業における仮置物品などの流

入を防止するために迷路構造とする。また，流入部には異物混入防止の

網を設置するものとする。 

プール側 

堰の変更概要図（平面図）

赤色部：堰変更部 

切欠き 

網 

異物混入防止堰 
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堰の切欠きの設置により滞留水が排水される時間は，滞留水位及び水

量をそれぞれ既設堰高さより 0.1m，約 76m3とし，堰の切欠き幅を１箇

所 0.1m として算出した場合，約 5～10 分程度と想定され，短時間であ

ることから滞留による他への影響等は考慮していない。 

(2) スロッシング等の溢水発生を想定した物品の管理について

通常時及び施設定期検査期間中については，原子炉棟６階エリアは，

「異物混入防止管理マニュアル」に従い，主に特定異物混入防止管理区域

として管理される。具体的には，区域が設定され，持込み工具や資機材と

消耗品等物品の搬出入管理，機材の固縛や固定等の実施及び監視人の配置

や表示による管理が行われる。さらに，作業等の関係者については，関連

する教育を定期的に実施することを定めている。 

これに加え，スロッシング等の溢水を考慮した物品の固定や保管管理に

ついて「異物混入防止管理」に追加する。対象物品リストを第 4 表に示す。 

この管理の実施及びプール廻りに設置された堰や手摺の効果により，ス

ロッシング等の発生を想定した場合でも，プール等に流入する物品は微小

な物に制限され，燃料等に影響を及ぼさないものとなる。 

(3) 排水ライン閉塞時における排水処理について

仮に堰の切欠き部に閉塞が発生した場合を想定し，滞留水が発生する

場合は，排水ポンプ等にて他フロアの既設ファンネルを利用し排水を実

施する。具体的には，ドレンラインや排水受入れ先の廃棄物処理系設備

の復旧，若しくは健全性の確認後，各階段室を通して下層階に仮設ホー

スを設置し，健全が確認されたファンネルに排水を行う。必要な排水作

業について第 9 図に示す。 
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溢水したスロッシング水を再びプール側に戻す場合，水質悪化等によ

る燃料等への影響が考えられるが，各浄化系統を復旧することで，設備

等への大きな影響はないと考える。なお，異物の有無を確認するため燃

料や炉内の点検を実施する。 

(4) 溢水滞留時のアクセス性について

停止時に発生する溢水における原子炉棟 6 階の滞留を想定すると，プ

ール廻りの堰高さより水位は約 10 ㎝であり，作業等のアクセス性につ

いては影響のない水位である。 

全ての排水ラインが閉塞したと仮定し，排水が出来ないとした場合で

も，排水作業のためのアクセスは階段部より可能であり，6 階フロアに

入る扉の開閉についても，滞留水位による影響がないよう，必要な高さ

を確保した堰を設置することから問題がない評価となる。 

 

第 9 図 停止時の床ドレンファンネル閉止・堰の排水切欠き閉塞時 

における排水処理について 

スロッシング等の溢水

床ドレンファンネル閉止 

水位：約 10 ㎝ 

Ｒ／Ｗへ 

ドレンサンプ 

階段室扉を開放 

原子炉棟６階 

での溢水滞留 

排水ポンプ 
仮設ホース 

溢水の発生 

ドレンラインの健全性確認

仮設ポンプにて排水 

他フロア等の健全な

ドレンファンネル 
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1.5 止水板の設計について 

本評価においては，原子炉棟の原子炉ウェル及びドライヤセパレータプー

ルを対象として，速度ポテンシャル理論による簡易評価により溢水量を算定

した。この算定においては，保守的に評価を実施したことから，対策につい

ても十分に保守的なものであるが，後段規制の段階で３次元流体解析による

詳細評価を実施し，溢水量に応じて，溢水高さの最適化を図り，裕度を確保

することとする。 

1.6 床ドレンファンネルの閉止運用期間について 

施設定期検査期間中に想定される，スロッシング対策として，原子炉

棟６階については，床ドレンファンネルの閉止運用による溢水対策を実

施する。標準的な施設定期検査工程を第 10 図に示す。 

標準工程 30 日 60 日 70 日

原子炉作業  

原子炉ｳｪﾙ満水 

DSP 満水 

運用期間 

施設定期検査期間中に想定される，スロッシング対策が必要な期間は原子

炉ウェル満水及びドライヤセパレータプール満水の期間であることから，標

準的な作業工程を考慮した場合，40 日程度である。 

:クリティカル作業

▽発電停止

原子炉開放

燃料取出

ＣＲＤ等点検

炉内点検他

燃料装荷他

原子炉復旧

起動準備

第 10 図 施設定期検査工程例
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施設定期検査期間中の原子炉ウェルとドライヤセパレータプールは，通常

運転期間中と違い，遮蔽プラグやハッチが開放される状態となることから，

現実的には溢水評価において水位を評価する床面のような滞留エリアとはな

らない状況となる。このため，停止期間中におけるスロッシングのような大

量の溢水を想定した場合は，評価においても，プール外周部の堰を超える範

囲については，プール側に溢水が戻る想定とする。 

これに対し，通常運転期間については，遮蔽プラグやハッチが設置されて

いるため，この範囲を流下範囲として設定していない。そのため，可能な限

り汚染水を床ドレンファンネルにより処理し，床面に拡大させないことを考

慮していることから，床ドレンファンネル閉止の運用は行わない。 

 

2. ハッチ開放による溢水評価への影響の確認 

原子炉棟の溢水影響評価において，通常閉止されているハッチについて，施

設定期検査時等で開放されることを考慮した場合，溢水評価に及ぼす影響につ

いて確認した。対象としたハッチ配置を第 11 図に示す。 

 

① 6 階東側，西側エリアハッチ開放により，東西区域エリアへ溢水伝播が発

生する可能性がある。 

② ハッチ開放部近傍の浸水防護設備に被水の可能性がある。 

③ ハッチ開放により計画外の溢水経路が発生する可能性がある。 

④ ハッチ開放により開放区域のエリア面積に影響を及ぼす可能性がある。 

 

2.1 確認結果 

 予想される影響を確認した結果，以下のとおり運用を行うことにより没水影

響評価において問題ないことを確認した。 
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① 6 階面での溢水は，東側西側エリアハッチ開放をおこなった場合，東西区

域への溢水が発生し東西の防護対象設備へ影響を及ぼす恐れがあるため，

当該ハッチについては，開放時に止水堰等の浸水防護対策を行う。

② 開放ハッチ下部近傍に防護対象設備が設置されているハッチについては，

開口部からの溢水流下による被水の恐れがあるため，ハッチ開放時につい

ては，該当開口部に止水堰及び被水防護対策を行う。

③ ハッチ開放による開口面積の増加やコンクリートプラグ仮置きによる区画

面積が減少するが，水位上昇は 6 階面で 2cm 程度であり，溢水防護対象設

備が機能喪失しないことから，溢水影響評価に影響はない。

④ 設備点検に伴うハッチ開放においては，同じ機能をもつ異区分の安全

機器のハッチを同時に開放しない運用制限を行う。

第 3 表 機器ハッチ開放による水位への影響 

床面積(m2) 溢水水位(m) 備考 

通常時 759.7 0.12 地震時評価 

ハッチ

開放時
742.4 0.13 ハッチ開口:17.3m2考慮

以上の確認結果及びこれらを実施することにより，必要な安全機能が

損なわれないよう対応することとする。なお，運用面での対策について

は保安規定に基づく規程文書に明記する。 
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第 4 表 施設定期検査時の異物混入防止対策物品リスト 
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第 11 図 原子炉建屋ハッチ配置図(1/8) 
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第 11 図 原子炉建屋ハッチ配置図(2/8) 
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第 11 図 原子炉建屋ハッチ配置図(3/8) 
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第 11 図 原子炉建屋ハッチ配置図(4/8) 
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第 11 図 原子炉建屋ハッチ配置図(5/8) 
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第 11 図 原子炉建屋ハッチ配置図(6/8) 
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第 11 図 原子炉建屋ハッチ配置図(7/8) 
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第 11 図 原子炉建屋ハッチ配置図(8/8) 
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10. 海水ポンプエリアの溢水影響評価

溢水防護対象設備のうち海水ポンプ等については，屋外取水口エリアに設置

されていることから，他の溢水防護対象設備とは別に溢水源や溢水防護区画を

設定し，溢水影響評価を行う。 

 海水ポンプエリアは，海水ポンプエリア防護壁の設置やエリア外からの浸水

を防止する対策として，逆流防止弁の設置，貫通部止水処理等を実施する。 

海水ポンプエリアについて，想定破損及び地震起因による溢水を評価した。 

海水ポンプエリアの平面図を第 10-1 図，断面図を第 10-2 図に示す。 

溢水量低減対策を図る循環水管伸縮継手の対応について補足説明資料-19

に，海水ポンプエリアの浸水防護区画及び溢水防護区画の詳細と浸水対策とし

て機能を期待する施設・設備を補足説明資料-36 に示す。 

第 10-1 図 海水ポンプエリア平面図 

取

水

口 

：残留熱除去系海水系ポンプ

：高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ

：非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ

：補機冷却用海水ポンプ（耐震Ｂクラス）
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第 10-2 図 海水ポンプエリア断面図 

10.1 想定破損による溢水影響評価 

循環水ポンプエリアでの想定破損による溢水影響評価 

循環水ポンプエリアでの想定破損による溢水が，隣接する海水ポンプエリ

アの防護対象設備である残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用ディーゼル発

電機海水系ポンプ等の設置エリアに流出しないことを確認する。 

循環水ポンプエリアに敷設されている低エネルギー配管としては，循環水

系の他に，タービン補機冷却系配管，所内用水系配管がある。各配管の想定

破損による溢水流量及び溢水量を第 10.1-1 表に示す。 

 想定破損時の手動隔離時間の算出については，漏えい検知，現場移動，漏

えい箇所の特定及び隔離操作等により，下記(ⅰ)～(ⅳ)を組合せて算定した。 

(ⅰ) 漏えいから警報発信までの時間  10分 
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(ⅱ) 中央制御室から現場への移動時間 20分 

(ⅲ) 漏えい箇所特定に要する時間   30分 

(ⅳ) 隔離操作時間（中央制御室での弁閉操作時間 10分） 

（現場操作の場合 20分） 

第 10.1-1 表 溢水源となる系統と溢水流量・溢水量 

系統 溢水流量(m３／h) 時間(分) 溢水量(m３) 

循環水系 594 70 763 

タービン補機冷却系 34 80 50 

所内用水系 － 80 25 

溢水源となる系統のうち，溢水量が最大となるのは循環水系である。 

10.2 消火活動による放水における溢水影響評価 

海水ポンプエリアにおける消火活動に使用される設備には，屋外消火栓が

ある。消火栓の放水量を 350L／min×2 箇所（＝約 42m３／h）とし，放水時間

を連続 3 時間として消火活動による放水に伴う溢水量とした。 

第 10.2-1 表に示す通り，消火水の放水による海水ポンプエリアの消火活動

に使用される溢水量は，想定破損の評価で想定する溢水量より小さくなるた

め，消火水の放水による溢水評価は想定破損の評価に包含される。 

第 10.2-1 表 消火活動による溢水量 

系統 溢水量(m３) 

屋外消火系 126 

10.3 地震起因による溢水影響評価（伸縮継手の破損考慮） 

地震起因により溢水源となりうる機器のうち，破損の生じるおそれがある
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伸縮継手部を溢水源として評価する。循環水ポンプの通常運転圧力における

伸縮継手の破損を考慮した場合，流出流量は，複数箇所の同時破断を考慮す

ることから想定破損の流出流量より大きくなるため，評価において最大とな

る溢水量を地震による溢水量とする。 

 この際の溢水量を想定し，循環水ポンプが設置される区画での伸縮継手破

損による溢水量が，海水ポンプエリア躯体壁上部から流出する際の越流水深

を第 10.3-1 図のモデルに従い算出した。この結果を第 10.3-1 表に示す。 

ここで，海水ポンプエリアに設置された機冷却用海水ポンプ等の低耐震ク

ラス機器については，波及的影響防止及び津波の浸水防止を目的として，補

強対策を実施することから溢水源とはしない。 

 

第 10.3-1 図 海水ポンプエリアモデル図 

Q ＝ C×B×h(３／２)

 ここで，0.1＜ h／L ≦0.4 ： C＝1.552＋0.083（h／L） 

Q：越流流量(m３／s) 

B：流出を期待する開口長さ(m) 

h：越流水深(m) 

C：流量係数(-) 

L：海水ポンプエリア躯体壁の幅(m) 

W：海水ポンプエリア躯体壁の高さ(m) 

越流水深：h

分離壁の高さ

開口長さ：B

躯体壁の高さ：W

躯体壁の幅：L
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9 条-別添 1-255

 

第 10.3-1 表 越流水深計算結果（地震起因） 

評価区画 海水ポンプエリア 

W 海水ポンプエリア躯体壁の高さ(m) 5.8 

B 流出を期待する開口長さ(m) 22.5 

L 海水ポンプエリア躯体壁の幅(m) 1.2 

Q 越流流量(m３／h) 6,179 

h 越流水深(m) 0.14 

(1) 影響評価結果

循環水管伸縮継手部の想定破損による溢水が，海水ポンプエリアを越え

て外部に流出する際の水位（越流水深）は 0.14m であり，既設分離壁の高

さ 0.79m を越えて，防護対象設備の設置されている区画に流入することは

ないと評価した。この結果より，防護対象設備が機能喪失しないことを確

認した。 

(2) 循環水ポンプ停止インターロックについて

地震時に想定する海水ポンプエリアでの溢水量を確実に低減することを

目的として，溢水を検知し，循環水ポンプを停止するとともにポンプ出口

（「水理公式集」より）
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9 条-別添 1-256

弁を閉止するインターロックを設置する。これにより，循環水ポンプピッ

ト外への溢水の越流による拡大を防止することが可能となる。

10.4 海水ポンプエリアの溢水影響評価結果 

海水ポンプエリア内で発生する想定破損による低エネルギー配管の貫通ク

ラックによる溢水については，溢水の発生するエリアに設置されたポンプ等

は機能喪失するが，壁，閉止板等による溢水伝播防止対策を図るため，他の

区画に溢水を拡大させないことで，他区画に設置された防護対象設備を防護

する。さらに，海水ポンプエリア内の多重性を有する防護対象設備を別区画

に設置することにより，没水により同時に機能を損なうことはない。消火水

の放水による溢水についても同様。 

地震時に想定する溢水については，循環水ポンプエリアでの伸縮継手の破

損による溢水で，安全機能が損なわれないことを確認した。また，海水ポン

プエリアでの波及的影響防止及び津波の浸水防止を目的として，耐震クラス

の低い機器を破損させない対策を実施することから，溢水により機能を損な

うことはない。 

以上より，海水ポンプエリア内にある防護対象設備が，海水ポンプエリア

内で発生する溢水の影響を受けて，安全機能を損なわないことを確認した。 
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9 条-別添 1-補足 42-32 

第 1 図 防護対象設備配置図（31／31） 
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第 1 表 溢水源となる機器のリスト（1／14） 

9 条-別添 1-添付 3-2 

設置場所 管理 

区域 

区分 

機器名称 
S クラス：○ 
S クラス以外：× 

溢水源としない

(耐震性を確認)：○

溢水源とする ：×建屋 階層 

原子炉 

建屋 

(原子炉棟) 

B2F 

内 残留熱除去系ポンプ (Ａ) シールクーラ ○ － 

内 残留熱除去系ポンプ (Ｂ) シールクーラ ○ － 

内 残留熱除去系ポンプ (Ｃ) シールクーラ ○ － 

内 高圧炉心スプレイ系ポンプシールクーラ ○ － 

内 低圧炉心スプレイ系ポンプシールクーラ ○ － 

内 原子炉隔離時冷却系バロメトリックコンデンサ ○ － 

内 原子炉隔離時冷却系真空タンク ○ － 

内 原子炉隔離時冷却系油冷却器 ○ － 

内 Ｒ／Ｂ機器ドレンサンプ熱交換器（Ａ） × ○ 

内 Ｒ／Ｂ機器ドレンサンプ熱交換器（Ｂ） × ○ 

内 
高圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機 

（ＨＶＡＣ－ＡＨ２－１） 
○ － 

内 
高圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機 

（ＨＶＡＣ－ＡＨ２－２） 
○ － 

内 
低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機 

（ＨＶＡＣ－ＡＨ２－３） 
○ － 

内 
原子炉隔離時冷却系ポンプ・タービン室空調機 

（ＨＶＡＣ－ＡＨ２－４） 
○ － 

内 
残留熱除去系Ｂポンプ室空調機 

（ＨＶＡＣ－ＡＨ２－５） 
○ － 

内 
残留熱除去系Ｃポンプ室空調機 

（ＨＶＡＣ－ＡＨ２－６） 
○ － 

内 
残留熱除去系Ａポンプ室空調機 

（ＨＶＡＣ－ＡＨ２－７） 
○ － 

内 配管 ○ － 

内 配管 × ※ 

原子炉 

建屋 

(原子炉棟) 

B1F 

内 制御棒駆動水加熱器 × ○ 

内 制御棒駆動水系ポンプ（Ａ） サクションフィルタ × ○ 

内 制御棒駆動水系ポンプ （Ｂ）サクションフィルタ × ○ 

内 制御棒駆動水ポンプ潤滑油冷却器（Ａ） × ○ 

内 制御棒駆動水ポンプ潤滑油冷却器（Ｂ） × ○ 

内 残留熱除去系熱交換器（Ａ） ○ － 

内 残留熱除去系熱交換器（Ｂ） ○ － 

内 配管 ○ － 

内 配管 × ※ 

原子炉 

建屋 

(原子炉棟) 

1F 

内 サンプルクーラ（３Ａ） × ○ 

内 サンプルクーラ（３Ｂ） × ○ 

内 サンプルクーラ（４Ａ） × ○ 

内 サンプルクーラ（４Ｂ） × ○ 
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第 1 表 溢水源となる機器のリスト（2／14） 

9 条-別添 1-添付 3-3 

設置場所 管理 

区域 

区分 

機器名称 
S クラス：○ 
S クラス以外：× 

溢水源としない 
(耐震性を確認)：○

溢水源とする ：×建屋 階層 

原子炉 

建屋 

(原子炉棟) 

1F 

内 ＰＡＳＳクーラ × ○ 

内 配管 ○ － 

内 配管 × ※ 

原子炉 

建屋 

(原子炉棟) 

2F 

内 ＣＵＷ循環ポンプ（Ａ）シールクーラ × ○ 

内 ＣＵＷ循環ポンプ（Ｂ）シールクーラ × ○ 

内 Ｒ／Ｂ ２Ｆ用冷房装置 × ○ 

内 ＭＳトンネル室空調機（ＡＨ２－８Ａ） × × 

内 ＭＳトンネル室空調機（ＡＨ２－８Ｂ） × × 

内 配管 ○ － 

内 配管 × ※ 

原子炉 

建屋 

(原子炉棟) 

3F 

内 水圧制御ユニット（東側） ○ － 

内 水圧制御ユニット（西側） ○ － 

内 スクラム排出水容器（Ⅰ） × ○ 

内 スクラム排出水容器（Ⅱ） × ○ 

内 ＨＰＵオイルタンク（Ａ） × × 

内 ＨＰＵオイルタンク（Ｂ） × × 

内 原子炉再循環ポンプシールパージフィルタ × × 

内 ＭＳＩＶ－ＬＣＳ低圧マニホールド（Ａ） ○ － 

内 ＭＳＩＶ－ＬＣＳ低圧マニホールド（Ｂ） ○ － 

内 サンプルクーラ（Ｇ３３－Ｚ０２０－１） × ○ 

内 可燃性ガス濃度制御系冷却器（Ａ） ○ － 

内 可燃性ガス濃度制御系冷却器（Ｂ） ○ － 

内 格納容器雰囲気監視系モニタラック（Ａ） ○ － 

内 配管 ○ － 

内 配管 × ※ 

原子炉 

建屋 

(原子炉棟) 

4F 

内 原子炉冷却材浄化系逆洗水受タンク × ○ 

内 原子炉冷却材浄化系逆洗水移送ポンプ × ○ 

内 再生熱交換器（Ａ） × ○ 

内 再生熱交換器（Ｂ） × ○ 

内 再生熱交換器（Ｃ） × ○ 

内 非再生熱交換器（Ａ） × ○ 

内 非再生熱交換器（Ｂ） × ○ 

内 燃料プール冷却浄化系熱交換器（Ａ） × ○ 

内 燃料プール冷却浄化系熱交換器（Ｂ） × ○ 

内 燃料プール冷却浄化系フィルタ脱塩器（Ａ） × ○ 
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第 1 表 溢水源となる機器のリスト（3／14） 

9 条-別添 1-添付 3-4 

設置場所 管理 

区域 

区分 

機器名称 
S クラス：○ 
S クラス以外：× 

溢水源としない

(耐震性を確認)：○

溢水源とする ：×建屋 階層 

原子炉 

建屋 

(原子炉棟) 

4F 

内 燃料プール冷却浄化系フィルタ脱塩器（Ｂ） × ○ 

内 燃料プール冷却浄化系逆洗水受タンク × ○ 

内 ＰＬＲ－ＬＦＭＧ室空調機（ＳＣＵ２－１） × ○ 

内 ＰＬＲ－ＬＦＭＧ室空調機（ＳＣＵ２－２） × ○ 

内 燃料プール冷却浄化系再循環ポンプＡ × ○ 

内 燃料プール冷却浄化系再循環ポンプＢ × ○ 

内 燃料プール冷却浄化系逆洗水移送ポンプ × ○ 

内 燃料プール冷却浄化系保持ポンプＡ × ○ 

内 燃料プール冷却浄化系保持ポンプＢ × ○ 

内 サンプルクーラ（５Ａ） × ○ 

内 サンプルクーラ（５Ｂ） × ○ 

内 Ｒ／Ｂ ４Ｆ用冷房装置 × ○ 

内 格納容器雰囲気監視系モニタラック（Ｂ） ○ － 

内 配管 ○ － 

内 配管 × ※ 

原子炉 

建屋 

(原子炉棟) 

5F 

内 燃料プール冷却浄化系スキマサージタンク（Ａ） × ○ 

内 燃料プール冷却浄化系スキマサージタンク（Ｂ） × ○ 

内 ほう酸水注入系貯蔵タンク ○ － 

内 ほう酸水注入系テストタンク × × 

内 原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器（Ａ） × ○ 

内 原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器（Ｂ） × ○ 

内 原子炉冷却材浄化系プリコートタンク × ○ 

内 原子炉冷却材浄化系プリコートポンプ × ○ 

内 原子炉冷却材浄化系保持ポンプＡ × ○ 

内 原子炉冷却材浄化系保持ポンプＢ × ○ 

内 燃料プール冷却浄化系プリコートタンク × ○ 

内 燃料プール冷却浄化系プリコートポンプ × ○ 

内 Ｒ／Ｂ ５Ｆ用冷房装置 × ○ 

内 ドライウェル除湿機（ＷＣ２－５） × ○ 

内 ＤＨＣ冷水ポンプ（Ｐ２－７） × ○ 

内 配管 ○ － 

内 配管 × ※ 

原子炉 

建屋 

(原子炉棟) 

6F 

内 原子炉補機冷却系サージタンク × ○ 

内 Ｒ／Ｂ ６Ｆローカルクーラ × ○ 

内 配管 ○ － 

内 配管 × ※ 
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第 1 表 溢水源となる機器のリスト（4／14） 

9 条-別添 1-添付 3-5 

設置場所 管理 

区域 

区分 

機器名称 
S クラス：○ 
S クラス以外：× 

溢水源としない 
(耐震性を確認)：○

溢水源とする ：×建屋 階層 

原子炉 

建屋 

(付属棟) 

B2F 

外 ＤＧ ２Ｃ潤滑油サンプタンク ○ － 

外 ＤＧ ２Ｃ清水冷却器 ○ － 

外 ＤＧ ２Ｃ潤滑油冷却器 ○ － 

外 ＤＧ ２Ｃ潤滑油加熱器 ○ － 

外 ＤＧ ２Ｄ潤滑油サンプタンク ○ － 

外 ＤＧ ２Ｄ清水冷却器 ○ － 

外 ＤＧ ２Ｄ潤滑油冷却器 ○ － 

外 ＤＧ ２Ｄ潤滑油加熱器 ○ － 

外 ＨＰＣＳ ＤＧ潤滑油サンプタンク ○ － 

外 ＨＰＣＳ ＤＧ清水冷却器 ○ － 

外 ＨＰＣＳ ＤＧ潤滑油冷却器 ○ － 

外 ＨＰＣＳ ＤＧ潤滑油加熱器 ○ － 

外 配管 ○ － 

外 配管 × × 

原子炉 

建屋 

(付属棟) 

B1F 

外 ＤＧ ２Ｃ清水膨張タンク ○ － 

外 ＤＧ ２Ｃシリンダー注油タンク ○ － 

外 ＤＧ ２Ｃ燃料油タンク（燃料デイタンク） ○ － 

外 ＤＧ ２Ｃ空気冷却器（Ａ） ○ － 

外 ＤＧ ２Ｃ空気冷却器（Ｂ） ○ － 

外 ＤＧ ２Ｃ清水加熱器 ○ － 

外 ＤＧ ２Ｄ清水膨張タンク ○ － 

外 ＤＧ ２Ｄシリンダー注油タンク ○ － 

外 ＤＧ ２Ｄ燃料油タンク（燃料デイタンク） ○ － 

外 ＤＧ ２Ｄ空気冷却器（Ａ） ○ － 

外 ＤＧ ２Ｄ空気冷却器（Ｂ） ○ － 

外 ＤＧ ２Ｄ清水加熱器 ○ － 

外 ＨＰＣＳ ＤＧ清水膨張タンク ○ － 

外 ＨＰＣＳ ＤＧシリンダー注油タンク ○ － 

外 ＨＰＣＳ ＤＧ燃料油タンク（燃料デイタンク） ○ － 

外 ＨＰＣＳ ＤＧ空気冷却器（Ａ） ○ － 

外 ＨＰＣＳ ＤＧ空気冷却器（Ｂ） ○ － 

外 ＨＰＣＳ ＤＧ清水加熱器 ○ － 

外 配管 ○ － 

外 配管 × × 
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第 1 表 溢水源となる機器のリスト（5／14） 

9 条-別添 1-添付 3-6 

設置場所 管理 

区域 

区分 

機器名称 
S クラス：○ 
S クラス以外：× 

溢水源としない 
(耐震性を確認)：○

溢水源とする ：×建屋 階層 

原子炉 

建屋 

(付属棟) 

3F 

外 中央制御室エアハンドリングユニットファン（Ａ） ○ － 

外 中央制御室エアハンドリングユニットファン（Ｂ） ○ － 

外 ＲＸＰ．ＴＫ（ＭＣＲ空調膨張タンク－１） ○ － 

外 ＲＸＰ．ＴＫ（ＭＣＲ空調膨張タンク－２） ○ － 

外 
スイッチギヤ室エアハンドリング 

ユニットファン（Ａ） 
○ － 

外 
スイッチギヤ室エアハンドリング 

ユニットファン（Ｂ） 
○ － 

外 ＲＸＰ．ＴＫ（ＳＷＧＲ空調膨張タンク－１） ○ － 

外 ＲＸＰ．ＴＫ（ＳＷＧＲ空調膨張タンク－２） ○ － 

外 ユニットヒータ（ＵＨ２－２４） × × 

外 ユニットヒータ（ＵＨ２－２５） × × 

外 ユニットヒータ（ＵＨ２－２６） × × 

外 ユニットヒータ（ＵＨ２－２７） × × 

外 ユニットヒータ（ＵＨ２－２８） × × 

外 配管 ○ － 

外 配管 × × 

原子炉 

建屋 

(付属棟) 

屋上 

外 
バッテリー室エアハンドリング 

ユニットファン（Ａ） 
○ － 

外 
バッテリー室エアハンドリング 

ユニットファン（Ｂ） 
○ － 

外 中央制御室チラーユニット（ＷＣ２－１） × × 

外 中央制御室チラーユニット（ＷＣ２－２） × × 

外 ＳＷＧＲチラーユニット（ＷＣ２－３Ａ） × × 

外 ＳＷＧＲチラーユニット（ＷＣ２－３Ｂ） × × 

外 ＳＷＧＲチラーユニット（ＷＣ２－４Ａ） × × 

外 ＳＷＧＲチラーユニット（ＷＣ２－４Ｂ） × × 

外 配管 ○ － 

外 配管 × × 

原子炉 

建屋 

(廃棄物 

処理棟) 

B1F 

内 廃液収集タンク × × 

内 サージタンク（Ａ） × × 

内 サージタンク（Ｂ） × × 

内 床ドレン収集タンク × × 

内 濃縮廃液貯蔵タンク（Ａ） × × 

内 濃縮廃液貯蔵タンク（Ｂ） × × 

内 濃縮廃液貯蔵タンク（Ｃ） × × 

内 蒸気復水冷却器 × × 

内 所内蒸気復水タンク × × 
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第 1 表 溢水源となる機器のリスト（6／14） 

9 条-別添 1-添付 3-7 

設置場所 管理 

区域 

区分 

機器名称 
S クラス：○ 
S クラス以外：× 

溢水源としない

(耐震性を確認)：○

溢水源とする ：×建屋 階層 

原子炉 

建屋 

(廃棄物 

処理棟) 

B1F 

内 廃液中和タンク（Ａ） × × 

内 廃液中和タンク（Ｂ） × × 

内 洗濯廃液ドレンタンク（Ａ） × × 

内 洗濯廃液ドレンタンク（Ｂ） × × 

内 廃液スラッジ貯蔵タンク（Ａ） × × 

内 廃液スラッジ貯蔵タンク（Ｂ） × × 

内 床ドレンスラッジ貯蔵タンク × × 

内 使用済樹脂貯蔵タンク × × 

内 使用済粉末樹脂貯蔵タンク（Ａ） × × 

内 使用済粉末樹脂貯蔵タンク（Ｂ） × × 

内 配管 × × 

原子炉 

建屋 

(廃棄物 

処理棟) 

MB1F 

内 タンクベント冷却器 × × 

内 タンクベント加熱器 × × 

内 所内蒸気系蒸気加熱器 × × 

内 配管 × × 

原子炉 

建屋 

(廃棄物 

処理棟) 

1F 

内 排ガスブロワ後置冷却器（Ａ） × × 

内 排ガスブロワ後置冷却器（Ｂ） × × 

内 グリコール冷凍機（Ａ） × × 

内 グリコール冷凍機（Ｂ） × × 

内 排ガス系グリコールタンク × × 

内 排ガス前置除湿器（Ａ） × × 

内 排ガス前置除湿器（Ｂ） × × 

内 中和硫酸タンク × × 

内 中和苛性タンク × × 

内 りん酸ソーダタンク × × 

内 廃液脱塩器 × × 

内 凝縮水脱塩器 × × 

内 凝縮水サンプルタンク × × 

内 床ドレンサンプルタンク（Ａ） × × 

内 床ドレンサンプルタンク（Ｂ） × × 

内 廃液サンプルタンク（Ａ） × × 

内 廃液サンプルタンク（Ｂ） × × 

内 配管 ○ ― 

内 配管 × × 
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第 1 表 溢水源となる機器のリスト（7／14） 

9 条-別添 1-添付 3-8 

設置場所 管理 

区域 

区分 

機器名称 
S クラス：○ 
S クラス以外：× 

溢水源としない

(耐震性を確認)：○

溢水源とする ：×建屋 階層 

原子炉 

建屋 

(廃棄物 

処理棟) 

2F 

内 廃液濃縮器加熱器（Ａ） × × 

内 廃液濃縮器加熱器（Ｂ） × × 

内 廃液濃縮器蒸発缶（Ａ） × × 

内 廃液濃縮器蒸発缶（Ｂ） × × 

内 凝縮水収集タンク × × 

内 凝集沈殿装置供給タンク × × 

内 凝集沈殿装置 × × 

内 配管 ○ ― 

内 配管 × × 

原子炉 

建屋 

(廃棄物 

処理棟) 

3F 

内 
オフガス再生室エアハンドリングユニット 

（ＡＨ２－２１） 
× × 

内 オフガス再生室チラーユニット（ＷＣ２－２１） × × 

内 ＳＵＲＧＥ  ＴＡＮＫ × × 

内 再生ガス冷却器 × × 

内 再生ガスブロワ（Ａ） × × 

内 再生ガスブロワ（Ｂ） × × 

内 配管 × × 

原子炉 

建屋 

(廃棄物 

処理棟) 

4F 

内 廃液濃縮器復水器（Ａ） × × 

内 廃液濃縮器復水器（Ｂ） × × 

内 封水冷却器（Ａ） × × 

内 封水冷却器（Ｂ） × × 

内 スパージングブロワ入口冷却器 × × 

内 スパージングブロワ出口冷却器 × × 

内 スパージングブロワ × × 

内 配管 × × 

タービン 

建屋 
B1F 

内 復水器（Ａ） × ×

内 復水器（Ｂ） × ×

内 復水器（Ｃ） × ×

内 給水加熱器（３Ａ） × ×

内 給水加熱器（３Ｂ） × ×

内 給水加熱器（３Ｃ） × ×

内 給水加熱器（４Ａ） × ×

内 給水加熱器（４Ｂ） × ×

内 給水加熱器（４Ｃ） × ×
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第 1 表 溢水源となる機器のリスト（8／14） 

9 条-別添 1-添付 3-9 

設置場所 管理 

区域 

区分 

機器名称 
S クラス：○ 
S クラス以外：× 

溢水源としない 
(耐震性を確認)：○

溢水源とする ：×建屋 階層 

タービン 

建屋 
B1F 

内 給水加熱器（５Ａ） × × 

内 給水加熱器（５Ｂ） × × 

内 給水加熱器（５Ｃ） × × 

内 高圧復水ポンプ（Ａ）潤滑油タンク × × 

内 高圧復水ポンプ（Ｂ）潤滑油タンク × × 

内 高圧復水ポンプ（Ｃ）潤滑油タンク × × 

内 高圧復水ポンプ（Ａ）潤滑油冷却器 × × 

内 高圧復水ポンプ（Ｂ）潤滑油冷却器 × × 

内 高圧復水ポンプ（Ｃ）潤滑油冷却器 × × 

内 ＨＰＣＰ（Ａ）モータクーラ × × 

内 ＨＰＣＰ（Ｂ）モータクーラ × × 

内 ＨＰＣＰ（Ｃ）モータクーラ × × 

内 制御油タンク × × 
内 貯油タンク × × 
内 制御油冷却器（Ａ） × × 
内 制御油冷却器（Ｂ） × × 
内 バッチオイルタンク × × 
内 計装用空気圧縮機（Ａ）  × × 
内 計装用空気圧縮機（Ｂ） × × 
内 計装用空気系アフタークーラ（Ａ） × × 
内 計装用空気系アフタークーラ（Ｂ） × × 

内 
電動駆動原子炉給水ポンプシールドレン 

コレクタータンク 
× × 

内 所内用空気圧縮機（Ａ） × × 
内 所内用空気圧縮機（Ｂ） × × 
内 所内用空気系アフタークーラ（Ａ） × × 
内 所内用空気系アフタークーラ（Ｂ） × × 
内 脱塩塔Ｎｏ．１ × × 
内 脱塩塔Ｎｏ．２ × × 
内 脱塩塔Ｎｏ．３ × × 
内 脱塩塔Ｎｏ．４ × × 
内 脱塩塔Ｎｏ．５ × × 

内 脱塩塔Ｎｏ．６ × × 

内 脱塩塔Ｎｏ．７ × × 
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第 1 表 溢水源となる機器のリスト（9／14） 

9 条-別添 1-添付 3-10 

設置場所 管理 

区域 

区分 

機器名称 
S クラス：○ 
S クラス以外：× 

溢水源としない

(耐震性を確認)：○

溢水源とする ：×建屋 階層 

タービン 

建屋 
B1F 

内 脱塩塔Ｎｏ．８ × ×

内 脱塩塔Ｎｏ．９ × ×

内 脱塩塔Ｎｏ．１０ × ×

内 硫酸計量槽 × ×

内 アニオン樹脂再生塔 × ×

内 苛性ソーダ計量槽 × ×

内 カチオン樹脂再生塔 × ×

内 中間樹脂槽 × ×

内 樹脂貯槽 × ×

内 コンデミリサイクルポンプ（Ａ）クーラ × ×

内 コンデミリサイクルポンプ（Ｂ）クーラ × ×

内 サンプルラック（２２） × ×

内 サンプルラック（２４） × ×

内 サンプルラック（Ｈ２Ｏ２） × ×

内 サンプルラック（２５） × ×

内 サンプルラック（２８） × ×

内 ＬＰＣＰ（Ａ）油クーラ × ×

内 ＬＰＣＰ（Ｂ）油クーラ × ×

内 ＬＰＣＰ（Ｃ）油クーラ × ×

内 ＬＰＣＰ（Ａ）モータクーラ × ×

内 ＬＰＣＰ（Ｂ）モータクーラ × ×

内 ＬＰＣＰ（Ｃ）モータクーラ × ×

内 配管 × ×

内 
配管（タービン建屋基礎マット～復水器廻り隔離弁

及び復水器バイパス弁迄） 
× ○ 

タービン 

建屋 
1F 

内 ＶＡＣＵＵＭ ＴＡＮＫ × ×

内 原子炉補機冷却系熱交換器（Ａ） × ×

内 原子炉補機冷却系熱交換器（Ｂ） × ×

内 原子炉補機冷却系熱交換器（Ｃ） × ×

内 サンプルクーラ（６Ｂ） × ×

内 排ガス復水器（Ａ） × ×

内 排ガス復水器（Ｂ） × ×

内 排ガス予熱器（Ａ） × ×

内 排ガス予熱器（Ｂ） × ×

内 給水加熱器（１Ａ） × ×
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第 1 表 溢水源となる機器のリスト（10／14） 

9 条-別添 1-添付 3-11 

設置場所 管理 

区域 

区分 

機器名称 
S クラス：○ 
S クラス以外：× 

溢水源としない 
(耐震性を確認)：○

溢水源とする ：×建屋 階層 

タービン 

建屋 
1F 

内 給水加熱器（１Ｂ） × × 

内 給水加熱器（１Ｃ） × × 
内 給水加熱器（２Ａ） × × 
内 給水加熱器（２Ｂ） × × 
内 給水加熱器（２Ｃ） × × 
内 給水加熱器（６Ａ） × × 
内 給水加熱器（６Ｂ） × × 
内 給水加熱器（６Ｃ） × × 
内 グランド蒸気蒸発器（４Ｓエバポレータ）   × × 
内 

グランド蒸気蒸発器（４Ｓエバポレータ） 

ドレンタンク 
× × 

内 グランド蒸気復水器 × × 
内 湿分分離器（Ａ） × × 
内 湿分分離器（Ｂ） × × 
内 湿分分離器ドレンタンク（Ａ） × × 
内 湿分分離器ドレンタンク（Ｂ） × × 
内 復水器真空ポンプ用ウォータセパレータ × × 
内 真空ポンプシ－ル水ク－ラ × × 
内 空気抽出器  × × 
内 電動機駆動原子炉給水ポンプ（Ａ）潤滑油タンク × × 
内 電動機駆動原子炉給水ポンプ（Ｂ）潤滑油タンク × × 
内 電動機駆動原子炉給水ポンプ（Ａ）潤滑油冷却器 × × 
内 電動機駆動原子炉給水ポンプ（Ｂ）潤滑油冷却器 × × 
内 ＭＤＲＦＰ（Ａ）モータクーラ × × 
内 ＭＤＲＦＰ（Ｂ）モータクーラ × × 
内 サンプルラック（３１） × × 
内 サンプルラック（Ｂ２２－Ｚ００１） × × 
内 サンプルラック（３３） × × 
内 サンプルラック（３０） × × 

内 
原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン（Ａ） 

油タンク 
× × 

内 
原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン（Ｂ） 

油タンク 
× × 

内 油冷却器Ｎｏ．１（Ａ１） × × 
内 油冷却器Ｎｏ．１（Ｂ１） × × 
内 油冷却器Ｎｏ．２（Ａ２） × × 
内 油冷却器Ｎｏ．２（Ｂ２） × × 
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第 1 表 溢水源となる機器のリスト（11／14） 

9 条-別添 1-添付 3-12 

設置場所 管理 

区域 

区分 

機器名称 
S クラス：○ 
S クラス以外：× 

溢水源としない 
(耐震性を確認)：○

溢水源とする ：×建屋 階層 

タービン 

建屋 
1F 

内 補助油タンク × × 
内 油清浄機 × × 
内 主油タンク × × 
内 主油タンク冷却器（Ａ） × × 
内 主油タンク冷却器（Ｂ） × × 
内 発電機水素密封油装置 × × 
内 固定子冷却装置 × × 
内 固定子冷却水冷却器（Ａ） × × 
内 固定子冷却水冷却器（Ｂ） × × 
内 タービン補機冷却系熱交換器（Ａ） × × 
内 タービン補機冷却系熱交換器（Ｂ） × × 
内 タービン補機冷却系熱交換器（Ｃ） × × 
内 補助ボイラ（２Ａ）  × × 
内 補助ボイラ（２Ｂ） × × 

内 補助ボイラ蒸気溜 × × 
内 薬注タンク × × 
内 補助ボイラ連続ブロー熱交換器 × × 
内 給水タンク × × 
内 重油サービスタンク × × 
内 ディーゼル駆動消火ポンプ用デイタンク × × 
内 アフタークーラ × × 
内 復水脱塩装置空気圧縮機 × × 
内 相分離母線空気冷却器（Ａ） × × 
内 相分離母線空気冷却器（Ｂ） × × 
内 復水器プライミングポンプクーラ（Ａ） × × 
内 復水器プライミングポンプクーラ（Ｂ） × × 

内 配管 × × 

タービン 

建屋 
2F 

内 原子炉補機冷却系防錆剤注入タンク × × 
内 タービン補機冷却系サージタンク × × 
内 励磁機空気冷却器 × × 
内 発電機水素冷却器（Ａ） × × 
内 発電機水素冷却器（Ｂ） × × 
内 発電機水素冷却器（Ｃ） × × 
内 発電機水素冷却器（Ｄ） × × 
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第 1 表 溢水源となる機器のリスト（12／14） 

9 条-別添 1-添付 3-13 

設置場所 管理 

区域 

区分 

機器名称 
S クラス：○ 
S クラス以外：× 

溢水源としない 
(耐震性を確認)：○

溢水源とする ：×建屋 階層 

タービン 

建屋 
2F 

内 
タービン建屋送風機ヒーティングコイル 

（ＨＣ２－１） 
× × 

内 
タービン建屋送風機ヒーティングコイル 

（ＨＣ２－２） 
× × 

内 
原子炉建屋換気系送風機ヒーティングコイル 

（ＨＣ２－３） 
× × 

内 
原子炉建屋換気系送風機ヒーティングコイル 

（ＨＣ２－４） 
× × 

内 
廃棄物処理棟給気ファンヒーティングコイル 

（ＨＣ２－５） 
× × 

内 
廃棄物処理棟給気ファンヒーティングコイル 

（ＨＣ２－６） 
× × 

内 ユニットヒータ（ＵＨ２－１） × × 
内 ユニットヒータ（ＵＨ２－２） × × 
内 ユニットヒータ（ＵＨ２－３） × × 
内 ユニットヒータ（ＵＨ２－４） × × 
内 ユニットヒータ（ＵＨ２－５） × × 
内 ユニットヒータ（ＵＨ２－６） × × 

内 ユニットヒータ（ＵＨ２－７） × × 

内 ユニットヒータ（ＵＨ２－８） × × 
内 ユニットヒータ（ＵＨ２－１０） × × 
内 ユニットヒータ（ＵＨ２－１１） × × 
内 ユニットヒータ（ＵＨ２－１２） × × 
内 ユニットヒータ（ＵＨ２－１５） × × 
内 ユニットヒータ（ＵＨ２－１６） × × 
内 ユニットヒータ（ＵＨ２－１７） × × 
内 ユニットヒータ（ＵＨ２－１９） × × 
内 ユニットヒータ（ＵＨ２－２０） × × 
内 ユニットヒータ（ＵＨ２－２１） × × 
内 ユニットヒータ（ＵＨ２－２２） × × 
内 ユニットヒータ（ＵＨ２－２３） × × 
内 ユニットヒータ（ＵＨ２－２９） × × 
内 ユニットヒータ（ＵＨ２－３０） × × 
内 ユニットヒータ（ＵＨ２－３１） × × 
内 ユニットヒータ（ＵＨ２－３２） × × 
内 ユニットヒータ（ＵＨ２－３３） × × 
内 ユニットヒータ（ＵＨ２－３４） × × 
内 ユニットヒータ（ＵＨ２－３５） × × 
内 ユニットヒータ（ＵＨ２－３６） × × 

9条－106

306



第 1 表 溢水源となる機器のリスト（13／14） 

9 条-別添 1-添付 3-14 

設置場所 管理 

区域 

区分 

機器名称 
S クラス：○ 
S クラス以外：× 

溢水源としない

(耐震性を確認)：○

溢水源とする ：×建屋 階層 

タービン 

建屋 
2F 

内 ユニットヒータ（ＵＨ２－３７） × ×

内 ユニットヒータ（ＵＨ２－３８） × × 

内 ユニットヒータ（ＵＨ２－３９） × ×

内 ユニットヒータ（ＵＨ２－４０） × ×

内 配管 × ×

タービン 

建屋 
屋上 

外 真空脱気器 × ×

外 配管 × ×

ＣＳＴ 

エリア 
屋外 

内 復水貯蔵タンク（Ａ） × ○ 

内 復水貯蔵タンク（Ｂ） × ○ 

内 配管 × ×

サービス 

建屋 
1F 

外 ランドリーボイラＮｏ．１ × ×

外 ランドリーボイラＮｏ．２ × ×

外 ランドリーボイラＮｏ．３ × ×

外 ホットウェルタンクＮｏ．１ × ×

外 ホットウェルタンクＮｏ．２ × ×

外 蒸気ヘッダ（ＳＨ－１） × ×

外 蒸気ヘッダ（ＳＨ－２） × ×

外 オイルプレヒ－タ  １号 × ×

外 オイルプレヒ－タ  ２号 × ×

外 オイルプレヒ－タ  ３号 × ×

外 給湯用熱交換器 × ×

内・外 配管 × ×

サービス 

建屋 
M2F 

外 ＨＶＡＣ室空調機（ＡＣ－３） × ×

外 ＨＶＡＣ室空調機（ＨＣ－１） × ×

内・外 配管 × ×

サービス 

建屋 
2F 

外 機械室（ＣＯＬＤ）空調機（ＡＣ－４） × ×

外 機械室（ＣＯＬＤ）空調機（ＨＣ－７） × ×

外 冷凍機（Ｒ－３） × ×

内 サービスビル電気温水ボイラ × ×

内・外 配管 × ×

サービス 

建屋 
3F 

外 ＨＶＡＣ室空調機（ＡＣ－１） × ×

外 ＨＶＡＣ室空調機（ＡＣ－２） × ×

内・外 配管 × ×

サービス 

建屋 
屋上 

外 冷凍機（Ｒ－１） × ×

外 冷凍機（Ｒ－２） × ×
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第 1 表 溢水源となる機器のリスト（14／14） 

9 条-別添 1-添付 3-15 

設置場所 管理 

区域 

区分 

機器名称 
S クラス：○ 
S クラス以外：× 

溢水源としない 
(耐震性を確認)：○

溢水源とする ：×建屋 階層 

サービス 

建屋 
屋上 

外 冷却塔ファン（ＣＴ－１） × × 

外 冷却塔ファン（ＣＴ－２） × × 
外 冷却塔ファン（ＣＴ－３） × × 
外 膨張タンク × × 
外 Ｓ／Ｂ飲料水タンク × × 
外 ろ過用水高築水槽 × × 
外 配管 × × 

海水ポ

ンプエ

リア 

屋外 

外 ＡＳＷ ポンプ（Ａ） × ○ 

外 ＡＳＷ ポンプ(Ｂ) × ○ 

外 ＡＳＷ ポンプ(Ｃ) × ○ 

外 ＲＨＲＳ ポンプ(Ａ) ○ ― 

外 ＲＨＲＳ ポンプ(Ｂ) ○ ― 
外 ＲＨＲＳ ポンプ(Ｃ) ○ ― 
外 ＲＨＲＳ ポンプ(Ｄ) ○ ― 
外 ＤＧＳＷ ポンプ(２Ｃ) ○ ― 
外 ＤＧＳＷ ポンプ(２Ｄ) ○ ― 
外 ＨＰＣＳ-ＤＧＳＷ ポンプ ○ ― 
外 配管 ○ ○ 

外 配管（補機冷却系海水配管,所内用水系配管） × ○ 

※原子炉補機冷却水系，燃料プール冷却浄化系，復水・純水移送系，原子炉冷却材浄化系，制

御棒駆動系，消火系については，耐震性を確認し溢水源としない。 
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東海第二発電所 

安全施設 

本資料のうち， は商業機密又は核物質防護上の観点から公開できません。 
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＜概 要＞ 

1. において，実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基

準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。），実用発電用原子炉及び

その附属施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）の追

加要求事項を明確化するとともに，それら要求に対する東海第二発電所におけ

る適合性を示す。 

2. において，設計基準事故対処設備について，追加要求事項に適合するため

に必要となる機能を達成するための設備又は運用等について説明する。 
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1. 基本方針

1.1 要求事項の整理 

安全施設のうち，静的機器の単一故障に関する設置許可基準規則第 12 条

及び技術基準規則第 14 条の要求事項を第 1-1 表に示し，追加要求事項を明

確化する。 

第 1-1 表 設置許可基準規則第 12 条並びに技術基準規則第 14 条及び 15 条の

要求事項 

設置許可基準規則 第 12 条

（安全施設） 

技術基準規則 第 14 条 

（安全設備） 
追加要求事項 

１ 安全施設は、その安全

機能の重要度に応じて、安

全機能が確保されたもので

なければならない。 

－ 変更なし 

２ 安全機能を有する系統

のうち、安全機能の重要度

が特に高い安全機能を有す

るものは、当該系統を構成

する機械又は器具の単一故

障（単一の原因によって一

つの機械又は器具が所定の

安全機能を失うこと（従属

要因による多重故障を含

む。）をいう。以下同じ。）

が発生した場合であって、

外部電源が利用できない場

合においても機能できるよ

う、当該系統を構成する機

械又は器具の機能、構造及

び動作原理を考慮して、多

重性又は多様性を確保し、

及び独立性を確保するもの

でなければならない。 

第二条第二項第九号ハ及びホ

に掲げる安全設備は、当該安

全設備を構成する機械又は器

具の単一故障（設置許可基準

規則第十二条第二項 に規定

する単一故障をいう。以下同

じ。）が発生した場合であっ

て、外部電源が利用できない

場合においても機能できるよ

う、構成する機械又は器具の

機能、構造及び動作原理を考

慮して、多重性又は多様性を

確保し、及び独立性を確保す

るよう、施設しなければなら

ない。 

静的機器の単一故

障に関する考え方

の明確化 

３ 安全施設は、設計基準

事故時及び設計基準事故

に至るまでの間に想定さ

れる全ての環境条件にお

２ 安全性設備は、設計基準

事故時及び当該事故に至るま

での間に想定される全ての環

境条件において，その機能を

変更なし 
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いて、その機能を発揮する

ことができるものでなけ

ればならない。 

発揮することができるよう，

施設しなければならない。 

 

設置許可基準規則 第 12 条

（安全施設） 

技術基準規則 第 15 条 

（設計基準対象施設の機能） 
追加要求事項 

－ 設計基準対象施設は、通常運

転時において発電用原子炉の

反応度を安全かつ安定的に制

御でき、かつ運転時の異常な

過渡変化時においても発電用

原子炉固有の出力抑制特性を

有するとともに、発電用原子

炉の反応度を制御することに

より核分裂の連鎖反応を制御

できる能力を有するものでな

ければならない。 

変更なし 

４ 安全施設は、その健全

性及び能力を確認するた

め、その安全機能の重要度

に応じ、発電用原子炉の運

転中又は停止中に試験又は

検査ができるものでなけれ

ばならない。 

２ 設計基準対象施設は、そ

の健全性及び能力を確認する

ため、発電用原子炉の運転中

又は停止中に必要な箇所の保

守点検（試験及び検査を含

む。）ができるよう、施設しな

ければならない。 

変更なし 

－ ３ 設計基準対象施設は、通

常運転時において容器、配管、

ポンプ、弁その他の機械又は

器具から放射性物質を含む流

体が著しく漏えいする場合

は、流体状の放射性廃棄物を

処理する設備によりこれを安

全に処理するように施設しな

ければならない。 

変更なし 

５ 安全施設は、蒸気ター

ビン、ポンプその他の機器

又は配管の損壊に伴う飛散

物により、安全性を損なわ

ないものでなければならな

い。 

４ 設計基準対象施設に属す

る設備であって、蒸気タービ

ン、ポンプその他の機器又は

配管の損壊に伴う飛散物によ

り損傷を受け、発電用原子炉

施設の安全性を損なうことが

想定されるものには、防護施

設の設置その他の損傷防止措

置を講じなければならない。

変更なし 
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６ 重要安全施設は、二以

上の発電用原子炉施設にお

いて共用し、又は相互に接

続するものであってはなら

ない。ただし、二以上の発

電用原子炉施設と共用し、

又は相互に接続することに

よって当該二以上の発電用

原子炉施設の安全性が向上

する場合は、この限りでは

ない。 

５ 設計基準対象施設に属す

る安全設備であって、第二条

第二項第九号ハに掲げるもの

は、二以上の発電用原子炉施

設において共用し、又は相互

に接続するものであってはな

らない。ただし、二以上の発電

用原子炉施設と共用し、又は

相互に接続することによって

当該二以上の発電用原子炉施

設の安全性が向上する場合

は、この限りではない。 

追加要求事項 

７ 安全施設（重要安全施

設を除く。）は、二以上の発

電用原子炉施設と共用し、

又は相互に接続する場合に

は、発電用原子炉施設の安

全性を損なわないものでな

ければならない。 

６ 前項の安全設備以外の安

全設備を二以上の発電用原子

炉施設と共用し、又は相互に

接続する場合には、発電用原

子炉施設の安全性を損なわな

いよう、施設しなければなら

ない。 

追加要求事項（相

互接続に関する要

求追加） 

1.2 追加要求事項に対する適合性 

(1) 位置，構造及び設備

ロ 発電用原子炉施設の一般構造

(3)その他の主要な構造

(ⅰ) 本発電用原子炉施設は，(1)耐震構造，(2)耐津波構造に加え，以下

の基本的方針のもとに安全設計を行う。 

ａ．設計基準対象施設 

（g）安全施設

（g-1）安全施設は，その安全機能の重要度に応じて，十分高い信頼性を確

保し，かつ維持し得る設計とする。このうち，安全機能の重要度が特に高

い安全機能を有する系統は，原則，多重性又は多様性及び独立性を備える

設計とするとともに，当該系統を構成する機器に短期間では動的機器の単
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一故障，長期間では動的機器の単一故障若しくは想定される静的機器の単

一故障のいずれかが生じた場合であって，外部電源が利用できない場合に

おいても，その系統の安全機能を達成できる設計とする。 

 重要度が特に高い安全機能を有する系統において，設計基準事故が発生

した場合に長期間にわたって機能が要求される静的機器のうち，単一設計

とする以下の機器については，想定される最も過酷な条件下においても安

全上支障のない期間に単一故障を確実に除去又は修復できる設計とし，そ

の単一故障を仮定しない。設計に当たっては，想定される単一故障の発生

に伴う周辺公衆及び運転員の被ばく，当該単一故障の除去又は修復のため

のアクセス性，補修作業性並びに当該作業期間における従事者の被ばくを

考慮する。 

・原子炉建屋ガス処理系の配管の一部 

・中央制御室換気系のダクトの一部 

 

 また，重要度が特に高い安全機能を有する系統において，設計基準事故

が発生した場合に長期間にわたって機能が要求される静的機器のうち，単

一設計とする以下の機器については，単一故障を仮定した場合においても

安全機能を達成できる設計とする。 

・格納容器スプレイ冷却系のスプレイヘッダ（サプレッション・チェンバ

側） 

 安全施設の設計条件を設定するに当たっては，材料疲労，劣化等に対し

ても十分な余裕を持って機能維持が可能となるよう，通常運転時，運転時

の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に想定される圧力，温度，湿度，

放射線量等各種の環境条件を考慮し，十分安全側の条件を与えることによ

り，これらの条件下においても期待されている安全機能を発揮できる設計
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とする。 

 また，安全施設は，その健全性及び能力を確認するために，その安全機

能の重要度に応じ，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査がで

きる設計とする。 

（g-2）安全施設は，蒸気タービン等の損壊に伴う飛散物により安全性を損

なわない設計とする。 

蒸気タービン及び発電機は，破損防止対策を行うことにより，破損事故

の発生確率を低くするとともに，タービンミサイルの発生を仮に想定して

も安全機能を有する構築物，系統及び機器への到達確率を低くすることに

よって，発電用原子炉施設の安全性を損なわない設計とする。 

(g-3) 重要安全施設は，発電用原子炉施設間で原則共用又は相互に接続し

ないものとするが，安全性が向上する場合は，共用又は相互に接続するこ

とを考慮する。 

なお，発電用原子炉施設間で共用又は相互に接続する重要安全施設は無

いことから，共用又は相互に接続することを考慮する必要はない。 

安全施設（重要安全施設を除く。）を共用又は相互に接続する場合には，

原子炉施設の安全性を損なうことのない設計とする。 

固体廃棄物処理系のうち，セメント混練固化装置，雑固体廃棄物焼却装

置，雑固体減容処理設備，固体廃棄物貯蔵庫及び固体廃棄物作業建屋は，

東海発電所と共用とするが，その処理量は東海第二発電所及び東海発電所

における合計の予想発生量を考慮することで安全性を損なわない設計とす

る。 

所内ボイラ設備及び所内蒸気系は，東海発電所と共用とするが，必要な

容量をそれぞれ確保するとともに，接続部の弁を閉操作することにより隔

離できる設計とすることで，安全性を損なわない設計とする。 
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給水処理系のうち，原水タンク，ろ過水貯蔵タンク，多目的タンク及び

純水貯蔵タンクは，東海発電所と共用とするが，必要な容量をそれぞれ確

保するとともに，接続部の弁を閉操作することにより隔離できる設計とす

ることで，安全性を損なわない設計とする。 

緊急時対策所は，東海発電所と共用とするが，東海発電所と同時発災時

に対応するために必要な居住性を確保する設計とすることで，安全性を損

なわない設計とする。 

通信連絡設備のうち無線連絡設備（固定型），無線連絡設備（携帯型），

衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型），電力保安通信用電話設

備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ），テレビ会議システム（社内），

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システ

ム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ），加入電話設備（加入電話及び加入ＦＡＸ）

及び専用電話設備（ホットライン）（地方公共団体向）は，東海発電所と共

用とするが，東海発電所で同時に通信・通話するために必要な仕様を満足

する設計とすることで，安全性を損なわない設計とする。 

放射線監視設備のうち固定モニタリング設備，気象観測設備，放射能観

測車及び環境試料測定設備は，東海第二発電所及び東海発電所の共通の対

象である発電所周辺の放射線等を監視，測定するために必要な仕様を満足

する設計とすることで，安全性を損なわない設計とする。 

放射線監視設備のうち出入管理室は東海第二発電所及び東海発電所の共

通の対象である管理区域の出入管理及び被ばく線量の監視をするために必

要な仕様を満足する設計とすることで，安全性を損なわない設計とする。 

消火系のうち構内消火用ポンプ，ディーゼル駆動構内消火ポンプ，原水

タンク及び多目的タンクは，東海発電所と共用とするが，必要な容量をそ

れぞれ確保するとともに，発電用原子炉施設間の接続部の弁を閉操作する
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ことにより隔離できる設計とすることで，安全性を損なわない設計とする。 

(2) 安全設計方針

1.１ 安全設計の方針 

1.1.1 安全設計の基本方針 

1.1.1.6 共用 

 重要安全施設は，東海発電所との間で原則共用又は相互に接続しないも

のとするが，安全性が向上する場合は，共用又は相互に接続することを考

慮する。 

 安全施設（重要安全施設を除く。）において，共用又は相互に接続する場

合には，原子炉施設の安全性を損なわない設計とする。 

1.1.1.7 多重性又は多様性及び独立性 

 安全施設は，その安全機能の重要度に応じて，十分高い信頼性を確保し，

かつ維持し得る設計とする。このうち，重要度が特に高い安全機能を有す

る系統は，原則，多重性又は多様性及び独立性を備える設計とするととも

に，当該系統を構成する機器の単一故障が生じた場合であって，外部電源

が利用できない場合においても，その系統の安全機能を達成できる設計と

する。 

1.1.1.8 単一故障 

(1) 設計方針

安全施設のうち，重要度が特に高い安全機能を有する系統は，当該系統

を構成する機器に短期間では動的機器の単一故障が生じた場合，長期間で

は動的機器の単一故障若しくは想定される静的機器の単一故障のいずれか
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が生じた場合であって，外部電源が利用できない場合においても，その系

統の安全機能が達成できる設計とする。 

なお，重要度が特に高い安全機能を有する系統のうち，長期間にわたっ

て安全機能が要求される静的機器を単一設計とする場合には，単一故障が

安全上支障のない期間に確実に除去又は修復できる設計，他の系統を用い

てその機能を代替できる設計又は単一故障を仮定しても安全機能を達成で

きる設計とする。 

 

(2) 手順等 

原子炉建屋ガス処理系の配管の一部及び中央制御室換気空調系のダクト

の一部に要求される機能を維持するため，保全計画に基づき適切に保守管

理，点検を実施するとともに，必要に応じ補修を行う。 

 

1.1.1.9 試験検査 

 安全施設は，その健全性及び能力を確認するために，その安全機能の重

要度に応じ，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができる設

計とする。 
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(3) 適合性説明 

 第十二条 安全施設 

１ 安全施設は、その安全機能の重要度に応じて、安全機能が確保され

たものでなければならない。 

２ 安全機能を有する系統のうち、安全機能の重要度が特に高い安全機

能を有するものは、当該系統を構成する機械又は器具の単一故障（単

一の原因によって一つの機械又は器具が所定の安全機能を失うこと

（従属要因による多重故障を含む。）をいう。以下同じ。）が発生し

た場合であって、外部電源が利用できない場合においても機能できる

よう、当該系統を構成する機械又は器具の機能、構造及び動作原理を

考慮して、多重性又は多様性を確保し、及び独立性を確保するもので

なければならない。 

３ 安全施設は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想

定される全ての環境条件において、その機能を発揮することができる

ものでなければならない。 

４ 安全施設は、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能の

重要度に応じ、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査がで

きるものでなければならない。 

５ 安全施設は、蒸気タービン、ポンプその他の機器又は配管の損壊に

伴う飛散物により、安全性を損なわないものでなければならない。 

６ 重要安全施設は、二以上の発電用原子炉施設において共用し、又は

相互に接続するものであってはならない。ただし、二以上の発電用原

子炉施設と共用し、又は相互に接続することによって当該二以上の発

電用原子炉施設の安全性が向上する場合は、この限りではない。 
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７ 安全施設（重要安全施設を除く。）は、二以上の発電用原子炉施設

と共用し、又は相互に接続する場合には、発電用原子炉施設の安全性

を損なわないものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

  安全施設を，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する

審査指針」に基づき，それが果たす安全機能の性質に応じて，次の2種に分

類する。 

  (1) その機能の喪失により，原子炉施設を異常状態に陥れ，もって一般公

衆ないし従事者に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれのあるもの（異常

発生防止系。以下「ＰＳ」という。）。 

  (2) 原子炉施設の異常状態において，この拡大を防止し，又はこれを速や

かに収束せしめ，もって一般公衆ないし従事者に及ぼすおそれのある過

度の放射線被ばくを防止し，又は緩和する機能を有するもの（異常影響

緩和系。以下「ＭＳ」という。）。 

    また，ＰＳ及びＭＳのそれぞれに属する安全施設を，その有する安全

機能の重要度に応じ，それぞれクラス１，クラス２及びクラス３に分類

する。それぞれのクラスの呼称は第１表に掲げるとおりとする。 

    なお，各クラスに属する安全施設の基本設計ないし基本的設計方針

は，確立された設計，建設，試験及び検査の技術並びに運転管理によ

り，安全機能確保の観点から，次の各号に掲げる基本的目標を達成でき

るものとする。 

   ａ．クラス１：合理的に達成し得る最高度の信頼性を確保し，かつ，

維持すること。 
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ｂ．クラス２：高度の信頼性を確保し，かつ，維持すること。 

ｃ．クラス３：一般の産業施設と同等以上の信頼性を確保し，かつ，維

持すること。 

第２項について 

重要度が特に高い安全機能を有する系統については，その構造，動作原理，

果たすべき安全機能の性質等を考慮し，原則として多重性のある独立した系

列又は多様性のある独立した系列を設け，想定される動的機器の単一故障又

は長期間の使用が想定される静的機器の単一故障を仮定しても所定の安全機

能が達成できる設計とする。また，その系統を構成する機器の単一故障の仮

定に加え，外部電源が利用できない場合においても，系統の安全機能が達成

できるよう，非常用所内電源として非常用ディーゼル発電機 3 系統を設ける。 

重要度が特に高い安全機能を有する系統において，設計基準事故が発生し

た場合に長期間にわたって機能が要求される静的機器のうち，単一設計とす

る原子炉建屋ガス処理系の配管の一部及び中央制御室換気系のダクトの一部

については，当該設備に要求される原子炉格納容器内又は放射性物質が原子

炉格納容器内から漏れ出た場所の雰囲気中の放射性物質の濃度低減機能及び

原子炉制御室非常用換気空調機能が喪失する単一故障のうち，想定される最

も過酷な条件として，配管及びダクトについては全周破断を想定しても，単

一故障による放射性物質の放出に伴う被ばくの影響を最小限に抑えるよう，

安全上支障のない期間に単一故障を確実に除去又は修復できる設計とし，そ

の単一故障を仮定しない。設計に当たっては，想定される単一故障の発生に

伴う周辺公衆及び運転員の被ばく，当該単一故障の除去又は修復のためのア

クセス性，補修作業性並びに当該作業期間として想定する屋外の場合 4 日間，

屋内の場合 2 日間における従事者の被ばくを考慮し，周辺公衆の被ばく線量
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が設計基準事故時の判断基準である実効線量を下回ること，運転員の被ばく

線量が緊急時作業に係る線量限度を下回ること及び従事者の被ばく線量が緊

急時作業に係る線量限度に照らしても十分小さく修復作業が実施可能である

ことを満足するものとする。 

なお，単一故障を除去又は修復ができない場合であっても，周辺公衆に対

する放射線被ばくが，安全評価指針に示された設計基準事故時の判断基準を

下回ることを確認する。 

重要度が特に高い安全機能を有する系統において，設計基準事故が発生し

た場合に長期間にわたって機能が要求される静的機器のうち，単一設計とす

る格納容器スプレイ冷却系のスプレイヘッダ（サプレッション・チェンバ側）

については，想定される最も過酷な単一故障の条件として，配管１箇所の全

周破断を想定した場合においても，原子炉格納容器の冷却機能を達成できる

設計とする。また，このような場合においても，残留熱除去系 2 系統にてド

ライウェルスプレイを行うか，又は 1 系統をドライウェルスプレイ，もう 1

系統をサプレッション・プール冷却モードで運転することで原子炉格納容器

の冷却機能を代替できる設計とする。 

なお，単一設計とする原子炉建屋ガス処理系の配管の一部及び中央制御室

換気系のダクトの一部については，劣化モードに対する適切な保守管理を実

施し，故障の発生を低く抑える。 

 

第３項について 

安全施設の設計条件を設定するに当たっては，材料疲労，劣化等に対して

も十分な余裕を持って機能維持が可能となるよう，通常運転時，運転時の異

常な過渡変化時及び設計基準事故時に想定される圧力，温度，湿度，放射線

量等各種の環境条件を考慮し，十分安全側の条件を与えることにより，これ
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らの条件下においても期待されている安全機能を発揮できる設計とする。 

第４項について 

安全施設は，その健全性及び能力を確認するため，その安全機能の重要度

に応じ，必要性及びプラントに与える影響を考慮して，発電用原子炉の運転

中又は停止中に試験又は検査ができる設計とする。 

試験又は検査が可能な設計とする対象設備を第２表に示す。 

第５項について 

発電用原子炉施設内部においては，内部発生エネルギーの高い流体を内蔵

する弁の破損，配管の破断及び高速回転機器の破損による飛散物が想定され

る。 

発電所内の施設については，タービン・発電機等の大型回転機器に対して，

その損壊によりプラントの安全性を損なうおそれのある飛散物が発生する可

能性を十分低く抑えるよう，機器の設計，製作，品質管理，運転管理に十分

な考慮を払う。 

さらに，万一タービンの破損を想定した場合でも，タービン羽根，T-G カ

ップリング，タービン・ディスク，高圧タービン・ロータ等の飛散物によっ

て安全施設の機能が損なわれる可能性を極めて低くする設計とする。 

高温高圧の流体を内包する主蒸気・給水管等については，材料選定，強度

設計，品質管理に十分な考慮を払う。 

さらに，これに加えて安全性を高めるために，上記配管については仮想的

な破断を想定し，その結果生じるかも知れない配管のむち打ち，流出流体の

ジェット力，周辺雰囲気の変化等により，安全施設の機能が損なわれること

のないよう配置上の考慮を払うとともに，それらの影響を低減させるための
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手段として，主蒸気・給水管についてはパイプホイップレストレイントを設

ける。 

以上の考慮により，安全施設は安全性を損なわない設計とする。 

第６項について 

東海第二発電所においては，重用安全施設の共用又は相互に接続はしない。 

第７項について 

安全施設（重要安全施設を除く。）のうち，2 以上の発電用原子炉施設間で

共用するのは，固体廃棄物処理系，所内ボイラ設備，所内蒸気系，給水処理

系，緊急時対策所，通信連絡設備，放射線監視設備及び消火系である。 

固体廃棄物処理系のうち，セメント混練固化装置，雑固体廃棄物焼却装置，

雑固体減容処理設備，固体廃棄物貯蔵庫及び固体廃棄物作業建屋は，東海発

電所と共用とするが，その処理量は東海第二発電所及び東海発電所における

合計の予想発生量を考慮することで安全性を損なわない設計とする。 

所内ボイラ設備及び所内蒸気系は，東海発電所と共用とするが，必要な容

量をそれぞれ確保するとともに，接続部の弁を閉操作することにより隔離で

きる設計とすることで，安全性を損なわない設計とする。 

給水処理系のうち，原水タンク，ろ過水貯蔵タンク，多目的タンク及び純

水貯蔵タンクは，東海発電所と共用とするが，必要な容量をそれぞれ確保す

るとともに，接続部の弁を閉操作することにより隔離できる設計とすること

で，安全性を損なわない設計とする。 

緊急時対策所は，東海発電所と共用とするが，東海発電所と同時発災時に

対応するために必要な居住性を確保する設計とすることで，安全性を損なわ

ない設計とする。 
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通信連絡設備のうち無線連絡設備（固定型），無線連絡設備（携帯型），衛

星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型），電力保安通信用電話設備（固

定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ），テレビ会議システム（社内），統合原子

力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電

話及びＩＰ－ＦＡＸ），加入電話設備（加入電話及び加入ＦＡＸ），専用電話

設備（ホットライン）（地方公共団体向）は，東海発電所と共用とするが，東

海発電所で同時に通信・通話するために必要な仕様を満足する設計とするこ

とで，安全性を損なわない設計とする。 

放射線監視設備のうち固定モニタリング設備，気象観測設備，放射能観測

車及び環境試料測定設備は，東海第二発電所及び東海発電所の共通の対象で

ある発電所周辺の放射線等を監視，測定するために必要な仕様を満足する設

計とすることで，安全性を損なわない設計とする。 

放射線監視設備のうち出入管理室は東海第二発電所及び東海発電所の共

通の対象である管理区域の出入管理及び被ばく線量の監視をするために必

要な仕様を満足する設計とすることで，安全性を損なわない設計とする。 

消火系のうち構内消火用ポンプ，ディーゼル駆動構内消火ポンプ，原水タ

ンク及び多目的タンクは，東海発電所と共用とするが，必要な容量をそれぞ

れ確保するとともに，発電用原子炉施設間の接続部の弁を閉操作することに

より隔離できる設計とすることで，安全性を損なわない設計とする。 
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1.3 気象等 

該当なし 

1.4 設備等 

8.2 換気空調設備 

8.2.1 換気設備 
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8.2.1.2 設計方針 

 (6) 中央制御室換気系は，事故時には外気との連絡口を遮断し，よう素フ

ィルタを通る閉回路循環方式とし，運転員等を放射線被ばくから防護す

るように設計する。 

 (7) 中央制御室換気系は，主蒸気管破断事故時に短期間では動的機器の単

一故障を，長期間では動的機器の単一故障若しくは想定される静的機器

の単一故障のいずれかを仮定しても，当該設備に要求される原子炉制御

室非常用換気空調機能を達成できる設計とする。また，中央制御室換気

系のうち単一設計とするダクトの一部については，劣化モードに対する

適切な保守，管理を実施し，故障の発生を低く抑えるとともに，想定さ

れる故障の除去又は修復のためのアクセスが可能であり，かつ，補修作

業が容易となる設計とする。 

 

9.2 格納容器スプレイ冷却系 

9.2.2 設計方針 

   格納容器スプレイ冷却系は，事故後の動的機器の単一故障，又は想定

される静的機器の単一故障のいずれかを仮定しても，当該設備に要求さ

れる安全機能を達成できる設計とする。 

   単一設計とするスプレイヘッダ（サプレッション・チェンバ側）につ

いては，当該設備に要求される安全機能に最も影響を与えると考えられ

る静的機器の単一故障を仮定した場合でも，原子炉格納容器の冷却機能

を達成できる設計とする。また，残留熱除去系 2 系統にてドライウェル

スプレイを行うか，又は 1 系統をドライウェルスプレイ，もう 1 系統を

サプレッション・プール冷却モードで運転することで原子炉格納容器の

冷却機能を代替できる設計とする。 
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格納容器スプレイ冷却系の主要な設計仕様については，「5.4 残留熱

除去系」に記述する。 

重大事故等時の格納容器スプレイ冷却系は，「9.1.2 重大事故等時」

に記述する。 

9.4 原子炉建屋ガス処理設備 

9.4.2 設計方針  

(1) 原子炉建屋ガス処理設備は，原子炉冷却材喪失事故時に短期間では動

的機器の単一故障を，長期間では動的機器の単一故障若しくは想定され

る静的機器の単一故障のいずれかを仮定しても，当該設備に要求される

格納容器内又は放射性物質が格納容器内から漏れ出た場所の雰囲気中の

放射性物質の濃度低減機能を達成できる設計とする。 

 なお，単一設計とする配管の一部については，劣化モードに対する適

切な保守，管理を実施し，故障の発生を低く抑えるとともに，想定され

る故障の除去又は修復のためのアクセスが可能であり，かつ，補修作業

が容易となる設計とする。 
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2.2 安全施設の共用・相互接続 

東海第二発電所と廃止措置中である東海発電所間で共用・相互接続してい

る設備について，設置許可基準規則第１２条第６項及び第７項に対する基準

適合性を説明する。 

 

2.2.1 共用・相互接続設備の抽出 

設置許可基準規則第１２条の解釈において，以下の記載がなされている。 

 

１  第１項に規定する「安全機能の重要度に応じて、安全機能が確保さた

もの」については、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類

に関する審査指針」による。ここで、当該指針における「安全機能を

有する構築物、系統及び機器」は本規定の「安全施設」に読み替える。 

１１ 第６項に規定する「重要安全施設」については、「発電用軽水型原子炉

施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」においてクラス  

ＭＳ－１に分類される下記の機能を有する構築物等を対象とする。 

・原子炉の緊急停止機能 

・未臨界維持機能 

・原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能 

・原子炉停止後の除熱機能 

・炉心冷却機能 

・放射性物質の閉じ込め機能並びに放射線の遮蔽及び放出低減機能

（ただし、可搬型再結合装置及び沸騰水型発電用原子炉施設の排気

筒（非常用ガス処理系排気管の支持機能を持つ構造物)を除く。) 

・工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能 

・安全上特に重要な関連機能（ただし、原子炉制御室遮蔽、取水口及
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び排水口を除く。） 

これらの要求により，設置許可基準規則第１２条第６項及び第７項の対象

となる系統は，発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審

査指針（重要度分類指針)に示される安全機能を有する構築物、系統及び機器

（安全施設）となる。 

安全施設については，２基以上の発電用原子炉施設（東海第二発電所及び

東海発電所）間で共用する場合は原子炉の安全性を損なうことのない設計と

しており，設置許可基準規則第１２条第７項の共用設備に関する規則に適合

することを確認した。また，設置許可基準規則第１２条第７項の相互接続設

備に関する規則については，東海第二発電所及び東海発電所において相互に

接続する安全施設は無いことを確認した。 

安全施設のうち重要安全施設については，東海第二発電所及び東海発電所

において共用又は相互に接続する施設は無いことから，設置許可基準規則第

１２条第６項の共用設備に関する規則に適合することを確認した。 

これらの確認を行うにあたり，重要度分類指針に示される安全施設の中か

ら東海第二発電所及び東海発電所の原子炉施設間で共用する系統を抽出した

結果を添付 13 に示す。 

系統の抽出にあたっては，安全機能を有する電気・機械装置の重要度分類

指針（ＪＥＡＧ4612-2010，社団法人日本電気協会)及び安全機能を有する計

測制御装置の設計指針（ＪＥＡＧ4611-2009，社団法人日本電気協会)を参考

とし，第 2.2-1 図に示す抽出フローに従って実施した。 

抽出された対象施設の一覧を第 2.2-1 表に示す。また，抽出した系統の概

略図を添付 14 に示す。 
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第 2.2-1 図 共用又は相互接続している安全施設の抽出フロー 

  

東海第二発電所の 

全ての構築物，系統又は機器 

安全施設 

（ＭＳ‐１，２，３， 

ＰＳ‐１，２，３ 

のいずれかに該当） 

重要安全施設か 

供用又は相互接続 

している設備か 

供用又は相互接続 

している設備か 

対象施設 

（安全施設（重要安

全施設を除く。）） 

対象施設 

（重要安全施設） 

設置許可基準規則 第１２条第６項 

技術基準規則   第１５条第５項 

（共用化にて「安全性向上」） 

対象外 対象外 

設置許可基準規則 第１２条第７項 

技術基準規則   第１５条第６項 

（共用化にて「安全性を損なわない」） 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No No 
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第 2.2-1 表 共用・相互接続設備の抽出結果一覧 

共用・相互接続設備 重要度分類 共用／相互接続

重要安全施設 

対象無し － － 

安全施設（重要安全施設を除く） 

固体廃棄物処理系 

・セメント混錬固化装置

・雑固体廃棄物焼却装置

・雑固体減容処理設備

・固体廃棄物貯蔵庫

・固体廃棄物作業建屋

ＰＳ－３ 共用 

所内ボイラ設備 

所内蒸気系 

ＰＳ－３ 共用 

給水処理系 

・原水タンク

・ろ過水貯蔵タンク

・多目的タンク

・純水貯蔵タンク

ＰＳ－３ 共用 

緊急時対策所 ＭＳ－３ 共用 

通信連絡設備 

・無線連絡設備（固定型）

・無線連絡設備（携帯型）

・衛星電話設備（固定型）

・衛星電話設備（携帯型）

・電力保安通信用電話設備（固定電話機，Ｐ

ＨＳ端末及びＦＡＸ）

・テレビ会議システム（社内）

・統合原子力防災ネットワークに接続する通

信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電

話及びＩＰ－ＦＡＸ）

・加入電話設備（加入電話及び加入ＦＡＸ）

・専用電話設備（ホットライン）（地方公共

団体向）

ＭＳ－３ 共用 
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共用・相互接続設備 重要度分類 共用／相互接続

安全施設（重要安全施設を除く） 

放射線監視設備 

・固定モニタリング設備 

・環境試料測定設備 

・気象観測設備 

・放射能観測車 

・出入管理室 

ＭＳ－３ 共用 

消火系（構内消火設備のみ） 

・構内消火用ポンプ 

・ディーゼル駆動構内消火ポンプ 

・原水タンク（給水処理系） 

・多目的タンク（給水処理系） 

ＭＳ－３ 共用 

 

これらの確認において,「安全性を損なうことのない」こと，及び「安全性

が向上する」ことの判断基準は以下の通りとした。 

○「安全性を損なうことのない」こと 

：共用又は相互に接続することによって，要求される安全機能が阻害され

ることがないよう配慮していること 

○「安全性が向上する」こと 

：各設備に要求される安全機能を満たしつつ,共用又は相互に接続するこ

とのメリットを期待できるよう配慮していること 

詳細を 2.2.2 以降で示す。 
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2.2.2 基準適合性 

2.2.2.1 重要安全施設 

第 2.2-1 表に示す通り，東海第二発電所及び東海発電所において共用又は

相互に接続する施設は無いことから，設置許可基準規則第１２条第６項の共

用設備に関する規則に適合することを確認した。 

2.2.2.2 安全施設（重要安全施設を除く） 

第 2.2-1 表に示す通り，重要安全施設を除く安全施設のうち，東海第二発

電所及び東海発電所において共用する施設は以下の通りである。なお，相互

に接続する施設は無いことを確認している。 

・固体廃棄物処理系（セメント混錬固化装置，雑固体廃棄物焼却装置，雑

固体減容処理設備，固体廃棄物貯蔵庫，固体廃棄物作業建屋）

・所内ボイラ設備，所内蒸気系

・給水処理系（原水タンク，ろ過水貯蔵タンク，多目的タンク，純水貯蔵

タンク）

・緊急時対策所

・通信連絡設備（無線連絡設備（固定型），無線連絡設備（携帯型），衛星

電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型），電力保安通信用電話設備

（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ），テレビ会議システム（社内），

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議シス

テム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ），加入電話設備（加入電話及び加入

ＦＡＸ），専用電話設備（ホットライン）（地方公共団体向）） 

・放射線監視設備（固定モニタリング設備，気象観測設備，放射能観測

車，環境試料測定設備，出入管理室）

・消火系（構内消火用ポンプ，ディーゼル駆動構内消火ポンプ，原水タン

ク，多目的タンク）

共用による安全性への影響を確認した結果を第 2.2-2 表に示す。
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第 2.2-2 表 安全施設 共用の適切性 

共用設備 重要度分類 共用により安全性を損なわないことの説明 

固体廃棄物処理系 

（セメント混錬固

化装置，雑固体廃

棄物焼却装置，雑

固体減容処理設

備，固体廃棄物貯

蔵庫，固体廃棄物

作業建屋） 

 

ＰＳ－３ 固体廃棄物処理系はその性状に応じて処理する設

計としており，東海第二発電所及び廃止措置中の

東海発電所から発生する固体廃棄物について処理

及び貯蔵保管する。なお，固体廃棄物貯蔵庫への

貯蔵保管量は，各発電用原子炉施設における合計

の予想発生量を考慮して設計しているため安全性

を損なうことはない。 

 

所内ボイラ設備 

所内蒸気系 

ＰＳ－３ 所内ボイラ設備及び所内蒸気系は，東海第二発電

所及び東海発電所に必要な容量を確保している。 

廃止措置中である東海発電所において，何らかの

要因で設備が破損した場合にも，所内蒸気系接続

部の弁を閉操作することにより隔離できる。 

なお，東海発電所では，洗濯設備及び建屋暖房に

使用しており，所内蒸気の供給を停止しても安全

性に影響を与えるものではない。 

従って，安全性を損なうことはない。 

 

給水処理系 

（ろ過水貯蔵タン

ク，多目的タン

ク，純水貯蔵タン

ク） 

※原水タンクについては

消火系にて記載 

ＰＳ－３ 給水処理系は，東海第二発電所及び東海発電所に

必要な容量を確保している。 

廃止措置中である東海発電所において，何らかの

要因で設備が破損した場合にも，給水配管接続部

の弁を閉操作することにより隔離できる。 

なお，東海発電所では，ろ過水貯蔵タンクから供

給するろ過水を，東海発電所の濾過水槽に貯留

し，事務所飲料水系及び作業時の雑用水に使用し

ていることから，ろ過水貯蔵タンクからの供給を

停止しても安全性に影響を与えるものではない。 

また，純水貯蔵タンクから供給する純水について

は，東海発電所の純水タンクに貯留し，補機冷却

系に使用していることから，純水貯蔵タンクから

供給を停止しても安全性に影響を与えるものでは

ない。 

従って，安全性を損なうことはない。 
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共用設備 重要度分類 共用により安全性を損なわないことの説明 

緊急時対策所 ＭＳ－３ 緊急時対策所は，東海発電所と同時発災時に対応

をする場合においても，必要な居住性を満足する

設計としているため，安全性を損なうことはな

い。 

通信連絡設備 

（無線連絡設備

（固定型），無線連

絡設備（携帯型），

衛星電話設備（固

定型），衛星電話設

備（携帯型），電力

保安通信用電話設

備（固定電話機，

ＰＨＳ端末及びＦ

ＡＸ），テレビ会議

システム（社内），

統合原子力防災ネ

ットワークに接続

する通信連絡設備

（テレビ会議シス

テム，ＩＰ電話及

びＩＰ－ＦＡＸ），

加入電話設備（加

入電話及び加入Ｆ

ＡＸ），専用電話設

備（ホットライ

ン）（地方公共団体

向）） 

ＭＳ－３ 通信連絡設備は，東海第二発電所及び東海発電所

の通信連絡を行うために必要な容量を確保する設

計とすることにより，共用により通信ができなく

なるなどの機能が喪失することはなく，通信連絡

に必要な仕様を満足する設計としているため，安

全性を損なうことはない。 

放射線監視設備 

（固定モニタリン

グ設備，気象観測

設備，放射能観測

車，環境試料測定

設備） 

ＭＳ－３ 放射線監視設備のうち，東海第二発電所及び東海

発電所の共通の対象である発電所周辺の放射線等

を監視，測定するための設備であり，共用により

監視，測定ができなくなるなどの機能が喪失する

ことはなく，監視に必要な仕様を満足する設計と

しているため，安全性を損なうことはない。 
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共用設備 重要度分類 共用により安全性を損なわないことの説明 

放射線監視設備 

（出入管理室） 

ＭＳ－３ 放射線監視設備のうち，東海第二発電所及び東海

発電所における管理区域の出入管理及び被ばく線

量の監視を行うための設備であり，共用により管

理，監視できなくなるなどの機能が喪失すること

はなく，管理に必要な仕様を満足する設計として

いるため，安全性を損なうことはない。 

消火系 

（構内消火用ポン

プ，ディーゼル駆

動構内消火ポン

プ，原水タンク，

多目的タンク） 

ＭＳ－３ 消火系のうち構内消火設備（屋外用）は，東海第

二発電所及び東海発電所の消火活動に必要な容量

（原水）を確保している。 

廃止措置中である東海発電所において，何らかの

要因で設備が破損した場合にも，給水配管接続部

の弁を閉操作することにより隔離できる。 

また，その状態で東海発電所側で火災が発生した

際には防火水槽及び移動式消火設備による消火活

動が可能である。 

従って，安全性を損なうことはない。 

なお，屋内の消火系については各発電用原子炉施

設における供用はない。 

第 2.2-2 表の通り，共用とすることで安全性を損なうことはないことか

ら，設置許可基準規則第１２条第７項の共用設備に関する規則に適合するこ

とを確認した。 
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1
)
異

常
状

態
発

生
時

に
原

子
炉

を
緊

急
に

停
止

し
，

残
留

熱
を

除
去

し
，

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
の

過
圧

を
防

止

し
，

敷
地

周
辺

公
衆

へ
の

過
度

の
放

射
線

の
影

響
を

防
止

す
る

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

1
)
原

子
炉

の
緊

急

停
止
機
能

原
子

炉
停

止
系

の
制

御

棒
に
よ
る
系
（
制
御
棒
及

び
制
御
棒
駆
動
系
（
ス
ク

ラ
ム
機
能

））
 

制
御
棒
 

○
 

制
御
棒
案
内
管
 

○
 

制
御
棒
駆
動
機
構
 

○
 

原
子

炉
停

止
系

の
制

御
棒

に

よ
る
系
 

水
圧
制
御
ユ
ニ
ッ
ト
（
ス

ク
ラ
ム
パ
イ
ロ
ッ
ト
弁
，

ス
ク
ラ
ム
弁
，
ア
キ
ュ
ム

レ
ー
タ
，
窒
素
容
器
，
配

管
，
弁
）
 

○

添付 13 12条－33
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12 条-添付 13-2

重
要
度
分
類
指
針
 

東
海
第
二
発
電
所
 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器
 

重
要
安
全
施
設
 

（
該
当
す
る
 

も
の
に
○
）
 

共
用
/相

互
接
続
 

あ
り
 

関
連

す
る

別
系

統
の

共
用

/
相

互

接
続
あ
り
 

Ｍ
Ｓ
－
１
 

1
)
異

常
状

態
発

生
時

に
原

子
炉

を
緊

急
に

停
止

し
，

残
留

熱
を

除
去

し
，

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
の

過
圧

を
防

止

し
，

敷
地

周
辺

公
衆

へ
の

過
度

の
放

射
線

の
影

響
を

防
止

す
る

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器
 

2
)
未

臨
界

維
持

機

能
 

原
子
炉
停
止
系
（
制
御
棒

に
よ
る
系
，
ほ
う
酸
水
注

入
系
）
 

制
御
棒
 

○
 

 
 

制
御
棒
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
 

○
 

 
 

制
御
棒
駆
動
機
構
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
 

○
 

 
 

原
子

炉
停

止
系

の
制

御
棒

に

よ
る
系
 

制
御
棒
駆
動
機
構
 

○
 

 
 

制
御

棒
駆

動
機

構
ハ

ウ

ジ
ン
グ
 

○
 

 
 

ほ
う
酸
水
注
入
系
（
ほ
う
酸
水
注
入
ポ
ン
プ
，
注
入
弁
，
タ

ン
ク
出
口
弁
，
ほ
う
酸
水
貯
蔵
タ
ン
ク
，
ポ
ン
プ
吸
込
配
管

及
び
弁
，
注
入
配
管
及
び
弁
）
 

○
 

 
 

3
)
原

子
炉

冷
却

材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ

の
過
圧
防
止
機
能
 

逃
が
し
安
全
弁
（
安
全
弁

と
し
て
の
開
機
能
）
 

逃
が
し
安
全
弁
（
安
全
弁
開
機
能
）
 

○
 

 
 

4
)
原

子
炉

停
止

後

の
除
熱
機
能
 

残
留

熱
を

除
去

す
る

系

統
（
残
留
熱
除
去
系
（
原

子
炉

停
止

時
冷

却
モ

ー

ド
）
，

原
子

炉
隔

離
時

冷

却
系
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ
系

，
逃

が
し

安
全

弁

（
手

動
逃

が
し

機
能

）
，

自
動
減
圧
系
（
手
動
逃
が

し
機
能

））
 

残
留
熱
除
去
系
（
ポ
ン
プ
，
熱
交
換
器
，
原
子
炉
停
止
時
冷

却
モ
ー
ド
の
ル
ー
ト
と
な
る
配
管
及
び
弁
）
 

○
 

 
 

残
留
熱
除
去
系
 

熱
交

換
器

バ
イ

パ
ス

配

管
及
び
弁
 

○
 

 
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
（
ポ
ン
プ
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ

ー
ル
，
タ
ー
ビ
ン
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
か
ら
注
水

先
ま
で
の
配
管
，
弁
）
 

○
 

 
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
 

タ
ー

ビ
ン

へ
の

蒸
気

供

給
配
管
，
弁
 

○
 

 
 

ポ
ン

プ
ミ

ニ
マ

ム
フ

ロ

ー
ラ
イ
ン
配
管
，
弁
 

○
 

 
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー

ル
ス
ト
レ
ー
ナ
 

○
 

 
 

潤
滑

油
冷

却
器

及
び

そ

の
冷

却
器

ま
で

の
冷

却

水
供
給
配
管
 

○
 

 
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
（
ポ
ン
プ
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ

ー
ル
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
か
ら
ス
プ
レ
イ
先
ま
で

の
配
管
，
弁
，
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
）
 

○
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12 条-添付 13-3

重
要
度
分
類
指
針
 

東
海
第
二
発
電
所
 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器
 

重
要
安
全
施
設
 

（
該
当
す
る
 

も
の
に
○
）
 

共
用
/相

互
接
続
 

あ
り
 

関
連

す
る

別
系

統
の

共
用

/
相

互

接
続
あ
り
 

Ｍ
Ｓ
－
１
 

1
)
異

常
状

態
発

生
時

に
原

子
炉

を
緊

急
に

停
止

し
，

残
留

熱
を

除
去

し
，

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
の

過
圧

を
防

止

し
，

敷
地

周
辺

公
衆

へ
の

過
度

の
放

射
線

の
影

響
を

防
止

す
る

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

4
)
原

子
炉

停
止

後

の
除
熱
機
能

残
留

熱
を

除
去

す
る

系

統
（
残
留
熱
除
去
系
（
原

子
炉

停
止

時
冷

却
モ

ー

ド
）
，

原
子

炉
隔

離
時

冷

却
系
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ
系

，
逃

が
し

安
全

弁

（
手

動
逃

が
し

機
能

）
，

自
動
減
圧
系
（
手
動
逃
が

し
機
能

））

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
 

ポ
ン

プ
ミ

ニ
マ

ム
フ

ロ

ー
ラ
イ
ン
配
管
，
弁
 

○
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー

ル
ス
ト
レ
ー
ナ
 

○
 

逃
が
し
安
全
弁
（
手
動
逃
が
し
機
能
）
 

○
 

逃
が

し
安

全
弁

（
手

動
逃

が

し
機
能
）
 

原
子

炉
圧

力
容

器
か

ら

逃
が

し
安

全
弁

ま
で

の

主
蒸
気
配
管
 

○
 

駆
動
用
窒
素
源
（
ア
キ
ュ

ム
レ
ー
タ
，
ア
キ
ュ
ム
レ

ー
タ

か
ら

逃
が

し
安

全

弁
ま
で
の
配
管
，
弁
）
 

○
 

自
動
減
圧
系
（
手
動
逃
が
し
機
能
）
 

○
 

自
動

減
圧

系
（

手
動

逃
が

し

機
能
）
 

原
子

炉
圧

力
容

器
か

ら

逃
が

し
安

全
弁

ま
で

の

主
蒸
気
配
管
 

○
 

駆
動
用
窒
素
源
（
ア
キ
ュ

ム
レ
ー
タ
，
ア
キ
ュ
ム
レ

ー
タ

か
ら

逃
が

し
安

全

弁
ま
で
の
配
管
，
弁
）
 

○

12条－35
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12 条-添付 13-4

重
要
度
分
類
指
針
 

東
海
第
二
発
電
所
 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器
 

重
要
安
全
施
設
 

（
該
当
す
る
 

も
の
に
○
）
 

共
用
/相

互
接
続
 

あ
り
 

関
連

す
る

別
系

統
の

共
用

/
相

互

接
続
あ
り
 

Ｍ
Ｓ
－
１
 

1
)
異

常
状

態
発

生
時

に
原

子
炉

を
緊

急
に

停
止

し
，

残
留

熱
を

除
去

し
，

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
の

過
圧

を
防

止

し
，

敷
地

周
辺

公
衆

へ
の

過
度

の
放

射
線

の
影

響
を

防
止

す
る

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

5
)炉

心
冷
却
機
能
 

非
常
用
炉
心
冷
却
系
（
低

圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
，
低

圧
注
水
系
，
高
圧
炉
心
ス

プ
レ

イ
系

，
自

動
減

圧

系
）
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
（
ポ
ン
プ
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ

ー
ル
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
か
ら
ス
プ
レ
イ
先
ま
で

の
配
管
，
弁
，
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
）
 

○
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
 

ポ
ン

プ
ミ

ニ
マ

ム
フ

ロ

ー
ラ
イ
ン
配
管
，
弁
 

○
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー

ル
ス
ト
レ
ー
ナ
 

○
 

残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド

）（
ポ
ン
プ
，
サ
プ
レ

ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
か
ら
注

水
先

ま
で

の
配

管
，

弁
（

熱
交

換
器

バ
イ

パ
ス

ラ
イ

ン
含

む
），

注
水
ヘ
ッ
ダ
）
 

○
 

残
留
熱
除
去
系
 

ポ
ン

プ
ミ

ニ
マ

ム
フ

ロ

ー
ラ
イ
ン
配
管
，
弁
 

○
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー

ル
ス
ト
レ
ー
ナ
 

○
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
（
ポ
ン
プ
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ

ー
ル
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
か
ら
ス
プ
レ
イ
先
ま
で

の
配
管
，
弁
，
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
）
 

○
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
 

ポ
ン

プ
ミ

ニ
マ

ム
フ

ロ

ー
ラ
イ
ン
配
管
，
弁
 

○
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー

ル
ス
ト
レ
ー
ナ
 

○

12条－36
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12 条-添付 13-5

重
要
度
分
類
指
針
 

東
海
第
二
発
電
所
 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器
 

重
要
安
全
施
設
 

（
該
当
す
る
 

も
の
に
○
）
 

共
用
/相

互
接
続
 

あ
り
 

関
連

す
る

別
系

統
の

共
用

/
相

互

接
続
あ
り
 

Ｍ
Ｓ
－
１
 

1
)
異

常
状

態
発

生
時

に
原

子
炉

を
緊

急
に

停
止

し
，

残
留

熱
を

除
去

し
，

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
の

過
圧

を
防

止

し
，

敷
地

周
辺

公
衆

へ
の

過
度

の
放

射
線

の
影

響
を

防
止

す
る

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

5
)炉

心
冷
却
機
能
 

非
常
用
炉
心
冷
却
系
（
低

圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
，
低

圧
注
水
系
，
高
圧
炉
心
ス

プ
レ

イ
系

，
自

動
減

圧

系
）
 

自
動
減
圧
系
（
逃
が
し
安
全
弁
）
 

○
 

自
動

減
圧

系
（

逃
が

し
安

全

弁
）
 

原
子

炉
圧

力
容

器
か

ら

逃
が

し
安

全
弁

ま
で

の

主
蒸
気
配
管
 

○
 

駆
動
用
窒
素
源
（
ア
キ
ュ

ム
レ
ー
タ
，
ア
キ
ュ
ム
レ

ー
タ

か
ら

逃
が

し
安

全

弁
ま
で
の
配
管
，
弁
）
 

○
 

6
)
放

射
性

物
質

の

閉
じ

込
め

機
能

，

放
射

線
の

遮
へ

い

及
び

放
出

低
減

機

能

原
子
炉
格
納
容
器
，
原
子

炉
格
納
容
器
隔
離
弁
，
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ

イ
冷

却
系

，
原

子
炉

建

屋
，

非
常

用
ガ

ス
処

理

系
，
非
常
用
再
循
環
ガ
ス

処
理
系
，
可
燃
性
ガ
ス
濃

度
制
御
系

原
子
炉
格
納
容
器
（
格
納
容
器
本
体
，
貫
通
部
，
所
員
用
エ

ア
ロ
ッ
ク
，
機
器
搬
入
ハ
ッ
チ
）
 

○
 

原
子
炉
格
納
容
器
 

ダ
イ
ヤ
フ
ラ
ム
フ
ロ
ア
 

○
 

ベ
ン
ト
管
 

○
 

ス
プ
レ
イ
管
 

○
 

ベ
ン

ト
管

付
き

真
空

破

壊
弁
 

○
 

原
子

炉
建

屋
外

側
ブ

ロ

ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
 

○
 

逃
が

し
安

全
弁

排
気

管

の
ク
エ
ン
チ
ャ
 

○
 

原
子

炉
建

屋
原

子
炉

棟
（

原
子

炉
建

屋
外

側
ブ

ロ
ー

ア
ウ

ト
パ
ネ
ル
付
）
 

○
 

原
子
炉
建
屋
 

原
子

炉
建

屋
常

用
換

気

空
調
系
隔
離
弁
 

○
 

格
納
容
器
隔
離
弁
及
び
格
納
容
器
バ
ウ
ン
ダ
リ
配
管
 

○
 

格
納

容
器

隔
離

弁
及

び
格

納

容
器
バ
ウ
ン
ダ
リ
配
管
 

主
蒸

気
隔

離
弁

駆
動

用

空
気
又
は
窒
素
源
（
ア
キ

ュ
ム
レ
ー
タ
，
ア
キ
ュ
ム

レ
ー

タ
か

ら
主

蒸
気

隔

離
弁
ま
で
の
配
管
，
弁
）

○

12条－37
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12 条-添付 13-6

重
要
度
分
類
指
針
 

東
海
第
二
発
電
所
 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器
 

重
要
安
全
施
設
 

（
該
当
す
る
 

も
の
に
○
）
 

共
用
/相

互
接
続
 

あ
り
 

関
連

す
る

別
系

統
の

共
用

/
相

互

接
続
あ
り
 

Ｍ
Ｓ
－
１
 

1
)
異

常
状

態
発

生
時

に
原

子
炉

を
緊

急
に

停
止

し
，

残
留

熱
を

除
去

し
，

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
の

過
圧

を
防

止

し
，

敷
地

周
辺

公
衆

へ
の

過
度

の
放

射
線

の
影

響
を

防
止

す
る

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器
 

 
 

6
)
放

射
性

物
質

の

閉
じ

込
め

機
能

，

放
射

線
の

遮
蔽

及

び
放
出
低
減
機
能
 

原
子
炉
格
納
容
器
，
原
子

炉
格
納
容
器
隔
離
弁
，
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ

イ
冷

却
系

，
原

子
炉

建

屋
，

非
常

用
ガ

ス
処

理

系
，
非
常
用
再
循
環
ガ
ス

処
理
系
，
可
燃
性
ガ
ス
濃

度
制
御
系
 

主
蒸
気
流
量
制
限
器
 

○
 

 
 

残
留
熱
除
去
系
（
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
モ
ー
ド

）（
ポ

ン
プ
，
熱
交
換
器

，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
，
サ
プ
レ

ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
か
ら
ス
プ
レ
イ
先
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
及

び
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
気
相
部
）
ま
で
の
配
管
，
弁

，

ス
プ

レ
イ

ヘ
ッ

ダ
（

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

及
び

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・
プ
ー
ル

））
 

○
 

 
 

残
留
熱
除
去
系
 

ポ
ン

プ
ミ

ニ
マ

ム
フ

ロ

ー
ラ
イ
ン
の
配
管
，
弁
 

○
 

 
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー

ル
ス
ト
レ
ー
ナ
 

○
 

 
 

原
子
炉
建
屋
ガ
ス
処
理
系
（
乾
燥
装
置
，
排
風
機
，
フ
ィ
ル

タ
装

置
，

原
子

炉
建

屋
原

子
炉

棟
吸

込
口

か
ら

排
気

筒
頂

部
ま
で
の
配
管
，
弁
）
 

○
 

 
 

原
子
炉
建
屋
ガ
ス
処
理
系
 

乾
燥
装
置
（
乾
燥
機
能
部

分
）
 

○
 

 
 

排
気
筒
（
非
常
用
ガ
ス
処

理
系

排
気

筒
の

支
持

機

能
）
 

 
 

 

可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
（
再
結
合
装
置
，
格
納
容
器
か
ら

再
結
合
装
置
ま
で
の
配
管
，
弁
，
再
結
合
装
置
か
ら
格
納
容

器
ま
で
の
配
管
，
弁
）
 

○
 

 
 

可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
 

残
留
熱
除
去
系
（
再
結
合

装
置

へ
の

冷
却

水
供

給

を
司
る
部
分
）
 

○
 

 
 

排
気
筒
（
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
排
気
筒
の
支
持
機
能
）
 

 
 

 

遮
蔽
設
備
（
原
子
炉
遮
蔽
壁
，
一
次
遮
蔽
壁
，
二
次
遮
蔽
壁

） 
○
 

 
 

2
)
安

全
上

必
須

な
そ

の
他

の
構

築
物

，
系

統
及
び
機
器
 

1
)
工

学
的

安
全

施

設
及

び
原

子
炉

停

止
系

へ
の

作
動

信

号
の
発
生
機
能

  

安
全
保
護
系
 

原
子
炉
緊
急
停
止
の
安
全
保
護
回
路
 

○
 

 
 

・
非
常
用
炉
心
冷
却
系
作
動
の
安
全
保
護
回
路
 

・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
の
安
全
保
護
回
路
 

・
原
子
炉
建
屋
ガ
ス
処
理
系
作
動
の
安
全
保
護
回
路
 

・
主
蒸
気
隔
離
の
安
全
保
護
回
路
 

○
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12 条-添付 13-7

重
要
度
分
類
指
針
 

東
海
第
二
発
電
所
 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器
 

重
要
安
全
施
設
 

（
該
当
す
る
 

も
の
に
○
）
 

共
用
/相

互
接
続
 

あ
り
 

関
連

す
る

別
系

統
の

共
用

/
相

互

接
続
あ
り
 

Ｍ
Ｓ
－
１
 

2
)
安

全
上

必
須

な
そ

の
他

の
構

築
物

，
系

統
及
び
機
器

2
)
安

全
上

特
に

重

要
な
関
連
機
能

非
常
用
所
内
電
源
系
，
制

御
室
及
び
そ
の
遮
蔽
・
非

常
用
換
気
空
調
系
，
非
常

用
補
機
冷
却
水
系
，
直
流

電
源
系
（
い
ず
れ
も

，
Ｍ

Ｓ
－
１
関
連
の
も
の
）
 

非
常
用
所
内
電
源
系
（
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
，
発
電
機
，
発
電

機
か
ら
非
常
用
負
荷
ま
で
の
配
電
設
備
及
び
電
路
）
 

○
 

非
常
用
所
内
電
源
系
 

燃
料
系
 

○
 

始
動
用
空
気
系
（
機
関
～

空
気
だ
め
）
 

○
 

吸
気
系
 

○
 

冷
却
水
系
 

○
 

中
央
制
御
室
 

○
 

中
央
制
御
室
遮
蔽
 

中
央

制
御

室
換

気
空

調
系

（
放

射
線

防
護

機
能

及
び

有
毒

ガ
ス
防
護
機
能

）（
非
常
用
再
循
環
送
風
機
，
非
常
用
再
循

環
フ
ィ
ル
タ
装
置
，
空
調
ユ
ニ
ッ
ト
，
送
風
機
，
排
風
機

，

ダ
ク
ト
及
び
ダ
ン
パ
）
 

○
 

残
留
熱
除
去
系
海
水
系
（
ポ
ン
プ
，
熱
交
換
器
，
配
管
，
弁
，

ス
ト
レ
ー
ナ
（
Ｍ
Ｓ
－
１
関
連

））
 

○
 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
海
水
系
（
ポ
ン
プ
，
配
管

，
弁
，
ス
ト

レ
ー
ナ
）
 

○
 

直
流
電
源
系
（
蓄
電
池
，
蓄
電
池
か
ら
非
常
用
負
荷
ま
で
の

配
電
設
備
及
び
電
路
（
Ｍ
Ｓ
－
１
関
連

））
 

○
 

計
装
制
御
電
源
系
（
Ｍ
Ｓ
－
１
関
連
）
 

○
 

そ
の
他
 

放
水
路
ゲ
ー
ト
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12 条-添付 13-8

重
要
度
分
類
指
針
 

東
海
第
二
発
電
所
 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器
 

重
要
安
全
施
設
 

（
該
当
す
る
 

も
の
に
○
）
 

共
用
/相

互
接
続
 

あ
り
 

関
連

す
る

別
系

統
の

共
用

/
相

互

接
続
あ
り
 

Ｐ
Ｓ
－
２
 

 

1
)
そ

の
損

傷
又

は
故

障
に

よ
り

発
生

す
る

事
象

に
よ

っ
て

，
炉

心
の

著
し

い
損

傷
又

は
燃

料
の

大
量

の
破

損
を

直
ち

に
引

き
起

こ
す

お
そ

れ
は

な
い

が
，

敷
地

外
へ

の
過

度
の

放
射

性
物

質
の

放
出

の
お

そ
れ

の
あ

る
構

築
物

，
系

統
及

び
機
器
 

1
)
 
原

子
炉

冷
却

材
を

内
蔵

す
る

機

能
（
た
だ
し
，
原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ

ウ
ン

ダ
リ

か
ら

除

外
さ

れ
て

い
る

計

装
等

の
小

口
径

の

も
の

及
び

バ
ウ

ン

ダ
リ

に
直

接
接

続

さ
れ

て
い

な
い

も

の
は
除
く

。）
 

主
蒸
気
系
，
原
子
炉
冷
却

材
浄
化
系
（
い
ず
れ
も
，

格
納

容
器

隔
離

弁
の

外

側
の
み
）
 

原
子

炉
冷

却
材

浄
化

系
（

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
か
ら
外
れ
る
部
分
）
 

 
 

 

主
蒸
気
系
 

 
 

 

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
タ

ー
ビ

ン
蒸

気
供

給
ラ

イ
ン

（
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

か
ら

外
れ

る
部

分
で

あ
っ

て
外
側
隔
離
弁
下
流
か
ら
タ
ー
ビ
ン
止
め
弁
ま
で
）
 

 
 

 

2
)
原

子
炉

冷
却

材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ

に
直

接
接

続
さ

れ

て
い

な
い

も
の

で

あ
っ

て
，

放
射

性

物
質

を
貯

蔵
す

る

機
能
 

放
射

性
廃

棄
物

処
理

施

設
（
放
射
能
イ
ン
ベ
ン
ト

リ
の

大
き

い
も

の
）
，

使

用
済
燃
料
プ
ー
ル
（
使
用

済
燃

料
貯

蔵
ラ

ッ
ク

を

含
む

。）
 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

処
理

系
（

活
性

炭
式

希
ガ

ス
ホ

ー
ル

ド
ア
ッ
プ
装
置
）
 

 
 

 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
を
含
む
） 

 
 

 

新
燃
料
貯
蔵
庫
（
臨
界
を
防
止
す
る
機
能

）（
新
燃
料
貯
蔵

ラ
ッ
ク
）
 

 
 

 

使
用
済
燃
料
乾
式
貯
蔵
容
器
 

 
 

 

3
)
燃

料
を

安
全

に

取
り
扱
う
機
能
 

燃
料
取
扱
設
備
 

燃
料
交
換
機
 

 
 

 

原
子
炉
建
屋
ク
レ
ー
ン
 

 
 

 

使
用
済
燃
料
乾
式
貯
蔵
建
屋
天
井
ク
レ
ー
ン
 

 
 

 

燃
料
取
扱
設
備
 

原
子
炉
ウ
ェ
ル
 

 
 

 

2
)
通

常
運

転
時

及
び

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
時

に
作

動
を

要
求

さ
れ

る
も

の
で

あ
っ

て
，

そ
の

故
障

に
よ

り
，

炉
心

冷
却

が
損

な
わ

れ
る

可
能

性
の

高
い

構
築

物
，

系
統
及
び
機
器
 

1
)
安

全
弁

及
び

逃

が
し

弁
の

吹
き

止

ま
り
機
能
 

逃
が
し
安
全
弁
（
吹
き
止

ま
り

機
能

に
関

連
す

る

部
分
）
 

逃
が
し
安
全
弁
（
吹
き
止
ま
り
機
能
に
関
連
す
る
部
分
）
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12 条-添付 13-9

重
要
度
分
類
指
針
 

東
海
第
二
発
電
所
 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器
 

重
要
安
全
施
設
 

（
該
当
す
る
 

も
の
に
○
）
 

共
用
/相

互
接
続
 

あ
り
 

関
連

す
る

別
系

統
の

共
用

/
相

互

接
続
あ
り
 

Ｍ
Ｓ
－
２
 

1
)
Ｐ

Ｓ
－

２
の

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

の
損

傷
又

は
故

障
に

よ
り

敷
地

周
辺

公
衆

に
与

え
る

放
射

線
の

影
響

を
十

分
小

さ
く

す
る

よ
う

に
す

る
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器
 

1
)
燃

料
プ

ー
ル

水

の
補
給
機
能
 

非
常
用
補
給
水
系
 

残
留
熱
除
去
系
（
ポ
ン
プ
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル

，

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル
か

ら
燃

料
プ

ー
ル

ま
で

の
配

管
，
弁
）
 

 
 

 

残
留
熱
除
去
系
 

ポ
ン

プ
ミ

ニ
マ

ム
フ

ロ

ー
ラ
イ
ン
の
配
管
，
弁
 

 
 

 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー

ル
ス
ト
レ
ー
ナ
 

 
 

 

2
)
放

射
性

物
質

放

出
の
防
止
機
能
 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

処

理
系
の
隔
離
弁
，
排
気
筒

（
非

常
用

ガ
ス

処
理

系

排
気

管
の

支
持

機
能

以

外
）
 

放
射
性
気
体
廃
棄
物
処
理
系
（
オ
フ
ガ
ス
系
）
隔
離
弁
 

 
 

 

排
気
筒
（
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
排
気
管
の
支
持
機
能
以
外
） 

 
 

 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
の
燃
料
プ
ー
ル
入
口
逆
止
弁
 

 
 

 

燃
料

集
合

体
落

下
事

故

時
放

射
能

放
出

を
低

減

す
る
系
 

原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
 

 
 

 

原
子
炉
建
屋
 

原
子

炉
建

屋
常

用
換

気

空
調
系
隔
離
弁
 

 
 

 

原
子
炉
建
屋
ガ
ス
処
理
系
 

 
 

 

原
子
炉
建
屋
ガ
ス
処
理
系
 

乾
燥
装
置
（
乾
燥
装
置
部

分
）
 

 
 

 

排
気
筒
（
非
常
用
ガ
ス
処

理
系

排
気

管
の

支
持

機

能
）
 

 
 

 

2
)
異

常
状

態
へ

の
対

応
上

特
に

重
要

な
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器
 

1
)
事

故
時

の
プ

ラ

ン
ト

状
態

の
把

握

機
能
 

事
故

時
監

視
計

器
の

一

部
 

・
中
性
子
束
（
起
動
領
域
計
装
）
 

・
原
子
炉
ス
ク
ラ
ム
用
電
磁
接
触
器
の
状
態
 

・
制
御
棒
位
置
 

 
 

 

・
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
，
燃
料
域
）
 

・
原
子
炉
圧
力
 

 
 

 

・
原
子
炉
格
納
容
器
圧
力
 

・
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
 

・
原
子
炉
格
納
容
器
エ
リ
ア
放
射
線
量
率
（
高
レ
ン
ジ
）
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12 条-添付 13-10

重
要
度
分
類
指
針
 

東
海
第
二
発
電
所
 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器
 

重
要
安
全
施
設
 

（
該
当
す
る
 

も
の
に
○
）
 

共
用
/相

互
接
続
 

あ
り
 

関
連

す
る

別
系

統
の

共
用

/
相

互

接
続
あ
り
 

Ｍ
Ｓ
－
２
 

2
)
異

常
状

態
へ

の
対

応
上

特
に

重
要

な
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器
 

1
)
事

故
時

の
プ

ラ

ン
ト

状
態

の
把

握

機
能
 

事
故

時
監

視
計

器
の

一

部
 

［
低
温
停
止
へ
の
移
行
］
 

・
原
子
炉
圧
力
 

・
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

［
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
ス
プ
レ
イ
］
 

・
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
，
燃
料
域
）
 

・
原
子
炉
格
納
容
器
圧
力
 

［
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
冷
却
］
 

・
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
，
燃
料
域
）
 

・
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
 

［
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
起
動
］
 

・
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
濃
度
 

・
原
子
炉
格
納
容
器
酸
素
濃
度
 

 
 

 

2
)
異

常
状

態
の

緩

和
機
能
 

Ｂ
Ｗ

Ｒ
に

は
対

象
機

能

な
し
 

（
対
象
外
）
 

 
 

 

3
)
制

御
室

外
か

ら

の
安
全
停
止
機
能
 

制
御

室
外

原
子

炉
停

止

装
置
（
安
全
停
止
に
関
連

す
る
も
の
）
 

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
装

置
（

安
全

停
止

に
関

連
す

る
も

の
）
の
操
作
回
路
 

 
 

 

Ｐ
Ｓ
－
３
 

1
)
異

常
状

態
の

起
因

事
象

と
な

る
も

の
で

あ
っ

て
，

Ｐ
Ｓ

－
１

及
び

Ｐ
Ｓ

－
２

以
外

の
構

築
物

，
系

統
及

び
機
器

  

1
)
原

子
炉

冷
却

材

保
持

機
能

（
Ｐ

Ｓ

－
１

，
Ｐ

Ｓ
－

２

以
外
の
も
の
）
 

計
装
配
管
，
試
料
採
取
管
 

計
装
配
管
，
弁
 

 
 

 

試
料
採
取
管
，
弁
 

 
 

 

ド
レ
ン
配
管
，
弁
 

 
 

 

ベ
ン
ト
配
管
，
弁
 

 
 

 

2
)
原

子
炉

冷
却

材

の
循
環
機
能
 

原
子
炉
再
循
環
系
 

原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
，
配
管
，
弁
，
ラ
イ
ザ
ー
管
（
炉
内
），

ジ
ェ
ッ
ト
ポ
ン
プ
 

 
 

 

3
)
放

射
性

物
質

の

貯
蔵
機
能
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー

ル
水
排
水
系
，
復
水
貯
蔵

タ
ン
ク
，
放
射
性
廃
棄
物

処
理
施
設
（
放
射
性
イ
ン

ベ
ン

ト
リ

の
小

さ
い

も

の
）
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

 
 

 

液
体
廃
棄
物
処
理
系
（
低
電
導
度
廃
液
収
集
槽
，
高
電
導
度

廃
液
収
集
槽
）
 

 
 

 

固
体
廃
棄
物
処
理
系
（
Ｃ
Ｕ
Ｗ
粉
末
樹
脂
沈
降
分
離
槽
，
使

用
済

樹
脂

槽
，

濃
縮

廃
液

タ
ン

ク
，

固
体

廃
棄

物
貯

蔵
庫

（
ド
ラ
ム
缶

））
 

 
共
用
 

（
固

体
廃

棄
物

貯

蔵
庫
）
 

 

     

 
 

    

 
 

 
 

 

12条－42

350



12 条-添付 13-11

重
要
度
分
類
指
針
 

東
海
第
二
発
電
所
 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器
 

重
要
安
全
施
設
 

（
該
当
す
る
 

も
の
に
○
）
 

共
用
/相

互
接
続
 

あ
り
 

関
連

す
る

別
系

統
の

共
用

/
相

互

接
続
あ
り
 

Ｐ
Ｓ
－
３
 

1
)
異

常
状

態
の

起
因

事
象

と
な

る
も

の
で

あ
っ

て
，

Ｐ
Ｓ

－
１

及
び

Ｐ
Ｓ

－
２

以
外

の
構

築
物

，
系

統
及

び
機
器

3
)
放

射
性

物
質

の

貯
蔵
機
能

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー

ル
水
排
水
系
，
復
水
貯
蔵

タ
ン
ク
，
放
射
性
廃
棄
物

処
理
施
設
（
放
射
性
イ
ン

ベ
ン

ト
リ

の
小

さ
い

も

の
）
 

新
燃
料
貯
蔵
庫
 

新
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
 

給
水
加
熱
器
保
管
庫
 

セ
メ

ン
ト

混
練

固
化

装
置

及
び

雑
固

体
減

容
処

理
設

備

（
液
体
及
び
固
体
の
放
射
性
廃
棄
物
処
理
系
）

共
用
 

(セ
メ
ン
ト
混
錬
固

化
装
置
，
雑
固
体

廃
棄
物
焼
却
装

置
，
雑
固
体
減
容

処
理
設
備
，
固
体

廃
棄
物
作
業
建
屋
) 

4
)
電

源
供

給
機

能

（
非

常
用

を
除

く
。）

タ
ー
ビ
ン
，
発
電
機
及
び

そ
の
励
磁
装
置
，
復
水
系

（
復
水
器
を
含
む

。）
，
給

水
系
，
循
環
水
系

，
送
電

線
，
変
圧
器
，
開
閉
所
 

発
電
機
及
び
そ
の
励
磁
装
置
（
発
電
機
，
励
磁
機
）
 

発
電
機
及
び
励
磁
装
置
 

固
定
子
冷
却
装
置
 

発
電

機
水

素
ガ

ス
冷

却

装
置
 

軸
密
封
油
装
置
 

励
磁
電
源
系
 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
（
主
タ
ー
ビ
ン
，
主
要
弁
，
配
管
）
 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

主
蒸
気
系
（
主
蒸
気
／
駆

動
源
）
 

タ
ー
ビ
ン
制
御
系
 

タ
ー
ビ
ン
潤
滑
油
系
 

復
水
系
（
復
水
器
を
含
む
）（

復
水
器
，
復
水
ポ
ン
プ
，
配

管
／
弁
）
 

復
水
系
（
復
水
器
含
む
）
 

復
水
器
空
気
抽
出
系
（
蒸

気
式
空
気
抽
出
系
，
配
管

／
弁
）
 

給
水
系
（
電
動
駆
動
給
水
ポ
ン
プ
，
タ
ー
ビ
ン
駆
動
給
水
ポ

ン
プ
，
給
水
加
熱
器
，
配
管
／
弁
）
 

給
水
系
 

駆
動
用
蒸
気
 

循
環
水
系
（
循
環
水
ポ
ン
プ
，
配
管
／
弁
）
 

循
環
水
系
 

取
水
設
備
（
屋
外
ト
レ
ン

チ
を
含
む
）
 

常
用

所
内

電
源

系
（

発
電

機
又

は
外

部
電

源
系

か
ら

所
内

負
荷

ま
で

の
配

電
設

備
及

び
電

路
（

Ｍ
Ｓ

－
１

関
連

以

外
））

 

直
流
電
源
系
（
蓄
電
池
，
蓄
電
池
か
ら
常
用
負
荷
ま
で
の
配

電
設
備
及
び
電
路
（
Ｍ
Ｓ
－
１
関
連
以
外

））
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12 条-添付 13-12

重
要
度
分
類
指
針
 

東
海
第
二
発
電
所
 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器
 

重
要
安
全
施
設
 

（
該
当
す
る
 

も
の
に
○
）
 

共
用
/相

互
接
続
 

あ
り
 

関
連

す
る

別
系

統
の

共
用

/
相

互

接
続
あ
り
 

Ｐ
Ｓ
－
３
 

1
)
異

常
状

態
の

起
因

事
象

と
な

る
も

の
で

あ
っ

て
，

Ｐ
Ｓ

－
１

及
び

Ｐ
Ｓ

－
２

以
外

の
構

築
物

，
系

統
及

び
機
器
 

4
)
電

源
供

給
機

能

（
非

常
用

を
除

く
。）

 

タ
ー
ビ
ン
，
発
電
機
及
び

そ
の
励
磁
装
置
，
復
水
系

（
復
水
器
を
含
む

。）
，
給

水
系
，
循
環
水
系

，
送
電

線
，
変
圧
器
，
開
閉
所
 

計
測

制
御

電
源

系
（

電
源

装
置

か
ら

常
用

計
測

制
御

装
置

ま
で
の
配
電
設
備
及
び
電
路
（
Ｍ
Ｓ
－
１
関
連
以
外

））
 

 
 

 

送
電
線
 

 
 

 

変
圧
器
（
所
内
変
圧
器

，
起
動
変
圧
器
，
予
備
変
圧
器

，
電

路
）
 

 
 

 

変
圧
器
 

油
劣
化
防
止
装
置
 

 
 

 

冷
却
装
置
 

 
 

 

開
閉
所
（
母
線
，
遮
断
機
，
断
路
器
，
電
路
）
 

 
 

 

5
)
プ

ラ
ン

ト
計

測
・
制
御
機
能
（
安

全
保

護
機

能
を

除

く
。）

 

原
子
炉
制
御
系
（
制
御
棒

価
値

ミ
ニ

マ
イ

ザ
を

含

む
。）
，
原
子
炉
核
計
装
，

原
子

炉
プ

ラ
ン

ト
プ

ロ

セ
ス
計
装
 

・
原
子
炉
制
御
系
（
制
御
棒
価
値
ミ
ニ
マ
イ
ザ
を
含
む
）
 

・
原
子
炉
核
計
装
 

・
原
子
炉
プ
ラ
ン
ト
プ
ロ
セ
ス
計
装
 

 
 

 

6
)
プ

ラ
ン

ト
運

転

補
助
機
能
 

所
内
ボ
イ
ラ
，
計
装
用
圧

縮
空
気
系
 

所
内
ボ
イ
ラ
設
備
（
所
内
ボ
イ
ラ
，
給
水
タ
ン
ク
，
給
水
ポ

ン
プ
，
配
管
／
弁
）
 

 
共
用
 

給
水
処
理
系
 

（
Ｐ
Ｓ
－
３
（
所

内
ボ

イ
ラ

関
連

と
し
て
）
）
 

所
内
ボ
イ
ラ
設
備
 

電
気
設
備
（
変
圧
器
）
 

 
共
用
 

 

所
内
蒸
気
系
及
び
戻
り
系
（
ポ
ン
プ
，
配
管
／
弁
）
 

 
共
用
 

（
所
内
蒸
気
系
）
 

 

計
装
用
圧
縮
空
気
設
備
（
空
気
圧
縮
機
，
中
間
冷
却
器
，
配

管
，
弁
）
 

 
 

 

計
装
用
圧
縮
空
気
設
備
 

後
部
冷
却
器
 

 
 

 

気
水
分
離
器
 

 
 

 

空
気
貯
槽
 

 
 

 

原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
（
原
子
炉
補
機
冷
却
ポ
ン
プ
，
熱
交

換
器
，
配
管
／
弁
）
 

 
 

 

タ
ー
ビ
ン
補
機
冷
却
水
系
（
タ
ー
ビ
ン
補
機
冷
却
ポ
ン
プ

，

熱
交
換
器
，
配
管
／
弁
）
 

 
 

 

タ
ー
ビ
ン
補
機
冷
却
水
系
 

サ
ー
ジ
タ
ン
ク
 

 
 

 

補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ
，
配
管
／
弁
，
ス
ト
レ
ー
ナ
 

 
 

 

復
水
補
給
水
系
（
復
水
移
送
ポ
ン
プ
，
配
管
／
弁
）
 

 
 

 

復
水
補
給
水
系
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

 
 

給
水
処
理
系
 

（
Ｐ
Ｓ
－
３
（
復

水
補

給
水

系
関

連
と
し
て
）
）
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12 条-添付 13-13

重
要
度
分
類
指
針
 

東
海
第
二
発
電
所
 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器
 

重
要
安
全
施
設
 

（
該
当
す
る
 

も
の
に
○
）
 

共
用
/相

互
接
続
 

あ
り
 

関
連

す
る

別
系

統
の

共
用

/
相

互

接
続
あ
り
 

Ｐ
Ｓ
－
３
 

2
)
原

子
炉

冷
却

材
中

放
射

性
物

質
濃

度
を

通
常

運
転

に
支

障
の

な
い

程
度

に
低

く
抑

え
る

構
築

物
，

系
統

及
び
機
器

1
)
核

分
裂

生
成

物

の
原

子
炉

冷
却

材

中
へ

の
放

散
防

止

機
能

燃
料
被
覆
管
 

燃
料
被
覆
管
 

上
／
下
部
端
栓
 

タ
イ
ロ
ッ
ド
 

2
)
原

子
炉

冷
却

材

の
浄
化
機
能

原
子
炉
冷
却
材
浄
化
系
，

復
水
浄
化
系
 

原
子
炉
冷
却
材
浄
化
系
（
再
生
熱
交
換
器
，
非
再
生
熱
交
換

器
，
Ｃ
Ｕ
Ｗ
ポ
ン
プ
，
ろ
過
脱
塩
装
置
，
配
管
，
弁
）
 

復
水
浄
化
系
（
復
水
脱
塩
装
置
，
配
管
，
弁
）
 

Ｍ
Ｓ
－
３
 

1
)
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

が
あ

っ
て

も
，
Ｍ
Ｓ
－
１
，
Ｍ
Ｓ

－
２

と
あ

い
ま

っ

て
，

事
象

を
緩

和
す

る
構

築
物

，
系

統
及

び
機
器

1
)
原

子
炉

圧
力

の

上
昇
の
緩
和
機
能

逃
が
し
安
全
弁
（
逃
が
し

弁
機

能
）
，

タ
ー

ビ
ン

バ

イ
パ
ス
弁
 

逃
が
し
安
全
弁
（
逃
が
し
弁
機
能
）
 

逃
が

し
安

全
弁

（
逃

が
し

弁

機
能
）
 

原
子

炉
圧

力
容

器
か

ら

逃
が

し
安

全
弁

ま
で

の

主
蒸
気
配
管
 

駆
動
用
窒
素
源
（
ア
キ
ュ

ム
レ
ー
タ
，
ア
キ
ュ
ム
レ

ー
タ

か
ら

逃
が

し
安

全

弁
ま
で
の
配
管
，
弁
）
 

タ
ー
ビ
ン
バ
イ
パ
ス
弁
 

タ
ー
ビ
ン
バ
イ
パ
ス
弁
 

原
子

炉
圧

力
容

器
か

ら

タ
ー

ビ
ン

バ
イ

パ
ス

弁

ま
で
の
主
蒸
気
配
管

駆
動
用
油
圧
源
（
ア
キ
ュ

ム
レ
ー
タ
，
ア
キ
ュ
ム
レ

ー
タ

か
ら

タ
ー

ビ
ン

バ

イ
パ
ス
弁
ま
で
の
配
管
，

弁
）
 

2
)
出

力
上

昇
の

抑

制
機
能

原
子

炉
冷

却
材

再
循

環

系
（
再
循
環
ポ
ン
プ
ト
リ

ッ
プ
機
能
，
制
御
棒
引
抜

監
視
装
置
）
 

・
原
子
炉
再
循
環
制
御
系

・
制
御
棒
引
き
抜
き
阻
止
回
路

・
選
択
制
御
棒
挿
入
回
路

3
)
原

子
炉

冷
却

材

の
補
給
機
能

制
御
棒
駆
動
水
圧
系
，
原

子
炉
隔
離
時
冷
却
系
 

制
御
棒
駆
動
水
圧
系
（
ポ
ン
プ
，
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
，
復
水

貯
蔵
タ
ン
ク
か
ら
制
御
棒
駆
動
機
構
ま
で
の
配
管
，
弁
）
 

制
御
棒
駆
動
水
圧
系
 

ポ
ン

プ
サ

ク
シ

ョ
ン

フ

ィ
ル
タ
 

ポ
ン

プ
ミ

ニ
マ

ム
フ

ロ

ー
ラ
イ
ン
配
管
，
弁
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12 条-添付 13-14

重
要
度
分
類
指
針
 

東
海
第
二
発
電
所
 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器
 

重
要
安
全
施
設
 

（
該
当
す
る
 

も
の
に
○
）
 

共
用
/相

互
接
続
 

あ
り
 

関
連

す
る

別
系

統
の

共
用

/
相

互

接
続
あ
り
 

Ｍ
Ｓ
－
３
 

1
)
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

が
あ

っ
て

も
，
Ｍ
Ｓ
－
１
，
Ｍ
Ｓ

－
２

と
あ

い
ま

っ

て
，

事
象

を
緩

和
す

る
構

築
物

，
系

統
及

び
機
器

3
)
原

子
炉

冷
却

材

の
補
給
機
能

制
御
棒
駆
動
水
圧
系
，
原

子
炉
隔
離
時
冷
却
系
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
（
ポ
ン
プ
，
タ
ー
ビ
ン
，
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
か
ら
注
水

先
ま
で
の
配
管
，
弁
）
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
 

タ
ー

ビ
ン

へ
の

蒸
気

供

給
配
管
，
弁

ポ
ン

プ
ミ

ニ
マ

ム
フ

ロ

ー
ラ
イ
ン
配
管
，
弁
 

潤
滑

油
冷

却
系

及
び

そ

の
冷

却
器

ま
で

の
冷

却

水
供
給
配
管
 

2
)
異

常
状

態
へ

の
対

応
上

必
要

な
構

築

物
，
系
統
及
び
機
器

1
)
緊

急
時

対
策

上

重
要

な
も

の
及

び

異
常

状
態

の
把

握

機
能

原
子

力
発

電
所

緊
急

時

対
策
所
，
試
料
採
取
系
，

通
信
連
絡
設
備
，
放
射
能

監
視
設
備
，
事
故
時
監
視

計
器
の
一
部
，
消
火
系
，

安
全
避
難
通
路
，
非
常
用

照
明
 

緊
急
時
対
策
所
 

共
用
 

緊
急
時
対
策
所
 

情
報
収
集
設
備
 

共
用
 

通
信
連
絡
設
備
 

共
用
 

資
料
及
び
器
材
 

共
用
 

遮
蔽
設
備
 

共
用
 

試
料

採
取

系
（

異
常

時
に

必
要

な
下

記
の

機
能

を
有

す
る

も
の

。
原

子
炉

冷
却

材
放

射
性

物
質

濃
度

サ
ン

プ
リ

ン
グ

分
析

，
原

子
炉

格
納

容
器

雰
囲

気
放

射
性

物
質

濃
度

サ
ン

プ
リ
ン
グ
分
析
）
 

通
信
連
絡
設
備
 

共
用
 

放
射
線
監
視
設
備
 

共
用
 

（
固

定
モ

ニ
タ

リ

ン
グ
設
備
，
環
境
試

料
測
定
設
備
，
気
象

観
測
設
備
，
放
射
能

観
測
車
，出

入
管
理

室
）
 

事
故
時
監
視
計
器
の
一
部
 

消
火
系
（
水
消
火
設
備
，
泡
消
火
設
備
，
二
酸
化
炭
素
消
火

設
備
，
等
）
 

共
用
 

（
構
内
消
火
設
備

の
み
）
 

消
火
系
 

消
火
ポ
ン
プ
 

共
用
 

（
構

内
消

火
用

ポ

ン
プ
，
デ
ィ
ー
ゼ
ル

駆
動

構
内

消
火

ポ

ン
プ
）
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12 条-添付 13-15

重
要
度
分
類
指
針
 

東
海
第
二
発
電
所
 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器
 

重
要
安
全
施
設
 

（
該
当
す
る
 

も
の
に
○
）
 

共
用
/相

互
接
続
 

あ
り
 

関
連

す
る

別
系

統
の

共
用

/
相

互

接
続
あ
り
 

Ｍ
Ｓ
－
３
 

2
)
異

常
状

態
へ

の
対

応
上

必
要

な
構

築

物
，
系
統
及
び
機
器

1
)
緊

急
時

対
策

上

重
要

な
も

の
及

び

異
常

状
態

の
把

握

機
能

原
子

力
発

電
所

緊
急

時

対
策
所
，
試
料
採
取
系
，

通
信
連
絡
設
備
，
放
射
能

監
視
設
備
，
事
故
時
監
視

計
器
の
一
部
，
消
火
系
，

安
全
避
難
通
路
，
非
常
用

照
明
 

消
火
系
 

ろ
過
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

原
水
タ
ン
ク
 

多
目
的
タ
ン
ク
 

共
用
 

（
原
水
タ
ン
ク
，
 

多
目
的
タ
ン
ク
）

給
水
処
理
系
 

（
Ｍ
Ｓ
－
３
（
消

火
系

関
連

と
し

て
）
）
 

火
災
検
出
装
置
（
受
信
機

含
む
）
 

防
火
扉
，
防
火
ダ
ン
パ
，

耐
火
壁
，
隔
壁
（
消
火
設

備
の

機
能

を
維

持
担

保

す
る

た
め

に
必

要
な

も

の
）
 

安
全
避
難
通
路
 

安
全
避
難
通
路
 

安
全
避
難
用
扉
 

非
常
用
照
明
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12 条-添付 14-1 

共用設備 概略図 

 (1) 固体廃棄物処理系 

       ：共用範囲 

 

 

 

 

 

固体廃棄物貯蔵庫（東海発電所と共用）の貯蔵保管量予測 

  

添付 14 
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12 条-添付 14-2 

 (2) 所内ボイラ設備，所内蒸気系 

       ：共用範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

給水タンク 

給水ポンプ 

所内ボイラ

（Ａ） 

 

所内ボイラ

（Ｂ） 

蒸気溜め 

東海発電所
・洗濯設備 
・建屋暖房 

東海第二発電所 
所内ボイラ設備 

東海第二発電所 
所内蒸気系各負荷 

東海第二発電所 
所内蒸気系 

給水処理系 
純水貯蔵タンクより 

閉操作により隔離可能

12条－49
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12 条-添付 14-3 

(3) 給水処理系

：共用範囲 

 

多目的タンクは原水タンク，ろ過水貯蔵タンク

及び純水貯蔵タンクの代替が可能であり合理

的な運用を図ることができる。 

原水 

タンク

1000m３

多目的 

タンク

1500m３

ろ過水

貯蔵 

タンク

1500m３

純水 

貯蔵 

タンク

500m３

県央広域 
工業用水 

前処理装置 給水処理装置 

東海第二発電所

給水処理系

東海発電所

・飲料水系

・作業時の雑用水

構内消火系
東海第二発電所

・消火水系（屋内） 
・ろ過水系各負荷

東海発電所

・補機冷却系の

補給水

東海第二発電所

・復水貯蔵タンク

・所内ボイラの

給水タンク

・純水系各負荷

閉操作により

隔離可能 
閉操作により

隔離可能 

東海発電所

ろ過水槽 

252m３ 

東海発電所 

純水タンク 

597m３
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12 条-添付 14-4 

(4) 放射線監視設備

① 固定モニタリング設備（モニタリングポスト）

12条－51
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12 条-添付 14-5 

② 気象観測設備

12条－52
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12 条-添付 14-6 

③ 放射能観測車

12条－53
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12 条-添付 14-7 

④ 環境試料測定設備，出入管理室

ａ．環境試料測定設備 

 発電所周辺の水・食物・土壌などの環境試料の前処理や，放射線物質

濃度を測定する設備を事務本館内にある環境試料測定室に設けている。 

ｂ．出入管理室 

 東海発電所及び東海第二発電所（Ａ区域）の管理区域の出入り管理及

び被ばく線量を監視する設備を出入管理室に設けている。 

12条－54
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12 条-添付 14-8 

(5) 消火系（構内消火設備）

：共用範囲 

 

 東海発電所及び東海第二発電所において共用としている消火系（構内消

火設備）について，以下の通り，屋外の消火活動にて使用する屋外消火栓

の必要水量は，消防法施行令第十九条（屋外消火栓設備に関する基準）の

要求を満足するよう設計している。 

屋外消火栓必要水量＝2 箇所(消火栓)×0.35m３／min×2 時間＝ 84.0m３ 

 東海発電所，東海第二発電所それぞれに単一の火災が同時に発生し，消

火栓による放水を実施した場合において，必要となる放水量は屋外消火栓

構内消火用

ポンプ 

(3.1m３/min) 

東海第二発電所

各構内消火栓

原水 

タンク

1000m３

※1

多目的 

タンク

1500m３

※1,※2

ディーゼル駆動

構内消火ポンプ

(4.3m３/min)

東海第二発電所

構内消火設備

東海発電所

各構内消火栓

閉操作により

隔離可能 

※１ 原水タンク及び多目的タンクは給水処理系設備であるが，

構内消火設備供給源であるため合わせて記載。 

※２ 多目的タンクは原水タンク，ろ過水貯蔵タンク及び純水貯蔵タンク

の代替が可能であり合理的な運用を図ることができる。 
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12 条-添付 14-9 

の放水量を倍（消火栓 4 か所に余裕を見て）として 200m３としても，供給

する原水タンクの容量は 1,000ｍ３（多目的タンクを代替で使用時は 1,500

ｍ３）であり，十分確保される。 

   また，ポンプ容量について，消火栓 4 か所を使用した場合に必要となる

送水容量は 2.0m３／min（0.35m３／min×4 か所に余裕を見て）としても，

構内消火用ポンプ（3.1m３／min）及びディーゼル駆動構内消火ポンプ（4.3 

m３／min）であり，十分確保される。 

 

 

12条－56
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東海第二発電所 

安全保護回路 

本資料のうち， は商業機密又は核物質防護上の観点から公開できません。 
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第 24 条 安全保護回路 

＜目 次＞ 

1. 基本方針

1.1 要求事項の整理 

1.2 追加要求事項に対する適合性 

(1) 位置，構造及び設備

(2) 安全設計方針

(3) 適合性説明

1.3 気象等 

1.4 設備等（手順等含む） 

2. 安全保護回路

2.1 安全保護回路の不正アクセス行為防止のための措置について 

2.2 安全保護回路の概要 

2.3 安全保護回路の物理的分離対策 

2.4 外部からの不正アクセス行為防止について 

2.5 想定脅威に対する対策について 

2.6 物理的分離及び電気的分離について 

別紙 1 安全保護回路について，承認されていない動作や変更を防ぐ設

計方針 

別紙 2 今回の設置許可申請に関し，安全保護回路に変更を施している

場合の基準適合性 

別紙 3 安全保護回路の不正アクセス行為等の防止対策 

別紙 4 ソフトウェア更新時の立会における，インサイダー等に対する

24条－2
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セキュリティ対策

別紙 5 安全保護回路のうちデジタル部分のシステムへ接続可能なアク

セスについて

別紙 6 安全保護回路のうちデジタル部分について，システム設計と実

際のデバイスが具備している機能との差（未使用機能等）による

影響の有無 

別紙 7 安全保護回路のうち，一部デジタル演算処理を行う機器のソフ

トウェアの検証及び妥当性確認について

別紙 8 安全保護系の過去のトラブル（落雷によるスクラム動作事象

等）の反映事項 

3. 運用，手順説明資料

（別添資料）安全保護回路 

24条－3
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＜概 要＞ 

 

1.において，設計基準事故対処設備の設置許可基準規則，技術基準規則の追

加要求事項を明確化するとともに，それら要求に対する東海第二発電所におけ

る適合性を示す。 

 

2.において，設計基準事故対処設備について，追加要求事項に適合するため

に必要となる機能を達成するための設備又は運用等について説明する。 

 

3.において，追加要求事項に適合するための運用，手順等を抽出し，必要と

なる対策等を整理する。 

24条－4
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24 条 - 1 

1. 基本方針

1.1 要求事項の整理 

安全保護回路について，設置許可基準規則第24条及び技術基準規則第35

条において，追加要求事項を明確化する。（第 1.1 表） 

24条－5
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第
1
.
1
表

 
設

置
許

可
基

準
規

則
第

2
4
条

及
び

技
術

基
準

規
則

第
3
5
条

 
要

求
事

項
 

設
置

許
可

基
準

規
則

 

第
2
4
条

（
安

全
保

護
回

路
）

 

技
術

基
準

規
則

 

第
3
5
条

（
安

全
保

護
装

置
）

 
備

 
考

 

発
電

用
原

子
炉

施
設

に
は

，
次

に
掲

げ
る

と
こ

ろ
に

よ
り

，
安

全

保
護

回
路

（
安

全
施

設
に

属
す

る
も

の
に

限
る

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
）

を
設

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 

発
電

用
原

子
炉

施
設

に
は

，
安

全
保

護
装

置
を

次
に

定
め

る
と

こ

ろ
に

よ
り

施
設

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 

変
更

な
し

 

一
 

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
が

発
生

す
る

場
合

に
お

い
て

，

そ
の

異
常

な
状

態
を

検
知

し
，

及
び

原
子

炉
停

止
系

統
そ

の
他

系
統

と
併

せ
て

機
能

す
る

こ
と

に
よ

り
，

燃
料

要
素

の
許

容
損

傷
限

界
を

超
え

な
い

よ
う

に
で

き
る

も
の

と
す

る
こ

と
。

 

 

一
 

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
が

発
生

す
る

場
合

又
は

地
震

の

発
生

に
よ

り
発

電
用

原
子

炉
の

運
転

に
支

障
が

生
じ

る
場

合
に

お
い

て
，

原
子

炉
停

止
系

統
そ

の
他

系
統

と
併

せ
て

機
能

す
る

こ
と

に
よ

り
，

燃
料

要
素

の
許

容
損

傷
限

界
を

超
え

な
い

よ
う

に
で

き
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 

 

変
更

な
し

 

二
 

設
計

基
準

事
故

が
発

生
す

る
場

合
に

お
い

て
，

そ
の

異
常

な

状
態

を
検

知
し

，
原

子
炉

停
止

系
統

及
び

工
学

的
安

全
施

設
を

自
動

的
に

作
動

さ
せ

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
 

 

―
 

変
更

な
し

 

三
 

安
全

保
護

回
路

を
構

成
す

る
機

械
若

し
く

は
器

具
又

は
チ

ャ

ン
ネ

ル
は

，
単

一
故

障
が

起
き

た
場

合
又

は
使

用
状

態
か

ら
の

単
一

の
取

り
外

し
を

行
っ

た
場

合
に

お
い

て
，

安
全

保
護

機
能

を
失

わ
な

い
よ

う
，

多
重

性
を

確
保

す
る

も
の

と
す

る
こ

と
。

 

 

二
 

系
統

を
構

成
す

る
機

械
若

し
く

は
器

具
又

は
チ

ャ
ン

ネ
ル

は
，

単
一

故
障

が
起

き
た

場
合

又
は

使
用

状
態

か
ら

の
単

一
の

取
り

外
し

を
行

っ
た

場
合

に
お

い
て

，
安

全
保

護
機

能
を

失
わ

な
い

よ
う

，
多

重
性

を
確

保
す

る
こ

と
。

 

変
更

な
し

 

四
 

安
全

保
護

回
路

を
構

成
す

る
チ

ャ
ン

ネ
ル

は
，

そ
れ

ぞ
れ

互

い
に

分
離

し
，

そ
れ

ぞ
れ

の
チ

ャ
ン

ネ
ル

間
に

お
い

て
安

全
保

護
機

能
を

失
わ

な
い

よ
う

に
独

立
性

を
確

保
す

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
 

 

三
 

系
統

を
構

成
す

る
チ

ャ
ン

ネ
ル

は
，

そ
れ

ぞ
れ

互
い

に
分

離

し
，

そ
れ

ぞ
れ

の
チ

ャ
ン

ネ
ル

間
に

お
い

て
安

全
保

護
機

能
を

失
わ

な
い

よ
う

に
独

立
性

を
確

保
す

る
こ

と
。

 

変
更

な
し

 

24 条 - 2 
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設
置

許
可

基
準

規
則

 

第
2
4
条

（
安

全
保

護
回

路
）

 

技
術

基
準

規
則

 

第
3
5
条

（
安

全
保

護
装

置
）

 
備

 
考

 

五
 

駆
動

源
の

喪
失

，
系

統
の

遮
断

そ
の

他
の

不
利

な
状

況
が

発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
も

，
発

電
用

原
子

炉
施

設
を

よ
り

安
全

な
状

態
に

移
行

す
る

か
，

又
は

当
該

状
態

を
維

持
す

る
こ

と
に

よ
り

，
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

安
全

上
支

障
が

な
い

状
態

を
維

持
で

き
る

も
の

と
す

る
こ

と
。

 

 

四
 

駆
動

源
の

喪
失

，
系

統
の

遮
断

そ
の

他
の

不
利

な
状

況
が

生

じ
た

場
合

に
お

い
て

も
，

発
電

用
原

子
炉

施
設

を
よ

り
安

全
な

状
態

に
移

行
す

る
か

，
又

は
当

該
状

態
を

維
持

す
る

こ
と

に
よ

り
，

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
安

全
上

支
障

が
な

い
状

態
を

維
持

で
き

る
こ

と
。

 

変
更

な
し

 

六
 

不
正

ア
ク

セ
ス

行
為

そ
の

他
の

電
子

計
算

機
に

使
用

目
的

に

沿
う

べ
き

動
作

を
さ

せ
ず

，
又

は
使

用
目

的
に

反
す

る
動

作
を

さ
せ

る
行

為
に

よ
る

被
害

を
防

止
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
 

五
 

不
正

ア
ク

セ
ス

行
為

そ
の

他
の

電
子

計
算

機
に

使
用

目
的

に

沿
う

べ
き

動
作

を
さ

せ
ず

，
又

は
使

用
目

的
に

反
す

る
動

作
を

さ
せ

る
行

為
に

よ
る

被
害

を
防

止
す

る
た

め
に

必
要

な
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

 

追
加

要
求

事
項

 

七
 

計
測

制
御

系
統

施
設

の
一

部
を

安
全

保
護

回
路

と
共

用
す

る

場
合

に
は

，
そ

の
安

全
保

護
機

能
を

失
わ

な
い

よ
う

，
計

測
制

御
系

統
施

設
か

ら
機

能
的

に
分

離
さ

れ
た

も
の

と
す

る
こ

と
。

 

六
 

計
測

制
御

系
の

一
部

を
安

全
保

護
装

置
と

共
用

す
る

場
合

に

は
，

そ
の

安
全

保
護

機
能

を
失

わ
な

い
よ

う
，

計
測

制
御

系
か

ら
機

能
的

に
分

離
さ

れ
た

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 

 

変
更

な
し

 

―
 

七
 

発
電

用
原

子
炉

の
運

転
中

に
，

そ
の

能
力

を
確

認
す

る
た
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1.2. 追加要求事項に対する適合性 

 (1) 位置，構造及び設備 

 ロ 発電用原子炉施設の一般構造 

 (3) その他の主要な構造 

  (ⅰ) 本発電用原子炉施設は，(1)耐震構造，(2)耐津波構造に加え，以下の基本

的方針のもとに安全設計を行う。 

    ａ．設計基準対象施設 

     (s) 安全保護回路 

安全保護回路は，運転時の異常な過渡変化が発生する場合において，

その異常な状態を検知し及び原子炉緊急停止系その他系統と併せて機能

することにより，燃料要素の許容損傷限界を超えないようにできるもの

とするとともに，設計基準事故が発生する場合において，その異常な状

態を検知し，原子炉緊急停止系及び工学的安全施設を自動的に作動させ

る設計とする。 

安全保護回路を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは，単一故

障が起きた場合又は使用状態からの単一の取り外しを行った場合におい

て，安全保護機能を失わないよう，多重性を確保する設計とする。 

安全保護回路を構成するチャンネルは，それぞれ互いに分離し，それ

ぞれのチャンネル間において安全保護機能を失わないよう独立性を確保

する設計とする。 

駆動源の喪失，系統の遮断その他の不利な状況が発生した場合におい

ても，発電用原子炉施設をより安全な状態に移行するか，又は当該状態

を維持することにより，発電用原子炉施設の安全上支障がない状態を維

持できる設計とする。 

安全保護回路のうち，一部デジタル演算処理を行う機器は，不正アク
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セス行為に対する安全保護回路の物理的分離及び機能的分離を行うとと

もに，ソフトウェアは設計，製作，試験及び変更管理の各段階で検証と

妥当性の確認を適切に行うことで，不正アクセス行為その他の電子計算

機に使用目的に沿うべき動作をさせず，又は使用目的に反する動作をさ

せる行為による被害を防止することができる設計とする。 

【説明資料（2.1：P24条-32,33）（2.2：P24条-34）（2.3：P24条-

35）（2.4：P24条-36）（2.5：P24条-37）（2.6：P24-

37,38）】 

計測制御系統施設の一部を安全保護回路と共用する場合には，その安

全機能を失わないよう，計測制御系統施設から機能的に分離した設計と

する。 

ヘ 計測制御系統施設の構造及び設備

原子炉の適切かつ安全な運転のため，中性子束を測定する炉内核計装設備と水

位，圧力，再循環流量等を測定する計装設備，安全保護回路及び制御設備が設け

られる。また，通常運転中の原子炉圧力を一定に保つために，圧力制御装置が設

けられる。 

原子炉の出力制御は，再循環流量の調整及び制御棒位置の調整の 2 方式により

行われる。 

(1) 計 装 

(ⅰ) 核計装の種類 

中性子束は以下のように2つの領域に分けて原子炉内で計測する。 

起動領域：固定型計数方式及び  8チャンネル 

キャンベル方式計装 

出力領域：固定型直流方式計装  172チャンネル 
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(ⅱ) その他の主要な計装の種類 

原子炉水位，原子炉圧力，再循環流量，給水流量，蒸気流量，制御棒位置，

制御棒駆動用冷却材圧力等の計装装置が設けられる。 

(2) 安全保護回路

安全保護回路（安全保護系）は，「原子炉停止回路（原子炉緊急停止系作動

回路）」及び「その他の主要な安全保護回路（工学的安全施設作動回路）」で

構成する。 

安全保護回路は，不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべ

き動作をさせず，又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止す

る設計とする。 

【説明資料（2.1：P24条-32,33）（2.2：P24条-34）（2.3：P24条-35）

（2.4：P24条-36）（2.5：P24条-37）（2.6：P24-37,38）】 

(ⅰ) 原子炉停止回路の種類 

原子炉停止回路（原子炉緊急停止系作動回路）は，次に示す条件により原

子炉をスクラムさせるため，2つの独立のチャンネルが設けられ，これらの同

時動作によって原子炉をスクラムさせる。 

ａ．原子炉圧力高 

ｂ．原子炉水位低 

ｃ．ドライウェル圧力高 

ｄ．原子炉出力ペリオド短（起動領域計装） 

ｅ．中性子束高（起動及び平均出力領域計装） 

ｆ．中性子束低（平均出力領域計装） 

ｇ．中性子束計装動作不能（起動及び平均出力領域計装） 

ｈ．スクラム水排出容器水位高 

ｉ．主蒸気隔離弁閉 
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ｊ．主蒸気管放射能高 

ｋ．主蒸気止め弁閉 

ｌ．蒸気加減弁急速閉 

ｍ．地震加速度大 

ｎ．原子炉モード・スイッチ「停止」 

ｏ．手  動 

なお，原子炉緊急停止系作動回路の電源喪失の場合にも原子炉はスクラム

する。 

  (ⅱ) その他の主要な安全保護回路の種類 

その他の主要な安全保護回路（工学的安全施設作動回路）には，次のもの

を設ける。 

ａ．原子炉水位異常低下，主蒸気管放射能高，主蒸気管圧力低，主蒸気管流

量大，主蒸気管トンネル温度高，復水器真空度低のいずれかの信号による

主蒸気隔離弁の閉鎖 

ｂ．ドライウェル圧力高，原子炉水位低，原子炉建屋放射能高のいずれかの

信号による原子炉建屋常用換気系の閉鎖と原子炉建屋ガス処理系の起動 

ｃ．原子炉水位異常低下又はドライウェル圧力高の信号による高圧炉心スプ

レイ系，低圧炉心スプレイ系及び低圧注水系の起動 

ｄ．原子炉水位異常低下及びドライウェル圧力高の同時信号による自動減圧

系の作動 

ｅ．原子炉水位異常低下又はドライウェル圧力高の信号による非常用ディー

ゼル発電機の起動 

ｆ．原子炉水位低，原子炉水位異常低下，ドライウェル圧力高のいずれかの

信号による主蒸気隔離弁以外の隔離弁の閉鎖 

また，その他保護動作としては次のようなものがある。 

24条－11

375



 

24 条－8 

ａ．原子炉水位異常低下信号による原子炉隔離時冷却系の起動 

  (2) 安全設計方針 

1.1.3 安全保護系の設計方針 

  反応度制御系（制御棒）及び工学的安全施設の作動を開始させるための安全保護

系は，多重性と独立性を有する設計とし，実際に起こると考えられる，いかなる単

一故障によってもその安全保護機能が妨げられないような設計とする。また，安全

保護系は系の遮断，駆動源の喪失等においても安全上許容される状態（フェイル・

セイフ又はフェイル・アズ・イズ）になるよう設計する。 

  安全保護系については，不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿う

べき動作をさせず，又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止する

設計とする。 

【説明資料（2.1：P24条-32,33）（2.2：P24条-34）（2.3：P24条-35）（2.4：

P24条-36）（2.5：P24条-37）（2.6：P24-37,38）】 
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(3) 適合性説明

（安全保護回路） 

第二十四条 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、安全保護回路（安

全施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）を設けなければならな

い。 

一 運転時の異常な過渡変化が発生する場合において、その異常な状態を検知

し、及び原子炉停止系統その他系統と併せて機能することにより、燃料要素の

許容損傷限界を超えないようにできるものとすること。 

二 設計基準事故が発生する場合において、その異常な状態を検知し、原子炉停

止系統及び工学的安全施設を自動的に作動させるものとすること。 

三 安全保護回路を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは、単一故障が起

きた場合又は使用状態からの単一の取り外しを行った場合において、安全保護

機能を失わないよう、多重性を確保するものとすること。 

四 安全保護回路を構成するチャンネルは、それぞれ互いに分離し、それぞれの

チャンネル間において安全保護機能を失わないように独立性を確保するものと

すること。 

五 駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状況が発生した場合においても、

発電用原子炉施設をより安全な状態に移行するか、又は当該状態を維持するこ

とにより、発電用原子炉施設の安全上支障がない状態を維持できるものとする

こと。 

六 不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、

又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止することができるも

のとすること。 

七 計測制御系統施設の一部を安全保護回路と共用する場合には、その安全保護
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機能を失わないよう、計測制御系統施設から機能的に分離されたものとするこ

と。 

 

適合のための設計方針 

第１項第１号について 

(1) 安全保護系は，運転時の異常な過渡変化時に，中性子束及び原子炉圧力等の変

化を検出し，原子炉緊急停止系を含む適切な系統の作動を自動的に開始させ，燃

料要素の許容損傷限界を超えることがない設計とする。 

(2) 安全保護系は，偶発的な制御棒引抜きのような原子炉停止系のいかなる単一誤

動作に起因する異常な反応度印加が生じた場合でも，燃料要素の許容損傷限界を

超えないよう，中性子束高スクラム及び原子炉出力ペリオド短スクラムにより原

子炉を停止できる設計とする。 

 

第１項第２号について 

安全保護系は，設計基準事故時に異常状態を検知し，原子炉緊急停止系を自動的

に作動させる。また，自動的に主蒸気隔離弁の閉鎖，非常用炉心冷却系の起動，原

子炉建屋ガス処理系の起動を行わせる等の保護機能を有する設計とする。 

(1) 発電用原子炉は，下記の条件の場合にスクラムする。 

ａ．原子炉圧力高 

ｂ．原子炉水位低 

ｃ．ドライウェル圧力高 

ｄ．原子炉出力ペリオド短（起動領域計装） 

ｅ．中性子束高（起動及び平均出力領域計装） 

ｆ．中性子束低（平均出力領域計装） 

ｇ．中性子束計装動作不能（起動及び平均出力領域計装） 
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ｈ．スクラム水排出容器水位高 

ｉ．主蒸気隔離弁閉 

ｊ．主蒸気管放射能高 

ｋ．主蒸気止め弁閉 

ｌ．蒸気加減弁急速閉 

ｍ．地震加速度大 

ｎ．原子炉モード・スイッチ「停止」 

ｏ．手  動 

(2) その他の主要な安全保護系（工学的安全施設作動回路）には，次のようなもの

を設ける設計とする。 

ａ．原子炉水位異常低下，主蒸気管放射能高，主蒸気管圧力低，主蒸気管流量

大，主蒸気管トンネル温度高，復水器真空度低のいずれかの信号による主蒸気

隔離弁の閉鎖 

ｂ．ドライウェル圧力高，原子炉水位低，原子炉建屋放射能高のいずれかの信号

による原子炉建屋常用換気系の閉鎖と原子炉建屋ガス処理系の起動 

ｃ．原子炉水位異常低下又はドライウェル圧力高の信号による高圧炉心スプレイ

系，低圧炉心スプレイ系及び低圧注水系の起動 

ｄ．原子炉水位異常低下及びドライウェル圧力高の同時信号による自動減圧系の

作動 

ｅ．原子炉水位異常低下又はドライウェル圧力高の信号による非常用ディーゼル

発電機の起動 

ｆ．原子炉水位低，原子炉水位異常低下，ドライウェル圧力高のいずれかの信号

による主蒸気隔離弁以外の隔離弁の閉鎖 

また，その他保護動作としては次のようなものがある。 

ａ．原子炉水位異常低下信号による原子炉隔離時冷却系の起動 
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第１項第３号について 

安全保護系は，十分に信頼性のある少なくとも2チャンネルの保護回路で構成し，

機器又はチャンネルの単一故障が起きた場合，又は使用状態からの単一の取り外し

を行った場合においても，安全保護機能を失わないように，多重性を備えた設計と

する。 

具体例は下記のとおりである。 

(1) 原子炉緊急停止系作動回路は，検出器，トリップ接点，論理回路，主トリップ

継電器等で構成し，基本的に二重の「1 out of 2」方式とする。 

安全保護機能を維持するため，原子炉緊急停止系作動回路は，運転中すべて励

磁状態であり，電源の喪失，継電器の断線及び検出器を取り外した場合，回路が

無励磁状態で，チャンネル・トリップになるようにする。 

したがって，これらの単一故障が起きた場合，又は使用状態からの単一の取外

しを行った場合においても，その安全保護機能を維持できる。 

核計装系は，安全保護回路として必要な最小チャンネル数よりも一つ以上多い

チャンネルを持ち，運転中でもバイパスして保守，調整及び校正できる。 

したがって，これが故障の場合，故障チャンネルはバイパスし，残りのチャン

ネルにより安全保護回路の機能が維持できる。 

(2) 工学的安全施設を作動させるチャンネル（検出器を含む）は，多重性をもった

構成とする。 

したがって，これらの単一故障，使用状態からの単一の取外しを行った場合に

おいても，その安全保護機能を維持できる。 

 

第１項第４号について 

安全保護系は，その系統を構成するチャンネル相互が分離され，また計測制御系
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からも原則として分離し，独立性を持つ設計とする。 

具体例は下記のとおりである。 

(1) 原子炉格納容器を貫通する計装配管は，物理的に独立した貫通部を有する2系列

を設ける。 

(2) 検出器からのケーブル及び電源ケーブルは，独立に中央制御室の各盤に導く。

各トリップチャンネルの論理回路は，盤内で独立して設ける。 

(3) 原子炉緊急停止系作動回路の電源は，分離・独立した母線から供給する。 

 

第１項第５号について 

安全保護系の駆動源として電源あるいは計器用空気を使用する。この系統に使用

する弁等は，フェイル・セイフの設計とするか，又は故障と同時に現状維持（フェ

イル・アズ・イズ）になるようにし，この現状維持の場合でも多重化された他の回

路によって保護動作を行うことができる設計とする。 

フェイル・セイフとなるものの主要なものをあげると以下のとおりである。 

(1) 電源喪失 

ａ．スクラム 

ｂ．主蒸気隔離弁閉 

ｃ．格納容器ベント弁閉 

(2) 計器用空気喪失 

ａ．スクラム 

ｂ．格納容器ベント弁閉 

また，主蒸気隔離弁以外の工学的安全施設を作動させる安全保護系の場合，駆動

源である電源の喪失時には，系統を現状維持とする設計とする。 

系統の遮断やその他，火災，浸水等不利な状況が発生した場合でも，この工学的

安全施設作動回路及び工学的安全施設自体が多重性，独立性を持つことで発電用原
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子炉施設を十分に安全な状態に導くよう設計する。 

 

第１項第６号について 

  安全保護系のうち，一部デジタル演算処理を行う機器は，これが収納された盤の

施錠等により，ハードウェアを直接接続させない措置を実施することで物理的に分

離するとともに，外部ネットワークへのデータ伝送の必要がある場合は，防護装置

（片方向のみの通信を許可する装置）を介して安全保護回路の信号を一方向（送信

機能のみ）通信に制限することで機能的に分離するとともに，固有のプログラム言

語の使用による一般的なコンピュータウイルスが動作しない環境等によりウイルス

等の侵入を防止することでソフトウェアの内部管理の強化を図り，外部からの不正

アクセスを防止する設計とする。 

  また，「安全保護系へのディジタル計算機の適用に関する規程」（JEAC4620-

2008）及び「ディジタル安全保護系の検証及び妥当性確認に関する指針」

（JEAG4609-2008），又は米国Regulatory Guide 1.152「原子力発電所安全関連シス

テムのプログラマブルデジタル計算機システムソフトウェアの基準」に準じて設

計，製作，試験及び変更管理の各段階で検証及び妥当性確認（コンピュータウイル

スの混入防止含む。）がなされたソフトウェアを使用するとともに，発電所での出

入管理による物理的アクセスの制限並びに設定値変更作業での鍵管理及びパスワー

ド管理により，不正な変更等による承認されていない動作や変更を防止する設計と

する。 

  【説明資料（2.1：P24条-32,33）（2.2：P24条-34）（2.3：P24条-35）（2.4：

P24条-36）（2.5：P24条-37）（2.6：P24-37,38）】 

 

第１項第７号について 

安全保護系と計測制御系とは，電源，検出器，ケーブル・ルート及び原子炉格納
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容器を貫通する計装配管を，原則として分離する設計とする。 

安全保護系は，原子炉水位及び原子炉圧力を検出する計装配管ヘッダの一部を計

測制御系と共用すること及び核計装等の検出部が表示，記録計用検出部と共用され

る以外は計測制御系とは完全に分離する等，計測制御系での故障が安全保護系に影

響を与えない設計とする。 

安全保護系と計測制御系で計装配管を共用する場合は，安全保護系の計装配管と

して設計する。 

また，核計装等の検出部が表示，記録計用検出部と共用しているが，計測制御系

の短絡，地絡又は断線によって安全保護系に影響を与えない設計とする。 

1.3 気象等 

該当なし 

1.4 設備等（手順等含む） 

6. 計測制御系統施設

6.3 原子炉プラント・プロセス計装 

6.3.1 概  要 

発電用原子炉の適切かつ安全な運転のため，核計装のほかに，発電用原子炉施設

の重要な部分には，すべてプロセス計装を設ける。原子炉プラント・プロセス計装

は，温度，圧力，流量，水位等を測定及び指示するものであるが，一部を除き必要

な指示及び記録計器は，すべて中央制御室に設置する｡ 

 原子炉プラント・プロセス計装は，原子炉圧力容器計装，再循環回路計装，原子

炉給水系及び蒸気系計装，制御棒駆動機構計装及びその他の計装から構成されてい

る。 

発電用原子炉の停止，炉心冷却及び放射性物質の閉じ込めの機能の状況を監視す
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るために必要なパラメータは，設計基準事故時においても監視でき確実に記録及び

保存ができる。 

 

6.3.2 設計方針 

(1) 通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において，炉心，原子炉冷却材圧力

バウンダリ及び原子炉格納容器バウンダリ並びにそれらに関連する系統の健全性

を確保するために必要なパラメータは，予想変動範囲内での監視が可能であるよ

うにプロセス計装を設ける設計とする。 

 (2) 設計基準事故時において，事故の状態を知り対策を講じるのに必要なパラメー

タを監視できるように，プロセス計装を設ける設計とする。 

 (3) 安全保護系に関連する原子炉プラント・プロセス計装は，「6.6 安全保護系」

に記載する設計方針(4)～(9)を満足するように設計する。 

 (4) 原子炉冷却材圧力バウンダリからの冷却材の漏えいがあった場合，その漏えい

を検出するのに必要なプロセス計装を設ける設計とする。 

(5) 安全確保上最も重要な原子炉停止，炉心冷却及び放射能閉じ込めの3つの機能

の状況を監視するのに必要な炉心の中性子束，原子炉水位及び原子炉冷却材系の

圧力及び温度等は，設計基準事故時においても記録されるとともに事象経過後に

参照できるよう当該記録が保存できる設計とする。 

 

6.3.3 主要設備の仕様 

  原子炉プラント・プロセス計装の一覧を第6.3－1表に示す。 

 

6.3.4 主要設備 

 (1) 原子炉圧力容器計装 

   原子炉圧力容器について計測する必要のある項目は，水位，圧力，容器胴部の
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温度及びフランジ・シール漏えいである。 

   原子炉水位は差圧形検出器で連続的に測定され，指示及び記録される。水位高

及び水位低で警報が出され，水位低下が更に大きい場合には，原子炉スクラム信

号が出される。原子炉圧力は圧力検出器で測定され，指示及び記録される。原子

炉圧力高でスクラム信号が出される。 

   原子炉圧力容器壁の温度は熱電対によって測定され，記録される。この記録を

基にして，原子炉冷却材の加熱及び冷却を行う。 

   原子炉圧力容器上蓋のフランジ部シールの漏えいは，2個のＯリング間のフラ

ンジ面に接続されたドレン・ラインで連続的にモニタされる。通常ドレン・ライ

ンは閉鎖されているが，ドレン・ラインの圧力が測定及び指示され，圧力高で警

報が出される。 

 (2) 再循環回路計装 

   外部の再循環回路では，再循環流量，冷却材温度，ポンプ出入口差圧及び流量

制御弁開度が連続的に測定され指示される。また炉心流量はジェット・ポンプの

ディフューザの差圧によって測定される。再循環系ポンプについては，シール漏

えい量，冷却水流量及び温度が計測され，シール漏えい流量高及び低並びに原子

炉補機冷却系流量低で警報が出される。 

 (3) 原子炉給水系及び蒸気系計装 

   原子炉給水流量及び蒸気流量は，フロー・ノズルによって連続的に測定され，

指示及び記録される。これらは温度及び圧力補償が行われた後，三要素式原子炉

水位制御用の信号として用いられる。 

   そのほか，給水温度，タービン第一段圧力などが測定され，指示及び記録され

る。 

 (4) 制御棒駆動機構計装 

   制御棒駆動機構計装は，駆動冷却材の供給系，通常の駆動水圧系，水圧制御ユ
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ニットアキュムレータ及びスクラム水排出容器，並びに制御棒位置指示に対し

て，それぞれ適当なプロセス計装が設けられている。 

   駆動冷却材の供給系では，駆動ポンプ出口圧力，フィルタでの圧力降下などが

計測される。 

   通常の駆動水圧系では，原子炉と駆動水圧系との差圧，駆動ヘッダの流量と制

御棒駆動機構の温度（位置指示用計器ウェル内）等が計測される。 

   水圧制御ユニットアキュムレータ及びスクラム水排出容器系では，アキュムレ

ータ窒素圧力，アキュムレータの漏えい水量，スクラム水排出容器水位等が計測

され，アキュムレータの圧力低と水位高，スクラム水排出容器の水位高で警報が

出される。スクラム水排出容器の水位が更に高くなれば，原子炉はスクラムされ

る。 

   制御棒位置は，駆動機構の中心部に設けられた計器ウェル内のリード・スイッ

チによって測定指示される。 

(5) 原子炉格納容器内雰囲気計装 

  原子炉格納容器（以下6.では「格納容器」という。）について計測する主要な

項目は，格納容器内の圧力，温度，湿度，水素濃度，酸素濃度及び放射線レベ

ルである。 

   格納容器内の圧力，温度及び酸素濃度は，連続的に測定し，指示又は記録す

る。また，冷却材喪失事故後の格納容器内の圧力，温度，水素濃度，酸素濃

度，放射線レベル等も測定し，記録する。その他，ドライウェルの湿度並びに

サプレッション・チェンバのプール水位及び水温も連続的に測定し，指示又は

記録する。 

   ドライウェル圧力高，水素濃度高及び酸素濃度高で警報を出す。ドライウェ

ル圧力の上昇が更に大きい場合には，原子炉緊急停止系及び工学的安全施設を

作動させるための信号を出す（第6.6－3図及び第6.6－5図参照）。 
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 サプレッション・チェンバでは，プール水位低，プール水位高，プール水温

高，水素濃度高及び酸素濃度高で警報を出す。 

(6) 漏えい検出系計装

原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えいは，格納容器床ドレ

ン流量，格納容器機器ドレン流量及び格納容器雰囲気中の核分裂生成物の放射性

物質濃度の測定により約3.8L／minの漏えいを1時間以内に検出できるようにす

る。測定値は，指示するとともに，原子炉冷却材の漏えい量が多い場合には警報

を出す。 

(7) その他の原子炉プラント・プロセス計装

ドライウェル及びサプレッション・チェンバ系では，ドライウェル圧力及びサ

プレッション・プールの水温及び水位が計測され，ドライウェル圧力高で原子炉

はスクラムされる。 

 ほう酸水注入系では，ほう酸水貯蔵タンク水位，ほう酸水温度及びポンプ出口

圧力が計測され，タンク水位低，ポンプ出口圧力低等で警報が出される。 

 高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系では，ポンプ出口

圧力及びサプレッション・プール水位が計測される。 

6.3.5 試験検査 

 原子炉プラント・プロセス計装は，定期的に試験又は検査を行い，その機能の健

全性を確認する。 

6.3.6 評 価 

(1) 原子炉プラント・プロセス計装は，通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時

において，炉心，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び格納容器バウンダリ並びにそ

れらに関連する系統の健全性を確保するために必要なパラメータを予想変動範囲
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内で監視することができる設計としている。 

(2) 原子炉プラント・プロセス計装は，設計基準事故時において，事故の状態を知

り対策を講じるのに必要なパラメータを監視することができる設計としている。 

(3) 安全保護系に関連する原子炉プラント・プロセス計装は，「6.6 安全保護系」

に記載する設計方針(4)～(9)を満足する設計としている。 

(4) 原子炉プラント・プロセス計装は，原子炉冷却材圧力バウンダリからの冷却材

の漏えいがあった場合，その漏えいを検出することができる設計としている。 

6.6 安全保護系 

6.6.1 概  要 

安全保護系は，原子炉の安全性を損なうおそれのある過渡状態や誤動作が生じた

場合，あるいはこのような事態の発生が予想される場合には，原子炉及び発電所の

保護のための制御棒の緊急挿入（スクラム）機能，その他の保護動作（低圧注水系

起動等を含む）を有する。また，安全保護系を構成するチャンネルは，各チャンネ

ル相互を可能な限り，物理的，電気的に分離し，独立性を持たせるように設計する

とともに，原子炉運転中においても試験が可能な設計とする。 

6.6.2 設計方針 

(1) 安全保護系は，運転時の異常な過渡変化時に，その異常状態を検知し，原子炉

緊急停止系を含む適切な系統を自動的に作動させ，燃料要素の許容損傷限界を超

えないようにする。 

(2) 安全保護系は，偶発的な制御棒引抜きのような原子炉停止系のいかなる単一の

誤動作に対しても，燃料要素の許容損傷限界を超えないようにする。 

(3) 安全保護系は，設計基準事故時にあっては，直ちにこれを検知し，原子炉緊急

停止系及び工学的安全施設の作動を自動的に開始させる。 
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 (4) 安全保護系は，多重性及び電気的・物理的な独立性を有する設計とし，機器の

単一故障若しくは使用状態からの単一の取外しによっても，その安全保護機能が

妨げられないようにする。 

 (5) 安全保護系は，系統の遮断，駆動源の喪失においても，安全上許容される状態

（フェイル・セイフ又はフェイル・アズ・イズ）になるようにする。 

 (6) 安全保護系は，計測制御系とは極力分離し，部分的に共用した場合でも計測制

御系の故障が安全保護系に影響を与えないようにする。 

 (7) 安全保護系は，通常運転中においても，定期的に機能試験を行うことができる

ようにする。 

 (8) 安全保護系は，監視装置，警報等によりその作動状況が確認できる設計とす

る。 

 (9) 安全保護系は，不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動

作をさせず，又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止すること

ができる設計とする。 

【説明資料（2.1：P24条-32,33）（2.2：P24条-34）（2.3：P24条-35）（2.4：

P24条-36）（2.5：P24条-37）（2.6：P24-37,38）】 

 

6.6.3 主要設備の仕様 

原子炉緊急停止系作動回路の主要設備の仕様を第6.6－1表，第6.6－1図及び第

6.6－3図に，その他の主要な安全保護系の仕様を第6.6－2表，第6.6－4図及び第

6.6－5図に示す。 

 

6.6.4 主要設備 

(1) 原子炉緊急停止系の機能 

原子炉緊急停止系は，第6.6－1図に示すように2チャンネルで構成され各チャ

24条－25

389



 

24 条－22 

ンネルには，1つの測定変数に対して少なくとも2つ以上の独立したトリップ接

点があり，いずれかの接点の動作でそのチャンネルがトリップし，両チャンネル

の同時のトリップに対して，原子炉がスクラムされるようになっている。 

   原子炉は，下記の条件の場合にスクラムされる。 

   ａ．原子炉圧力高 

   ｂ．原子炉水位低 

   ｃ．ドライウェル圧力高 

   ｄ．原子炉出力ペリオド短（起動領域計装） 

   ｅ．中性子束高（起動及び平均出力領域計装） 

   ｆ．中性子束低（平均出力領域計装） 

   ｇ．中性子束計装動作不能（起動及び平均出力領域計装） 

   ｈ．スクラム水排出容器水位高 

   ｉ．主蒸気隔離弁閉 

   ｊ．主蒸気管放射能高 

   ｋ．主蒸気止め弁閉 

   ｌ．蒸気加減弁急速閉 

   ｍ．地震加速度大 

   ｎ．原子炉モード・スイッチ「停止」 

   ｏ．手  動 

検出器の形式，配置場所及びスクラム設定値は，第6.6－1表に示すとおりであ

る。 

   この他，原子炉緊急停止系作動回路の電源喪失の場合にも原子炉はスクラムす

る。 

   なお，原子炉モード・スイッチによって安全保護系の回路は以下のようにバイ

パスされる。 
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(a) 「停止」このモードでは，スクラム信号が出され，全制御棒が炉内に挿入

される。このモードにしてから約10秒程度で自動的にスクラム信号のリセッ

トが可能となる。また，主蒸気隔離弁閉のスクラム信号は原子炉圧力が約

4.1MPa［gage］以下のときには自動的にバイパスされ，スクラム水排出容器

水位高によるスクラム信号も手動でバイパス可能である。 

(b) 「燃料取替」このモードではスクラム回路は動作状態にあるが，主蒸気隔

離弁閉のスクラム信号は原子炉圧力が約4.1MPa［gage］以下のときは自動的

にバイパスされる。さらに，スクラム水排出容器水位高によるスクラム信号

も手動でバイパス可能であるが，この場合には制御棒を引き抜くことはでき

ない。 

(c) 「起動」このモードは原子炉を起動し，最高で定格の約5％まで出力をあ

げる場合に適用される。また，主蒸気隔離弁が閉で，かつタービン補機が動

作している状態で，原子炉を臨界に保つ時にも適用される。このモードで

は，主蒸気隔離弁閉のスクラム信号は原子炉圧力が約4.1MPa［gage］以下の

ときには自動的にバイパスされる。 

(d) 「運転」このモードでは，バイパスはすべて解除され，運転手順の上で特

に許される場合にのみ保守上の目的で，個々の計器をバイパスさせることが

できる。 

(2) その他の主要な安全保護系の種類

その他の主要な安全保護系（工学的安全施設作動回路）には，次のようなもの

が設けられる。 

ａ．原子炉水位異常低下，主蒸気管放射能高，主蒸気管圧力低，主蒸気管流量

大，主蒸気管トンネル温度高，復水器真空度低のいずれかの信号による主蒸気

隔離弁の閉鎖 

ｂ．ドライウェル圧力高，原子炉水位低，原子炉建屋放射能高のいずれかの信号
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による原子炉建屋常用換気系の閉鎖と原子炉建屋ガス処理系の起動 

ｃ．原子炉水位異常低下又はドライウェル圧力高の信号による高圧炉心スプレイ

系，低圧炉心スプレイ系及び低圧注水系の起動 

ｄ．原子炉水位異常低下及びドライウェル圧力高の同時信号による自動減圧系の

作動 

ｅ．原子炉水位異常低下又はドライウェル圧力高の信号による非常用ディーゼル

発電機の起動 

ｆ．原子炉水位低，原子炉水位異常低下，ドライウェル圧力高のいずれかの信号

による主蒸気隔離弁以外の隔離弁の閉鎖 

また，その他保護動作としては次のようなものがある。 

ａ．原子炉水位異常低下信号による原子炉隔離時冷却系の起動 

(3) 原子炉緊急停止系の動作

原子炉緊急停止系は二重チャンネル，継電器方式の構成で，論理回路及びスク

ラム・パイロット弁のソレノイドを制御する主トリップ継電器には，特に高信頼

度の継電器を用いている。 

 チャンネル・トリップあるいは原子炉スクラムに関連する継電器は，すべて運

転中励磁状態にあり，コイルの断線又は短絡，あるいは導線の断線等の継電器の

故障の大部分は，継電器自体を非励磁状態に戻し，回路が不動作状態になるよう

に働くので，このような回路構成は，大部分の故障条件に対して“フェイル・セ

イフ”になっている。 

 一方，接点の焼損又は溶着等“フェイル・セイフ”に反する方向の故障に対し

ては，各接点を流れる電流が定格の50％以下であるように制限することによっ

て，その発生を防止するようにしている。 

第6.6－1図に示すように，論理回路の継電器接点はすべて直列につながれてい

るので，どの継電器でも1個が非励磁の状態になれば，その継電器接点が属して
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いる論理回路の主トリップ継電器の電源は阻止されることになる。主トリップ継

電器の接点は，各ソレノイド・グループ回路ごとに2つずつ直列につないで，継

電器接点が1つ単独で故障して開かない場合でも，スクラム動作を妨げないよう

にしている。 

 主蒸気隔離弁の閉鎖及びそのほかの補助保護機能の作動開始には，別の継電器

が使用されている。 

 主スクラム弁への計器用空気の制御には，ソレノイド作動スクラム・パイロッ

ト弁を使用する。このパイロット弁は，3方向形で，各制御棒駆動機構のスクラ

ム弁に対して，2つのソレノイドの1つあるいは両方が励磁状態にある場合は，

スクラム弁のダイヤフラムに空気圧がかかって，弁を閉鎖状態に保つようになっ

ている。両パイロット弁のソレノイドが非励磁になれば，スクラム弁ダイヤフラ

ムの空気圧がなくなって弁は開き，制御棒を挿入することになる。各駆動機構に

2つずつあるソレノイドは，2チャンネルに接続されるので，両チャンネルがトリ

ップすれば，原子炉はスクラムされるが，単一チャンネルのトリップではスクラ

ムされない。 

 緊急停止系統の試験は，一度に1つずつのチャンネルを各検出器でトリップさ

せることによって，原子炉運転中でも定期的に行うことができる。この試験によ

って，スクラム・パイロット弁までのあらゆる機能をチェックすることができ

る。 

(4) リセット及び警報

いずれか一方のチャンネルがトリップすれば，ロック・アウトされ警報が出

る。この場合スクラム・パイロット弁を再励磁するためには，手動でリセットし

なければならない。個々のトリップ信号の警報によって，運転員はチャンネル・

トリップあるいはスクラムの原因を確認することが可能であり，また，運転監視

補助装置が，各検出器トリップの時間的順序を記録する。 
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 (5) 後備緊急停止系統 

   スクラム・パイロット弁の一つが故障によって動作しないという事態が生じた

場合，制御棒が確実に挿入されるように，計器用空気系統に2個の3方向ソレノ

イド後備緊急停止弁を設けている。このソレノイドは直流回路に接続されてい

て，通常時は無励磁状態にある。原子炉緊急停止系の2チャンネルの主トリップ

継電器の消勢によって，2個の後備緊急停止弁のソレノイドが励磁される。パイ

ロット弁が故障で動作しない場合には，後備緊急停止弁の動作によってスクラム

弁への空気圧がなくなる。この場合の制御棒の挿入時間は，通常の挿入時間より

長いが原子炉を停止させる場合，1本の制御棒の挿入が遅れても，他の制御棒が

挿入できれば十分なので，たとえ後備緊急停止弁がなくても安全に停止すること

ができる。 

 (6) 原子炉緊急停止系の電源回路 

原子炉緊急停止系の電源回路は，第6.6－2図に示されている。原子炉緊急停止

系の各チャンネルは，原子炉保護系用Ｍ－Ｇ装置（はずみ車付）に接続されてい

て，各電動機は所内電気系の別々の480V交流電源に接続されている。はずみ車の

保有エネルギが大きいので，瞬間的な電圧降下では原子炉スクラムは生じない。 

   原子炉保護系用Ｍ－Ｇ装置（はずみ車付）を保守のため取り外すことができる

ように，バイパス変圧器からも電力を供給できるようになっている。 

 

6.6.5 試験検査 

(1) 原子炉緊急停止系は，原則として原子炉運転中でも次の試験ができ，定期的に

その機能が喪失していないことを確認できる。 

  ａ．手動スクラム・パイロット弁作動試験：手動スクラム・スイッチによるパイ

ロット弁ソレノイドの無励磁の確認 

  ｂ．自動スクラム・パイロット弁作動試験：各トリップ・チャンネルごとの鍵付
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テスト・スイッチによるトリップ・チャンネル及びパイロット弁ソレノイドの

無励磁の確認 

  ｃ．検出器作動試験：各検出器の校正用タップ及びトリップ・チャンネルの試験

端子から校正用模擬信号を入れることによるトリップ・チャンネルの作動の確

認 

  ｄ．制御棒スクラム試験：手動スイッチによる同一水圧制御ユニットに属する1

組又は1本の制御棒のスクラム時間の確認 

以上のうちｂ．及びｃ．の試験により，各チャンネルの独立性の確認も行うこ

とができる。 

 (2) 工学的安全施設作動回路は，原子炉運転中でもテスト信号によって各々のチャ

ンネル（検出器含む）の試験を行うことができ，定期的にその機能が喪失してい

ないことを確認できる。 

なお，論理回路を含む全系統の試験については，原子炉停止時に行うことがで

きる。 

 

6.6.6 手順等 

  安全保護系に関して，以下の内容を含む手順等を定め，適切な管理を行う。 

(1) 安全保護回路を有する制御盤については，施錠管理方法を定め，運用する。 

(2) 発電所の出入管理方法については，「1.1.1.5 人の不法な侵入等の防止(3)手順

等」に示す。 

(3) 発電所の出入管理に係る教育については，「1.1.1.5 人の不法な侵入等の防止

(3)手順等」に示す。  
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第6.3－1表 原子炉プラント・プロセス計装一覧表 

項 目 名 称 

原子炉圧力容器計装 原子炉水位，圧力 

圧力容器胴部温度 

圧力容器フランジ部シール漏えい 

再循環回路計装 再循環流量 

冷却材温度 

再循環ポンプ出入口差圧 

炉心流量 

再循環ポンプ冷却水流量，温度 

原子炉給水系及び 

蒸気系計装 

原子炉給水流量 

給水温度 

タービン第一段圧力 

制御棒駆動機構計装 制御棒駆動ポンプ出口圧力 

フィルタ圧力 

原子炉と駆動水圧系との差圧 

駆動ヘッダ流量 

制御棒駆動機構温度 

漏えい検知系計装 ドライウェル内ガス冷却装置ドレン量 

格納容器内サンプ水量 

格納容器内雰囲気中の核分裂生成物の放射性物質濃度 

その他の原子炉プラント・プ

ロセス計装 

ドライウェル圧力 

サプレッションプール水温，水位 

ほう酸水貯蔵タンク水位 

ほう酸水温度及びポンプ出口圧力 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱除去系ポンプ出口圧力 
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第6.6－1表 原子炉スクラム信号一覧表 

スクラム 

信号の種類 

検出器 
スクラム設定値 

型式 配置場所 

原子炉圧力高 圧力スイッチ 原子炉圧力容器 7.25MPa［gage］ 

原子炉水位低 差圧スイッチ 原子炉圧力容器 
1,370cm 

（ベッセルゼロより上） 

ドライウェル圧力高 圧力スイッチ ドライウェル 13.7kPa［gage］ 

原子炉出力ペリオド短 
起動領域計装 炉心内 10秒 

起動領域計装 炉心内 最終レンジ目盛の120／125 

中性子束高 出力領域計装 炉心内 

・原子炉モード・スイッチ「運転」位置

で定格出力の120％

・原子炉モード・スイッチ「運転」位置

以外で定格出力の15％

・自動可変設定

中性子束低 出力領域計装 炉心内 定格出力の2％ 

中性子束計装動作不能 
起動領域計装 中央制御室 中性子束計装動作不能の場合 

出力領域計装 中央制御室 中性子束計装動作不能の場合 

スクラム水排出容器水位高
レベル・ 

スイッチ 
スクラム水排出容器 0.189m３に相当するレベル 

主蒸気隔離弁閉 弁位置スイッチ 主蒸気隔離弁 開度90％ 

主蒸気管放射能高 ガンマ線モニタ 
ドライウェル外側の

主蒸気管 
通常運転時の放射能の10倍以下 

主蒸気止め弁 弁位置スイッチ 主塞止弁 開度90％ 

蒸気加減弁急速閉 圧力スイッチ 蒸気加減弁 4.12MPa［gage］ 

地震加速度大 加速度検出器 原子炉建屋内 

水平方向300gal（EL.14.0m） 

水平方向250gal（EL.-4.0m） 

鉛直方向120gal（EL.-4.0m） 

原子炉モード・スイッチ

「停止」 

原子炉モード・スイ

ッチ 
中央制御室 

手 動 押しボタン 中央制御室 
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第6.6－2表 その他の主要な安全保護系作動信号一覧表 

信 号 の 種 類 保護機能の種類 設 定 値 

原 子 炉 水 位 低 原子炉建屋ガス処理系起動 

1,370cm 

（ベッセルゼロより上） 

（レベル３） 

原 子 炉 水 位 異 常 低 下 

主蒸気隔離弁閉鎖 

高圧炉心スプレイ系起動 

1,245cm 

（ベッセルゼロより上） 

（レベル２） 

低圧炉心スプレイ系起動 

低圧注水系起動 

自動減圧系作動 

960cm 

（ベッセルゼロより上） 

（レベル１） 

ド ラ イ ウ ェ ル 圧 力 高 

低圧炉心スプレイ系起動 

低圧注水系起動 

高圧炉心スプレイ系起動 

自動減圧系作動 

原子炉建屋ガス処理系起動 

13.7kPa［gage］ 

主 蒸 気 管 圧 力 低  主蒸気隔離弁閉鎖 5.89MPa［gage］ 

主 蒸 気 管 流 量 大  主蒸気隔離弁閉鎖 定格流量の140％相当 

復 水 器 真 空 度 低  主蒸気隔離弁閉鎖 真空度 24.0kPa 

主 蒸 気 管 放 射 能 高  主蒸気隔離弁閉鎖 
通常運転時の放射能の 

10倍以下 

主蒸気管トンネル温度高 主蒸気隔離弁閉鎖 93℃ 

原 子 炉 建 屋 放 射 能 高 原子炉建屋ガス処理系起動 
通常運転時の放射能の 

10倍以下 
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第 6.6－1図 原子炉緊急停止系 
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第 6.6－2図 安全保護系用電源 
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24 条－33 

第6.6－3図 原子炉緊急停止系機能説明図 

原
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 原子炉モード・スイッチ「停止」

手 動

ド ラ イ ウ ェ ル 圧 力 高

原子炉水位低（レベル３）

原 子 炉 圧 力 高

運 転 以 外

運 転原 子 炉

モード・スイッチ

原子炉出力ペリオド短

中性子束計装動作不能

中 性 子 束 高
起動領域 

計装 

中 性 子 束 低

中性子束計装動作不能

中 性 子 束 高
平均出力 

領域計装 

原子炉熱出力（約 30％以下）

蒸 気 加 減 弁 急 速 閉

主 蒸 気 止 め 弁 閉

地 震 加 速 度 大

主 蒸 気 管 放 射 能 高

バ イ パ ス

通 常ス ク ラ ム 水 排 出 容 器

水位高信号バイパス・スイッチ

スクラム水排出容器水位高

主 蒸 気 隔 離 弁 閉

運 転

起 動

燃 料 取 替

停 止

原 子 炉

モード・スイッチ

原 子 炉 圧 力 低

原 子 炉 保 護 系 電 源 喪 失
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主 蒸 気 管 圧 力 低 

原子炉モード・スイッチ 
「運転」 

主蒸気管トンネル温度高 

復 水 器 真 空 度 低 

原 子 炉 圧 力 低 

第6.6－4図 その他の主要な安全保護系機能説明図（その１） 

 ＯＲ        ＡＮＤ       ＮＯＴ 

主

蒸

気
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弁

閉 

主 蒸 気 管 流 量 大 

原子炉水位異常低下（レベル２） 

復 水 器 真 空 度 低 
バイパス・スイッチ 
「 バ イ パ ス 」 位 置 

原子炉モード・スイッチ 
「 運 転 」 以 外 

主 蒸 気 止 め 弁 閉 

主 蒸 気 管 放 射 能 高 
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 ＯＲ  ＡＮＤ     時間遅れ 

低圧炉心スプレイ系起動 

低 圧 注 水 系 起 動

高圧炉心スプレイ系起動

T.D 

自 動 減 圧 系 作 動

原 子 炉 建 屋 放 射 能 高 

原子炉建屋ガス処理系起動 

原子炉水位異常低下（レベル１） 

原子炉水位低（レベル３） 

ド ラ イ ウ ェ ル 圧 力 高 

原子炉水位異常低下（レベル２） 

低圧炉心スプレイ系ポンプ
吐 出 圧 力 確 立

残留熱除去系ポンプ
吐 出 圧 力 確 立

●

●

●

非常用ディーゼル発電機

起 動 

●

●

●

●

第 6.6－5 図 その他の主要な安全保護系機能説明図（その２） 

主蒸気隔離弁以外の 

隔離弁の閉鎖 

●

●

●

T.D
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24 条 - 36 

2. 安全保護回路 

2.1 安全保護回路の不正アクセス行為防止のための措置について 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関

する規則」第二十四条（安全保護回路）第 1 項第六号において，『不正ア

クセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず，又は

使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止することができるも

のとすること。』が要求されている。 

東海第二発電所の安全保護回路は，検出信号処理において一部デジタル

演算処理を行う機器がある他は，アナログ回路で構成している。安全保護

回路（原子炉緊急停止系，工学的安全施設作動回路）の不正アクセス行為

による被害防止については，デジタル演算処理を行う機器も含め，下記の

対策を実施している。 

(1) 物理的及び電気的アクセスの制限対策 

発電所への入域に対しては，出入管理により物理的アクセスを制限し，

電気的アクセスについては，安全保護回路を有する制御盤を施錠管理とし，

デジタル演算処理を行う機器からデータを採取するデータ収集端末にはデ

ジタル演算処理を行う機器からのデータ受信機能のみを設けるとともに，

データ収集端末を施錠管理された場所に保管することで管理されない変更

を防止している。 

(2) ハードウェアの物理的な分離又は機能的な分離対策 

  安全保護回路の信号は，安全保護回路→プロセス計算機・データ伝送装

置→防護装置→緊急時対策支援システム伝送装置→防護装置を介して外部

に伝送している。この信号の流れにおいて，安全保護回路からは発信され

るのみであり，外部からの信号を受信しないこと，及びハードウェアを直

接接続しないことで物理的及び機能的分離を行っている。 
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(3) 外部ネットワークからの遠隔操作及びウイルス等の侵入防止対策

安全保護回路とそれ以外の設備との間で用いる信号はアナログ信号（接

点信号を含む）であり，外部ネットワークを介した不正アクセス等による

被害を受けることはない。 

安全保護回路の信号で外部ネットワークへのデータ伝送の必要がある場

合は，防護装置を介して安全保護回路の信号を一方向（送信機能のみ）通

信に制限※し外部からのデータ書き込み機能を設けないことでウイルスの

侵入及び外部からの不正アクセスを防止している。 

※データダイオード装置（ハードウェアレベルでダイオードのように片方

向のみ通信を許可する装置）により一方向通信に制限する。

(4) システムの導入段階，更新段階又は試験段階で承認されていない動作

や変更を防ぐ対策

安全保護回路のうち，一部デジタル演算処理を行う機器は，固有のプロ

グラム言語を使用（一般的なコンピュータウイルスが動作しない環境）す

るとともに，保守以外の不要なアクセス制限対策として入域制限や設定値

変更作業での鍵管理及びパスワード管理を行い，関係者以外の不正な変更

等を防止している。 

(5) 耐ノイズ・サージ対策

安全保護回路は，雷・誘導サージ・電磁波障害等による擾乱に対して，

制御盤へ入線する電源受電部及びケーブルからの信号入出力部にラインフ

ィルタや絶縁回路を設置している。 

ケーブルは金属シールド付ケーブルを適用し，金属シールドは接地して

電磁波の侵入を防止する設計としている。安全保護回路は，鋼製の筐体に

格納し，筐体を接地することで電磁波の侵入を防止する設計としている。 
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24 条 - 38 

2.2 安全保護回路の概要 

安全保護回路は，検出信号処理において一部デジタル演算処理を行う機

器がある他は，アナログ回路で構成している。また安全保護回路とそれ以

外の設備との間で用いる信号はアナログ信号（接点信号を含む）であり，

外部ネットワークを介した不正アクセス等による被害を受けることはない。

例として，原子炉緊急停止系の構成例を第 2.2 図に示す。 

安全保護回路は，検出器からの信号を受信し，原子炉緊急停止系を自動

的に作動させる回路と，工学的安全施設を作動させる信号を発する工学的

安全施設作動回路で構成しており，多重性及び電気的・物理的な独立性を

持たせている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.2図 原子炉緊急停止系の構成例 

  

計装用空気圧縮系より
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ﾁｬﾝﾈﾙ

B2 
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トリップ設定器 トリップ設定器 トリップ設定器 トリップ設定器

Ry Ry Ry Ry 
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24 条 - 39 

2.3 安全保護回路の物理的分離対策 

 安全保護回路は，不正アクセスを防止するため，安全保護系盤等の扉に

は施錠を行い，許可された者以外はハードウェアを直接接続できない対策

を実施している。 

保管ラック

第 2.3 図 安全保護系盤及びデータ収集端末 

安全保護系盤等は，社内規程に定める発電長による扉の鍵管理を行っている。

データ収集端末は，作業担当箇所により鍵管理されたラック内に保管してお

り，許可されない者のアクセスを防止している。また，情報セキュリティに関

する教育を行っている。 

データ収集端末 
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24 条 - 40 

2.4 外部からの不正アクセス防止について 

安全保護回路は，外部ネットワークと直接接続は行っていない。外部シ

ステムと接続する必要のある計算機については，防護装置を介して接続さ

れ，外部からのデータ書き込み機能を設けないことでコンピュータウイル

スの侵入等を防止している。

また，外部からの妨害行為又は破壊行為については，出入管理により関

係者以外の接近を防止している。 

外部ネットワークとの接続構成概略図を第 2.4 図に示す。 

第 2.4 図 外部ネットワークとの接続構成概略図 

妨
害
行
為
又
は
破
壊
行
為

【凡例】
：データ伝送（有線）
：データ伝送（無線）

通信機器

東海第二発電所

原子炉建屋 緊急時対策所建屋

社外

安全保護回路

緊急時対策支援
システム伝送装置

プロセス
計算機

データ
伝送装置

防護装置

通信機器通信機器

統
合
原
子
力
防
災

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
衛
星
系
）

統
合
原
子
力
防
災

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
有
線
系
）

防護装置

出
入
管
理

出
入
管
理

出入管理 出入管理

妨
害
行
為
又
は

破
壊
行
為

妨害行為又は
破壊行為

24条－44

408



24 条 - 41 

2.5 想定脅威に対する対策について 

デジタル処理を行う機器については，工場製作段階から第 2.5 表に示す

想定脅威に対する対策を行っている。 

第 2.5 表 想定脅威に対する対策（工場製作及び出荷） 

想定脅威 対策 
外部脅威 外部からの侵入 ソフトウェアの設計データの製作環

境は外部に接続しない環境で製作
内部脅威 設備の脆弱性 安全保護系のソフトウェアは供給者

独自ソフトウェアにて構築 
不正ソフトウェア利
用 

不正ソフトウェアが無いことを確認
した環境で，ソフトウェア設計を実
施 

持込機器・媒体によ
る改ざん・漏えい 

作業専用端末による作業 

作業環境からの不正
アクセス

作業環境での第三者のソフトウェア
への不正アクセスを防止 

人的要因 作業ミス，知識不足
による情報漏えい等 

情報セキュリティ教育の実施 

2.6 物理的分離及び電気的分離について 

(1) 物理的分離について

安全保護回路と計測制御系とは電源，ケーブル・ルート及び格納容器を

貫通する計装配管を，原則として分離する設計とする。 

計測制御系のケーブルを安全保護回路のケーブルと同じケーブル・ルー

トに敷設した場合には，安全保護回路のケーブルと同等の扱いとする設計

とする。 

安全保護回路と計測制御系で計装配管を共用する場合は，安全保護回路

の計装配管として設計する。  

(2) 電気的分離について

安全保護回路からインターフェース部（計測制御系）の分離は，アイソ

レータや補助継電器等の隔離装置（第2.6図参照）を用いて電気的分離
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24 条 - 42 

（計測制御系で短絡等の故障が生じても安全保護回路に影響を与えない）

を行う。 

核計装系等の検出部が表示，記録計用検出部と共用しているが，計測制

御系の短絡，地絡又は断線によって安全保護回路に影響を与えない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.6 図 隔離装置（アイソレータ及び補助継電器） 

 

 

入力信号
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24 条 - 別紙 1 - 1 

別紙 1 安全保護回路について，承認されていない動作や変更を防ぐ設計方針 

安全保護回路は，検出信号処理において一部デジタル演算処理を行う機器

がある他は，アナログ回路で構成している。 

安全保護回路に対し，承認されていない動作及び変更を防ぐ措置として以

下を実施している。 

・安全保護回路の変更が生じる場合は，上流文書から下流文書（第 1 図参

照）へ変更内容が反映されていることを設備図書で承認する。

・デジタル演算処理を行う機器のソフトウェアは設計，製作，試験及び変

更管理の各段階で検証と妥当性の確認を適切に行う。

・改造後はインターロック試験や定期事業者検査等にて，安全保護回路が

正しく動作することを複数の人間でチェックしている。

・中央制御室への入域に対しては，出入管理により関係者以外のアクセス

を防止している。

・安全保護回路及び設定値を変更するには，中央制御室にて発電長の許可

を得て，発電長の管理する鍵を借用する必要があり，外部からの人的妨

害行為又は破壊行為を防止している。
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24 条 - 別紙 1 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 図 安全保護回路の設計・製作・試験の流れ（例） 

 

 

 

安全保護回路 

システム要求事項 

（設置許可申請書） 

システム設計要求仕様 

（系統設計仕様書，設定値根拠書） 

ハードウェア設計要求仕様 

（インターロックブロック線図） 

ハードウェア設計・製作 

（展開接続図） 

試  験 
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24 条 - 別紙 2 - 1 

別紙 2 今回の設置許可申請に関し，安全保護回路に変更を施している場合の

基準適合性 

2011 年 3 月の運転停止以降の安全性向上対策工事等（新規制対応工事含

む）のうち，安全保護回路の変更に係る工事を抽出し，確認を行った。第 1

図の抽出フローに基づき抽出した結果，SA 対策で実施する自動減圧系及び

過渡時自動減圧機能の起動阻止スイッチ設置が抽出された。 

安全保護回路の変更に係る設備の抽出結果を第 1 表に，抽出された設備に

ついての個別の確認結果を(1)に示す。また，過渡時自動減圧機能及びＡＴ

ＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）については，安全保護回路に変更を施

しておらず，安全保護回路と電気的・物理的に分離されており安全保護回路

に悪影響を与えない設計とする（参考 1）。 

(1) 自動減圧系の起動阻止スイッチについて

ａ．目的 

原子炉停止機能喪失事象においては，原子炉が臨界状態であるため，

高圧炉心スプレイ系及び低圧注水系の急激な流量増加は，正の反応度印

加を引き起こし，原子炉出力の急上昇につながる。このため原子炉停止

機能喪失事象発生時に自動減圧系及び過渡時自動減圧機能が作動しない

ように，起動阻止スイッチを設置する。 

ｂ．起動阻止スイッチ 

自動減圧系及び過渡時自動減圧機能の作動回路を第2図に示す。この

起動阻止スイッチは，単一故障により，自動減圧系の機能を阻害しない

ように，また，多重化された自動減圧系の独立性に悪影響がないように

自動減圧系の論理回路ごとに設ける設計としている。 

ｃ．自動減圧系への影響について 
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24 条 - 別紙 2 - 2 

追加設置する自動減圧系の起動阻止スイッチが，自動減圧系に対して

悪影響を与えないことを以下に示す。 

設置許可基準規則 

第 24 条（安全保護回路） 
自動減圧系への影響 

発電用原子炉施設には，次に掲げるとこ

ろにより，安全保護回路（安全施設に属す

るものに限る。以下この条において同

じ。）を設けなければならない。 

一 運転時の異常な過渡変化が発生する

場合において，その異常な状態を検知

し，及び原子炉停止系統その他系統と

併せて機能することにより，燃料要素

の許容損傷限界を超えないようにでき

るものとすること。 

起動阻止スイッチは，原子炉停止機能喪失

事象時に手動で自動減圧系を阻止するもの

であり，運転時の異常な過渡変化時には使

用しないため問題ない。 

二 設計基準事故が発生する場合におい

て，その異常な状態を検知し，原子炉

停止系統及び工学的安全施設を自動的

に作動させるものとすること。 

自動減圧系の多重性，独立性に悪影響を与

えないよう，区分ごとに起動阻止スイッチ

を設置しているため問題ない。 

三 安全保護回路を構成する機械若しく

は器具又はチャンネルは，単一故障が

起きた場合又は使用状態からの単一の

取り外しを行った場合において，安全

保護機能を失わないよう，多重性を確

保するものとすること。 

自動減圧系の多重性，独立性に悪影響を与

えないよう，区分ごとに起動阻止スイッチ

を設置しているため問題ない。 

四 安全保護回路を構成するチャンネル

は，それぞれ互いに分離し，それぞれ

のチャンネル間において安全保護機能

を失わないように独立性を確保するも

のとすること。 

自動減圧系の多重性，独立性に悪影響を与

えないよう，区分ごとに起動阻止スイッチ

を設置しているため問題ない。 

五 駆動源の喪失，系統の遮断その他の

不利な状況が発生した場合において

も，発電用原子炉施設をより安全な状

態に移行するか，又は当該状態を維持

することにより，発電用原子炉施設の

安全上支障がない状態を維持できるも

のとすること。 

自動減圧系は，駆動源である電源の喪失で

系の現状維持（フェイル・アズ・イズ），

その他の不利な状況が発生した場合でも多

重性，独立性をもつことで原子炉を十分に

安全な状態に導くようにしている。追加す

る起動阻止スイッチはこの安全保護動作を

阻害するものではない。 

六 不正アクセス行為その他の電子計算

機に使用目的に沿うべき動作をさせ

ず，又は使用目的に反する動作をさせ

る行為による被害を防止することがで

きるものとすること。 

阻止回路はアナログで構成しており，不正

アクセス行為による影響を受けない。 

七 計測制御系統施設の一部を安全保護

回路と共用する場合には，その安全保

護機能を失わないよう，計測制御系統

施設から機能的に分離されたものとす

ること。 

計測制御系とは共用していないため，影響

はない。 
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24 条 - 別紙 2 - 3 

設置許可基準規則 

第 12 条（安全施設） 
自動減圧系への影響 

４ 安全施設は，その健全性及び能力を

確認するため，その安全機能の重要度

に応じ，発電用原子炉の運転中又は停

止中に試験又は検査ができるものでな

ければならない。 

起動阻止スイッチを設置することで自動減

圧系の試験に影響を与えることはない。 

第 1 図 安全保護回路の変更に係る改造抽出フロー 

NO

2011 年 3 月運転停止以降の 

安全性向上対策工事等 

原子炉緊急停止系及び

工学的安全施設作動回路

に係る改造か 

確認対象 

YES

対象外 
既設の制御盤の改造又は

新たな制御盤の設置に関

する改造か 

NO

YES

対象外 

原子炉緊急停止系及び

工学的安全施設作動回路

の論理に係る改造か 

NO 

YES

対象外 
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24 条 - 別紙 2 - 4 

第 1 表 安全保護回路の変更に係る設備の抽出結果 

改造概要 条文 
安全保護回路への 

影響評価 

ＡＴＷＳ時に自動減圧系及び過渡時

自動減圧機能の作動を阻止する手動

阻止回路を追加する。 

44 条 

自動減圧系及び過渡時自動減圧機能の

起動阻止スイッチは自動減圧機能論理

回路の関連回路として安全保護回路と

同等に扱うものとする。これらは安全

保護回路と同様，計測制御系統施設や

他の重大事故等対処設備から物理的，

電気的に分離する。さらに，安全保護

回路として多重化しそれぞれの区分は

互いに物理的，電気的に分離する。 
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24 条 - 別紙 2 - 5 

第 2 図 自動減圧系及び過渡時自動減圧機能の作動回路図 
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24 条 - 別紙 2 - 6 

参考 1 新規制対応設備の安全保護回路への影響について 

 

1. 過渡時自動減圧機能について 

(1) 目的 

過渡時自動減圧機能は，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であ

って，設計基準事故対処設備が有する原子炉の自動減圧機能が喪失した場

合においても，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧し，炉心の著しい損傷

及び原子炉格納容器の破損を防止することを目的とする。 

(2) 自動減圧系への影響について 

過渡時自動減圧機能の論理回路は別紙2（第2図）のとおりであり，論理

回路を自動減圧系に対して独立した構成としており，自動減圧系に悪影響

を与えない設計としている。 

第1図のとおり，原子炉水位異常低下（レベル１），低圧炉心スプレイ系

ポンプ吐出圧力確立，及び残留熱除去系ポンプ吐出圧力確立信号について

は共有しているが，自動減圧系と隔離装置を用いて電気的に分離しており，

自動減圧系への悪影響を与えない設計としている。 

また，論理回路からの作動用電磁弁制御信号についても共用しているが，

自動減圧系と隔離装置を用いて電気的に分離しており，自動減圧系への悪

影響を与えない設計としている。 
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24 条 - 別紙 2 - 7 

第
1
図
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24 条 - 別紙 2 - 8 

2．ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）について 

(1) 目的 

代替制御棒挿入機能は，運転時の異常な過渡変化時において，原子炉の

運転を緊急に停止することができない事象が発生するおそれがある場合又

は当該事象が発生した場合において，原子炉緊急停止系から独立した回路

により，計器用空気配管上に設置したスクラム・パイロット弁とは別のソ

レノイドが励磁され排気弁を開放し，全制御棒を挿入することにより原子

炉出力を低下させることを目的とする。 

(2) 原子炉緊急停止系への影響について 

代替制御棒挿入機能の論理回路は第 2 図のとおり，検出器から論理回路

まで，原子炉緊急停止系とは独立した構成となっており，原子炉緊急停止

系に悪影響を与えない設計としている。 

なお，代替制御棒挿入機能の作動電磁弁についても，第 3 図のとおり代

替制御棒挿入機能と原子炉緊急停止系では独立した構成となっている。 
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24 条 - 別紙 2 - 9 

第 2 図 原子炉緊急停止系及び代替制御棒挿入機能の論理回路図
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24 条 - 別紙 2 - 10 

第 3 図 作動電磁弁について 
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24 条 - 別紙 3 - 1 

別紙 3 安全保護回路の不正アクセス行為等の防止対策 

安全保護回路は，検出信号処理において一部デジタル演算処理を行う機器

がある他は，アナログ回路で構成している。安全保護回路（原子炉緊急停止

系，工学的安全施設作動回路）について，検出器から論理回路の入口までの

構成機器に対しアナログ・デジタルの有無を抽出した。安全保護系構成概略

図を第 1 図，抽出結果を第 1 表，第 2 表に示す。安全保護回路にはプロセス

放射線モニタ盤の演算処理装置及び中性子束計装モニタ盤の演算処理装置に

デジタル回路が含まれる。ただし，当該演算処理装置は外部ネットワークと

直接接続しないことにしている。さらに，出入管理により外部からの妨害行

為又は破壊行為を防止していることから不正アクセス行為による被害を受け

ることはない。 

(1) 物理的及び電気的アクセスの制限対策

発電所への入域に対しては，出入管理により物理的アクセスを制限し，

電気的アクセスについては，安全保護回路を有する制御盤を施錠管理とし，

デジタル演算処理を行う機器からデータを採取するデータ収集端末にはデ

ジタル演算処理を行う機器からのデータ受信機能のみを設けるとともに，

データ収集端末を施錠管理された場所に保管することで管理されない変更

を防止している。 

(2) ハードウェアの物理的な分離又は機能的な分離対策

安全保護回路の信号は，安全保護回路→プロセス計算機・データ伝送装

置→防護装置→緊急時対策支援システム伝送装置→防護装置を介して外部

に伝送している。この信号の流れにおいて，安全保護回路からは発信され

るのみであり，外部からの信号を受信しないこと，及びハードウェアを直

接接続しないことで物理的及び機能的分離を行っている。 
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(3) 外部ネットワークからの遠隔操作及びウイルス等の侵入防止対策 

安全保護回路の信号で外部ネットワークへのデータ伝送の必要がある場

合は，防護装置を介して安全保護回路の信号を一方向（送信機能のみ）通

信に制限※し外部からのデータ書き込み機能を設けないことでウイルスの

侵入及び外部からの不正アクセスを防止している。 

※データダイオード装置（ハードウェアレベルでダイオードのように片

方向のみ通信を許可する装置）により一方向通信に制限する。 

(4) システムの導入段階，更新段階又は試験段階で承認されていない動作

や変更を防ぐ対策 

安全保護回路のデジタル演算処理を行う機器は，固有のプログラム言語

を使用（一般的なコンピュータウイルスが動作しない環境）するとともに，

保守以外の不要なアクセス制限対策として入域制限や設定値変更作業での

鍵管理及びパスワード管理を行い，関係者以外の不正な変更等を防止して

いる。 

(5) 耐ノイズ・サージ対策 

安全保護回路は，雷・誘導サージ・電磁波障害等による擾乱に対して，

制御盤へ入線する電源受電部及びケーブルからの信号入出力部にラインフ

ィルタや絶縁回路を設置している。 

ケーブルは金属シールド付ケーブルを適用し，金属シールドは接地して

電磁波の侵入を防止する設計としている。安全保護回路は，鋼製の筐体に

格納し，筐体を接地することで電磁波の侵入を防止する設計としている。
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24 条 - 別紙 3 - 3 

第 1 図 安全保護系構成概略図 
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第 1 表 原子炉緊急停止系の構成機器 

原子炉スクラム信号の種類 
構成機器 

検出器 設定器 

原子炉圧力高 アナログ アナログ 

原子炉水位低 アナログ アナログ 

ドライウェル圧力高 アナログ アナログ 

原子炉出力ペリオド短（起動領域計装） アナログ デジタル 

中性子束高（起動及び平均出力領域計装） アナログ デジタル 

中性子束指示低（平均出力領域計装） アナログ デジタル 

中性子計装動作不能 

（起動及び平均出力領域計装） 
アナログ デジタル 

スクラム・ディスチャージ・ボリューム水位高 アナログ（接点） 

主蒸気隔離弁閉 アナログ（接点） 

主蒸気管放射能高 アナログ デジタル 

主蒸気止め弁閉 アナログ（接点） 

蒸気加減弁急速閉（ＥＨＣ油圧低） アナログ（接点） 

地震 アナログ（接点） 

原子炉モード・スイッチ「停止」の位置 アナログ（接点） 

手動 アナログ（接点） 
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第 2 表 工学的安全施設作動回路の構成機器 

機能 信号の種類 
構成機器 

検出器 設定器 

主蒸気隔離弁閉 

主蒸気管放射能高 アナログ デジタル 

主蒸気管圧力低 アナログ アナログ

主蒸気流量高 アナログ アナログ

原子炉水位異常低下 アナログ アナログ

主蒸気管トンネル温度高 アナログ アナログ

復水器真空度低 アナログ アナログ

高 圧 炉 心 ス プ レ イ

系，低圧炉心スプレ

イ系及び低圧注水系

の起動

ドライウェル圧力高 アナログ アナログ

原子炉水位異常低下 アナログ アナログ

自動減圧系の作動 
ドライウェル圧力高 アナログ アナログ

原子炉水位異常低下 アナログ アナログ

高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機及

び非常用ディーゼル

発電機の起動 

ドライウェル圧力高 アナログ アナログ

原子炉水位異常低下 アナログ アナログ

原子炉建屋常用換気

系の閉鎖と原子炉建

屋ガス処理系の起動 

ドライウェル圧力高 アナログ アナログ

原子炉水位低 アナログ アナログ

原子炉建屋放射能高 アナログ デジタル 

主蒸気隔離弁以外の

主要な隔離弁閉鎖 

ドライウェル圧力高 アナログ アナログ

原子炉水位低 アナログ アナログ

原子炉水位異常低下 アナログ アナログ
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24 条 - 別紙 4 - 1 

別紙 4 ソフトウェア更新時の立会における，インサイダー等に対するセキュ

リティ対策 

 

安全保護回路について，検出器から論理回路入口までの構成機器のうちデ

ジタル演算処理を行う機器は，プロセス放射線モニタ盤，中性子束計装モニ

タ盤である。これらについては以下の対策を実施する。 

データ収集端末については，デジタル演算処理を行う機器からのデータ受

信機能のみを設けることとし，施錠管理されたラック内に保管する。また，

データ収集端末は，当社保修員が許可した者に限定して貸し出しを行うこと

とする。 

データ収集端末接続のためには制御盤の解錠が必要であり，制御盤の鍵は

発電長の許可を得た上で貸し出しを行う。 

これらにより，許可された者のみアクセス可能とする。 
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24 条 - 別紙 5 - 1 

別紙 5 安全保護回路のうちデジタル部分のシステムへ接続可能なアクセスに

ついて 

安全保護回路は，検出信号処理において一部デジタル演算処理を行う機器

がある他は，アナログ回路で構成している。 

デジタル演算処理を行う機器への接続可能なアクセスとして，データ収集

端末の接続がある。こちらについては以下のとおり対策する。 

(1) データ収集端末による不正アクセスの防止対策

データ収集端末は，中性子束計装モニタ盤に接続することによりデジタ

ル演算処理を行う機器からデータを受信する機能がある。この場合におい

て，中性子束計装モニタ盤からはデータを発信するだけであり，データ収

集端末には自身から中性子束計装モニタ盤に向けて通信する機能は持たせ

ていない。 

(2) 物理的アクセスの制限

データ収集端末は通常時接続はせず，接続のためには制御盤の解錠を必

要とする。また，施錠管理された場所に保管することで管理されない使用

及び変更を防止している。 

発電所への入域に対しては，出入管理により物理的アクセスを制限し，

管理されない変更を防止している。 
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24 条 - 別紙 6 - 1 

別紙 6 安全保護回路のうちデジタル部分について，システム設計と実際のデ

バイスが具備している機能との差（未使用機能等）による影響の有無 

 

システム設計に基づき，安全保護上要求される機能が正しく確実に実現さ

れていることを保証するため，安全保護回路のうち，デジタル演算処理を行

う機器は，工場出荷前試験及び導入時における試験を実施することにより，

要求される機能を満足することの確認及び未使用機能等による悪影響がない

ことの確認が供給者によって確実に実施されていることを確認している。 

 

 

 

24条－66

430



24 条 - 別紙 7 - 1 

別紙 7 安全保護回路のうち，一部デジタル演算処理を行う機器のソフトウェ

アの検証及び妥当性確認について

安全保護回路のうち，一部デジタル演算処理を行う機器のソフトウェアは，

安全保護上要求される機能が正しく確実に実現されていることを保証するため，

設計，製作，試験，変更管理の各段階で「安全保護系へのディジタル計算機の

適用に関する規程」（JEAC4620-2008）及び「ディジタル安全保護系の検証及び

妥当性確認に関する指針」（JEAG4609-2008，以下「JEAG4609」），又は

Regulatory Guide 1.152「原子力発電所安全関連システムのプログラマブルデ

ジタル計算機システムソフトウェアの基準」に準じた検証及び妥当性確認を実

施する。 

東海第二発電所においては起動領域計装，平均出力領域計装，主蒸気管放射

能高，原子炉建屋放射能高の演算処理においてソフトウェアを用いている。以

下にこれらソフトウェアの検証及び妥当性確認の概要を示す。 

(1) 平均出力領域計装

平均出力領域計装に用いるソフトウェアは JEAG4609 に基づき検証及び

妥当性確認を実施している。（第 1 図） 

検証は，設計，製作過程のステップごとに上位仕様と下位仕様の整合性

チェックを主体として，以下の観点から検証作業を行う。

ａ．安全保護系システム要求事項がシステム設計要求仕様に正しく反映さ

れていること。 

ｂ．システム設計要求仕様がハードウェア，ソフトウェアの設計要求仕様

に正しく反映されていること。 

ｃ．上記設計要求仕様に基づいてソフトウェアが製作されていること。 

ｄ．検証及び妥当性確認が可能なソフトウェアとなっていること。 
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   必要な検証を経て製作されたソフトウェアをハードウェアと統合した後

の全体システムについて，最終的に安全保護系システム要求事項が正しく

実現されていることを確認するために妥当性確認を行う。 

 

第 1 図 検証及び妥当性確認（JEAG4609） 

 

ﾊｰﾄﾞｳｪｱ･ｿﾌﾄｳｪｱ 
設計要求仕様 

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ安全保護系 
ｼｽﾃﾑ要求事項 

検証・妥当性確認 
基本計画 

ｼｽﾃﾑ設計要求仕様 

検証５ 

検証４ 

検証１

検証２

検証３

最終システム 

試験 

ﾊｰﾄﾞｳｪｱ･ｿﾌﾄｳｪｱ 
統合 

ｿﾌﾄｳｪｱ 
製作 

ｿﾌﾄｳｪｱ 
設計 

（注１） （注２）

検証１・・・システム設計要求仕様検証 
検証２・・・ハードウェア・ソフトウェア 
      設計要求仕様検証 
検証３・・・ソフトウェア設計検証 
検証４・・・ソフトウェア製作検証 
検証５・・・ハードウェア・ソフトウェア統合検証

 
（注１）    は、設計・製作作業の範囲を示す。 
 
 
（注２）    は、検証・妥当性確認作業の範囲を示す。

妥当性確認 

ﾊｰﾄﾞｳｪｱ 
製作 

ﾊｰﾄﾞｳｪｱ 
設計 
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(2) 起動領域計装，主蒸気管放射能高，原子炉建屋放射能高

これらに用いるソフトウェアの検証及び妥当性確認は米国のライセンシ

ング・トピカル・レポートNEDO-31439-A付録 E「ハードウェアの品質保証

及びソフトウェアの妥当性確認及び検証」に従って実施している。NEDO-

31439-A 付録 E のソフトウェア検証及び妥当性確認の手法は Regulatory 

Guide 1.152「原子力発電所安全関連システムのプログラマブルデジタル

計算機システムソフトウェアの基準」に準拠しており米国 NRC によりエン

ドースされている。 

 検証は，ソフトウェアの設計，製作過程を６つの「ベースライン」と呼

ばれるフェーズに分け（第 1 表），各フェーズを完了し，次のフェーズに

進むために「ベースライン・レビュー」で以下を実施する。 

・全ての設計のステップが完了し，検証されていることを確認する。

・設計と検証が承認された上位のレベルのベースラインの文書に基づい

て行われていることを確認する。

・検証のスコープとアプローチが理に適っていること，コメントが文書

化されていること，検証で抽出された問題点が解決されていることを

確認する。

・レビュー結果を文書化する。次のフェーズで用いる文書の承認状況も

これに含める。

本検証手法は，JEAG4609 と同様に，ソフトウェア設計の各段階で設計

アウトプットが上位設計からの要求事項を満足しているかの観点を主体に，

また同様な設計フェーズにおいて検証を行っており（第 1 表），JEAG4609

と同等の検証手法である。 
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第 1 表 NEDO-31439-A 付録 E「ハードウェアの品質保証及びソフトウェアの妥

当性確認及び検証」及び JEAG4609 の概要比較 

NEDO-31439-A 付録 E JEAG4609 

【ベースライン 1：要求事項と計画の策定】

最上流の要求事項，ソフトウェア管理と V&V

の計画を確認する。 

【システム設計要求仕様作成】 

システムとしての全体設計を行い，要求仕

様を明確に定める。 

【ベースライン１・レビュー】 

ベースライン１が発注者要求事項（基準規

格，許認可要求事項等）に基づいているこ

とを確認する。 

【検証１】 

JEAC4620 のディジタル安全保護系システム

要求事項が正しくシステム設計要求仕様に

反映されていることを検証する。 

【ベースライン２：製品パフォーマンスの

決定】 

ハードウェア設計，ハードウェア／ソフト

ウェアの機能の割り当て、通信プロトコル

等の基本設計を定める。 

【ハードウェア・ソフトウェア設計要求仕

様作成】 

＜ハードウェア・ソフトウェア統合要求仕

様＞ 

ハードウェアとソフトウェアで実現する機

能範囲及びそのインターフェイスを図，表

などを用いて規定する。 

＜ハードウェア設計要求仕様＞ 

全体ハードウェア及び構成されるハードウ

ェア要素（マイクロプロセッサ，電源等）

それぞれについての機能・性能を規定す

る。 

＜ソフトウェア設計要求仕様＞ 

入力処理，演算処理，出力処理等のソフト

ウェア及びこれらを組合せて実現する全体

ソフトウェア構成について機能・性能を規

定する。 

【ベースライン２・レビュー】 

ベースライン２の設計と検証が上位レベル

のベースライン文書に基づいていることを

確認する。 

【検証２】 

システム設計要求仕様が正しくソフトウェ

ア設計要求仕様に反映されていることを検

証する。 

【ベースライン３：ハイレベルソフトウェ

ア設計】 

アーキテクチャ，ソフトウェアの構造，各

モジュールの決定，各モジュールへの機能

の割り当て，演算の優先順位等のハイレベ

ル設計を行う。 

【ソフトウェア設計】 

ソフトウェア設計要求仕様を実現するため

のソフトウェアを設計する。 

【ベースライン３・レビュー】 

ベースライン３の設計と検証が上位レベル

のベースライン文書に基づいていることを

確認する。 

【検証３】 

ソフトウェア設計要求仕様が正しくソフト

ウェア設計に反映されていることを検証す

る。 

【ベースライン４：詳細設計／コード／モ

ジュール試験】 

【ソフトウェア製作】 
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ソフトウェア詳細設計，コーディング，モ

ジュールの試験を行う。 

ソフトウェア設計で明らかにされたソフト

ウェア機能を，ディジタル計算機で実現す

るためのプログラムを作成する。 

【ベースライン４・レビュー】 

ベースライン４の設計と検証が上位レベル

のベースライン文書に基づいていることを

確認する。 

【検証４】 

ソフトウェア設計通りに正しくソフトウェ

アが製作されていることを検証する。

【ベースライン５：統合試験／最終設計】 

ハードウェアとソフトウェアを統合し，試

験を行う。 

【ハードウェア・ソフトウェア統合】 

ハードウェアにソフトウェアを装荷し，シ

ステムとして組みあげる

【ベースライン５・レビュー】 

ベースライン５の設計と検証が上位レベル

のベースライン文書に基づいていることを

確認する。 

【検証５】 

ハードウェアとソフトウェアを統合してハ

ードウェア・ソフトウェア設計要求仕様通

りのシステムとなっていることを検証す

る。 

【ベースライン６：妥当性確認とファーム

ウェア出荷】

機器の全ての機能についてブラックボック

ス試験を行い，上位レベルのベースライン

文書に基づいていることを確認する。（完了

後にファームウェアは製造工程にリリー

ス） 

【妥当性確認】 

ソフトウェアとハードウェアを統合して検

証されたシステムが，JEAC4620 のディジタ

ル安全保護系システム要求事項を満たして

いることを確認する。 
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24 条 - 別紙 8 - 1 

別紙 8 安全保護系の過去のトラブル（落雷によるスクラム動作事象等）の反

映事項 

 

安全保護系に関わる過去のトラブル情報を抽出し，東海第二発電所の安全

保護系の設計面へ反映すべき事項を下記のとおり確認した。 

 

(1) 過去の不具合事象の抽出 

安全保護系の設計面に反映が必要となる事象の抽出にあたり，以下を考

慮した。 

ａ．公開情報（原子力施設情報公開ライブラリー「ニューシア」）を対象 

ｂ．キーワード検索（安全保護系，原子炉保護系，工学的安全施設作動回

路，雷，ノイズ，スクラム等）により抽出 

ｃ．間接的な影響（他設備のトラブル）によって安全保護系へ影響を与え

た事象（安全保護系の正動作は除く） 

 

(2) 反映が必要となる事象の選定 

安全保護系の設計面に反映が必要となる事象について，第1図及び第1表

に基づき抽出した。抽出された過去の不具合事象を第2表に示す。 

 

(3) 過去の不具合事象への対応について 

安全保護系の設計面への反映要否について検討を実施した結果，抽出さ

れた1件については対応を実施しており，また，その他の不具合事象につ

いては反映不要であることを確認した。 

なお，今後新知見等が得られれば，設計面への反映を検討していく。 
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24 条 - 別紙 8 - 2 

第1図 設計面へ反映すべき事項の抽出フロー 

第1表 設計面への反映を不要とする理由 

項目 事象例 理由 

人的要因による事象

安全処置の実施又

は復旧時のミス，

作業手順のミス等 

作業手順，作業管理等の人的要

因によるものであり，設計面へ

反映すべき事項ではない。 

設備の不具合，プラ

ント固有の原因（設

計面への反映なし）

による事象

計器・部品の単体

故 障 ， 一 過 性 故

障，偶発故障等 

故障した部品の交換等の対策を

図ることが基本であり，設計面

へ反映すべき事項ではない。 

プラント固有の原

因によるケーブル

へのノイズ混入や

機器振動の計装配

管への伝搬による

誤動作 

事象発生プラント固有の原因に

よるものであり，東海第二発電

所の設計面へ反映すべき事項で

はない。 

ニューシア情報

安全保護系に影響

を及ぼさない事象

人的要因による

事象 

設備の不具合，プ

ラント固有の原因

（設計面への反映

無し）による事象

不具合事象に対して設計面の対策

を実施した事象（1件） 

対象外 

操作・手順ミスによる不具合事

象（60件） 

一過性及び基板故障等の設備不

具合，事象発生プラント固有の

原因による不具合（125件） 

YES

YES

NO

NO

YES

NO
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24 条 - 別紙 8 - 3 

第2表 抽出された過去の不具合事象 

件名 原子炉保護系チャンネルＡのトリップについて 

会社名・

プラント 

日本原子力発電株式会社 東海第二発電所 

発生日 1982年3月18日 

事象発生

時の状況 

出力１，１００ＭＷで定常運転中の３月１８日１６時５６

分，原子炉保護系チャンネルＡが，原子炉圧力高（Ａ２）の動

作によりトリップした。 

関連パラメータには，異常が認められなかったので，チャン

ネルＡトリップをリセットして，運転を継続した。

原因調査

の概要 

当該圧力スイッチ（Ｂ２２－Ｎ０２３Ｃ）の較正確認試験を

実施した結果，セット値７３．３ｋｇ／ｃｍ２ｇ（原子炉施設

保安規定に定める設定値は７４．０ｋｇ／ｃｍ２ｇ）に対し，

動作値は７２．１ｋｇ／ｃｍ２ｇであり，動作値がセット値に

対し１．２ｋｇ／ｃｍ２ｇ低い（ドリフト）ことが判明した。 

なお，当該圧力スイッチ（Ｂ２２－Ｎ０２３Ｃ）は，昨年７

月２８，２９日にも同じ事象が発生しており，その後，再現性

テスト，配管・サポートの点検，圧力スイッチの固有振動数並

びに運転中の圧力変動（脈動）及び振動値（加速度）の測定等

の結果，当該圧力スイッチの検出管は，他の検出管に比べ圧力

変動（脈動）が大きい（変動巾最大値１．３５ｋｇ／ｃｍ２

ｇ）現象が認められた。しかし，動作に至るほどの変動ではな

かった。このため，定検後の原子炉起動時（昨年１２月）に

は，検出配管内のフラッシング及び空気抜きを十分に行ってい

た。

事象の原

因 

当該圧力スイッチの動作値がドリフトしていたこと及び検出

配管内の圧力脈動等を瞬時に検出して，動作したものと考えら

れる。 

再発防止

対策 

（１）当該圧力スイッチは動作値がドリフトしていたので，予

備の圧力スイッチと交換した。

（２）次回定検時，検出方式を現在の現場圧力スイッチ方式か

ら，圧力変動（脈動）等の影響（誤動作）及びドリフト

の少ない，アナログ方式に変更する。

（３）中間停止（今年６月）から次回定検（今年１１月開始）

までの運転中，関連パラメータをイベントレコーダに接

続して，誤動作が生じるような事象の連続監視を行う。
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24 条 - 別紙 8 - 4 

参考１ 

サイバー攻撃（ランサムウェア）による安全保護回路への影響について

チェルノブイリ原子力発電所周辺において，ランサムウェアによる攻撃によ

り，ウィンドウズ・システムを使う放射線センサが作動しなくなったため手動

に切り替えたとの報道がある。 

 安全保護回路は，検出信号処理において一部デジタル演算処理を行う機器が

ある他は，アナログ回路で構成している。また安全保護回路とそれ以外の設備

との間で用いる信号はアナログ信号（接点信号を含む）であり，また外部ネッ

トワークへ直接接続されておらず，外部からのランサムウェア等のサイバー攻

撃に対して安全保護回路が影響を受けることはないと考える。  

プロセス計器

検出器

（アナログ） 安全保護系

設定器盤

（アナログ）

放射線モニタ

増幅器
プロセス放射

線モニタ盤

（デジタル）

中性子束計装

増幅器

検出器

（アナログ）

検出器

（アナログ） 中性子束計装

モニタ盤

（デジタル）

計算機
防護装置 外部

アナログ信号

通信
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24 条 - 別紙 8 - 5 

参考２ 

安全保護系の過去のトラブル（落雷によるスクラム動作事象等）の反映事項

において，柏崎の落雷事象を反映不要とした理由 

 

 柏崎刈羽原子力発電所 6 号機で発生した落雷によるスクラム事象は，原子炉

建屋外壁埋設となっていた信号ケーブルに雷サージ電流が侵入したことが原因

と考えられる。 

 東海第二発電所における安全保護回路のケーブルは，建屋内に集約されてお

り，原子炉建屋外壁埋設となっていないため，上記事象はプラント固有の原因

と判断し，設計面へ反映すべき事項の抽出フロー（別紙 7-2 第 1 図）により反

映不要としている。 

 なお，安全保護回路を含む重要安全施設に対する落雷影響については，6 条

「外部からの衝撃による損傷の防止」（7.落雷影響評価について）において評

価し，機能が損なわれないことを確認している。 
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 別 添 

東海第二発電所 

運用，手順説明資料 

安全保護回路 
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24 条 - 別添 - 1 

第 24 条 安全保護回路 

設置許可基準 第 24 条 第 1 項 第 6 号 

不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず，又は使用目的に反する動作を

させる行為による被害を防止することができるものとすること。 

（解釈） 

第 6号に規定する「不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず，又は使用目

的に反する動作をさせる行為による被害を防止すること」とは，ハードウェアの物理的分離，機能的分離に

加え，システムの導入段階，更新段階又は試験段階でコンピュータウイルスが混入することを防止する等，

承認されていない動作や変更を防ぐ設計のことをいう。 

【後段規制との対応】 

工：工認（基本設計方針，添付書類） 

保：保安規定（運用，手順に係る事項，下位文書含む） 

核：核物質防護規定（下位文書含む） 

【添付六，八への反映事項】 

：添付六，八に反映 

：当該条文に該当しない 

（他条文での反映事項他） 

不正なアクセスを 

遮断する措置 

物理的分離 機能的分離 コンピュータウイルスの混入防止 アクセス制限

施錠管理，パ

スワード管理

（制御盤及び

データ収集端

末保管場所の

施錠管理，設

定値変更時の

鍵管理及びパ

ス ワ ー ド 管

理） 

出入管理 

【第7条（発

電用原子炉

施設への人

の不法な侵

入）にて整

理】 

防護装置を

介して一方

向通信 

固有のプロ

グラム言語

を使用 

【第7条（発

電用原子炉

施設への人

の不法な侵

入）にて整

理】 

施 錠 管 理

（データ収

集端末の施

錠管理，制

御盤の施錠

管理） 

工 保 核 工 工 工 核 

安全保護盤 
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24 条 - 別添 - 2 

第 1 表 運用，手順に係る対策等（設計基準） 

設置許可基準 

対象条文 
対象項目 区分 運用対策等 

第 24 条 

安全保護回路 

施錠管理 

運用・手順 ・施錠管理に関する管理方法を定める。

体制 
（運転員，保修員による識別及び施錠管

理） 

保守・点検 － 

教育・訓練 － 

パスワード

管理 

運用・手順

・管理（設定値変更時のパスワード管理の

手順整備含む）

・操作（パスワード入力手順の整備含む）

体制 （保修員によるパスワード管理） 

保守・点検 － 

教育・訓練 － 
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第33条 保安電源設備 

＜目  次＞ 

1. 基本方針

1.1 要求事項の整理 

1.2 追加要求事項に対する適合方針 

 1.3 気象等 

1.4 設備等（手順含む） 

2. 保安電源設備

2.1 保安電源設備の概要 

2.1.1 常用電源設備の概要 

2.1.2 非常用電源設備の概要 

2.2 保安電源の信頼性 

2.2.1 発電所構内における電気系統の信頼性 

2.2.1.1 安全施設に対する電力系統の異常の検知とその拡大防止 

2.2.1.2 電気系統の信頼性 

2.2.2 電線路の独立性 

2.2.2.1 外部電源受電回路について 

2.2.2.2 複数の変電所との接続について 

2.2.3 電線路の物理的分離 

2.2.3.1 送電鉄塔への架線方法について 

2.2.3.2 送電線の信頼性向上対策 

2.2.4 送受電設備の信頼性 

2.2.4.1 開閉所設備等の耐震性評価について 

2.2.4.2 送変電設備の碍子及び遮断器等の耐震性 
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:添付資料



 

   2.2.4.3 開閉所基礎の設置地盤の支持性能について 

   2.2.4.4 ケーブル洞道設置地盤の支持性能について 

   2.2.4.5 基礎及び洞道の不等沈下による影響について 

   2.2.4.6 津波の影響，塩害対策 

 2.3 外部電源喪失時における発電所構内の電源の確保 

  2.3.1 非常用電源設備及びその付属設備の信頼性 

   2.3.1.1 多重性又は多様性及び独立性 

   2.3.1.2 容量について 

   2.3.1.3 燃料貯蔵設備 

 

  別紙 1  鉄塔基礎の安定性について 

  別紙 2  吊り下げ設置型高圧遮断器について 

  別紙 3  変圧器一次側の 1 相開放故障について 

  別紙 4  1 相開放故障発生箇所の識別とその後の対応操作について 

  別紙 5  那珂変電所または茨城変電所が全停した場合の東海第二発電所

への電力供給の確実性について 

  別紙 6  現状の発電所敷地周辺の鉄塔配置 

  別紙 7  非常用電源設備の配置の基本方針について 

  別紙 8  蓄電池容量について 

  別紙 9  ケーブル及び電線路敷設設計の考え方 

  別紙 10   揺すり込み沈下量の算定方法について 

 

3. 運用，手順説明資料 

 （別添資料）保安電源設備  
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＜概  要＞ 

1．において，設計基準事故対処設備の設置許可基準規則，技術基準規則の

要求事項を明確化するとともに，それら要求に対する東海第二発電所におけ

る適合性を示す。 

2．において，設計基準事故対処設備について，追加要求事項に適合するた

めに必要となる機能を達成するための設備又は運用等について説明する。 

3．において，追加要求事項に適合するための運用，手順等を抽出し，必要

となる対策等を整理する。
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33 条-1 

1. 基 本 方 針 

1.1 要求事項の整理 

  保安電源設備について，設置許可基準規則第 33 条並及び技術基準規則第

45 条において，追加要求事項を明確化する。 

  設置許可基準規則第 33 条及び技術基準規則第 45 条 要求事項を，第 1.1

－1 表に示す。 

 

第 1.1－1 表 設置許可基準規則第 33 条及び技術基準規則第 45 条 

要求事項（1／3） 

設置許可基準規則 

第 33 条（保安電源設備） 

技術基準規則 

第 45 条（保安電源設備） 
備 考 

発電用原子炉施設は，重要安

全施設がその機能を維持する

ために必要となる電力を当該

重要安全施設に供給するた

め，電力系統に連系したもの

でなければならない。 

― 

変更なし 

２ 発電用原子炉施設には，

非常用電源設備（安全施設に

属するものに限る。以下この

条において同じ。）を設けな

ければならない。 

 

発電用原子炉施設には，電線

路及び当該発電用原子炉施設

において常時使用される発電

機からの電力の供給が停止し

た場合において発電用原子炉

施設の安全性を確保するため

に必要な装置の機能を維持す

るため，内燃機関を原動力と

する発電設備又はこれと同等

以上の機能を有する非常用電

源設備を施設しなければなら

ない。 

変更なし 

２ 設計基準対象施設の安全

性を確保する上で特に必要な

設備には，無停電電源装置又

はこれと同等以上の機能を有

する装置を設置しなければな

らない。 

変更なし 
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33 条-2 

第 1.1－1 表 設置許可基準規則第 33 条及び技術基準規則第 45 条 

要求事項（2／3） 

設置許可基準規則 

第 33 条（保安電源設備） 

技術基準規則 

第 45 条（保安電源設備） 
備 考 

３ 保安電源設備（安全施設

へ電力を供給するための設備

をいう。）は，電線路，発電

用原子炉施設において常時使

用される発電機及び非常用電

源設備から安全施設への電力

の供給が停止することがない

よう，機器の損壊，故障その

他の異常を検知するととも

に，その拡大を防止するもの

でなければならない。 

３ 保安電源設備（安全施設

へ電力を供給するための設備

をいう。）には，第一項の電

線路，当該発電用原子炉施設

において常時使用される発電

機及び非常用電源設備から発

電用原子炉施設の安全性を確

保するために必要な装置への

電力の供給が停止することが

ないように，機器の損壊，故

障その他の異常を検知すると

ともに，その拡大を防止する

ために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

追加 

要求事項 

４ 設計基準対象施設に接続

する電線路のうち少なくとも

二回線は，それぞれ互いに独

立したものであって，当該設

計基準対象施設において受電

可能なものであり，かつ，そ

れにより当該設計基準対象施

設を電力系統に連系するもの

でなければならない。 

４ 設計基準対象施設に接続

する第一項の電線路のうち少

なくとも二回線は，それぞれ

互いに独立したものであっ

て，当該設計基準対象施設に

おいて受電可能なものであっ

て，使用電圧が六万ボルトを

超える特別高圧のものであ

り，かつ，それにより当該設

計基準対象施設を電力系統に

連系するように施設しなけれ

ばならない。 

追加 

要求事項 

５ 前項の電線路のうち少な

くとも一回線は，設計基準対

象施設において他の回線と物

理的に分離して受電できるも

のでなければならない。 

５ 前項の電線路のうち少な

くとも一回線は，当該設計基

準対象施設において他の回線

と物理的に分離して受電でき

るように施設しなければなら

ない。 

追加 

要求事項 

33条ー6

449
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第 1.1－1 表 設置許可基準規則第 33 条及び技術基準規則第 45 条 

要求事項（3／3） 

設置許可基準規則 

第 33 条（保安電源設備） 

技術基準規則 

第 45 条（保安電源設備） 
備 考 

６ 設計基準対象施設に接続

する電線路は，同一の工場等

の二以上の発電用原子炉施設

を電力系統に連系する場合に

は，いずれの二回線が喪失し

た場合においても電力系統か

らこれらの発電用原子炉施設

への電力の供給が同時に停止

しないものでなければならな

い。 

６ 設計基準対象施設に接続

する電線路は，同一の敷地内

の二以上の発電用原子炉施設

を電力系統に連系する場合に

は，いずれの二回線が喪失し

た場合においても電力系統か

らそれらの発電用原子炉施設

への電力の供給が同時に停止

しないように施設しなければ

ならない。 

追加 

要求事項 

７ 非常用電源設備及びその

附属設備は，多重性又は多様

性を確保し，及び独立性を確

保し，その系統を構成する機

械又は器具の単一故障が発生

した場合であっても，運転時

の異常な過渡変化時又は設計

基準事故時において工学的安

全施設及び設計基準事故に対

処するための設備がその機能

を確保するために十分な容量

を有するものでなければなら

ない。 

７ 非常用電源設備及びその

附属設備は，多重性又は多様

性を確保し，及び独立性を確

保し，その系統を構成する機

械又は器具の単一故障が発生

した場合であっても，運転時

の異常な過渡変化時又は設計

基準事故時において工学的安

全施設及び設計基準事故に対

処するための設備がその機能

を確保するために十分な容量

を有するものでなければなら

ない。 

追加 

要求事項 

８ 設計基準対象施設は，他

の発電用原子炉施設に属する

非常用電源設備及びその附属

設備から受電する場合には，

当該非常用電源設備から供給

される電力に過度に依存しな

いものでなければならない。 

８ 設計基準対象施設は，他

の発電用原子炉施設に属する

非常用電源設備から受電する

場合には，当該非常用電源設

備から供給される電力に過度

に依存しないように施設しな

ければならない。 

追加 

要求事項 
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33 条-4 

1.2 追加要求事項に対する適合方針 

(1) 位置，構造及び設備

ロ 発電用原子炉施設の一般構造

(3) その他の主要な構造

(ｉ) 本発電用原子炉施設は，(1)耐震構造，(2)耐津波構造に加え，以下

の基本的方針のもとに安全設計を行う。 

ａ．設計基準対象施設 

(ab)保安電源設備 

発電用原子炉施設は，重要安全施設がその機能を維持するため

に必要となる電力を当該重要安全施設に供給するため，電力系統

に連系した設計とする。 

また，発電用原子炉施設には，非常用電源設備（安全施設に属

するものに限る。以下本項において同じ。）を設ける設計とする。 

【説明資料（2.1.1：P33 条-62～67）（2.1.2：P33 条-68，69）】 

保安電源設備（安全施設へ電力を供給するための設備をいう。）

は，電線路，発電用原子炉施設において常時使用される発電機，

外部電源系及び非常用電源設備から安全施設への電力の供給が停

止することがないよう，発電機，送電線，変圧器，母線等に保護

継電器を設置し，機器の損壊，故障その他の異常を検知するとと

もに，異常を検知した場合は，ガス絶縁開閉装置あるいはメタル

クラッド開閉装置等の遮断器が動作することにより，その拡大を

防止する設計とする。 

【説明資料（2.2.1.1：P33 条-70～73，90,91）】 

特に重要安全施設においては，多重性を有し，系統分離が可能

である母線で構成し，信頼性の高い機器を設置するとともに，非
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33 条-5 

常用所内電源系からの受電時の母線切替操作が容易な設計とする。 

【説明資料（2.2.1.2：P33 条-93～100）】 

また，変圧器一次側において 3 相のうちの 1 相の電路の開放が

生じ，安全施設への電力の供給が不安定になった場合においては，

自動（地絡や過電流による保護継電器の動作）若しくは手動操作

で，故障箇所の隔離又は非常用母線の健全な電源からの受電へ切

り替えることにより安全施設への電力の供給の安定性を回復でき

る設計とする。       【説明資料（2.2.1.1：P33 条-74～89）】 

設計基準対象施設に接続する電線路のうち少なくとも 2 回線は，

それぞれ互いに独立したものであって，当該設計基準対象施設に

おいて受電可能なものであり，かつ，それにより当該設計基準対

象施設を電力系統に連系するとともに，電線路のうち少なくとも

1 回線は，設計基準対象施設において他の回線と物理的に分離し

て受電できる設計とする。 

【説明資料（2.2.2：P33 条-100 ～106）（2.2.3.1：P33 条-107）】 

設計基準対象施設に接続する電線路は，同一の発電所内の 2 以

上の発電用原子炉施設を電力系統に連系する場合には，いずれの

2 回線が喪失した場合においても電力系統からこれらの発電用原

子炉施設への電力の供給が同時に停止しない設計とする。 

【説明資料（2.2.3：P33 条-108～115）（2.2.4：P33 条-116～127）】 

非常用電源設備及びその付属設備は，多重性又は多様性を確保

し，及び独立性を確保し，その系統を構成する機械又は器具の単

一故障が発生した場合であっても，運転時の異常な過渡変化時又

は設計基準事故時において工学的安全施設及び設計基準事故に対

処するための設備がその機能を確保するために十分な容量を有す
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る設計とする。 

【説明資料（2.3.1.1：P33 条-128～134）（2.3.1.2：P33 条-135～141）】 

7 日間の外部電源喪失及び軽油貯蔵タンクの単一故障を仮定し

ても，非常用ディーゼル発電機 1 台及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機 1 台を 7 日間並びに常設代替高圧電源装置 2 台を 1

日間運転することにより必要とする電力を供給できる容量以上の

燃料を敷地内の軽油貯蔵タンクに貯蔵する設計とする。 

【説明資料（2.3.1.3：P33 条-142～144）】 

設計基準対象施設は，他の発電用原子炉施設に属する非常用電

源設備及びその付属設備から受電する場合には，当該非常用電源

設備から供給される電力に過度に依存しない設計とする。 

ヌ その他発電用原子炉施設の附属施設の構造及び設備

(1) 常用電源設備の構造

(ⅰ) 発電機 

台   数  1 

容   量  約 1,300,000kVA 

(ⅱ) 外部電源系 

275kV  2 回線（「非常用電源設備」と兼用） 

154kV  1 回線（「非常用電源設備」と兼用） 

発電機，外部電源系，非常用所内電源系，その他の関連する電気系

統の機器の短絡若しくは地絡又は母線の低電圧若しくは過電流に対し，

検知できる設計とする。 

 (ⅲ) 変圧器 

ａ．主要変圧器 

33条ー10

453



33 条-7 

台   数  1 

容   量  約 1,300,000kVA 

電 圧  18.525kV／275kV（一次／二次） 

    ｂ．所内変圧器 

台 数  2 

容 量  約 50,000kVA（1 台当たり） 

電 圧  18.525kV／6.9kV（一次／二次） 

    ｃ．起動変圧器 

台 数  2 

容 量  約 50,000kVA（1 台当たり） 

電 圧  275kV／6.9kV（一次／二次） 

    ｄ．予備変圧器 

台 数  1 

容 量  約 38,000kVA 

電 圧  147kV／6.9kV（一次／二次） 

 

  (2) 非常用電源設備の構造 

  (ｉ) 受電系統 

275kV  2 回線（「常用電源設備」と兼用） 

154kV  1 回線（「常用電源設備」と兼用） 

 (ⅱ) 非常用ディーゼル発電機 

    ａ．非常用ディーゼル発電機（「代替電源設備」と兼用） 

台 数  2 

出 力  約 5,200kW（1 台当たり） 

起動時間 約 10 秒 
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ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（「代替電源設備」と兼用） 

台 数 1 

出 力 約 2,800kW 

起動時間 約 10 秒 

ｃ．軽油貯蔵タンク（「代替電源設備」と兼用） 

基 数 2 

容 量 約 400kL（1 基当たり） 

7 日間の外部電源喪失を仮定しても，非常用ディーゼル発電機 1

台及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 1 台を 7 日間並びに常

設代替高圧電源装置 2 台を 1 日間運転することにより必要とする電

力を供給できる容量以上の燃料を敷地内の軽油貯蔵タンクに貯蔵す

る設計とする。 

 (ⅲ) 蓄電池 

ａ．蓄電池（非常用）（「代替電源設備」と兼用） 

型 式 鉛蓄電池 

組 数 5  

容 量 約 6,000Ah（2 組） 

約 500Ah（1 組） 

約 150Ah（2 組） 

(2) 安全設計方針

該当なし
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(3) 適合性説明

（保安電源設備） 

第三十三条 発電用原子炉施設は，重要安全施設がその機能を維持す

るために必要となる電力を当該重要安全施設に供給するため，電力

系統に連系したものでなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には，非常用電源設備（安全施設に属するもの

に限る。以下この条において同じ。）を設けなければならない。 

３ 保安電源設備（安全施設へ電力を供給するための設備をいう。）

は，電線路，発電用原子炉施設において常時使用される発電機及び

非常用電源設備から安全施設への電力の供給が停止することがない

よう，機器の損壊，故障その他の異常を検知するとともに，その拡

大を防止するものでなければならない。 

４ 設計基準対象施設に接続する電線路のうち少なくとも二回線は，

それぞれ互いに独立したものであって，当該設計基準対象施設にお

いて受電可能なものであり，かつ，それにより当該設計基準対象施

設を電力系統に連系するものでなければならない。 

５ 前項の電線路のうち少なくとも一回線は，設計基準対象施設にお

いて他の回線と物理的に分離して受電できるものでなければならな

い。 

６ 設計基準対象施設に接続する電線路は，同一の工場等の二以上の

発電用原子炉施設を電力系統に連系する場合には，いずれの二回線

が喪失した場合においても電力系統からこれらの発電用原子炉施設

への電力の供給が同時に停止しないものでなければならない。 

７ 非常用電源設備及びその附属設備は，多重性又は多様性を確保
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し，及び独立性を確保し，その系統を構成する機械又は器具の単一

故障が発生した場合であっても，運転時の異常な過渡変化時又は設

計基準事故時において工学的安全施設及び設計基準事故に対処する

ための設備がその機能を確保するために十分な容量を有するもので

なければならない。 

８ 設計基準対象施設は，他の発電用原子炉施設に属する非常用電源

設備及びその附属設備から受電する場合には，当該非常用電源設備

から供給される電力に過度に依存しないものでなければならない。

適合のための設計方針 

第１項について 

 発電用原子炉施設は，重要安全施設がその機能を維持するために必

要となる電力を当該重要安全施設に供給するため，275kV送電線（東

京電力パワーグリッド株式会社東海原子力線）1ルート2回線及び

154kV送電線（東京電力パワーグリッド株式会社村松線・原子力1号線）

1ルート1回線で電力系統に連系した設計とする。 

【説明資料（2.1.1：P33 条-62～67）】 

第２項について 

 発電用原子炉施設に，非常用所内電源設備として非常用交流電源設

備である非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）及び非常用直流電源設備である蓄電池（非常用）を設

ける設計とする。また，それらに必要な燃料等を備える設計とする。 

【説明資料（2.1.2：P33 条-68～69）】 
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第３項について 

  保安電源設備（安全施設へ電力を供給するための設備をいう。）は，

電線路，発電用原子炉施設において常時使用される発電機，外部電源

系及び非常用所内電源系から安全施設への電力の供給が停止すること

がないよう，発電機，外部電源，非常用所内電源設備，その他の関連

する電気系統機器の短絡若しくは地絡又は母線の低電圧若しくは過電

流等を保護継電器にて検知できる設計とする。また，故障を検知した

場合は，ガス絶縁開閉装置あるいはメタルクラッド開閉装置等の遮断

器により故障箇所を隔離することによって，故障による影響を局所化

できるとともに，他の安全機能への影響を限定できる設計とする。 

変圧器一次側において3相のうちの1相の電路の開放が生じ，安全施

設への電力の供給が不安定になった場合においては，自動（地絡や過

電流による保護継電器の動作により）若しくは手動操作で，故障箇所

の隔離又は非常用母線の健全な電源からの受電へ切り替えることによ

り安全施設への電力の供給の安定性を回復できる設計とする。また，

送電線は複数回線との接続を確保し，巡視点検による異常の早期検知

ができるよう，送電線引留部の外観確認が可能な設計とする。 

また，保安電源設備は，重要安全施設の機能を維持するために必要

となる電力の供給が停止することがないよう，以下の設計とする。 

・送電線の回線数と開閉所の母線数は，供給信頼度の整合が図れた設

計とし，電気系統の系統分離を考慮して，275kV母線を1母線，

154kV母線を1母線で構成する。275kV送電線は起動変圧器を介して，

154kV送電線は予備変圧器を介して発電用原子炉施設へ給電する設

計とする。非常用高圧母線を3母線確保することで，多重性を損な

うことなく，系統分離を考慮して母線を構成する設計とする。 
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・電気系統を構成する送電線（東京電力パワーグリッド株式会社東海

原子力線及び東京電力パワーグリッド株式会社村松線・原子力1号

線）については，電気学会電気規格調査会にて定められた規格（Ｊ

ＥＣ）又は日本工業規格（ＪＩＳ）等で定められた適切な仕様を選

定し，信頼性の高い設計とすることを確認している。また，電気系

統を構成する母線，変圧器，非常用所内電源設備，その他関連する

機器については，電気学会電気規格調査会にて定められた規格（Ｊ

ＥＣ）又は日本工業規格（ＪＩＳ）等で定められた適切な仕様を選

定し，信頼性の高い設計とする。

・非常用所内電源系からの受電時等の母線切替えは，故障を検知した

場合，自動又は手動で容易に切り替わる設計とする。

【説明資料（2.2.1:33条-70～99）】 

第４項について 

設計基準対処施設は，送受電可能な回線として275kV送電線（東京

電力パワーグリッド株式会社東海原子力線）1ルート2回線及び受電専

用の回路として154kV送電線（東京電力パワーグリッド株式会社村松

線・原子力1号線）1ルート1回線の合計2ルート3回線にて，電力系統

に接続する。 

275kV送電線は，約17km離れた東京電力パワーグリッド株式会社那

珂変電所に連系する。また，154kV送電線は，約9km離れた東京電力パ

ワーグリッド株式会社茨城変電所に連系し，さらに，上流側接続先で

ある東京電力パワーグリッド株式会社那珂変電所に連系する。 

上記 2 ルート 3 回線の送電線の独立性を確保するため，万一，送電

線の上流側接続先である東京電力パワーグリッド株式会社那珂変電所

が停止した場合でも，外部電源系からの電力供給が可能となるよう，
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33 条-13 

東京電力パワーグリッド株式会社の新筑波変電所から西水戸変電所及

び茨城変電所を経由するルートで本発電所に電力を供給することが可

能な設計とすることを確認している。 

また，東京電力パワーグリッド株式会社那珂変電所が停止した場合

の，東京電力パワーグリッド株式会社の新筑波変電所から本発電所へ

の電力供給については，予め定められた手順，体制等に基づき，昼夜

問わず，確実に実施されることを確認している。 

なお，東京電力パワーグリッド株式会社茨城変電所が停止した場合

には，外部電源系からの電力供給が可能となるよう，東京電力パワー

グリッド株式会社那珂変電所を経由するルートで本発電所に電力を供

給することが可能な設計とすることを確認している。 

【説明資料（2.2.2:33条-100 106）】 

 

第５項について 

同一の送電鉄塔に架線しない275kV送電線（東京電力パワーグリッ

ド株式会社東海原子力線）と154kV送電線（東京電力パワーグリッド

株式会社村松線・原子力1号線）から設計基準対象施設に電線路を接

続する設計とする。 

また、送電線は、大規模な盛土の崩壊、大規模な地すべり、急傾斜

の崩壊による被害の最小化を図るため、鉄塔基礎の安定性を確保する

ことで，鉄塔の倒壊を防止するとともに、台風等による強風発生時及

び着氷雪の事故防止対策を図ることにより、外部電源系からの電力供

給が同時に停止することのない設計であることを確認している。 

さらに，275kV送電線（東京電力パワーグリッド株式会社東海原子

力線）と154kV送電線（東京電力パワーグリッド株式会社村松線・原
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33 条-14 

子力1号線）の近接箇所については，鉄塔を移設することにより，仮

に1つの鉄塔が倒壊しても，すべての送電線が同時に機能喪失しない

絶縁距離及び水平距離を確保する設計とする。 

これらにより，設計基準対象施設に連系する送電線は，互いに物理

的に分離した設計とする。 

【説明資料（2.2.3:33条-107～115）】 

第６項について 

 本発電所においては，電線路について，2以上の発電用原子炉施設

を電力系統に接続しないとしたうえで，設計基準対処施設に連系する

送電線は，275kV送電線2回線と154kV送電線1回線とで構成する。 

 これらの送電線は1回線で発電用原子炉の停止に必要な電力を供給

し得る容量とし，いずれの2回線が喪失しても，発電用原子炉施設が

外部電源喪失に至らない構成とする。 

 なお，275kV送電線2回線は起動変圧器を介して，154kV送電線1回線

は予備変圧器を介して発電用原子炉施設へ接続する設計とする。 

開閉所からの送受電設備は，十分な支持性能を持つ地盤に設置する

とともに，遮断器等は重心の低いガス絶縁開閉装置を採用する等，耐

震性の高いものを使用する。 

さらに防潮堤により津波の影響を受けないエリアに設置するととも

に，塩害を考慮し，275kV送電線引留部の碍子に対しては，碍子洗浄

ができる設計とし，遮断器等に対しては，電路がタンクに内包されて

いるガス絶縁開閉装置を採用する。 

【説明資料（2.1.1:33条-62～67）（2.2.4:33条-116～127）】 

第７項について 
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33 条-15 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）及びその付属設備は，多重性３独立性を考慮して，必要な容

量のものを各々別の場所に3台備え，共通要因により機能が喪失しな

い設計とするとともに，各々非常用高圧母線に接続する。 

蓄電池は，非常用3系統をそれぞれ異なる区画に設置し，多重性及

び独立性を確保し共通要因により機能が喪失しない設計とする。 

これらにより，その系統を構成する機器の単一故障が発生した場合

にも，機能が確保される設計とする。 

7日間の外部電源喪失を仮定しても，非常用ディーゼル発電機1台及

び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機1台を7日間並びに常設代替高

圧電源装置2台を1日間運転することにより必要とする電力を供給でき

る容量以上の燃料を敷地内の軽油貯蔵タンクに貯蔵する設計とする。 

【説明資料（2.3.1:33条-128～144）】 

 

第８項について 

設計基準事故時において，発電用原子炉施設に属する非常用所内電

源設備及びその付属設備は，発電用原子炉ごとに単独で設置し，他の

発電用原子炉施設と共用しない設計とする。 

 

1.3 気象等 

  該当なし 
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33 条-16 

1.4 設備等（手順等含む） 

10. その他発電用原子炉の附属設備

10.1 非常用電源設備 

10.1.1 概要 

発電用原子炉施設は，重要安全施設がその機能を維持するために必要とな

る電力を当該重要安全施設に供給するため，電力系統に連系する設計とする。 

【説明資料（2.1.1:33条-62～67）】 

非常用の所内高圧母線は3母線で構成し，常用母線及び非常用交流電源設

備である非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）のいずれからも受電できる設計とする。 

非常用の所内低圧母線は2母線で構成し，非常用高圧母線から動力変圧器

を通して受電する。 

所内機器は，工学的安全施設に関係する機器とその他の一般機器に分類す

る。 

工学的安全施設に関係する機器は非常用母線に，その他の一般機器は原則

として常用母線に接続する。 

所内機器で2台以上設置するものは，単一の所内母線の故障があっても，

全部の機器電源が喪失しないよう2母線以上に分割接続し，所内電力供給の

安定を図る。 

安全保護系及び工学的安全施設に関係する機器は，単一の非常用母線の故

障があっても，他の系統に波及して多重性を損なうことがないよう系統ごと

に分離して非常用母線に接続する。 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機は，275kV送電線（東京電力パワーグリッド

株式会社東海原子力線）が停電した場合に非常用母線に電力を供給する。ま

た２Ｄ非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は，
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33 条-17 

275kV送電線（東京電力パワーグリッド株式会社東海原子力線）が停電し，

かつ154kV送電線（東京電力パワーグリッド株式会社村松線・原子力１号線）

も停電した場合にそれぞれの非常用母線に電力を供給する。 

1台の非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）が作動しないと仮定した場合でも燃料体及び原子炉冷却材圧力バウ

ンダリの設計条件を超えることなく炉心を冷却でき，あるいは，原子炉冷却

材喪失時にも炉心の冷却とともに，原子炉格納容器等安全上重要な系統機器

の機能を確保できる容量と機能を有する設計とする。 

また，発電所の安全に必要な直流電源を確保するため蓄電池（非常用）を

設置し，安定した交流電源を必要とするものに対しては，非常用の無停電電

源装置を設置する。非常用直流電源設備は，非常用所内電源系として3系統

から構成し，3系統のうち1系統が故障しても発電用原子炉の安全性は確保で

きる設計とする。 

外部電源，非常用所内電源設備，その他の関連する電気系統機器の短絡若

しくは地絡又は母線の低電圧若しくは過電流等を検知できる設計とし，検知

した場合には，遮断器により故障箇所を隔離することによって，故障による

影響を局所化できるとともに，他の安全機能への影響を限定できる設計とす

る。 

また，非常用所内電源設備からの受電時に，容易に母線切替操作が可能な

設計とする。 

【説明資料（2.1.2:33条-68～69）】 
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33 条-18 

10.1.2 設計方針 

10.1.2.1 非常用所内電源系 

安全上重要な構築物，系統及び機器の安全機能を確保するため非常用所内

電源系を設ける。安全上重要な系統及び機器へ電力を供給する電気施設は，

その電力の供給が停止することがないよう，外部電源，非常用所内電源設備，

その他の関連する電気系統機器の短絡若しくは地絡又は母線の低電圧若しく

は過電流等を検知できる設計とし，検知した場合には，遮断器により故障箇

所を隔離することによって，故障による影響を局所化できるとともに，他の

安全機能への影響を限定できる設計とする。 

また，非常用所内電源設備からの受電時に，容易に母線切替操作が可能な

設計とする。 

【説明資料（2.2.1.1:33条-70～91）（2.1.2:33条-68～69）】 

非常用所内電源系である非常用所内電源設備及びその付属設備は，多重性

及び独立性を確保し，その系統を構成する機器の単一故障が発生した場合で

あっても，通常運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において発電

用原子炉の安全性が確保できる設計とする。 

【説明資料（2.3.1.1:33条-128～134）（2.3.1.2:33条-135～141）】 

非常用電源設備のうち非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）については，燃料体及び

原子炉冷却材圧力バウンダリの設計条件を超えることなく炉心を冷却でき，

あるいは，原子炉冷却材喪失事故時にも炉心の冷却とともに，原子炉格納容

器等安全上重要な系統機器の機能を確保できる容量と機能を有する設計とす

る。 

また，7日間の外部電源喪失を仮定しても，非常用ディーゼル発電機1台及

び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機1台を7日間並びに常設代替高圧電源
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33 条-19 

装置2台を1日間運転することにより必要とする電力を供給できる容量以上の

燃料を敷地内の軽油貯蔵タンクに貯蔵する設計とする。 

【説明資料（2.3.1.3:33条-142～144）】 

 

10.1.2.2 全交流動力電源喪失 

発電用原子炉施設には，全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処する

ために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始されるまでの約95

分を包絡した約8時間に対し，発電用原子炉を安全に停止し，かつ，発電用

原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに，原子炉格

納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう，これら

の設備の動作に必要な容量を有する非常用直流電源設備である蓄電池（非常

用）を設ける設計とする。 

【説明資料（2.3.1.2:33条-140～141）】 

 

10.1.3 主要設備 

10.1.3.1 所内高圧系統 

 非常用の所内高圧系統は，6.9kVで第10.1－1図に示すように3母線で構

成する。 

非常用高圧母線 

・常用高圧母線，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系 ディ

ーゼル発電機を含む。）から受電する母線 

これらの母線は，母線ごとに一連のメタルクラッド開閉装置で構成し遮断

器には真空遮断器を使用する。故障を検知した場合には，遮断器により故障

箇所を隔離することによって，故障による影響を局所化できるとともに，他

の安全機能への影響を限定できる設計とする。 
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33 条-20 

非常用高圧母線のメタルクラッド開閉装置は，耐震性を有した原子炉建屋

付属棟内に設置する。 

非常用高圧母線には，工学的安全施設に関係する機器を振り分ける。 

275kV送電線が使用できる場合は所内変圧器又は，起動変圧器から，また，

275kV送電線が使用できなくなった場合には予備変圧器から非常用高圧母線

に給電する。さらに，外部電源が喪失した場合，非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系 ディーゼル発電機を含む。）から非常用高圧母線に

給電する。 

メタルクラッド開閉装置の設備仕様を第10.1－1表に示す。

【説明資料（2.1.2:33条-68～69）】 

10.1.3.2 所内低圧系統 

非常用の所内低圧系統は，480Vで第10.1－1図に示すように2母線で構成

する。 

非常用低圧母線…非常用高圧母線から動力変圧器を通して受電する母線 

これらの母線は，母線ごとに一連のキュービクルで構成し，遮断器は気中

遮断器を使用する。故障を検知した場合には，遮断器により故障箇所を隔離

することによって，故障による影響が局所化できるとともに，他の安全機能

への影響を限定できる設計とする。 

非常用低圧母線のパワーセンタは，耐震性を有した原子炉建屋付属棟内に

設置する。 

【説明資料（2.1.2:33条-68～69）】 

工学的安全施設に関係する機器を接続している非常用低圧母線には，非常

用高圧母線から動力変圧器を通して降圧し給電する。 
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33 条-21 

275kV送電線が使用できる場合は所内変圧器又は起動変圧器から，また，

275kV送電線が使用できなくなった場合には予備変圧器から非常用高圧母線

を通して非常用低圧母線に給電する。 

さらに，全ての外部電源が喪失した場合，非常用ディーゼル発電機から非

常用高圧母線を通して給電する。 

パワーセンタの設備仕様を第10.1－2表に示す。 

【説明資料（2.1.2:33条-68～69】 

 

10.1.3.3 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。） 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

は，外部電源が喪失した場合には発電用原子炉を安全に停止するために必要

な電力を供給し，また，外部電源が喪失し同時に原子炉冷却材喪失が発生し

た場合には工学的安全施設作動のための電力を供給する。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

は多重性を考慮して，3台を備え，各々非常用高圧母線に接続する。各非常

用ディーゼル発電設備（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）は，

耐震性を有した原子炉建屋付属棟内のそれぞれ独立した部屋に設置する。 

【説明資料（2.3.1.1:33条-128～134）】 

非常用高圧母線が停電若しくは原子炉冷却材喪失事故が発生すると，非常

用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む）が起動

する。 

非常用高圧母線が停電した場合には，非常用高圧母線に接続される負荷は，

動力用変圧器及び非常用低圧母線に接続されるモータコントロールセンタを

除いて全て遮断される。その後，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ
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イ系ディーゼル発電機を含む。）電圧及び周波数が定格値になると，非常用

ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）は非常

用高圧母線に自動的に接続され，発電用原子炉を安全に停止するために必要

な負荷が自動的に投入される。 

原子炉冷却材喪失事故により非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。）が起動した場合で，非常用高圧母線が停電し

ていない場合は，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）は待機運転状態となり，手動で停止するまで運転を継続す

る。 

また，原子炉冷却材喪失事故と外部電源喪失が同時に起こった場合，各非

常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）に

工学的安全施設に関する負荷が自動的に投入される。 

なお，7日間の外部電源喪失を仮定しても，非常用ディーゼル発電機1台及

び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機1台を7日間並びに常設代替高圧電源

装置2台を1日間運転できる燃料貯蔵設備を発電所内に設ける。 

各非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）に接続する主要な負荷は以下の系統に属するものである。 

非常用ディーゼル発電機（区分Ⅰ） 

低圧炉心スプレイ系 

残留熱除去系 

原子炉補機冷却系 

換気空調系（中央制御室，非常用ディーゼル発電機室等） 

ほう酸水注入系 

制御棒駆動水圧系 
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原子炉建屋ガス処理系 

可燃性ガス濃度制御系 

制御棒駆動水圧系 

充電器 

非常灯 

非常用ディーゼル発電機（区分Ⅱ） 

残留熱除去系 

原子炉補機冷却系 

換気空調系（中央制御室，非常用ディーゼル発電機室等） 

ほう酸水注入系 

原子炉建屋ガス処理系 

可燃性ガス濃度制御系 

制御棒駆動水圧系 

充電器 

非常灯 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機(区分Ⅲ) 

高圧炉心スプレイ系 

換気空調系(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室等) 

充電器 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

負荷が最も大きくなる原子炉冷却材喪失事故と外部電源喪失が同時に起こっ

た場合の負荷曲線例を第10.1－2図に示す。 
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非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

の設備仕様を第10.1－3表に示す。 

【説明資料（2.3.1.2:33条-135～141）】 

 

10.1.3.4 直流電源設備 

非常用直流電源設備は，第10.1－3図に示すように，非常用電源設備とし

て，直流125V 3系統（区分Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ）及び直流±24V 2系統（区分Ⅰ，Ⅱ）

から構成する。 

非常用所内電源系の直流125V系統及び±24V系統は，非常用低圧母線に接

続される充電器9個，蓄電池5組等を設ける。これらの125V系3系統のうち1系

統及び±24V系統2系統のうち1系統が故障しても発電用原子炉の安全性は確

保できる。 

また，これらの系統は，多重性及び独立性を確保することにより，共通要

因により同時に機能が喪失することのない設計とする。直流母線は125V及び

±24Vであり，非常用直流電源設備5組の電源の負荷は，工学的安全施設等の

制御装置，電磁弁，無停電計装用分電盤に給電する非常用の無停電電源装置

等である。 

そのため，原子炉水位及び原子炉圧力の監視による発電用原子炉の冷却状

態の確認並びに原子炉格納容器内圧力及びサプレッション・プール水温度の

監視による原子炉格納容器の健全性の確認を可能とする。 

蓄電池（非常用）は125V系蓄電池Ａ系及び中性子モニタ用蓄電池Ａ系（区

分Ⅰ），125V系蓄電池Ｂ系及び中性子モニタ用蓄電池Ｂ系（区分Ⅱ）及び

125V系蓄電池ＨＰＣＳ系（区分Ⅲ）の5組で構成し，据置型蓄電池でそれぞ

れ異なる区画に設置され独立したものであり，非常用低圧母線に接続された

充電器で浮動充電する。 
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また，蓄電池（非常用）の容量はそれぞれ6,000Ah(125V系蓄電池Ａ系及び

125V系蓄電池Ｂ系)，500Ah（125V系蓄電池ＨＰＣＳ系），150Ah（中性子モ

ニタ用蓄電池Ａ系及び中性子モニタ用蓄電池Ｂ系）であり，発電用原子炉を

安全に停止し，かつ，発電用原子炉の停止後に炉心を一定時間冷却するため

の設備の動作に必要な容量を有している。 

この容量は，例えば，発電用原子炉が停止した際に遮断器の開放動作を行

うメタルクラッド開閉装置等，発電用原子炉停止後の炉心冷却のための原子

炉隔離時冷却系，発電用原子炉の停止，冷却，原子炉格納容器の健全性を確

認できる計器に電力供給を行う制御盤及び非常用の無停電電源装置の負荷へ

電力供給を行った場合においても，全交流動力電源喪失時から重大事故等に

対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始されるま

での約95分を包絡した約8時間以上電力供給が可能な容量である。 

 直流電源設備の設備仕様を第10.1－4表に示す。 

【説明資料（2.1.2:33条-68～69）（2.3.1.2:33条-135～141）】 

 

10.1.3.5 計測制御用電源設備 

非常用の計測制御用電源設備は，第10.1－4図に示すように，計装用主母

線盤120V／240V 2母線及び計装用分電盤120V 3母線で構成する。 

計装用分電盤２Ａ及び２Ｂは，2系統に分離独立させ，それぞれ非常用の

無停電電源装置から給電する。 

非常用の無停電電源装置は，外部電源喪失及び全交流動力電源喪失時から

重大事故等に対処するため，非常用直流電源設備である蓄電池（非常用）か

ら電力が供給されることにより，非常用の無停電電源装置内の変換器を介し

直流を交流へ変換し，２Ａ及び２Ｂの計装用分電盤に対し電力供給を確保す

る。 
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非常用の無停電電源装置は，核計装の監視による発電用原子炉の安全停止

状態及び未臨界の維持状態の確保のため，全交流動力電源喪失時から重大事

故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始さ

れるまでの約95分間を包絡した約8時間，電力供給が可能である。 

なお，これらの電源を保守点検する場合は，必要な電力は非常用低圧母線

に接続された無停電電源装置内の変圧器から供給する。また，計装用主母線

盤は，分離された非常用低圧母線から給電する。計装用分電盤ＨＰＣＳは非

常用低圧母線から給電する。 

計測制御用電源設備の設備仕様を第10.1－5表に示す。 

【説明資料（2.1.2:33条-68～69）（2.3.1.2:33条-135～141）】 

10.1.3.6 ケーブル及び電線路 

安全保護系並びに工学的安全施設に関係する動力回路，制御回路，計装回

路のケーブルは，その多重性及び独立性を確保するため，それぞれ相互に分

離したケーブルトレイ，電線管を使用して敷設し，相互に独立性を侵害する

ことのないようにする。 

また，これらのケーブル，ケーブルトレイ，電線管材料には不燃性材料又

は難燃性材料のものを使用する設計とする。非難燃ケーブルについては，非

難燃ケーブル及びケーブルトレイを不燃材の防火シートで覆い，難燃ケーブ

ルと同等以上の難燃性能を確認した複合体を使用する設計とする。

さらにケーブルトレイ等が隔壁を貫通する場合は，火災対策上隔壁効果を

減少させないような構造とする。 

また，原子炉格納容器貫通部は，原子炉冷却材喪失事故時の環境条件に適

合するものを使用する。 

【説明資料（2.3.1.1:33条-128～134）】 
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10.1.3.7 母線切替 

通常運転時は，275kV送電線2回線を使用して運転するが，275kV送電線1回

線停止時でも本発電所の全発生電力を送電し得る容量がある。 

【説明資料（2.1.1:33条-62～67）】 

外部電源，非常用所内電源設備，その他の関連する電気系統機器の短絡若

しくは地絡又は母線の低電圧若しくは過電流等を検知できる設計とし，検知

した場合には，遮断器により故障箇所を隔離することによって，故障による

影響を局所化できるとともに，他の安全機能への影響を限定できる構成とす

る。 

【説明資料（2.1.2:33条-68～69）】 

また，275kV送電線が全て停止するような場合，発電用原子炉を安全に停

止するために必要な所内電力は，154kV送電線又は非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）から受電する。 

【説明資料（2.2.1.2:33条-93～99）】 

  (1) 予備変圧器（154kV 系）への切替 

   所内変圧器又は起動変圧器から受電している非常用高圧母線は，

275kV送電線が2回線とも停電し，154kV送電線に電圧がある場合，予備

変圧器から受電して，発電用原子炉の安全停止に必要な補機を運転する。

本切替えは自動又は中央制御室での手動操作であり容易に実施可能であ

る。 

【説明資料（2.2.1.2:33 条-93～99）】 

  (2) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）への切替 

非常用高圧母線２Ｃは，所内変圧器及び起動変圧器を介した受電ができ
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なくなった場合には，非常用高圧母線２Ｃに接続された負荷は，動力用変

圧器及び非常用低圧母線に接続されるモータコントロールセンタを除いて

全て遮断される。２Ｃ非常用ディーゼル発電機は，自動起動し電圧及び周

波数が定格値になると，非常用高圧母線２Ｃに自動的に接続され，発電用

原子炉の安全停止に必要な負荷が自動的に順次投入される。 

また，非常用高圧母線２Ｄ及び高圧炉心スプレイ系母線は，所内変圧器，

起動変圧器及び予備変圧器を介した受電ができなくなった場合には，非常

用高圧母線２Ｄ及び高圧炉心スプレイ系母線に接続された負荷は，動力用

変圧器及び非常用低圧母線に接続されるモータコントロールセンタを除い

て全て遮断される。２Ｄ非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機は，自動起動し電圧及び周波数が定格値になると，非常

用高圧母線２Ｄ及び高圧炉心スプレイ系母線に自動的に接続され，発電用

原子炉の安全停止に必要な負荷が自動的に順次投入される。 

【説明資料（2.2.1.2:33条-93～99）】 

(3) 275kV又は154kV送電線電圧回復後の切替

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）で所内負荷運転中，275kV送電線又は154kV送電線の電圧が回復すれ

ば，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）を外部電源に同期並列させることにより，無停電切替（手動）で所

内負荷を元の状態にもどす。 

【説明資料（2.2.1.2:33条-93～99）】 

10.1.4 主要仕様 

主要仕様を第10.1－1表から第10.1－5表に示す。 
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10.1.5 試験検査 

10.1.5.1 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。） 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）は，定期的に起動試験を行い，電圧確立時間や負荷を印加して運転

状態を確認するなど，その運転性能を確認する。 

 

10.1.5.2 蓄電池（非常用） 

蓄電池（非常用）は，定期的に巡視点検を行い，機器の健全性や，浮動充

電状態にあること等を確認する。 

 

10.3 常用電源設備 

10.3.1 概要 

設計基準対象施設は，275kV送電線1ルート2回線にて，約17km離れた東京

電力パワーグリッド株式会社那珂変電所に連系する。また，154kV送電線1ル

ート1回線にて，約9km離れた東京電力パワーグリッド株式会社茨城変電所に

連系し，さらに，上流側接続先である東京電力パワーグリッド株式会社那珂

変電所に連系する。 

上記 2 ルート 3 回線の送電線の独立性を確保するため，万一，送電線の上

流側接続先である東京電力パワーグリッド株式会社那珂変電所が停止した場

合でも，外部電源系からの電力供給が可能となるよう，東京電力パワーグリ

ッド株式会社の新筑波変電所から西水戸変電所及び茨城変電所を経由するル

ートで本発電所に電力を供給することが可能な設計とすることを確認してい

る。 
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また，東京電力パワーグリッド株式会社那珂変電所が停止した場合の，東

京電力パワーグリッド株式会社新筑波変電所から本発電所への電力供給につ

いては，予め定められた手順，体制等に基づき，昼夜問わず，確実に実施さ

れることを確認している。 

なお，東京電力パワーグリッド株式会社茨城変電所が停止した場合には，

外部電源系からの電力供給が可能となるよう，東京電力パワーグリッド株式

会社那珂変電所を経由するルートで本発電所に電力を供給することが可能な

設計とすることを確認している。 

これら送電線は，発電所を安全に停止するために必要な電力が供給可能な

容量とする。 

275kV送電線2回線は，1回線停止時でも本発電所の全発生電力を送電し得

る能力がある。 

通常運転時には，所内電力は，主として発電機から所内変圧器を通して受

電するが，275kV送電線より受電する起動変圧器を通しても受電することが

できる。また，154kV送電線を予備電源として使用することができる。 

常用高圧母線は7母線で構成し，所内変圧器，起動変圧器または予備変圧

器から受電できる設計とする。 

常用低圧母線は11母線で構成し，常用高圧母線から動力変圧器を通して受

電できる設計とする。 

所内機器で2台以上設置するものは，非常用，常用ともに，各母線に分割

接続し，所内電力供給の安定を図る。 

また，直流電源設備は，常用所内電源系として直流250V 1系統から構成す

る。 

【説明資料（2.1.1:33条-62～67）】 
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10.3.2 設計方針 

10.3.2.1 外部電源系 

重要安全施設がその機能を維持するために必要となる電力を当該重要安全

施設に供給するため，外部電源系を設ける。重要安全施設へ電力を供給する

電気施設は，その電力の供給が停止することがないよう，送電線の回線数と

開閉所の母線数は，供給信頼度の整合が図れた設計とし，電気系統の系統分

離を考慮して，275kV母線を1母線，154kV母線を1母線で構成する。 

【説明資料（2.1.1:33条-62～67）】 

また，発電機，外部電源系，非常用所内電源系，その他の関連する電気系

統の機器の短絡若しくは地絡又は母線の低電圧若しくは過電流，変圧器一次

側における1相開放故障等を検知できる設計とし，検知した場合には，遮断

器により故障箇所を隔離することによって，故障による影響を局所化できる

とともに，他の安全機能への影響を限定できる構成とする。 

【説明資料（2.2.1:33条-72～98）】 

外部電源系の少なくとも 2 回線は，それぞれ独立した送電線により電力系

統に連系させるため，万一，送電線の上流側接続先である東京電力パワーグ

リッド株式会社那珂変電所が停止した場合でも，外部電源系からの電力供給

が可能となるよう，東京電力パワーグリッド株式会社新筑波変電所から西水

戸変電所及び茨城変電所を経由するルートで本発電所に電力を供給すること

が可能な設計とすることを確認している。 

また，東京電力パワーグリッド株式会社那珂変電所が停止した場合の，東

京電力パワーグリッド株式会社新筑波変電所から本発電所への電力供給につ

いては，予め定められた手順，体制等に基づき，昼夜問わず，確実に実施さ

れることを確認している。 

なお，東京電力パワーグリッド株式会社茨城変電所が停止した場合には，
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東京電力パワーグリッド株式会社那珂変電所を経由するルートで本発電所に

電力を供給することが可能な設計であることを確認している。 

少なくとも1回線は他の回線と物理的に分離された設計とし，全ての送電

線が同一鉄塔等に架線されない設計とすることにより，これらの発電用原子

炉施設への電力供給が同時に停止しない設計であることを確認している。 

さらに，いずれの2回線が喪失した場合においても電力系統からこれらの

発電用原子炉施設への電力供給が同時に停止しない設計であることを確認し

ている。 

【説明資料（2.2.2:33条-99～105）】 

開閉所及び送受電設備は，十分な支持性能を持つ地盤に設置する。 

碍子，遮断器等は耐震性の高いものを使用する。さらに，防潮堤により津

波の影響を受けないエリアに設置するとともに，塩害を考慮した設計とする。 

【説明資料（2.2.4:33条-115～126）】 

 

10.3.3 主要設備 

10.3.3.1 送電線 

発電所は，重要安全施設がその機能を維持するために必要となる電力を当

該重要安全施設に供給するため，第10.3－1図に示すとおり，送受電可能な

回線として275kV送電線（東京電力パワーグリッド株式会社東海原子力線）1

ルート2回線及び受電専用の回線として154kV送電線（東京電力パワーグリッ

ド株式会社村松線・原子力1号線）1ルート1回線の合計2ルート3回線で電力

系統に連系する。 

275kV送電線は，約17km離れた東京電力パワーグリッド株式会社那珂変電

所に連系する。 

また，154kV送電線は，約9km離れた東京電力パワーグリッド株式会社茨城
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変電所に連系する。 

【説明資料（2.1.1:33条-62～63）】 

万一，送電線の上流側設備である東京電力パワーグリッド株式会社那珂変

電所が停止した場合でも，外部電源系からの電力供給が可能となるよう，東

京電力パワーグリッド株式会社新筑波変電所から西水戸変電所及び茨城変電

所を経由するルートで本発電所に電力を供給することが可能な設計であるこ

とを確認している。 

また，東京電力パワーグリッド株式会社那珂変電所が停止した場合の，東

京電力パワーグリッド株式会社新筑波変電所から本発電所への電力供給につ

いては，予め定められた手順，体制等に基づき，昼夜問わず，確実に実施さ

れることを確認している。 

なお，東京電力パワーグリッド株式会社茨城変電所が停止した場合には，

外部電源系からの電力供給が可能となるよう，東京電力パワーグリッド株式

会社那珂変電所を経由するルートで本発電所に電力を供給することが可能な

設計とすることを確認している。 

送電線は，1回線で重要安全施設がその機能を維持するために必要となる

電力を供給できる容量が選定されるとともに，常時，重要安全施設に連系す

る275kV送電線は，系統事故による停電の減少を図るため2回線接続とする。 

【説明資料（2.1.1:33条-99～105）】 

275kV送電線については，短絡，地絡検出用保護装置を2系列設置すること

により，多重化を図る設計とする。また，送電線両端の発電所及び変電所の

送電線引出口に遮断器を配置し，送電線で短絡，地絡等の故障が発生した場

合には，遮断器により故障箇所を隔離することによって，故障による影響を

局所化できるとともに，他の安全機能への影響を限定できる設計となってい

ることを確認している。 
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また，送電線1相の開放が生じた際には，275kV送電線は送受電時，154kV

送電線は受電している場合，保護装置による自動検知又は人的な検知（巡視

点検等）を加えることで，一部の保護継電器等による検知が期待できない箇

所の1相開放故障の発見や，その兆候を早期に発見できる可能性を高めるこ

ととしている。                    【説明資料（2.2.1.1:33条-70～91）】 

設計基準対象施設に連系する275kV送電線（東京電力パワーグリッド株式

会社東海原子力線）1ルート2回線及び154kV送電線（東京電力パワーグリッ

ド株式会社村松線・原子力1号線）1ルート1回線は，同一の送電鉄塔に架線

しないよう，それぞれのルートに送電鉄塔を備えていることを確認している。 

【説明資料（2.2.3.1:33条-106）】 

また，送電線は，大規模な盛土の崩壊，大規模な地すべり，急傾斜の崩壊

による被害の最小化を図るため，鉄塔基礎の安定性を確保することで，鉄塔

の倒壊を防止するとともに，台風等による強風発生時や冬期の着氷雪による

事故防止対策が図られており，外部電源系からの電力供給が同時に停止する

ことがない設計となっていることを確認している。 

さらに，275kV送電線（東京電力パワーグリッド株式会社東海原子力線）

と154kV送電線（東京電力パワーグリッド株式会社原子力1号線）の近接箇所

については，鉄塔を移設することにより，仮に1つの鉄塔が倒壊しても，す

べての送電線が同時に機能喪失しない絶縁距離及び水平距離を確保する設計

とする。 

これらにより，設計基準対象施設に連系する送電線は，互いに物理的に分

離した設計とする。 

送電線の設備仕様を第10.3－1表に示す。また，送電系統図を第10.3－1図

に示す。 

【説明資料（2.2.3.2:33条-107～114）】 
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10.3.3.2 開閉所 

275kV超高圧開閉所は，第10.3－2図に示すように，275kV送電線と主要変

圧器及び起動変圧器を連系する遮断器，断路器，275kV母線等で構成する。 

154kV特別高圧開閉所は，第10.3－2図に示すように，154kV送電線と予備

変圧器を連系する遮断器，断路器等で構成する。 

故障を検知した場合には，遮断器により故障箇所を隔離することによって，

故障による影響を局所化できるとともに，他の安全機能への影響を限定でき

る設計とする。 

また，開閉所は地盤が不等沈下や傾斜等が起きないような十分な支持性能

を持つ場所に設置し，かつ津波の影響を考慮する。 

遮断器等は耐震性の高いガス絶縁開閉装置を使用する。 

塩害を考慮し，275kV送電線引留部の碍子に対しては，碍子洗浄できる設

計とし，遮断器等に対しては，電路がタンクに内包されているガス絶縁開閉

装置を採用する。 

開閉所機器の設備仕様を第10.3－2表に示す。 

【説明資料（2.2.4:33条-115～126）】 

 

10.3.3.3 発電機及び励磁装置 

発電機は，約1,300,000kVA，1,500rpmで蒸気タービンに直結される横軸円

筒回転界磁形，回転子水素直接冷却，固定子水冷却，3相交流同期発電機で

励磁装置は交流励磁機である。 

発電機及び励磁装置の設備仕様を第10.3－3表に示す。 

               【説明資料（2.1.1:33条-62～67）】 
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10.3.3.4 変圧器 

本発電用原子炉施設では，次のような変圧器を使用する。 

主要変圧器・・発電機電圧（19kV）を275kV超高圧開閉所電圧（275kV）に

昇圧する。 

所内変圧器・・発電機電圧（19kV） を所内高圧母線電圧 

（6.9kV）に降圧する。 

起動変圧器・・275kV超高圧開閉所電圧（275kV）を所内高圧母線電圧

（6.9kV）に降圧する。 

予備変圧器・・154kV特別高圧開閉所電圧（154kV）を所内高圧母線電圧

（6.9kV）に降圧する。 

発電機の発生電力は，主要変圧器を通して275kV超高圧開閉所に送る。 

所内電力は，通常運転時は発電機から2台の所内変圧器を通して供給する

が，発電用原子炉の起動又は停止中は， 275kV超高圧開閉所から2台の起動

変圧器を通して供給する。さらに，起動変圧器回路の故障時等には，所内電

力は，154kV特別高圧開閉所から予備変圧器を通して供給する。 

変圧器の設備仕様を第10.3－4表に示す。 

【説明資料（2.1.1:33条-62～67）】 

10.3.3.5 所内高圧系統 

常用の所内高圧系統は，6.9kVで第10.1－1図に示すように常用7母線で構

成する。 

常用高圧母線・・所内変圧器，起動変圧器，予備変圧器から受電する母線 

これらの母線は，母線ごとに一連のメタルクラッド開閉装置で構成し，遮

断器には真空遮断器を使用する。故障を検知した場合には，遮断器により故

障箇所を隔離することによって，故障による影響を局所化できるとともに，
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他の安全機能への影響を限定できる。 

常用高圧母線のメタルクラッド開閉装置は，原子炉建屋付属棟内等に設置

する。 

常用高圧母線には，通常運転時に必要な負荷を振り分け，これらの母線は，

発電用原子炉の起動又は停止中は，起動変圧器から受電するが，発電機が同

期し，並列した後は所内変圧器から受電する。 

常用高圧母線への電力は，発電機負荷遮断後しばらくは供給される。 

メタルクラッド開閉装置の設備仕様を第10.1－1表に示す。

【説明資料（2.1.1:33条-62～67）】 

10.3.3.6 所内低圧系統 

常用の所内低圧系統は，480Vで第10.1－1図に示すように常用11母線で構

成する。 

常用低圧母線・・常用高圧母線から動力変圧器を通して受電する母線 

これらの母線は，母線ごとに一連のキュービクルで構成し，遮断器は気中

遮断器を使用する。故障を検知した場合には，遮断器により故障箇所を隔離

することによって，故障による影響を局所化できるとともに，他の安全機能

への影響を限定できる。 

常用低圧母線のパワーセンタは，原子炉建屋付属棟内等に設置する。 

パワーセンタの設備仕様を第10.1－2表に示す。 

【説明資料（2.1.1:33条-62～67）】 

10.3.3.7 所内機器 

所内機器で2台以上設置するものは，単一の所内母線の故障があっても，

全部の機器電源が喪失しないよう2母線以上に分割接続し，所内電力供給の
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安定を図る。 

【説明資料（2.1.1:33条-62～67）】 

10.3.3.8 直流電源設備 

常用の直流電源設備は第10.1－3図に示すように，常用所内電源系として

直流250V 1系統から構成する。 

常用所内電源系の直流250V系統は，非常用低圧母線に接続される充電器2

個，蓄電池1組等を設ける。 

これらすべての蓄電池は，充電器により浮動充電される。 

直流電源設備の設備仕様を第10.1－4表に示す。 

【説明資料（2.1.1:33条-62～67）】 

10.3.3.9 計測制御用電源設備 

常用の計測制御用電源設備は，第10.1－4図に示すように，計装用交流母

線4母線で構成する。母線電圧は120V/240V及び120Vである。 

常用の計測制御用電源設備は，非常用低圧母線と常用直流母線に接続する

常用の無停電電源装置及び非常用低圧母線に接続する電動発電機（原子炉保

護系用Ｍ－Ｇ装置）で構成する。 

計測制御用電源設備の設備仕様を第10.1－5表に示す。 

【説明資料（2.1.1:33条-62～67）】 

10.3.3.10 ケーブル及び電線路 

動力回路，制御回路，計装回路のケーブルは，それぞれ相互に分離したケ

ーブルトレイ，電線管を使用して敷設する。 

また，これらのケーブル，ケーブルトレイ，電線管材料には不燃性材料又
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は難燃性材料のものを使用する設計とする。非難燃ケーブルについては，非

難燃ケーブル及びケーブルトレイを不燃材の防火シートで覆い，難燃ケーブ

ルと同等以上の難燃性能を確認した複合体を使用する設計とする。 

さらに，ケーブルトレイ等が隔壁を貫通する場合は，火災対策上隔壁効果

を減少させないような構造とする。 

また，原子炉格納容器貫通部は，原子炉冷却材喪失時の環境条件に適合す

るものを使用する。 

【説明資料（2.1.1:33 条-62～67）】 

 

10.3.3.11 母線切替 

通常運転時は，275kV送電線2回線を使用して運転するが，1回線停止時で

も本発電所の全発生電力を送電し得る容量がある。 

外部電源，常用所内電源設備，その他の関連する電気系統機器の短絡若し

くは地絡又は母線の低電圧若しくは過電流等を検知できる設計とし，検知し

た場合には，遮断器により故障箇所を隔離することによって，故障による影

響を局所化できるとともに，他の安全機能への影響を限定できる構成とする。 

 

 (1) 275kV系への切替 

常用高圧母線は，通常運転時は発電機から所内変圧器を通して電力を供

給するが，所内変圧器回路の故障時又は発電用原子炉の停止時には，起動

変圧器を通して受電するように切り替える。本切替えは中央制御室での手

動操作であり容易に実施可能である。 

 (2) 予備変圧器(154kV系)への切替 

   所内変圧器又は起動変圧器から受電している常用高圧母線は，275kV送

電線が2回線とも停電し，154kV送電線に電圧がある場合，予備変圧器から
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受電する。本切替えは自動又は中央制御室での手動操作であり容易に実施

可能である。 

【説明資料（2.2.1.2:33条-93～99）】 

10.3.4 主要仕様 

主要仕様を第10.1－1表，第10.1－2表，第10.1－4表，第10.1－5表及び第

10.3－1表から第10.3－4表に示す。 

10.3.5 試験検査 

10.3.5.1 蓄電池（常用） 

蓄電池（常用）は，定期的に巡視点検を行い，機器の健全性や，浮動充電

状態にあること等を確認する。 

10.3.6 手順等 

常用電源設備は，以下の内容を含む手順を定め，適切な管理を行う。 

(1) 外部電源系統切替えを実施する際は、手順を定め、給電操作指令伝票等

を活用し、給電運用担当箇所と連携を図り実施する。 

(2) 電気設備の塩害を考慮し，定期的に碍子洗浄操作を実施する。また，碍

子の汚損が激しい場合は，臨時に碍子洗浄操作を実施する。 

(3) 変圧器一次側において1相開放を検知した場合，故障箇所の隔離又は非

常用母線を健全な電源から受電できるよう切替を実施する。 

(4) 変圧器一次側における1相開放事象への対応として，送電線は複数回線

との接続を確保し，送電線引留部の巡視点検を実施する。 

(5) 外部電源系統切替操作に関する教育・訓練を実施する。
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第10.1－1表 メタルクラッド開閉装置の設備仕様 

 

構成及び仕様 

項   目 受電盤 母線連絡盤 き電盤 計器用変圧器盤

(a) 型  式 閉鎖配電盤 

(b) 個  数 12  19  51  11  

(c) 定格電圧 7.2kV 

(d) 電気方式 50Hz 3相 3線 変圧器接地式 

(e) 電源引込方式 バスダクト又はケーブルによる 

(f) フィーダ引出方式 ケーブルによる 

(g) 母線電流容量 3,000A 2,500A 2,000A 

 

遮断器 

項   目 受電用 母線連絡用 き電用 

(a) 型  式 真空遮断器 

(b) 個  数 14 13  50  

(c) 極  数 3極 

(d) 操作方式 バネ投入操作（DC125V） 

(e) 絶縁階級 6号A 

(f) 定格電圧 7.2kV 

(g) 定格電流 3,000A 2,000A 1,200A 

(h) 定格遮断電流 63kA 

(i) 定格遮断時間 5サイクル 

(j) 引きはずし自由方式 電気式，機械式 

(k) 投入方式 バネ式 
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33 条-42 

第10.1－2表 パワーセンタの設備仕様 

動力変圧器 

項 目 常用母線用 非常用母線用 

(a) 型 式 3相乾式変圧器 

(b) 個 数 10 2 

(c) 冷却方式 自冷／風冷 

(d) 周 波 数 50Hz 

(e) 容 量 約3,333／2,000kVA 約3,333kVA 

(f) 結 線 1次：三角形 2次：三角形 

(g) 定格電圧

1次側 6.9kV（5タップ） 

（7.245,7.072,6.9,6.727,6.555kV） 

2次側 480V 

(h) 絶 縁 Ｈ種／Ｆ種 

構成及び仕様 

項 目 受電盤 母線連絡盤 き電盤 変圧器盤 

(a) 型 式 閉鎖配電盤 

(b) 個 数 12 14 48 12面 

(c) 定格電圧 600V 

(d) 電気方式 50Hz 3相 3線 非接地式 

(e) 電源引込方式 ケーブルによる

(f) フィーダ引出方式 ケーブルによる

(g) 母線電流容量 4,000A 3,000A 

遮断器 

項 目 受電用 母線連絡用 き電用 

(a) 型 式 気中遮断器 

(b) 個 数 12 14 158 

(c) 極 数 3極 

(d) 操作方式 バネ投入操作（DC125V） 

(e) 定格電圧 600V 

(f) 定格電流 3,000A 1,200A 

(g) 定格遮断電流 50,000A 

(h) 引きはずし自由方式 電気的，機械的 
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33 条-43 

第10.1－3表 非常用ディーゼル発電機の設備仕様 

 

（1）エンジン 

ａ．非常用ディーゼル発電機 

   型  式   V 型 

   台  数   2 

   出  力   約 5,500kW（１台当たり） 

   回 転 数   429rpm 

   起動方式   圧縮空気起動 

      起動時間   約 10 秒 

   使用燃料   軽油 

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

   型  式   V 形 

   台  数   1 

   出  力   約 3,050kW 

   回 転 数   429rpm 

   起動方式   圧縮空気起動 

   起動時間   約 10 秒 

   使用燃料   軽油 
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33 条-44 

（2）発電機

ａ．非常用ディーゼル発電機

型 式 横軸回転界磁 3 相交流発電機 

台  数   2 

容 量 約 6,500kVA(1 台当たり) 

力 率 0.80（遅れ） 

電 圧 約 6,900V 

周 波 数 50Hz 

回 転 数 429rpm 

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

型 式 横軸回転界磁 3 相交流発電機 

台  数   1 

容 量 約 3,500kVA 

力 率 0.80（遅れ） 

電 圧 約 6,900V 

周 波 数 50Hz 

回 転 数 429rpm 

（3）軽油貯蔵タンク

 型  式  横置円筒形 

 基  数  2 

 容  量  約 400kL(1 台当たり) 

使用燃料 軽油 
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33 条-45 

第10.1－4表 直流電源設備の設備仕様 

 

（1）蓄電池 

非常用 

 型 式            鉛蓄電池 

組 数             5 組 

セル数 125V 系Ａ系       116 

125V 系Ｂ系       116 

ＨＰＣＳ系       58 

中性子モニタ用Ａ系   24 

中性子モニタ用Ｂ系   24 

電 圧 125V 系Ａ系       125V 

125V 系Ｂ系       125V 

ＨＰＣＳ系       125V 

中性子モニタ用Ａ系   ±24V 

中性子モニタ用Ｂ系   ±24V 

容 量  125V 系Ａ系       6,000Ah 

125V 系Ｂ系       6,000Ah 

ＨＰＣＳ系       500Ah 

中性子モニタ用Ａ系   150Ah 

中性子モニタ用Ｂ系   150Ah 

常 用 

 型 式             鉛蓄電池 

組 数             1  

セル数             116 
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33 条-46 

電 圧  250V 

容 量  2,000Ah 

（2）充電器

非常用（予備充電器は常用）

型 式 シリコン整流器

個 数 125V 系Ａ系，Ｂ系 2 (予備 1） 

 ＨＰＣＳ系   1（予備 1) 

中性子モニタ用Ａ系 2 

中性子モニタ用Ｂ系 2  

充電方式   浮動 

冷却方式   自然通風 

交流入力 125V 系Ａ系，Ｂ系 3 相 50Hz 480V 

ＨＰＣＳ系  3 相 50Hz 480V 

中性子モニタ用Ａ系 単相 50Hz 120V 

中性子モニタ用Ｂ系 単相 50Hz 120V 

容 量  125V 系Ａ系 58.8kW 

 125V 系Ｂ系 48.8kW 

（125V 系Ａ系，Ｂ系予備 58.8kW） 

 ＨＰＣＳ系   14kW（1 台当たり） 

中性子モニタ用Ａ系 0.84kW（1 台当たり） 

中性子モニタ用Ｂ系 0.84kW（1 台当たり） 
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33 条-47 

直流出力電圧 

     125V 系Ａ系，Ｂ系   125V 

 ＨＰＣＳ系      125V 

 中性子モニタ用Ａ系  ±24V 

 中性子モニタ用Ｂ系  ±24V 

直流出力電流 

     125V 系Ａ系      420A 

     125V 系Ｂ系      320A 

     （125V 系Ａ系，Ｂ系予備 420A） 

 ＨＰＣＳ系      100A 

 中性子モニタ用Ａ系  30A 

 中性子モニタ用Ｂ系  30A 

 

常 用 

型 式             シリコン整流器 

個 数             1 個（予備 1) 

充電方式            浮動 

冷却方式            自然通風 

交流入力            3 相 50Hz 480V 

容 量             98kW（1 台当たり） 

直流出力電圧          250V 

直流出力電流          350A 
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33 条-48 

（3）直流母線

非常用

個 数  5 

電 圧 125V 系Ａ系，Ｂ系 125V 

ＨＰＣＳ系  125V 

中性子モニタ用Ａ系 ±24V 

中性子モニタ用Ｂ系 ±24V 

常 用 

個 数  1 

電 圧  250V 
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33 条-49 

第10.1－5表 計測制御用電源設備の設備仕様 

 

（1）非常用 

  a．無停電電源装置 

型 式             静止形 

個 数             2 

容 量             約 35kVA（1 個当たり） 

出力電圧            約 120V 

  ｂ．計装用交流母線 

個 数             5 

電 圧             約 120V／約 240V（2 個） 

約120V（3個） 

（2）常用 

  a．無停電電源装置 

型 式             静止形 

個 数             1 

容 量             約 50kVA 

出力電圧            約 120V／約 240V 

b．原子炉保護系用Ｍ－Ｇ装置 

   電動機 

型 式             3 相誘導電動機 

台 数             2 

定格容量            約 45kW（1 台当たり） 

電 圧             約 440V 
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発電機 

型  式   単相同期電動機 

台 数  2 

定格容量   約 18.75kW（１台当たり） 

電 圧  約 120V 

周波数  50Hz 

ｃ．計装用交流母線 

個 数  4 

電 圧  約 120V／約 240V（2 個） 

約120V（2個） 
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33 条-51 

第 10.3－1 表 送電線の設備仕様 

（1）275kV送電線

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備

 公称電圧   275kV 

 回線数   2 

導体サイズ ACSR 810mm2 2導体 

送電容量  約1,138MW（1回線当たり） 

亘  長  約17km 

（東京電力パワーグリッド株式会社那珂変電所まで） 

（2）154kV送電線

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備

 公称電圧   154kV 

 回線数   1 

導体サイズ ACSR 810mm2 2導体 

 送電容量   約269MW 

亘  長  約9km 

（東京電力パワーグリッド株式会社茨城変電所まで） 
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33 条-52 

第 10.3－2 表 開閉所機器の設備仕様 

（1）275kV母線

型式 SF6ガス絶縁相分離方式 

定格電圧 300kV 

電流容量 4000A 

定格短時間電流 50kA 2サイクル 

（2）遮断器

名称 線路用275KV

遮断器 

発電機並列用

275kV遮断器 

起動変圧器用

275kV遮断器 

予備変圧器用

154kV遮断器 

個 数 2 1 2 1 

定格電圧 300kV 300kV 300kV 168kV 

定格電流 4,000A 4,000A 2,000A 1,200A 

定格遮断電流 50kA 50kA 50kA 25kA 
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33 条-53 

第10.3－3表 発電機，励磁装置の設備仕様 

 

（1）発電機 

   型 式   横軸円筒回転界磁3相交流同期発電機 

 台 数   1 

   容 量   1,300,000kVA 

   力 率   0.90（遅れ） 

   電 圧   19,000V 

   相 数   3相 

   周波数   50Hz 

   回転数   1,500rpm 

   結線法   星形 

   冷却法   固定子  水冷却 

         回転子  水素直接冷却 

（2）励磁装置 

名称 主励磁機 副励磁機 

型式 交流励磁機 交流副励磁機 

台数 1 1 

容量 3,525kW 140kVA 

電圧 AC400V AC300V 

回転数 1,500rpm 1,500rpm 

駆動方法 発電機と直結 発電機と直結 
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33 条-54 

第10.3－4表 変圧器の設備仕様 

名称 主要変圧器 所内変圧器 起動変圧器 予備変圧器 

型式 

屋外用3相二巻

線外鉄無圧密封

式 

屋外用3相三

巻線内鉄無

圧密封式 

屋外用3相三

巻線外鉄無

圧密封式 

負荷時タッ

プ切換器付 

屋外用3相二

巻線内鉄無圧

密封式 

負荷時タップ

切換器付 

台数 1 2 2 1 

容量 約1,300,000kVA 約50,000kVA 約50,000kVA 約38,000kVA

電圧 一次 約18.525kV 約18.525kV 約275kV 約147kV 

二次 約275kV 約6.9kV 約6.9kV 約6.9kV 

相数 3 3 3 3 

周波数 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 

結線

法 

一次 三角 三角 星形 星形 

二次 星形 星形，星形 星形，星形 星形 

冷却方法 導油風冷式 油入風冷式 油入風冷式 油入風冷式 
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33 条-55 

 

 

第10.1－1図 所内電源単線結線図 
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33 条-56 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機 

（外部電源喪失及び原子炉冷却材喪失時） 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機 

（外部電源喪失及び原子炉冷却材喪失時） 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

（外部電源喪失及び原子炉冷却材喪失時） 

第 10.1－2 図 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電 

機含む）の負荷の始動順位 

（外部電源喪失及び原子炉冷却材喪失時） 
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33 条-57 
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33 条-58 
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33 条-59 

 

第 10.1－3 図 直流電源単線結線図（3／3） 

33条ー63

506



33 条-60 
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33 条-61 

 

第10.3－1図 送電系統図 
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33 条-62 

第 10.3－2 図 開閉所単線結線図 
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33 条-107 

2.2.3 電線路の物理的分離 

2.2.3.1 送電鉄塔への架線方法について 

 275kV 東海原子力線，154kV 村松線・原子力１号線それぞれに送電鉄塔を

備えており，物理的に分離した設計であることを確認している。 

(1) 送電線の交差箇所及び近接箇所について

外部電源線である 275kV 東海原子力線及び 154kV 村松線・原子力１号線

において交差箇所は無い。 

また，電線路の近接箇所についていは，仮に 1 つの鉄塔が倒壊しても，

すべての送電線が同時に機能喪失しない絶縁距離及び水平距離を確保する

設計とする。 

 なお，鉄塔の水平距離を確保するにあたっては，重大事故等対処設備，

防潮堤，アクセスルートへの影響を考慮する。 

275kV 東海原子力線及び 154kV 東海原子力線のルート及び近接箇所を第

2.2.3.1－1 図に，発電所敷地周辺鉄塔配置図を別紙 6 に示す。 

第 2.2.3.1－1 図 275kV 東海原子力線及び 154kV 村松線・原子力１号線のル

ート及び近接箇所（現状の状態） 
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33 条-別紙 6-1 

別紙 6 現状の発電所敷地周辺の送電鉄塔配置 

現状の発電所敷地内及び周辺の送電鉄塔の配置を第 1 図に示す。 

第 1 図 発電所敷地周辺の送電鉄塔配置 
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1 

休止状態設備の撤去による廃棄物処理及び貯蔵への影響について

１．概 要

廃棄物処理棟内に新規 SA 設備（格納容器圧力逃がし装置及び電気

盤等）を設置するスペースを確保するため，現在休止状態となってい

る設備（固化装置（セメント固化式）及び助材型ろ過装置。以下「休

止設備」という。）を撤去することから，休止設備の撤去により，廃

棄物処理及び貯蔵への影響がないことを確認した。 

２．固体廃棄物処理系における処理の変更

 液体廃棄物処理系濃縮装置から発生する濃縮廃液，原子炉冷却材

浄化系及び燃料プール冷却浄化系フィルタ脱塩装置から発生する使

用済樹脂，液体廃棄物処理系助材型ろ過装置※及び非助材型ろ過装置

から発生する廃スラッジは，図 1 に示すように処理する。 

以下に，廃棄物種類毎の処理の変更について示す。

※：プリコート型のフィルタを用いてろ過する装置を助材型ろ過

装置という（フィルタのプリコート材を助材という）。反対

に，プリコート型のフィルタ以外を用いてろ過する装置を非

助材型ろ過装置という。 

（１）液体廃棄物処理系から発生する濃縮廃液

濃縮廃液に関しては，次の２種類の取り扱い(a)及び(b)につい
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て許可されている。今回，固化装置（セメント固化式）（図 2，6-

1，6-2 及び 6-3 参照）を撤去するため，(b)に示す処理・貯蔵保管

を削除するが，(a)に示す処理・貯蔵保管が可能である。 

(a) 濃縮廃液貯蔵タンク（二十七条設備）で放射能を減衰さ

せた後，減容固化設備（二十七条設備）で，乾燥・造粒後，

容器に詰めて減容固化体貯蔵室（二十七条設備）に貯蔵す

るか，貯蔵した後，セメント混練固化装置（二十七条設備）

でドラム缶内に固化材（セメント）と混練して固化し保管

廃棄施設（以下「固体廃棄物貯蔵庫」という。）（二十八条設

備）に貯蔵保管する。…【変更なし】 

(b) 濃縮廃液貯蔵タンク（二十七条設備）で放射能を減衰さ

せた後，固化装置（セメント固化式）（二十七条設備）で固

化材（セメント）と混合してドラム缶内に固化し固体廃棄

物貯蔵庫（二十八条設備）に貯蔵保管する。…【削除】 

（２）使用済樹脂（粉末，粒状）

① 原子炉冷却材浄化系及び燃料プール冷却浄化系フィルタ脱塩

装置から発生する使用済粉末樹脂に関しては，次の２種類の取

扱い(a)及び(b)について許可されている。今回，固化装置（セメ

ント固化式）を撤去するため，(b)に示す処理・貯蔵保管を削除

するが，(a)に示す貯蔵が可能である。

(a) 使用済粉末樹脂貯蔵タンク（二十八条設備※）に貯蔵す

る。…【変更なし】 

(b) 使用済粉末樹脂貯蔵タンク（二十七条設備※）に貯蔵し

放射能を減衰させた後，固化装置（セメント固化式）（二十
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七条設備）で固化材（セメント）と混合してドラム缶内に

固化し固体廃棄物貯蔵庫（二十八条設備）に貯蔵保管する。

…【削除】 

※：処理過程の途中で貯蔵する場合は二十七条設備，最終段階

で貯蔵する場合は二十八条設備。

※：使用済粉末樹脂は(a)に示す貯蔵をするが，処分先（埋設

施設）の設計に応じて，処分方法を確立し，処理設備を設

置する。 

② 復水脱塩装置及び液体廃棄物処理系脱塩装置から発生する使

用済粒状樹脂に関しては，次の３種類の取扱い(a)，(b)及び(c)

について許可されている。今回，固化装置（セメント固化式）を

撤去するため，(c)に示す処理・貯蔵保管を削除するが，(a)に示

す貯蔵及び(b)に示す処理が可能である。 

(a) 使用済樹脂貯蔵タンク（二十八条設備）に貯蔵する。

 …【変更なし】 

(b) 使用済樹脂貯蔵タンク（二十七条設備）に貯蔵し放射能

を減衰させた後，雑固体廃棄物焼却設備（二十七条設備）

で焼却する。…【変更なし】 

(c) 固化装置（セメント固化式）で固化材（セメント）と混合

してドラム缶内に固化し固体廃棄物貯蔵庫（二十八条設備）

に貯蔵保管する。…【削除】 

（３）廃スラッジ

① 非助材型ろ過装置から発生する廃スラッジに関しては，次の
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２種類の取扱い(a)及び(b)について許可されている。今回，固化

装置（セメント固化式）を撤去するため，(b)に示す処理・貯蔵

保管を削除するが，(a)に示す貯蔵が可能である。 

(a) クラッドスラリタンク（二十八条設備※）に貯蔵する。

…【変更なし】 

(b) クラッドスラリタンク（二十七条設備※）に貯蔵し放射

能を減衰させた後，固化装置（セメント固化式）（二十七条

設備）で固化材（セメント）と混合してドラム缶内に固化

し固体廃棄物貯蔵庫（二十八条設備）に貯蔵保管する。 

…【削除】 

※：処理過程の途中で貯蔵する場合は二十七条設備，最終段階

で貯蔵する場合は二十八条設備。

※：非助材型ろ過装置から発生する廃スラッジは(a)に示す貯

蔵をするが，処分先（埋設施設）の設計に応じて，処分方

法を確立し，処理設備を設置する。 

② 助材型ろ過装置（機器ドレン処理系）（図 3， 5 及び 6-3 参照）

から発生する廃スラッジに関しては，次の３種類の取扱い(a)，

(b)及び(c)について許可されている。今回，固化装置（セメント

固化式）を撤去するため，(c)に示す処理・貯蔵保管を削除する

が，(a)に示す貯蔵及び(b)に示す処理が可能である。 

(a) 廃液スラッジ貯蔵タンク（二十八条設備※）に貯蔵する。

 …【変更なし】 

(b) 廃液スラッジ貯蔵タンク（二十七条設備※）に貯蔵し放

射能を減衰させた後，雑固体廃棄物焼却設備（二十七条設
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備）で焼却する。…【変更なし】 

(c) 固化装置（セメント固化式）（二十七条設備）で固化材（セ

メント）と混合してドラム缶内に固化し，固体廃棄物貯蔵

庫（二十八条設備）に貯蔵保管する。 

     …【削除】 

※：処理過程の途中で貯蔵する場合は二十七条設備、最終段階

で貯蔵する場合は二十八条設備。 

 

③ 助材型ろ過装置（床ドレン処理系）（図 4，5 及び 6-3 参照）か

ら発生する廃スラッジに関しては，次の３種類の取扱い(a)，(b)

及び(c)について許可されている。今回，固化装置（セメント固

化式）を撤去するため，(c)に示す処理・貯蔵保管を削除するが，

(a)に示す貯蔵及び(b)に示す処理が可能である。 

(a) 床ドレンスラッジ貯蔵タンク（二十八条設備※）に貯蔵

する。…【変更なし】 

(b) 床ドレンスラッジ貯蔵タンク（二十七条設備※）に貯蔵

し放射能を減衰させた後，雑固体廃棄物焼却設備（二十七

条設備）で焼却する。…【変更なし】 

(c) 固化装置（セメント固化式）（二十七条設備）で固化材（セ

メント）と混合してドラム缶内に固化し，固体廃棄物貯蔵

庫（二十八条設備）に貯蔵保管する。 

…【削除】 

※：処理過程の途中で貯蔵する場合は二十七条設備、最終段階

で貯蔵する場合は二十八条設備。 
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３．液体廃棄物処理系における処理の変更

液体廃棄物のうち，機器ドレン廃液の処理を図 3 に，床ドレン廃

液の処理を図 4 に示す。以下に，それぞれの処理の変更について示

す。 

（１）機器ドレン廃液の処理

 機器ドレン廃液に関しては，次の 2 種類の処理(a)及び(b)につ

いて許可されている。今回，助材型ろ過装置（図 3 参照）を撤去す

るため，(b)に示す処理を削除するが，(a)に示す処理が可能である。 

(a) 電磁ろ過機及び超ろ過機（透過膜式）からなる非助剤型

ろ過装置（二十七条設備）で処理する。…【変更なし】 

(b) 助材型ろ過装置（二十七条設備）で処理する。…【削除】

（２）床ドレン廃液の処理

 床ドレン廃液に関しては，次の 2 種類の処理(a)及び(b)につい

て許可されている。今回，助材型ろ過装置（図 4 参照）を撤去する

ため，(b)に示す処理を削除するが，(a)に示す処理が可能である。 

(a) 再生廃液処理系（二十七条設備）に移送して，濃縮処理

する（図 4，9 及び 10 参照）。…【変更なし】 

(b) 助材型ろ過装置（二十七条設備）で処理する。…【削除】

４．休止設備の撤去による安全性への影響について

（１）固化装置（セメント固化式） 

 固化装置（セメント固化式）の撤去による廃棄物の貯蔵に関して，

安全性に支障がないことを以下のとおり確認した。 
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①  濃縮廃液

濃縮廃液を減容固化設備及びセメント混練固化装置により処理

し，製作したセメント固化体を埋設処分していること，並びに減容

固化体貯蔵室（貯蔵容量 1,400 m３に対し，平成 28 年度末時点で

283 m３貯蔵）及び固体廃棄物貯蔵庫（貯蔵保管容量 73,000 本に対

し，平成 28 年度末時点で 62,579 本貯蔵）の空き容量は十分であ

る。 

また，濃縮廃液の年間発生量約 200 m３ /年に対する処理能力は次

のとおりであり，一年分の発生量を十分に処理可能である。 

・撤去する固化装置（セメント固化式）：

セメント固化体 2000 本/年を製作することができる。

・減容固化設備以降：

約 200 m３ /年の濃縮廃液を約 30 m３ /年の減容固化体に処理し，

セメント混錬固化装置によってセメント固化体約 180 本/年とす

ることが可能。セメント混錬固化装置は一日当たり 10 本のセメ

ント固化体を製作することができる。

以上より，固化装置（セメント固化式）の撤去による廃棄物の

処理・貯蔵に関して安全性に支障がない。

② 使用済粉末樹脂

使用済粉末樹脂は，性能劣化に応じて交換する際に発生し，使

用済粉末樹脂貯蔵タンクに貯蔵保管する。プラント起動後は震災

までの実績から 3.6 m３／年で発生，現状は至近 5 年の平均発生

量より 0.63 m３／年で発生するものとした場合，このタンクへの
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長期貯蔵が可能（図 11 及び 12 参照）であり，固化装置（セメン

ト固化式）の撤去による廃棄物の貯蔵に関して安全性に支障がな

い。

また，使用済粉末樹脂の処分先（埋設施設）の設計に応じて，

処分方法を確立し，処理設備を設置する。 

なお，タンクが満杯であっても，タンク周辺通路での線量率は

遮蔽設計区分における線量率よりも十分低くなるように設計さ

れているため，従事者の被ばくへの影響はない。 

③ 使用済粒状樹脂

使用済粒状樹脂には，復水脱塩器樹脂，機器ドレン処理系脱塩

器樹脂，凝縮水脱塩器樹脂があり，樹脂の劣化を考慮し，それぞ

れ，69.3 m３／5 年，7 m３／5 年，0.5 m３／年程度の量が発生し，

使用済樹脂貯蔵タンクに貯蔵中の樹脂は満杯になる前に，24 m３

／年の処理能力を有する雑固体焼却設備で焼却することから，こ

のタンクへの長期貯蔵が可能であり（図 13 及び 14 参照），固化

設備（セメント固化式）の撤去による廃棄物の貯蔵に関して安全

性に支障がない。 

なお，タンクが満杯であっても，タンク周辺通路での線量率は

遮蔽設計区分における線量率よりも十分低くなるように設計さ

れているため，従事者の被ばくへの影響はない。 

④廃スラッジ

・助材型ろ過装置（機器ドレン処理系及び床ドレン処理系）から

発生する廃スラッジ

Ｒ／Ｗ撤去－8

519



9 

助材型ろ過装置（機器ドレン処理系及び床ドレン処理系）か

ら発生する廃スラッジは，廃液スラッジ貯蔵タンク及び床ドレ

ンスラッジ貯蔵タンクに貯蔵しているが，各貯蔵タンクは十分

な空き容量があるため（図 15，16，17 及び 18 参照），固化装

置（セメント固化式））の撤去による廃棄物の貯蔵に関して安

全性に支障がない。 

また，今回，助材型ろ過装置（機器ドレン処理系及び床ドレ

ン処理系）を撤去する計画であり，撤去後，廃スラッジは発生

しない。 

なお，タンクが満杯であっても，タンク周辺通路での線量率

は遮蔽設計区分における線量率よりも十分低くなるように設

計されているため，従事者の被ばくへの影響はない。 

 

・非助材型ろ過装置から発生する廃スラッジ 

非助材型ろ過装置から発生する廃スラッジについては，プラ

ント起動後は震災までの実績から 0.1 m３／年で発生，起動ま

では至近 5 年の平均発生量より 0.63 m３／年で発生するものと

した場合，このタンクへの長期貯蔵は十分可能であり（図 19 及

び 20 参照），固化装置（セメント固化式）の撤去による廃棄物

の貯蔵に関して安全性に支障がない。 

また，非助材型ろ過装置から発生する廃スラッジの処分先

（埋設施設）の設計に応じて，処分方法を確立し，処理設備を

設置する。 

なお，タンクが満杯であっても，タンク周辺通路での線量率

は遮蔽設計区分における線量率よりも十分低くなるように設
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計されているため，従事者の被ばくへの影響はない。

（２）機器ドレン廃液

機器ドレン廃液を助材型ろ過装置の代替となる非助材型ろ過装

置により処理する。機器ドレン廃液の発生量約 180 m３ /d に対する

処理能力は次のとおりであり，一日分の発生量を十分に処理可能

である。 

・撤去する助材型ろ過装置の処理能力：約 50 m３ /h

・非助材型ろ過装置の処理能力：約 40 m３ /h

以上より，助材型ろ過装置（機器ドレン処理系）を撤去しても廃棄

物処理に支障はなく，安全性に影響はない。 

（３）床ドレン廃液

床ドレン廃液を助材型ろ過装置の代替となる再生廃液処理系に

より処理する。床ドレン廃液の発生量：約 40 m３ /d に対する処理

能力は次のとおりであり，一日分の発生量を十分に処理可能であ

る。 

・撤去する助材型ろ過装置の処理能力：約 50m３ /h

・再生廃液処理系の処理能力：約 6.8m３ /h

以上より，助材型ろ過装置（床ドレン処理系）を撤去しても廃棄物

処理に支障はなく，安全性に影響はない。 

５．休止設備の撤去による固体廃棄物の発生量について

休止設備の撤去により発生する廃棄物については，容器（ドラム缶

等）に収納し，固体廃棄物貯蔵庫（貯蔵容量 73,000 本(200 ドラム缶
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相当)）に貯蔵保管する。発生する廃棄物量は，ドラム缶 100 本程度

である。また，震災前 5 年間の固体廃棄物貯蔵庫の貯蔵保管量の増

加は年間 2,042 本（平成 18 年度から 1,333 本，957 本，2,263 本，

3,361 本，2,299 本発生）となっており，休止設備の撤去により発生

する廃棄物量は年間発生量の 5 %程度となる。休止設備の撤去により

発生する廃棄物量を今後の固体廃棄物貯蔵庫の貯蔵保管量の推定

（図 21）に加えても固体廃棄物貯蔵庫における貯蔵保管への影響及

び，休止設備の撤去による廃棄物処理の安全性への影響はない。 

 

以 上 
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脂

貯
蔵

タ
ン

ク
に
移

送
し
貯
蔵

 

貯
蔵

状
況
：

貯
蔵
中
 

非
助

材
型
ろ

過
装
置

か
ら
発
生

す
る

廃

ス
ラ

ッ
ジ
（

ク
ラ
ッ

ド
ス
ラ
リ

）
 

処
理

実
績
な

し
 

処
理

方
法
：

ク
ラ
ッ

ド
ス
ラ
リ

タ
ン

ク
に

移
送
し

貯
蔵
 

貯
蔵

状
況
：

貯
蔵
中
 

脱
塩

装
置
か

ら
発
生

す
る
使
用

済
粒

状

樹
脂
 

処
理

実
績
な

し
 

処
理

方
法
：

使
用
済

樹
脂
貯
蔵

タ
ン

ク
に

移
送
し
貯

蔵
 

満
杯

に
な
る

前
に
雑

固
体
廃
棄

物
焼

却
設

備
に

て
焼

却
 

貯
蔵

状
況
：

貯
蔵
中
 

助
材

型
ろ
過

装
置
か

ら
発
生
す

る
廃

ス

ラ
ッ

ジ

処
理

実
績
な

し
 

処
理

方
法
：

廃
液
・

床
ド
レ
ン

ス
ラ

ッ
ジ

貯
蔵
タ
ン

ク
に
移

送
し

貯
蔵
 

満
杯

に
な
る

前
に
雑

固
体
廃
棄

物
焼

却
設

備
に
 

て
焼

却
 

貯
蔵

状
況
：

貯
蔵
中
 

参考１
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休
止

設
備
 

処
理

対
象
廃

棄
物
 

処
理

実
績
 

現
在

の
状
況
 

助
材

型
ろ
過

装
置
 

（
機

器
ド
レ

ン
処
理

系
）
 

機
器

ド
レ
ン
 

処
理
実

績
あ

り
 

（
廃

ス
ラ
ッ

ジ
を
廃

液
ス

ラ
ッ
ジ

貯
蔵

タ
ン

ク
に
貯

蔵
）

処
理

方
法
：

非
助
材

型
ろ
過
装

置
に

て
処

理
 

処
理

状
況
：

処
理
中
 

助
材

型
ろ
過

装
置
 

（
床

ド
レ
ン

処
理
系

）
 

床
ド

レ
ン
 

処
理
実

績
あ

り
 

（
廃

ス
ラ
ッ

ジ
を
床

ド
レ

ン
ス
ラ

ッ
ジ

貯
蔵

タ
ン
ク

に
貯

蔵
）
 

処
理

方
法
：

再
生
廃

液
処
理
系

に
て

処
理
 

処
理

状
況
：

処
理
中
 

Ｒ／Ｗ撤去－19
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休
止

設
備

を
撤

去
す

る
こ

と
に

関
す

る
規

制
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

に
関

す
る

説
明

休
止

設
備

撤
去

後
の

状
態

に
お

い
て

，
次

の
各

号
に

掲
げ

る
規

則
に

定
め

ら
れ

た
要

求
事

項
を

満
足

す
る

こ
と

を
表

2
～

4
に

よ
り

確
認

し
た

。
 

・
実

用
発

電
用

原
子

炉
の

設
置

、
運

転
等

に
関

す
る

規
則

（
表

2
）

・
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

位
置

、
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

（
表

3
）

・
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

（
表

4
）

表
2
 
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

の
設

置
、

運
転

等
に

関
す

る
規

則
」

に
お

け
る

休
止

設
備

に
関

す
る

確
認

結
果

 

実
用

発
電
用

原
子
炉

の
設
置
、

運
転

等
に

関
す
る

規
則
 

休
止

設
備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果
 

（
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
廃
棄
）
 

第
九
十
条
 
法
第

四
十
三
条
の

三
の
二

十
二
第
一
項

の
規
定
に
よ

り
、
発

電
用
原
子
炉

設
置
者

は
、
発
電
用
原
子

炉
施
設
を
設

置
し
た

工
場
又
は
事

業
所
に
お
い

て
行
わ

れ
る
放
射
性

廃
棄

物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

[
第
一
号
～
第
五
号
 
省
略
] 

六
 
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
こ
と
。
 

イ
排
水
施
設
に
よ
っ
て
排
出
す
る
こ
と
。

ロ
障
害
防
止
の
効
果
を
持
っ
た
廃
液
槽
に
保
管
廃
棄
す
る
こ
と
。

・
第
六
号
は
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
る
廃
棄
を
要
求
し
て
い
る
が

，「
休
止
設
備
」
を
撤
去
し
て

も
，
代
替
の
処
理
が
な
さ
れ
る
た
め
，
要
求
を
満
足
し
て
い
る
。

・
休
止
設
備
の
撤

去
に
伴
い
東

海
第
二

設
置
許
可
申

請
書
の
次
の

記
載
に

お
け
る
下
線

部
を
削

除
す
る
変
更
を
し
て
も
，
第
六
号
ロ
の
要
求
を
満
足
し
て
い
る
。

「
濃
縮
廃
液
は
，

濃
縮
廃
液
貯

蔵
タ
ン

ク
に
貯
蔵
し

た
後
，
固
化

装
置
（

セ
メ
ン
ト
固

化
式
）

で
固

化
材
（
セ
メ

ン
ト
）
と

混
合
し
て

ド
ラ
ム
缶
内

に
固
化
し

固
体
廃
棄

物
貯
蔵
庫
に

貯
蔵

保
管

す
る
。
あ
る

い
は
，
減

容
固
化
設

備
で
乾
燥
・

造
粒
し
て

容
器
に
詰

め
減
容
固
化

体
貯

蔵
室

に
貯
蔵
す
る

か
，
貯
蔵

し
た
後
，

セ
メ
ン
ト
混

練
固
化
装

置
で
ド
ラ

ム
缶
内
に
固

化
材

（
セ
メ
ン
ト
）
と
混
練
し
て
固
化
し
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
に
貯
蔵
保
管
す
る

。」
 

参考２
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実
用

発
電
用

原
子
炉

の
設
置
、

運
転

等
に

関
す
る

規
則
 

休
止

設
備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果
 

         ハ
 
容
器
に
封
入

し
、
又
は
容

器
と
一

体
的
に
固
型

化
し
て
障
害

防
止
の

効
果
を
持
っ

た
保
管

廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す
る
こ
と
。
 

        ニ
 
障
害
防
止
の
効
果
を
持
っ
た
焼
却
設
備
に
お
い
て
焼
却
す
る
こ
と
。
 

ホ
 
障
害
防
止
の
効
果
を
持
っ
た
固
型
化
設
備
で
固
型
化
す
る
こ
と
。
 

   

「
フ

ィ
ル
タ
脱
塩

装
置
か
ら
発

生
す
る

使
用
済
樹
脂

は
使
用
済
粉

末
樹
脂

貯
蔵
タ
ン
ク

に
，
ま

た
，

非
助
材
型
ろ

過
装
置
か

ら
発
生
す

る
廃
ス
ラ
ッ

ジ
は
ク
ラ

ッ
ド
ス
ラ

リ
タ
ン
ク
に

貯
蔵

す
る

か
，
又
は
貯

蔵
し
放
射

能
を
減
衰

さ
せ
た
後
，

固
化
装
置

（
セ
メ
ン

ト
固
化
式
）

で
固

化
材

（
セ
メ
ン
ト

）
と
混
合

し
て
ド
ラ

ム
缶
内
に
固

化
し
固
体

廃
棄
物
貯

蔵
庫
に
貯
蔵

保
管

す
る

。
フ
ィ
ル
タ

脱
塩
装
置

か
ら
発
生

す
る
使
用
済

樹
脂
並
び

に
助
剤
型

ろ
過
装
置
か

ら
発

生
す

る
廃
ス
ラ
ッ

ジ
は
，
使

用
済
樹
脂

貯
蔵
タ
ン
ク

，
廃
ス
ラ

ッ
ジ
貯
蔵

タ
ン
ク
若
し

く
は

床
ド
レ
ン
ス
ラ
ッ
ジ
貯
蔵
タ
ン
ク
に
貯
蔵
す
る
か
，
又
は
貯
蔵
し
放
射
能
を
減
衰
さ
せ
た
後

，

雑
固
体
廃
棄
物
焼
却
設
備
で
焼
却
す
る
か
，
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式
）
で
固
化
材
（
セ

メ
ン
ト
）
と
混
合
し
て
ド
ラ
ム
缶
内
に
固
化
し
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
に
貯
蔵
保
管
す
る

。」
 

・
休
止
設
備
「
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式

）」
の
撤
去
に
伴
い
，
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
に
貯

蔵
保

管
せ
ず
，
第

六
号
ロ
の

要
求
を
満

足
す
る
各
タ

ン
ク
に
貯

蔵
す
る
。

こ
の
た
め
，

第
六

号
の

要
求
「
液
体

状
の
放
射

性
廃
棄
物

は
、
次
に
掲

げ
る
い
ず

れ
か
の
方

法
に
よ
り
廃

棄
す

る
こ

と
。
」
を
満
足
し

て
い
る
。
な
お
，

濃
縮
廃
液
に

つ
い
て
は
，
「
濃
縮
廃

液
貯
蔵
タ
ン
ク

に
貯

蔵
し
た
後
，

固
化
装
置

（
セ
メ
ン

ト
固
化
式
）

で
固
化
材

（
セ
メ
ン

ト
）
と
混
合

し
て

ド
ラ

ム
缶
内
に
固

化
し
固
体

廃
棄
物
貯

蔵
庫
に
貯
蔵

保
管
す
る

。
あ
る
い

は
，
減
容
固

化
設

備
で

乾
燥
・
造
粒

し
て
容
器

に
詰
め
減

容
固
化
体
貯

蔵
室
に
貯

蔵
す
る
か

，
貯
蔵
し
た

後
，

セ
メ

ン
ト
混
練
固

化
装
置
で

ド
ラ
ム
缶

内
に
固
化
材

（
セ
メ
ン

ト
）
と
混

錬
し
て
固
化

し
固

体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
に
貯
蔵
保
管
す
る

。」
こ
と
か
ら
，
下
線
部
の
休
止
設
備
「
固
化
装
置
（
セ

メ
ン
ト
固
化
式

）」
を
撤
去
し
て
も
，
第
六
号
ハ
の
要
求
を
満
足
し
て
い
る
。
 

 ・
濃
縮
廃
液
に
つ
い
て
は
，「

濃
縮
廃
液
貯
蔵
タ
ン
ク
に
貯
蔵
し
た
後
，
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト

固
化

式
）
で
固
化

材
（
セ
メ

ン
ト
）
と

混
合
し
て
ド

ラ
ム
缶
内

に
固
化
し

固
体
廃
棄
物

貯
蔵

庫
に

貯
蔵
保
管
す

る
。
あ
る

い
は
，
減

容
固
化
設
備

で
乾
燥
・

造
粒
し
て

容
器
に
詰
め

減
容

固
化

体
貯
蔵
室
に

貯
蔵
す
る

か
，
貯
蔵

し
た
後
，
セ

メ
ン
ト
混

練
固
化
装

置
で
ド
ラ
ム

缶
内
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実
用

発
電
用

原
子
炉

の
設
置
、

運
転

等
に

関
す
る

規
則
 

休
止

設
備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果
 

七
 
前
号
イ
の
方

法
に
よ
り
廃

棄
す
る

場
合
は
、
排

水
施
設
に
お

い
て
、

ろ
過
、
蒸
発

、
イ
オ

ン
交
換
樹
脂
法
等

に
よ
る
吸
着

、
放
射

能
の
時
間
に

よ
る
減
衰
、

多
量
の

水
に
よ
る
希

釈
等

の
方
法
に
よ
っ
て

排
水
中
の
放

射
性
物

質
の
濃
度
を

で
き
る
だ
け

低
下
さ

せ
る
こ
と
。

こ
の

場
合
、
排
水
口
又

は
排
水
監
視

設
備
に

お
い
て
排
水

中
の
放
射
性

物
質
の

濃
度
を
監
視

す
る

こ
と
に
よ
り
、
周

辺
監
視
区
域

の
外
側

の
境
界
に
お

け
る
水
中
の

放
射
性

物
質
の
濃
度

が
原

子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
濃
度
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
 

八
 
第
六
号
ロ
の

方
法
に
よ
り

廃
棄
す

る
場
合
に
お

い
て
、
当
該

保
管
廃

棄
さ
れ
た
放

射
性
廃

棄
物
の
崩
壊
熱
等

に
よ
り
著
し

い
過
熱

が
生
じ
る
お

そ
れ
が
あ
る

と
き
は

、
冷
却
に
つ

い
て

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
 

九
 
第
六
号
ハ
の

方
法
に
よ
り

廃
棄
す

る
場
合
に
お

い
て
、
放
射

性
廃
棄

物
を
容
器
に

封
入
し

て
行
う
と
き
は
、
当
該
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

イ
水
が
浸
透
し

に
く
く
、
腐

食
に
耐

え
、
か
つ
、

放
射
性
廃
棄

物
が
漏

れ
に
く
い
構

造
で
あ

る
こ
と
。
 

ロ
き
裂
又
は
破
損
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
容
器
の
ふ
た
が
容
易
に
外
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
 
第
六
号
ハ
の

方
法
に
よ
り

廃
棄
す

る
場
合
に
お

い
て
、
放
射

性
廃
棄

物
を
容
器
と

一
体
的

に
固
型
化
し
て
行

う
と
き
は
、

固
型
化

し
た
放
射
性

廃
棄
物
と
一

体
化
し

た
容
器
が
放

射
性

廃
棄
物
の
飛
散
又
は
漏
れ
を
防
止
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

十
一
 
第
六
号
ハ

の
方
法
に
よ

り
廃
棄

す
る
場
合
に

お
い
て
、
放

射
性
廃

棄
物
を
障
害

防
止
の

効
果
を
持
っ
た
保
管
廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す
る
と
き
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。
 

に
固
化
材
（
セ
メ
ン
ト
）
と
混
練
し
て
固
化
し
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
に
貯
蔵
保
管
す
る

。」
た

め
，
代
替
設
備
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
第
六
号
ホ
の
要
求
を
満
足
し
て
い
る
。
 

・
第

六
号
の
要
求

「
液
体
状
の

放
射
性

廃
棄
物
は
、

次
に
掲
げ
る

い
ず
れ

か
の
方
法
に

よ
り
廃

棄
す
る
こ
と

。 」
を
満
足
し
て
い
る
。

・
第
七
号
は
，
排
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
の
処
理
を
要
求
し
て
い
る

。

休
止
設
備
の
「
助
剤
型
ろ
過
装
置
」（

機
器
ド
レ
ン
処
理
系
及
び
床
ド
レ
ン
処
理
系
）
の
撤
去

に
伴

い
，
こ
の
設

備
に
係
る
記

載
を
削

除
す
る
変
更

に
伴
い
，
「
非
助
材
型

ろ
過
装
置
」
（
機

器
ド
レ
ン
処
理
系
）
及
び
「
再
生
廃
液
処
理
系

」（
床
ド
レ
ン
処
理
系
）
の
設
計
を
変
更
せ
ず

，

代
替
す
る
こ
と
か
ら
，
要
求
を
満
足
し
て
い
る
。
 

・
液

体
状
の
放
射

性
廃
棄
物
及

び
固
体

状
の
放
射
性

廃
棄
物
に
お

い
て
，

著
し
い
過
熱

が
生
じ

る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
か
ら
，
第
八
号
の
要
求
は
該
当
し
な
い
。

・
第
九
号
は
濃
縮

廃
液
タ
ン
ク

に
貯
蔵

し
た
濃
縮
廃

液
の
処
理
（

セ
メ
ン

ト
混
錬
固
化

装
置
に

よ
る
固
化
）
時
の
容
器
に
対
す
る
要
求
と
な
っ
て
お
り
，
従
前
か
ら
の
ド
ラ
ム
缶
に
収
納
し

，

廃
棄
す
る
設
計
を
変
更
し
な
い
た
め
，
要
求
を
満
足
し
て
い
る
。

・
第
十
号
の
要
求

の
対
象
と
す

る
廃
棄

は
，
ド
ラ
ム

缶
内
に
固
型

化
処
理

す
る
こ
と
で

あ
り
，

従
前
か
ら
の
固
型
化
処
理
を
変
更
し
な
い
た
め
，
要
求
を
満
足
し
て
い
る
。

・
第
十
一
号
の
要

求
の
対
象
と

す
る
保

管
廃
棄
は
，

固
体
廃
棄
物

貯
蔵
庫

へ
の
貯
蔵
保

管
の
こ

と
で
あ
り
，
従
前
か
ら
の
貯
蔵
保
管
を
変
更
し
な
い
た
め
，
要
求
を
満
足
し
て
い
る
。
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実
用

発
電
用

原
子
炉

の
設
置
、

運
転

等
に

関
す
る

規
則
 

休
止

設
備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果
 

イ
 
放
射
性
廃
棄

物
を
容
器
に

封
入
し

て
保
管
廃
棄

す
る
場
合
は

、
封
入

さ
れ
た
放
射

性
廃
棄

物
の
全
部
を
吸
収

で
き
る
材
料

で
当
該

容
器
を
包
む

こ
と
、
封
入

さ
れ
た

放
射
性
廃
棄

物
の

全
部
を
収
容
で
き

る
受
皿
を
設

け
る
こ

と
等
当
該
容

器
に
き
裂
又

は
破
損

が
生
じ
た
場

合
の

汚
染
の
広
が
り
の
防
止
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
 

ロ
 
当
該
保
管
廃

棄
さ
れ
た
放

射
性
廃

棄
物
の
崩
壊

熱
等
に
よ
り

著
し
い

過
熱
が
生
じ

る
お
そ

れ
の
あ
る
場
合
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
 

ハ
 
放
射
性
廃
棄
物
を
封
入
し
、
又
は
固
型
化
し
た
放
射
性
廃
棄
物
と
一
体
化
し
た
容
器
に
は

、

放
射
性
廃
棄
物
を

示
す
標
識
を

付
け
、

か
つ
、
当
該

放
射
性
廃
棄

物
に
関

し
て
第
六
十

七
条

の
規
定
に
基
づ
き
記
録
さ
れ
た
内
容
と
照
合
で
き
る
よ
う
な
整
理
番
号
を
表
示
す
る
こ
と
。
 

ニ
 
当
該
保
管
廃

棄
施
設
に
は

、
そ
の

目
に
つ
き
や

す
い
場
所
に

管
理
上

の
注
意
事
項

を
掲
示

す
る
こ
と
。
 

十
二
 
固
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
こ
と

。 

イ
 
障
害
防
止
の
効
果
を
持
っ
た
焼
却
設
備
に
お
い
て
焼
却
す
る
こ
と
。
 

ロ
 
容
器
に
封
入

し
、
又
は
容

器
と
一

体
的
に
固
型

化
し
て
障
害

防
止
の

効
果
を
持
っ

た
保
管

廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す
る
こ
と
。
 

ハ
 
ロ
の
方
法
に

よ
り
廃
棄
す

る
こ
と

が
著
し
く
困

難
な
大
型
機

械
等
の

放
射
性
廃
棄

物
又
は

放
射
能
の
時
間
に

よ
る
減
衰
を

必
要
と

す
る
放
射
性

廃
棄
物
に
つ

い
て
は

、
障
害
防
止

の
効

果
を
持
っ
た
保
管
廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す
る
こ
と
。
 

十
三
 
前
号
ロ
に

規
定
す
る
方

法
に
よ

り
廃
棄
す
る

場
合
に
お
い

て
、
放

射
性
廃
棄
物

を
容
器

に
封
入
し
て
行
う
と
き
は
、
第
九
号
及
び
第
十
一
号
（
イ
を
除
く
。）

に
規
定
す
る
例
に
よ
る

こ
と
。
 

十
四
 
第
十
二
号

ロ
に
規
定
す

る
方
法

に
よ
り
廃
棄

す
る
場
合
に

お
い
て

放
射
性
廃
棄

物
を
容

器
と
一
体
的
に
固
型
化
し
て
行
う
と
き
は
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
（
イ
を
除
く
。）

に
規
定

す
る
例
に
よ
る
こ
と
。
 

           ・
第

十
二
号
の
要

求
の
対
象
と

な
る
固

体
状
の
放
射

性
廃
棄
物
は

，
使
用

済
樹
脂
貯
蔵

タ
ン
ク

に
貯

蔵
し
た
使
用

済
粒
状
樹

脂
，
廃
液

ス
ラ
ッ
ジ
貯

蔵
タ
ン
ク

に
貯
蔵
し

た
廃
ス
ラ
ッ

ジ
及

び
床

ド
レ
ン
ス
ラ

ッ
ジ
貯
蔵

タ
ン
ク
に

貯
蔵
し
た
廃

ス
ラ
ッ
ジ

で
あ
り
，

従
前
か
ら
の

変
更

を
し
て
い
な
い
た
め
，
要
求
を
満
足
し
て
い
る
。
 

・
第

十
二
号
ハ
の

要
求
に
該
当

す
る
保

管
廃
棄
は
な

い
こ
と
か
ら

，
適
合

性
の
確
認
を

要
し
な

い
。
 

 ・
第

十
三
号
が
要

求
す
る
廃
棄

と
は
，

固
体
状
の
放

射
性
廃
棄
物

の
廃
棄

に
係
る
要
求

内
容
で

あ
り
，
第
九
号
及
び
第
十
一
号
（
イ
を
除
く

。）
の
要
求
に
対
応
す
る
運
用
と
同
じ
で
あ
る
た

め
，
要
求
を
満
足
し
て
い
る
。
 

・
第

十
四
号
が
要

求
す
る
廃
棄

と
は
，

固
体
状
の
放

射
性
廃
棄
物

の
固
型

化
に
係
る
要

求
内
容

で
あ
り
，
第
九
号
及
び
第
十
一
号
（
イ
を
除
く
。）

の
要
求
に
対
応
す
る
運
用
と
同
じ
で
あ
る

た
め
，
要
求
を
満
足
し
て
い
る
。
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実
用

発
電
用

原
子
炉

の
設
置
、

運
転

等
に

関
す
る

規
則
 

休
止

設
備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果
 

十
五
 
第
十
二
号

ハ
に
規
定
す

る
方
法

に
よ
り
廃
棄

す
る
場
合
に

は
、
第

十
一
号
ロ
及

び
ニ
に

規
定
す
る
例
に
よ
る
こ
と
。
 

・
休

止
設
備
撤
去

に
関
す
る
適

合
性
の

確
認
に
お
い

て
，
第
十
二

号
ハ
の

要
求
に
該
当

す
る
保

管
廃
棄
は
な
い
こ
と
か
ら
，
第
十
五
号
へ
の
適
合
性
確
認
を
要
し
な
い
。

表
3
 
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
位

置
、

構
造

及
び

設
備

の
基

準
に

関
す

る
規

則
」

に
お

け
る

休
止

設
備

に
関

す
る

確
認

結
果

 

実
用

発
電
用

原
子
炉

及
び
そ
の

附
属

施
設

の
位
置

、
構

造
及

び
設

備
の

基
準
に

関
す

る
規
則
 

休
止

設
備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果
 

（
放
射
性
廃
棄
物
の
処
理
施
設
）
 

第
二
十
七
条
 
工
場
等
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
通
常
運
転
時
に
お
い
て
放
射
性

廃
棄
物
（
実
用
炉
規
則
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
放
射
性
廃
棄
物
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）

を
処
理
す
る
施
設
（
安
全
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。）

を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
周
辺
監
視
区
域
の
外
の
空
気
中
及
び
周
辺
監
視
区
域
の
境
界
に
お
け
る
水
中
の
放
射
性
物

質
の
濃
度
を
十
分
に
低
減
で
き
る
よ
う
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
発
生
す
る
放
射
性

廃
棄
物
を
処
理
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 

二
 
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
放
射
性
物
質
を
処
理
す
る

施
設
か
ら
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
し
、
及
び
工
場
等
外
へ
液

体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 

・
機
器
ド
レ
ン
廃
液
の
処
理

 
機
器
ド
レ
ン
廃
液
に
関
し
て
は
，
次
の

2
種
類
の
処
理
(
a)
及
び
(
b
)に

つ
い
て
許
可
さ

れ
て
い
る
。
今
回

，
助
材
型
ろ
過
装
置
（
図

3
参
照

）
を
撤
去
す
る
た
め
，
(b
)に

示
す
処

理
を
削
除
す
る
が
，
(
a)
に
示
す
処
理
が
可
能
で
あ
る
た
め
，
第
一
号
の
基
準
へ
の
適
合
性

に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
ま
た
，
(b
)
に
示
す
助
材
型
ろ
過
装
置
を
設
置
し
た
区
画
内
に
お

い
て
，
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
処
理
し
な
い
た
め
，
漏
え
い
防
止
に
係
る
設
備
（
漏

え
い
検
出
器
及
び
設
備
周
辺
の
堰
）
を
撤
去
す
る
と
と
も
に

，
助
材
型
ろ
過
装
置
と
接
続

し
た
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
移
送
配
管
は
，
切
断
撤
去
（
必
要
に
応
じ
て
部
分
的
に

切
断
撤
去
）
及
び
開
口
部
を
閉
止
す
る
。
な
お
，
(a
)に

示
す
処
理
に
お
け
る
漏
え
い
防
止

に
係
る
設
備
（
漏
え
い
検
出
器
，
独
立
し
た
区
画
内
で
の
設
置
，
設
備
周
辺
の
堰
等
）
の

設
計
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
た
め

，
第
二
号
の
基
準
へ
の
適
合
性
に
影
響
を
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実
用

発
電
用

原
子
炉

及
び
そ
の

附
属

施
設

の
位
置

、
構

造
及

び
設

備
の

基
準
に

関
す

る
規
則
 

休
止

設
備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果
 

                    三
 
固
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
放
射
性
廃
棄
物
を
処
理
す

る
過
程
に
お
い
て
放
射
性
物
質
が
散
逸
し
難
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
 

 

及
ぼ
さ
な
い
。
 

(
a
) 

電
磁
ろ
過

機
及

び
超

ろ
過
機
（

透
過

膜
式

）
か
ら

な
る

非
助
剤
型

ろ
過

装
置

（
二
十
七
条
設
備
）
で
処
理
す
る
。
 

(
b
) 
助
材
型
ろ
過
装
置
（
二
十
七
条
設
備
）
で
処
理
す
る
。
 

・
床
ド
レ
ン
廃
液
の
処
理
 

 
 
床
ド
レ
ン
廃
液
に
関
し
て
は
，
次
の

2
種
類
の
処
理
(
a)
及
び

(b
)
に
つ
い
て
許
可
さ
れ

て
い
る
。
今
回

，
助
材
型
ろ
過
装
置
（
図

4
参
照

）
を
撤
去
す
る
た
め
，
(b
)に

示
す
処
理

を
削
除
す
る
が
，
(
a)
に
示
す
処
理
が
可
能
で
あ
る
た
め
，
第
一
号
の
基
準
へ
の
適
合
性
に

影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
ま
た
，
(b
)に

示
す
助
材
型
ろ
過
装
置
を
設
置
し
た
区
画
内
に
お
い

て
，
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
処
理
し
な
い
た
め
，
漏
え
い
防
止
に
係
る
設
備
（
漏
え

い
検
出
器
及
び
設
備
周
辺
の
堰
）
を
撤
去
す
る
と
と
も
に
，
助
材
型
ろ
過
装
置
と
接
続
さ

れ
た
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
移
送
配
管
は
，
切
断
撤
去
（
必
要
に
応
じ
て
部
分
的
に

切
断
撤
去
）
及
び
開
口
部
を
閉
止
す
る
。
な
お
，
(a
)に

示
す
処
理
に
お
け
る
漏
え
い
防
止

に
係
る
設
備
（
漏
え
い
検
出
器
，
独
立
し
た
区
画
内
で
の
設
置
，
設
備
周
辺
の
堰
等
）
の

設
計
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
た
め

，
第
二
号
の
基
準
へ
の
適
合
性
に
影
響
を

及
ぼ
さ
な
い
。
 

(
a
) 
再
生
廃
液
処
理
系
（
二
十
七
条
設
備
）
に
移
送
し
て
，
濃
縮
処
理
す
る
（
図

4
，

9
及
び

10
参
照
）。

 

(
b
) 
助
材
型
ろ
過
装
置
（
二
十
七
条
設
備
）
で
処
理
す
る
。
 

 ・
液
体
廃
棄
物
処
理
系
か
ら
発
生
す
る
濃
縮
廃
液
 

 
 
濃
縮
廃
液
に
関
し
て
は
，
次
の
２
種
類
の
取
扱
い

(a
)及

び
(
b)
に
つ
い
て
許
可
さ
れ
て

い
る
。
今
回
，
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式

）（
図

2，
6
-1
，
6
-2

及
び

6
-3

参
照
）
を
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実
用

発
電
用

原
子
炉

及
び
そ
の

附
属

施
設

の
位
置

、
構

造
及

び
設

備
の

基
準
に

関
す

る
規
則
 

休
止

設
備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果
 

撤
去
す
る
た
め
，
(
b)
に
示
す
処
理
・
貯
蔵
保
管
を
削
除
す
る
が
，
(a
)に

示
す
処
理
・
貯

蔵
保
管
が
可
能
で
あ
る
た
め
，
第
一
号
及
び
第
三
号
の
基
準
へ
の
適
合
性
に
影
響
を
及
ぼ

さ
な
い
。
ま
た

，
(
b)
に
示
す
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式

）
を
設
置
し
た
区
画
内
に
お

い
て
，
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
処
理
し
な
い
た
め
，
漏
え
い
防
止
に
係
る
設
備
（
漏

え
い
検
出
器
及
び
設
備
周
辺
の
堰
）
を
撤
去
す
る
と
と
も
に
，
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固

化
式
）
と
接
続
さ
れ
た
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
移
送
配
管
は
，
切
断
撤
去
（
必
要
に

応
じ
て
部
分
的
に
切
断
撤
去
）
及
び
開
口
部
を
閉
止
す
る
。
な
お
，
(a
)
に
示
す
処
理
に
お

け
る
漏
え
い
防
止
に
係
る
設
備
（
漏
え
い
検
出
器
，
独
立
し
た
区
画
内
で
の
設
置
，
設
備

周
辺
の
堰
等
）
の
設
計
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
，
第
二
号
の
基
準
へ
の

適
合
性
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
 

(
a
)

濃
縮
廃
液

貯
蔵

タ
ン

ク
で
放
射

能
を

減
衰

さ
せ
た

後
，

減
容
固
化

設
備

で
，

乾
燥
・
造
粒
後
，
容
器
に
詰
め
て
減
容
固
化
体
貯
蔵
室
に
貯
蔵
す
る
か
，
貯
蔵
し

た
後
，
セ
メ
ン
ト
混
練
固
化
装
置
で
ド
ラ
ム
缶
内
に
固
化
材
（
セ
メ
ン
ト
）
と
混

練
し
て
固
化
し
保
管
廃
棄
施
設
（
以
下
「
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
」
と
い
う

。）
に

貯
蔵
保
管
す
る

。（
二
十
七
条
，
二
十
八
条
設
備
）
 

(
b
)

濃
縮
廃
液

貯
蔵

タ
ン

ク
で
放
射

能
を

減
衰

さ
せ
た

後
，

固
化
装
置

（
セ

メ
ン

ト
固
化
式
）
で
固
化
材
（
セ
メ
ン
ト
）
と
混
合
し
て
ド
ラ
ム
缶
内
に
固
化
し
固
体

廃
棄
物
貯
蔵
庫
に
貯
蔵
保
管
す
る

。（
二
十
七
条
，
二
十
八
条
設
備
）
 

・
使
用
済
樹
脂
（
粉
末
，
粒
状
）

①
原
子
炉

冷
却
材
浄
化

系
及
び

燃
料
プ
ー
ル

冷
却
浄
化

系
フ
ィ
ル

タ
脱
塩
装
置

か
ら
発

生
す

る
使
用
済

粉
末
樹
脂

に
関
し
て
は

，
次
の
２

種
類
の
取

扱
い
(
a
)及

び
(b
)に

つ
い

て
許

可
さ
れ
て

い
る
。
今
回

，
固
化
装

置
（
セ
メ

ン
ト
固
化
式

）
を
撤
去
す
る
た
め
，

Ｒ／Ｗ撤去－26
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実
用

発
電
用

原
子
炉

及
び
そ
の

附
属

施
設

の
位
置

、
構

造
及

び
設

備
の

基
準
に

関
す

る
規
則
 

休
止

設
備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果
 

                       

(
b
)に

示
す
処
理
・
貯
蔵
保
管
を
削
除
す
る
こ
と
か
ら
，
二
十
七
条
に
て
対
象
と
す
る
設

備
は

な
く
な
る

。
ま
た
，
二

十
八
条
対

象
施
設
で

あ
る
使
用
済

粉
末
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク

に
貯
蔵
す
る
た
め
使
用
済
粉
末
樹
脂
の
取
扱
い
に
問
題
は
な
い
。
ま
た
，
(
b)
に
示
す
固

化
装

置
（
セ
メ

ン
ト
固
化
式

）
を
設
置

し
た
区
画

内
に
お
い
て

，
液
体
状
の
放
射
性
廃

棄
物

を
処
理
し

な
い
た
め
，

漏
え
い
防

止
に
係
る

設
備
（
漏
え

い
検
出
器
及
び
設
備
周

辺
の

堰
）
を
撤

去
す
る
と
と

も
に
，
固

化
装
置
（

セ
メ
ン
ト
固

化
式
）
と
接
続
さ
れ
た

液
体

状
の
放
射

性
廃
棄
物
の

移
送
配
管

は
，
切
断

撤
去
（
必
要

に
応
じ
て
部
分
的
に
切

断
撤
去
）
及
び
開
口
部
を
閉
止
す
る
。
 

(
a
) 
使
用
済
粉
末
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
に
貯
蔵
す
る

。（
二
十
八
条
設
備
）
 

(
b
) 

使
用

済
粉
末

樹
脂
貯

蔵
タ
ン
ク

に
貯
蔵

し
放
射

能
を
減

衰
さ
せ
た

後
，
固
化

装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式

）
で
固
化
材
（
セ
メ
ン
ト

）
と
混
合
し
て
ド
ラ
ム
缶
内

に
固
化
し
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
に
貯
蔵
保
管
す
る

。（
二
十
七
条
，
二
十
八
条
設

備
）
 

 
  

②
 
復
水
脱

塩
装
置
及
び

液
体
廃

棄
物
処
理
系

脱
塩
装
置

か
ら
発
生

す
る
使
用
済

粒
状
樹

脂
に
関
し
て
は
，
次
の
３
種
類
の
取
扱
い

(a
)，

(b
)及

び
(
c)
に
つ
い
て
許
可
さ
れ
て
い

る
。
今
回
，
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式
）
を
撤
去
す
る
た
め
，
(c
)に

示
す
処
理
・

貯
蔵
保
管
を
削
除
す
る
が
，
(
b)
に
示
す
処
理
が
可
能
で
あ
り
，
第
一
号
及
び
第
三
号
の

基
準
へ
の
適
合
性
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
ま
た
，
(
c)
に
示
す
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト

固
化

式
）
を
設

置
し
た
区
画

内
に
お
い

て
，
液
体

状
の
放
射
性

廃
棄
物
を
処
理
し
な
い

た
め

，
漏
え
い

防
止
に
係
る

設
備
（
漏

え
い
検
出

器
及
び
設
備

周
辺
の
堰
）
を
撤
去
す

る
と

と
も
に
，

固
化
装
置
（

セ
メ
ン
ト

固
化
式
）

と
接
続
さ
れ

た
液
体
状
の
放
射
性
廃

棄
物

の
移
送
配

管
は
，
切
断

撤
去
（
必

要
に
応
じ

て
部
分
的
に

切
断
撤
去
）
及
び
開
口

部
を
閉
止
す
る
。
な
お
，
(
b)
に
示
す
処
理
に
お
け
る
漏
え
い
防
止
に
係
る
設
備
（
漏
え

Ｒ／Ｗ撤去－27
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実
用

発
電
用

原
子
炉

及
び
そ
の

附
属

施
設

の
位
置

、
構

造
及

び
設

備
の

基
準
に

関
す

る
規
則
 

休
止

設
備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果
 

                       

い
検

出
器
，
独

立
し
た
区
画

内
で
の
設

置
，
設
備

周
辺
の
堰
等

）
の
設
計
を
変
更
す
る

も
の
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
，
第
二
号
の
基
準
へ
の
適
合
性
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
 

(
a
) 
使
用
済
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
に
貯
蔵
す
る

。（
二
十
八
条
設
備
）
 

(
b
) 

使
用
済

樹
脂

貯
蔵

タ
ン

ク
に
貯

蔵
し

放
射

能
を

減
衰

さ
せ

た
後
，

雑
固

体
廃

棄
物
焼
却
設
備
で
焼
却
す
る

。（
二
十
七
条
，
二
十
八
条
設
備
）
 

(
c
) 
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式
）
で
固
化
材
（
セ
メ
ン
ト
）
と
混
合
し
て
ド
ラ

ム
缶
内
に
固
化
し
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
に
貯
蔵
保
管
す
る

。（
二
十
七
条
，
二

十
八
条
設
備
）
 

・
廃
ス
ラ
ッ
ジ
 

①
 
非
助
材
型
ろ
過
装
置
か
ら
発
生
す
る
廃
ス
ラ
ッ
ジ
に
関
し
て
は
，
次
の
２
種
類
の
取

扱
い

(a
)及

び
(
b)
に
つ
い
て
許
可
さ
れ
て
い
る
。
今
回
，
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化

式
）
を
撤
去
す
る
た
め
，
(b
)に

示
す
処
理
・
貯
蔵
保
管
を
削
除
す
る
こ
と
か
ら
，
二
十

七
条
に
て
対
象
と
す
る
設
備
は
な
く
な
る
。
な
お
，
非
助
材
型
ろ
過
装
置
か
ら
発
生
す

る
廃
ス
ラ
ッ
ジ
の
取
扱
い
に
問
題
は
な
い
。
ま
た
，
(b
)に

示
す
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト

固
化
式
）
を
設
置
し
た
区
画
内
に
お
い
て
，
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
処
理
し
な
い

た
め
，
漏
え
い
防
止
に
係
る
設
備
（
漏
え
い
検
出
器
及
び
設
備
周
辺
の
堰
）
を
撤
去
す

る
と
と
も
に
，
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式
）
と
接
続
さ
れ
た
液
体
状
の
放
射
性
廃

棄
物
の
移
送
配
管
は
，
切
断
撤
去
（
必
要
に
応
じ
て
部
分
的
に
切
断
撤
去
）
及
び
開
口

部
を
閉
止
す
る
。
 

(
a
) 
ク
ラ
ッ
ド
ス
ラ
リ
タ
ン
ク
に
貯
蔵
す
る

。（
二
十
八
条
設
備
）
 

(
b
) 
ク
ラ
ッ
ド
ス
ラ
リ
タ
ン
ク
に
貯
蔵
し
放
射
能
を
減
衰
さ
せ
た
後
，
固
化
装
置

（
セ
メ
ン
ト
固
化
式
）
で
固
化
材
（
セ
メ
ン
ト
）
と
混
合
し
て
ド
ラ
ム
缶
内

に
固
化
し
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
に
貯
蔵
保
管
す
る

。（
二
十
七
条
，
二
十
八
条

Ｒ／Ｗ撤去－28
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実
用

発
電
用

原
子
炉

及
び
そ
の

附
属

施
設

の
位
置

、
構

造
及

び
設

備
の

基
準
に

関
す

る
規
則
 

休
止

設
備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果
 

                       

設
備
）
 

②
 
助
材
型
ろ
過
装
置
（
機
器
ド
レ
ン
処
理
系

）（
図

3，
 
5
及
び

6-
3
参
照
）
か
ら
発

生
す

る
廃
ス

ラ
ッ
ジ

に
関
し

て
は
，

次
の

３
種

類
の
取

扱
い

(a
)
，

(b
)
及

び
(c
)
に

つ

い
て
許
可
さ
れ
て
い
る
。
今
回
，
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式
）
を
撤
去
す
る
た
め

，

(
c
)に

示
す
処
理
・
貯
蔵
保
管
を
削
除
す
る
が
，
(b
)に

示
す
処
理
が
可
能
で
あ
り
，
第

一
号

及
び
第

三
号

の
基
準

へ
の
適
合

性
に

影
響

を
及

ぼ
さ
な

い
。
ま
た

，
(c
)
に

示
す

固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式
）
を
設
置
し
た
区
画
内
に
お
い
て
，
液
体
状
の
放
射
性

廃
棄
物
を
処
理
し
な
い
た
め
，
漏
え
い
防
止
に
係
る
設
備
（
漏
え
い
検
出
器
及
び
設
備

周
辺
の
堰
）
を
撤
去
す
る
と
と
も
に
，
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式
）
と
接
続
さ
れ

た
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
移
送
配
管
は
，
切
断
撤
去
（
必
要
に
応
じ
て
部
分
的
に

切
断
撤
去
）
及
び
開
口
部
を
閉
止
す
る
。
な
お
，
(b
)に

示
す
処
理
に
お
け
る
漏
え
い
防

止
に
係
る
設
備
（
漏
え
い
検
出
器
，
独
立
し
た
区
画
内
で
の
設
置
，
設
備
周
辺
の
堰
等

）

の
設
計
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
，
第
二
号
の
基
準
へ
の
適
合
性
に
影

響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
 

(
a
) 
廃
液
ス
ラ
ッ
ジ
貯
蔵
タ
ン
ク
に
貯
蔵
す
る

。（
二
十
八
条
設
備
）
 

(
b
) 

廃
液

ス
ラ
ッ

ジ
貯
蔵

タ
ン
ク
に

貯
蔵
し

放
射
能

を
減
衰

さ
せ
た
後

，
雑
固
体

廃
棄
物
焼
却
設
備
で
焼
却
す
る

。（
二
十
七
条
，
二
十
八
条
設
備
）
 

(
c
) 
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式
）
で
固
化
材
（

セ
メ
ン
ト
）
と
混
合
し
て
ド
ラ

ム
缶
内
に
固
化
し
，
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
に
貯
蔵
保
管
す
る

。（
二
十
七
条
，
二

十
八
条
設
備
）
 

③
 
助
材
型
ろ
過
装
置
（
床
ド
レ
ン
処
理
系

）（
図

4，
5
及
び

6-
3
参
照
）
か
ら
発
生
す

る
廃

ス
ラ
ッ

ジ
に
関

し
て
は

，
次
の

３
種

類
の

取
扱
い

(a
)
，

(b
)
及
び

(
c)
に

つ
い

て

許
可
さ
れ
て
い
る
。
今
回
，
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式
）
を
撤
去
す
る
た
め
，
(
c)

Ｒ／Ｗ撤去－29
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実
用

発
電
用

原
子
炉

及
び
そ
の

附
属

施
設

の
位
置

、
構

造
及

び
設

備
の

基
準
に

関
す

る
規
則
 

休
止

設
備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果
 

（
放
射
性
廃
棄
物
の
貯
蔵
施
設
）
 

第
二
十
八
条
 
工
場
等
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
お
い
て

発
生
す
る
放
射
性
廃
棄
物
を
貯
蔵
す
る
施
設
（
安
全
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る

。）
を
設
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
放
射
性
廃
棄
物
が
漏
え
い
し
難
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
 

二
 
固
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
貯
蔵
す
る
設
備
を
設
け
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
放
射
性
廃
棄

物
に
よ
る
汚
染
が
広
が
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
 

に
示
す
処
理
・
貯
蔵
保
管
を
削
除
す
る
が
，
(
b)
に
示
す
処
理
が
可
能
で
あ
り
，
第
一
号

及
び
第
三
号
の
基
準
へ
の
適
合
性
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
ま
た
，
固
化
装
置
（
セ
メ

ン
ト
固
化
式
）
を
撤
去
す
る
が
，
漏
え
い
防
止
に
係
る
設
備
（
漏
え
い
検
出
器
，
独
立

し
た
区
画
内
で
の
設
置
，
設
備
周
辺
の
堰
等
）
の
設
計
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
く
，

固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式
）
と
接
続
さ
れ
た
廃
ス
ラ
ッ
ジ
の
移
送
配
管
は
，
切
断

撤
去
（
必
要
に
応
じ
て
部
分
的
に
切
断
撤
去
）
及
び
開
口
部
を
閉
止
す
る
た
め
，
第
二

号
の
基
準
へ
の
適
合
性
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
 

(
a
)
床
ド
レ
ン
ス
ラ
ッ
ジ
貯
蔵
タ
ン
ク
に
貯
蔵
す
る

。（
二
十
八
条
設
備
）

(
b
)

床
ド

レ
ン
ス

ラ
ッ
ジ

貯
蔵
タ
ン

ク
に
貯

蔵
し
放

射
能
を

減
衰
さ
せ

た
後
，
雑

固
体
廃
棄
物
焼
却
設
備
で
焼
却
す
る

。（
二
十
七
条
，
二
十
八
条
設
備
）
 

(
c
)
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式
）
で
固
化
材
（

セ
メ
ン
ト
）
と
混
合
し
て
ド
ラ

ム
缶
内
に
固
化
し
，
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
に
貯
蔵
保
管
す
る

。（
二
十
七
条
，
二
十

八
条
設
備
）
 

・
使
用
済
粉
末
樹
脂
及
び
非
助
材
型
ろ
過
装
置
か
ら
の
廃
ス
ラ
ッ
ジ
は
，
今
後
も
以
下
に
示
す

各
タ
ン
ク
に
貯
蔵
し
，
設
計
を
変
更
し
な
い
た
め
，
第
一
号
及
び
二
号
の
基
準
へ
の
適
合
性

に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。

使
用
済
粉
末
樹
脂
：
使
用
済
粉
末
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
（
二
十
八
条
設
備
）

非
助
材
型
ろ
過
装
置
か
ら
の
廃
ス
ラ
ッ
ジ
：
ク
ラ
ッ
ド
ス
ラ
リ
タ
ン
ク
（
二
十
八
条
設
備
）

・
基
準
の
解
釈
に
よ
り
，
本
条
に
お
け
る
貯
蔵
は
，「

将
来
的
に
発
電
用
原
子
炉
施
設
か
ら
発

生
す
る
放
射
性
固
体
廃
棄
物
の
発
生
量
及
び
搬
出
量
を
考
慮
し
て
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
貯

蔵
及
び
管
理
で
き
る
こ
と
」
と
し
て
い
る
。
撤
去
し
た
設
備
は
，
ド
ラ
ム
缶
等
の
容
器
に
収

納
す
る
こ
と
か
ら
放
射
性
物
質
が
漏
え
い
し
難
く
，
且
つ
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
が
広
が
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実
用

発
電
用

原
子
炉

及
び
そ
の

附
属

施
設

の
位
置

、
構

造
及

び
設

備
の

基
準
に

関
す

る
規
則
 

休
止

設
備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果
 

    

ら
な
い
。
ま
た
，
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
を
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
に
貯
蔵
保
管
し
て
も
，
貯
蔵
容

量
以
下
に
管
理
で
き
る
こ
と
か
ら
，
第
一
号
及
び
二
号
の
基
準
へ
の
適
合
性
に
影
響
を
及
ぼ

さ
な
い
。
 

 
 
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
Ａ
（
東
海
発
電
所
と
共
用
）
 

 
 
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
Ｂ
（
東
海
発
電
所
と
共
用
）
 

  表
4
「

実
用

発
電
用

原
子
炉
及

び
そ

の
附

属
施
設

の
技
術
基

準
に

関
す

る
規
則

」
に
お
け

る
休

止
設

備
に
関

す
る
確
認

結
果
 

実
用

発
電
用

原
子
炉

及
び
そ
の

附
属

施
設

の
技
術

基
準
に
関

す
る

規
則
 

休
止

設
備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果
 

（
廃
棄
物
処
理
設
備
等
）
 

第
三
十
九
条
 
工

場
等
に
は
、

次
に
定

め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
放
射

性
廃
棄

物
を
処
理
す

る
設
備

（
排
気
筒
を
含
み
、
次
条
及
び
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く

。）
を
施
設
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
周
辺
監
視
区

域
の
外
の
空

気
中
及

び
周
辺
監
視

区
域
の
境
界

に
お
け

る
水
中
の
放

射
性
物

質
の
濃
度
が
、
そ

れ
ぞ
れ
原
子

力
規
制

委
員
会
の
定

め
る
濃
度
限

度
以
下

に
な
る
よ
う

に
発

電
用
原
子
炉
施
設

に
お
い
て
発

生
す
る

放
射
性
廃
棄

物
を
処
理
す

る
能
力

を
有
す
る
も

の
で

あ
る
こ
と
。
 

 二
 
放
射
性
廃
棄
物
以
外
の
廃
棄
物
を
処
理
す
る
設
備
と
区
別
し
て
施
設
す
る
こ
と
。
た
だ
し

、

放
射
性
廃
棄
物
以

外
の
流
体
状

の
廃
棄

物
を
流
体
状

の
放
射
性
廃

棄
物
を

処
理
す
る
設

備
に

導
く
場
合
に
お
い

て
、
流
体
状

の
放
射

性
廃
棄
物
が

放
射
性
廃
棄

物
以
外

の
廃
棄
物
を

取
り

扱
う
設
備
に
逆
流
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

三
 
放
射
性
廃
棄

物
が
漏
え
い

し
難
い

構
造
で
あ
り

、
か
つ
、
放

射
性
廃

棄
物
に
含
ま

れ
る
化

    ・
第
一
号
は
，
排
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
の
処
理
を
要
求
し
て
い
る

。

休
止
設
備
の
「
助
剤
型
ろ
過
装
置
」（

機
器
ド
レ
ン
処
理
系
及
び
床
ド
レ
ン
処
理
系
）
の
撤
去

後
も

，「
非
助
材
型
ろ
過
装
置
」（

機
器
ド
レ
ン
処
理
系
）
及
び
「
再
生
廃
液
処
理
系

」（
床
ド

レ
ン

処
理
系
）
で

処
理
す
る

こ
と
か
ら

，
第
１
項
第

一
号
の
基

準
へ
の
適

合
性
に
影
響

を
及

ぼ
さ
な
い
。
 

・「
非
助
材
型
ろ
過
装
置

」（
機
器
ド
レ
ン
処
理
系
）
及
び
「
再
生
廃
液
処
理
系

」（
床
ド
レ
ン
処

理
系

）
の
設
計
を

変
更
し
な

い
こ
と
か

ら
，
第
１
項

第
二
号
，

第
三
号
，

第
五
号
及
び

第
六

号
の
基
準
へ
の
適
用
性
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
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実
用

発
電
用

原
子
炉

及
び
そ
の

附
属

施
設

の
技
術

基
準
に
関

す
る

規
則
 

休
止

設
備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果
 

学
薬
品
の
影
響
そ
の
他
の
負
荷
に
よ
り
著
し
く
腐
食
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

四
 
気
体
状
の
放

射
性
廃
棄
物

を
処
理

す
る
設
備
は

、
第
四
十
三

条
第
三

号
の
規
定
に

準
ず
る

ほ
か
、
排
気
筒
の

出
口
以
外
の

箇
所
に

お
い
て
気
体

状
の
放
射
性

廃
棄
物

を
排
出
し
な

い
こ

と
。
 

五
 
流
体
状
の
放

射
性
廃
棄
物

及
び
原

子
炉
冷
却
材

圧
力
バ
ウ
ン

ダ
リ
内

に
施
設
さ
れ

た
も
の

か
ら
発
生
す
る
高

放
射
性
の
固

体
状
の

放
射
性
廃
棄

物
を
工
場
等

内
に
お

い
て
運
搬
す

る
た

め
の
容
器
は
、
取

扱
中
に
お
け

る
衝
撃

そ
の
他
の
負

荷
に
耐
え
、

か
つ
、

容
易
に
破
損

し
な

い
も
の
で
あ
る
こ

と
。
た
だ
し

、
管
理

区
域
内
に
お

い
て
の
み
使

用
さ
れ

る
も
の
に
つ

い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

六
 
前
号
の
容
器

は
、
内
部
に

放
射
性

廃
棄
物
を
入

れ
た
場
合
に

、
放
射

線
障
害
を
防

止
す
る

た
め
、
そ
の
表
面

の
線
量
当
量

率
及
び

そ
の
表
面
か

ら
一
メ
ー
ト

ル
の
距

離
に
お
け
る

線
量

当
量
率
が
原
子
力

規
制
委
員
会

の
定
め

る
線
量
当
量

率
を
超
え
な

い
よ
う

、
遮
蔽
で
き

る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

た
だ
し
、
管

理
区
域

内
に
お
い
て

の
み
使
用
さ

れ
る
も

の
に
つ
い
て

は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
 

流
体

状
の

放
射

性
廃

棄
物

を
処

理
す

る
設

備
が

設
置

さ
れ

る
放

射
性

廃
棄

物
処

理
施

設

（
流
体
状
の
放
射

性
廃
棄
物
の

漏
え
い

が
拡
大
す
る

お
そ
れ
が
あ

る
部
分

に
限
る
。
以

下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ

。）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
放
射
性
廃
棄

物
処
理
施
設

内
部
の

床
面
及
び
壁

面
は
、
流
体

状
の
放

射
性
廃
棄
物

が
漏
え

い
し
難
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
放
射
性
廃
棄

物
処
理
施
設

内
部
の

床
面
は
、
床

面
の
傾
斜
又

は
床
面

に
設
け
ら
れ

た
溝
の

傾
斜
に
よ
り
流
体

状
の
放
射
性

廃
棄
物

が
排
液
受
け

口
に
導
か
れ

る
構
造

で
あ
り
、
か

つ
、

流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
（
気
体
状
の
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）

を
処
理
す
る
設
備
の
周

辺
部
に
は
、
流
体

状
の
放
射
性

廃
棄
物

の
漏
え
い
の

拡
大
を
防
止

す
る
た

め
の
堰
が
施

設
さ

れ
て
い
る
こ
と
。
 

              ・
機
器
ド
レ
ン
廃
液
及
び
床
ド
レ
ン
廃
液
を
処
理
す
る
「
助
剤
型
ろ
過
装
置

」（
機
器
ド
レ
ン
処

理
系

及
び
床
ド
レ

ン
処
理
系

）
を
撤
去

す
る
が
，
漏

え
い
防
止

に
係
る
設

備
（
漏
え
い

検
出

器
，

独
立
し
た
区

画
内
で
の

設
置
，
設

備
周
辺
の
堰

等
）
の
設

計
を
変
更

す
る
も
の
で

は
な

く
，

助
材
型
ろ
過

装
置
に
接

続
さ
れ
た

機
器
ド
レ
ン

廃
液
及
び

床
ド
レ
ン

廃
液
の
移
送

配
管

の
切

断
撤
去
（
必

要
に
応
じ

て
部
分
的

に
切
断
撤
去

）
及
び
開

口
部
を
閉

止
す
る
た
め

，
第

２
項
第
一
号
，
第
二
号
，
第
三
号
及
び
第
四
号
の
基
準
へ
の
適
合
性
に
影
響
し
な
い
。
 

・
移

送
水
と
混
合

さ
れ
流
体
状

の
放
射

性
廃
棄
物
と

な
っ
て
い
る

廃
ス
ラ

ッ
ジ
を
処
理

す
る
休

止
設
備
の
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式
）
を
撤
去
す
る
が
，
漏
え
い
防
止
に
係
る
設
備
（
漏

え
い

検
出
器
，
独

立
し
た
区

画
内
で
の

設
置
，
設
備

周
辺
の
堰

等
）
の
設

計
を
変
更
す

る
も

の
で
は
な
く
，
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式
）
に
接
続
さ
れ
た
移
送
配
管
の
切
断
撤
去
（
必
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実
用

発
電
用

原
子
炉

及
び
そ
の

附
属

施
設

の
技
術

基
準
に
関

す
る

規
則
 

休
止

設
備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果
 

三
 
放
射
性
廃
棄

物
処
理
施
設

外
に
通

じ
る
出
入
口

又
は
そ
の
周

辺
部
に

は
、
流
体
状

の
放
射

性
廃
棄
物
が
放
射

性
廃
棄
物
処

理
施
設

外
へ
漏
え
い

す
る
こ
と
を

防
止
す

る
た
め
の
堰

が
施

設
さ
れ
て
い
る
こ

と
。
た
だ
し

、
放
射

性
廃
棄
物
処

理
施
設
内
部

の
床
面

が
隣
接
す
る

発
電

用
原
子
炉
施
設
の

床
面
又
は
地

表
面
よ

り
低
い
場
合

で
あ
っ
て
、

放
射
性

廃
棄
物
処
理

施
設

外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

四
 
工
場
等
外
に

排
水
を
排
出

す
る
排

水
路
（
湧
水

に
係
る
も
の

で
あ
っ

て
放
射
性
物

質
に
よ

り
汚
染
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
管

理
区
域

内
に
開
口
部

が
な
い
も
の

並
び
に

排
水
監
視
設

備
及

び
放
射
性
物
質
を
含
む
排
水
を
安
全
に
処
理
す
る
設
備
を
施
設
す
る
も
の
を
除
く

。）
上
に
放

射
性
廃
棄
物
処
理
施
設
内
部
の
床
面
が
な
い
よ
う
、
施
設
す
る
こ
と
。
 

３
 
第
一
項
第
五

号
の
流
体
状

の
放
射

性
廃
棄
物
を

運
搬
す
る
た

め
の
容

器
は
、
第
二

項
第
三

号
に
準
じ
て
流
体

状
の
放
射
性

廃
棄
物

の
漏
え
い
の

拡
大
を
防
止

す
る
よ

う
に
施
設
し

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
管

理
区
域

内
に
お
い
て

の
み
使
用
さ

れ
る
も

の
及
び
漏
え

い
す

る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
の
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 （
廃
棄
物
貯
蔵
設
備
等
）
 

第
四
十
条
 
放
射

性
廃
棄
物
を

貯
蔵
す

る
設
備
は
、

次
に
定
め
る

と
こ
ろ

に
よ
り
施
設

し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
通
常
運
転
時
に
発
生
す
る
放
射
性
廃
棄
物
を
貯
蔵
す
る
容
量
が
あ
る
こ
と
。
 

      

要
に

応
じ
て
部
分

的
に
切
断

撤
去
）
及

び
開
口
部
を

閉
止
す
る

た
め
，
第

２
項
第
一
号

，
第

二
号
，
第
三
号
及
び
第
四
号
の
基
準
へ
の
適
合
性
に
影
響
し
な
い
。
 

       ・
休

止
設
備
の
撤

去
に
伴
い
，

液
体
状

の
放
射
性
廃

棄
物
を
運
搬

す
る
運

用
を
採
用
し

な
い
こ

と
か
ら
，
第
３
項
の
基
準
へ
の
適
合
性
に
影
響
し
な
い
。
 

      ・
濃
縮
廃
液
は

，「
濃
縮
廃
液
貯
蔵
タ
ン
ク
に
貯
蔵
し
た
後
，
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式
）

で
固

化
材
（
セ
メ

ン
ト
）
と

混
合
し
て

ド
ラ
ム
缶
内

に
固
化
し

固
体
廃
棄

物
貯
蔵
庫
に

貯
蔵

保
管

す
る
。
あ
る

い
は
，
減

容
固
化
設

備
で
乾
燥
・

造
粒
し
て

容
器
に
詰

め
減
容
固
化

体
貯

蔵
室

に
貯
蔵
す
る

か
，
貯
蔵

し
た
後
，

セ
メ
ン
ト
混

練
固
化
装

置
で
ド
ラ

ム
缶
内
に
固

化
材

（
セ
メ
ン
ト
）
と
混
錬
し
て
固
化
し
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
に
貯
蔵
保
管
す
る

。」
た
め
，
下
線

部
の

設
備
に
よ
っ

て
処
理
し

固
体
廃
棄

物
貯
蔵
庫
に

貯
蔵
保
管

し
て
い
る

こ
と
か
ら
，

通
常

運
転

時
に
発
生
す

る
濃
縮
廃

液
を
貯
蔵

す
る
容
量
を

増
加
さ
せ

る
必
要
は

な
く
，
第
一

号
の
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実
用

発
電
用

原
子
炉

及
び
そ
の

附
属

施
設

の
技
術

基
準
に
関

す
る

規
則
 

休
止

設
備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果
 

二
 
放
射
性
廃
棄
物
が
漏
え
い
し
難
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。
 

三
 
崩
壊
熱
及
び

放
射
線
の
照

射
に
よ

り
発
生
す
る

熱
に
耐
え
、

か
つ
、

放
射
性
廃
棄

物
に
含

ま
れ
る
化
学
薬
品
の
影
響
そ
の
他
の
負
荷
に
よ
り
著
し
く
腐
食
し
な
い
こ
と
。
 

２
 
固
体
状
の
放

射
性
廃
棄
物

を
貯
蔵

す
る
設
備
が

設
置
さ
れ
る

発
電
用

原
子
炉
施
設

は
、
放

射
性
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
が
広
が
ら
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
前
条
第
二
項

の
規
定
は
、

流
体
状

の
放
射
性
廃

棄
物
を
貯
蔵

す
る
設

備
が
設
置
さ

れ
る
放

基
準
へ
の
適
合
性
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
 

・
使

用
済
樹
脂
は

，
使
用
済
樹

脂
貯
蔵

タ
ン
ク
に
貯

蔵
し
，
放
射

能
を
減

衰
さ
せ
た
後

，
雑
固

体
廃
棄
物
焼
却
設
備
で
焼
却
す
る
た
め
，
休
止
設
備
「
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式

）」
の

撤
去

に
伴
っ
て
，

通
常
運
転

時
に
発
生

す
る
使
用
済

樹
脂
を
貯

蔵
す
る
容

量
を
増
加
さ

せ
る

必
要
が
な
い
こ
と
か
ら
，
第
一
号
の
基
準
へ
の
適
合
性
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。

・
使

用
済
粉
末
樹

脂
貯
蔵
タ
ン

ク
，
ク

ラ
ッ
ド
ス
ラ

リ
タ
ン
ク
に

つ
い
て

は
，
こ
れ
ま

で
の
発

生
実

績
を
踏
ま
え

た
貯
蔵
量

予
測
に
よ

り
，
貯
蔵
す

る
十
分
な

空
き
容
量

が
あ
る
こ
と

を
確

認
し
た
た
め
，
第
一
号
の
基
準
へ
の
適
合
性
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。

・
廃
液
ス
ラ
ッ
ジ

貯
蔵
タ
ン
ク

及
び
床

ド
レ
ン
ス
ラ

ッ
ジ
貯
蔵
タ

ン
ク
に

つ
い
て
は
，

貯
蔵
量

が
少
な
く
，
ま
た

，
休
止
設
備
「
助
材
型
ろ
過
装
置

」（
機
器
ド
レ
ン
処
理
系
及
び
床
ド
レ
ン

処
理

系
）
の
撤
去

に
よ
り
廃

棄
物
を
新

た
に
受
け
入

れ
な
い
こ

と
か
ら
，

貯
蔵
す
る
十

分
な

空
き

容
量
が
あ
る

こ
と
を
確

認
し
た
た

め
，
第
一
号

の
基
準
へ

の
適
合
性

に
影
響
を
及

ぼ
さ

な
い
。

・
濃
縮
廃
液
貯
蔵

タ
ン
ク
，
使

用
済
粉

末
樹
脂
貯
蔵

タ
ン
ク
，
使

用
済
樹

脂
貯
蔵
タ
ン

ク
，
ク

ラ
ッ

ド
ス
ラ
リ
タ

ン
ク
，
廃

液
ス
ラ
ッ

ジ
貯
蔵
タ
ン

ク
及
び
床

ド
レ
ン
ス

ラ
ッ
ジ
貯
蔵

タ
ン

ク
の

設
計
を
変
更

し
な
い
こ

と
か
ら
，

第
二
号
及
び

第
三
号
の

基
準
へ
の

適
用
性
に
影

響
を

及
ぼ
さ
な
い
。

・
固
体
廃
棄
物
貯

蔵
庫
に
貯
蔵

す
る
固

体
状
の
放
射

性
廃
棄
物
は

ド
ラ
ム

缶
等
に
詰
め

て
い
る

こ
と

，
使
用
済
粉

末
樹
脂
を

貯
蔵
す
る

使
用
済
粉
末

樹
脂
貯
蔵

タ
ン
ク
及

び
非
助
材
型

ろ
過

装
置

か
ら
発
生
す

る
廃
ス
ラ

ッ
ジ
を
貯

蔵
す
る
ク
ラ

ッ
ド
ス
ラ

リ
タ
ン
ク

を
設
置
す
る

施
設

は
，

漏
え
い
拡
大

防
止
の
た

め
の
設
備

（
漏
え
い
検

出
器
，
独

立
し
た
区

画
内
で
の
設

置
，

設
備

周
辺
の
堰
等

）
設
置
し

て
い
る
た

め
，
第
２
項

の
基
準
へ

の
適
合
性

に
影
響
を
及

ぼ
さ

な
い
。
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実
用

発
電
用

原
子
炉

及
び
そ
の

附
属

施
設

の
技
術

基
準
に
関

す
る

規
則
 

休
止

設
備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果
 

射
性
廃
棄
物
処
理
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、「

流
体
状
の
放
射
性
廃

棄
物
を
処
理
す
る

設
備
」
と
あ

る
の
は

「
流
体
状
の

放
射
性
廃
棄

物
を
貯

蔵
す
る
設
備

」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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休止設備の撤去後，残存する主な設備の概要 

 

１．減容固化設備及びセメント混練固化装置の概要 

（１）減容固化設備（図 7 参照） 

濃縮廃液を，乾燥装置により水分を除去し乾燥させた後，造粒装

置によって粒状に圧縮成形し，減容固化体（ペレット）に処理する

ための設備。 

（２）セメント混練固化装置（図 8 参照） 

減容固化設備で製作した減容固化体（ペレット）を粒径約 1～2mm

程度に粉砕し，セメント及び添加水とともにドラム缶に供給し，ド

ラム缶内で混練して均質固化体を製作するインドラムミキシング

方式の固化装置。 

 

２．非助材型ろ過装置（機器ドレン処理系）の概要（図 3 参照） 

  非助材型ろ過装置は，電磁ろ過器，超ろ過器（透過方式）で構成

されている。 

 廃液収集タンクから，電磁ろ過器供給タンクへ機器ドレン廃液を

受け入れた後，電磁ろ過器で磁性懸濁物を除去する。その後超ろ過

器供給タンクに送り，廃液中に含まれる微細懸濁物を除去し，超ろ

過膜により清澄な処理水だけが透過する。 

 

３．再生廃液処理系への移送（床ドレン処理系）の概要（図 4，9，10

参照） 

 再生廃液処理系へ移送し，廃液中和タンクにて中和した廃液を濃

縮，蒸留処理する。 

参考３
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図 7 減容固化設備の概要図     図 8 セメント混練固化装置の概要図 
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図 9 床ドレン処理系（高電導度ドレン系）系統図 図 10 床ドレン処理系（再生廃液処理系）系統図 

廃液中和タンク A 

廃液中和タンク B 

廃液濃縮器供給ポンプ A

廃液濃縮器

廃液濃縮器復水器

凝 縮 水 

収集タンク 

 廃液濃縮器加熱

廃液濃縮器供給ポンプ B

廃液濃縮器循環ポンプ A

a 

b 
a b 

赤線：床ドレン廃液の流れ

Ｒ／Ｗ撤去－38
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図 11 使用済粉末樹脂貯蔵タンク受入れ実績 

 

図 12 使用済粉末樹脂貯蔵タンク貯蔵量予想 

  

参考４

震災以前の平均 

A：2.3 m３／年 

B：1.3 m３／年 

Ｒ／Ｗ撤去－39
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図 13 使用済樹脂貯蔵タンク受入れ実績 

図 14 使用済樹脂貯蔵タンク貯蔵量予測

焼却

 焼却

C/D樹脂廃棄 

R/W 樹脂廃棄 

樹脂抜き取り実施

C/D 樹脂廃棄 

R/W 樹脂廃棄 

H7 と H8 に 1回ずつ 

C/D 樹脂廃棄 

R/W 樹脂廃棄 

R/W 樹脂廃棄 

R/W 樹脂廃棄 

R/W 樹脂廃棄 

C/D 樹脂廃棄

Ｒ／Ｗ撤去－40
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図 15 廃液スラッジ貯蔵タンク受入れ実績 

 

図 16 廃液スラッジ貯蔵タンク貯蔵量予測 

   

助剤型ろ過装置運転によるスラッジの発生

タンク内部点検実施時に数値の見直しを実

施（実測値に合わせた） 

また、A タンクのスラッジを B タンクに移

送して貯蔵中 

Ｒ／Ｗ撤去－41
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図 17 床ドレンスラッジ貯蔵タンク受入れ実績 

 

図 18 床ドレンスラッジ貯蔵タンク貯蔵量予測  

スラッジ抜き取り作業実施 

タンク点検に伴うスラッジの発生 タンク内部点検実施時に数値の見

直しを実施（実測値に合わせた） 

Ｒ／Ｗ撤去－42
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図 19 クラッドスラリタンク受入れ実績 

 

 

図 20 クラッドスラリタンク貯蔵量予測 

 

震災以前の平均 
タンク合算：0.1 m３／年 
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554



44
 

表
5
 

各
タ
ン
ク
の
容
量
と
廃
棄
物
発
生
量
 

タ
ン

ク
略

称
 

タ
ン

ク
容
量

(
m
３
)

保
管

廃
棄
物
 

今
後

の
発
生

予
想
量
 

使
用

済
樹
脂

貯
蔵
タ

ン
ク
（
A
）

 
S
R
T
(
A
) 

約
1
3
0 

・
復

水
脱
塩

器
か
ら

発
生
す
る

使
用

済

粒
状

樹
脂

6
9
.
3
 
m
３
／

5
年
(
復

水
脱

塩
器

1
0
塔

分
)
 

樹
脂

の
性
能

劣
化
を

考
慮
し
約

5
サ

イ

ク
ル

で
交
換

す
る
計

画
。

使
用

済
樹
脂

貯
蔵
タ

ン
ク
（
B
）

 
S
R
T
(
B
) 

約
2
5
0 

・
機

器
ド
レ

ン
処
理

系
脱
塩
装

置
か

ら

発
生

す
る
使

用
済
粒

状
樹
脂

7
 
m
３
／

5
年
 

樹
脂

の
性
能

劣
化
を

考
慮
し
約

5
サ

イ

ク
ル

で
交
換

す
る
計

画
。

使
用

済
樹
脂

貯
蔵
タ

ン
ク
（
C
）

 
S
R
T
(
C
) 

約
2
5
0 

・
凝

縮
水
脱

塩
器
か

ら
発
生
す

る
使

用

済
粒

状
樹
脂

0
.
5
 
m
３
／

年
 

樹
脂

の
性
能

劣
化
に

伴
い
交
換

。
過

去

実
績

よ
り
算

出
。
 

使
用

済
粉
末

樹
脂
貯

蔵
タ
ン
ク

（
A
）
 

S
P
O
W
T
(
A
) 

約
1
4
0 

・
原

子
炉
冷

却
材
浄

化
系
脱
塩

装
置

か

ら
発

生
す
る

使
用
済

粉
末
樹
脂

・
燃

料
プ
ー

ル
冷
却

材
浄
化
系

脱
塩

装

置
か

ら
発
生

す
る
使

用
済
粉
末

樹
脂

3
.
6
 
m
３
／

年
 

樹
脂

の
性
能

劣
化
に

伴
い
交
換

。
過

去

実
績

よ
り
算

出
。
 

使
用

済
粉
末

樹
脂
貯

蔵
タ
ン
ク

（
B
）
 

S
P
O
W
T
(
B
) 

約
1
4
0 

廃
液

ス
ラ
ッ

ジ
貯
蔵

タ
ン
ク
（

A
）
 

W
S
L
T
(
A
) 

約
1
6
0 

・
助

材
型

ろ
過

装
置

か
ら

発
生

す
る

廃

ス
ラ

ッ
ジ

助
材

型
ろ
過

装
置
（

機
器
ド
レ

ン
系

）

の
撤

去
に
よ

り
発
生

し
な
い
 

廃
液

ス
ラ
ッ

ジ
貯
蔵

タ
ン
ク
（

B
）
 

W
S
L
T
(
B
) 

約
1
6
0 

床
ド

レ
ン
ス

ラ
ッ
ジ

貯
蔵
タ
ン

ク
 

F
D
S
L
T 

約
1
1
0 

・
助

材
型
ろ

過
装
置

か
ら
発
生

す
る

廃

ス
ラ

ッ
ジ

助
材

型
ろ
過

装
置
（

床
ド
レ
ン

系
）

の

撤
去

に
よ
り

発
生
し

な
い
 

ク
ラ

ッ
ド
ス

ラ
リ
タ

ン
ク
（
A
）

C
R
T
(
A
) 

約
2
5
0 

・
非

助
材
型

ろ
過
装

置
か
ら
発

生
す

る

廃
ス

ラ
ッ
ジ

0
.
1
 
m
３
／

年
 

非
助

材
型
ろ

過
装
置

性
能
低
下

に
伴

い

洗
浄

。
過
去

実
績
よ

り
算
出
。

 
ク

ラ
ッ

ド
ス

ラ
リ
タ

ン
ク
（
B
）

C
R
T
(
B
) 

約
2
5
0 
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図
2
1
 

固
体

廃
棄

物
貯

蔵
庫

（
東

海
発

電
所

と
共

用
）

の
貯

蔵
保

管
量

予
測
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